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平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 平成30年10月31日 (水曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午後３時33分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 平 成 3 0 年 平成29年度沖縄県一般会計決算

第７回議会 の認定について（企画部、出納

認定第１号 事務局、監査委員事務局、人

事委員会事務局、議会事務局

所管分）

２ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲 宗 根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 川 満 誠 一君

企 画 部 参 事 立 津 さとみさん

交 通 政 策 課 長 長 濱 為 一君

交 通 政 策 課 宮 城 優君
公 共 交 通 推 進 室 長

科 学 技 術 振 興 課 長 屋比久 義君

総 合 情 報 政 策 課 長 金 城 清 光君

地 域 ・ 離 島 課 長 中 野 秀 樹君

市 町 村 課 副 参 事 砂 川 健君

会 計 管 理 者 伊 川 秀 樹君

監 査 委 員 事 務 局 長 新 垣 秀 彦君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 池 田 克 紀君

議 会 事 務 局 長 平 田 善 則君
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○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成30年第

７回議会認定第１号の調査及び決算調査報告書記載

内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

まず初めに、企画部長から企画部関係決算の概要

説明を求めます。

川満誠一企画部長。

○川満誠一企画部長 お手元の平成29年度歳入歳出

決算説明資料により御説明申し上げます。

資料の１ページをお開き願います。

平成29年度一般会計歳入決算につきまして、御説

明申し上げます。

企画部所管の歳入決算総額は、予算現額418億

8814万9600円に対し、調定額351億540万7743円、収

入済額351億442万743円、不納欠損額０円、収入未

済額98万7000円となっております。

予算科目の款ごとに御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額431万7000円、

調定額150万4260円で、同額収入済みであります。

これは、主に行政財産使用許可に係る使用料収入で

あります。

（款）国庫支出金は、予算現額397億2271万7200円、

調定額336億8758万5172円で、同額収入済みであり

ます。これは、主に（項）国庫補助金の沖縄振興特

別推進交付金や、（項）委託金の衆議院議員総選挙

費であります。なお、繰越事業費繰越財源充当額が

60億7081万3200円となっておりますが、主に沖縄振

興特別推進交付金の市町村分に係る前年度からの繰

越予算であります。

（款）財産収入は、予算現額１億8971万5000円、

調定額２億4862万3847円で、同額収入済みでありま

す。

財産収入の主なものは、（項）財産運用収入（目）

財産貸付収入における沖縄県特定駐留軍用地等内土

地貸付料及び（目）利子及び配当金であります。

予算現額から増収となった主な要因は、（目）利
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子及び配当金における株式配当金が増加したことに

よるものであります。

資料の２ページをお願いいたします。

（款）寄附金は、予算現額150万円、調定額88万

5000円で、同額収入済みであります。これは知的・

産業クラスター形成推進寄附金としての受け入れで

あります。

（款）繰入金は、予算現額10億6493万1000円、調

定額２億7508万5454円で、同額収入済みであります。

これは主に沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業

基金からの繰り入れであります。

予算現額から減収となっている主な要因は、西普

天間住宅地区跡地における普天間高校の移設につい

て、年度末までに用地取得に取り組みましたが、見

込みを下回ったことによるものであります。

（款）諸収入は、予算現額６億2086万9400円、調

定額６億1142万4010円で、収入済額６億1043万

7010円で、収入未済額98万7000円となっております。

諸収入の主なものは、（目）総務貸付金元利収入

の地域総合整備資金貸付金元利収入であります。

また、収入未済については（項）雑入（目）雑入

の沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業の交付決

定取り消しに係る返還金であります。

（款）県債は、予算現額２億8410万円、調定額２億

8030万円で、同額収入済みであります。これは主に、

那覇バスターミナル整備事業であります。

３ページをお願いいたします。

平成29年度一般会計歳出決算について御説明申し

上げます。

企画部の予算は（款）総務費に計上されておりま

す。

歳出決算総額は、予算現額493億899万2500円に対

し、支出済額419億1561万3446円、翌年度繰越額51億

5229万8200円、不用額22億4108万854円となってお

ります。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

85.0％、繰越額の割合である繰越率は10.4％であり

ます。

翌年度繰越額について御説明申し上げます。翌年

度繰越額（Ｃ）欄をごらんください。

（項）企画費の繰越額２億2851万200円のうち、

（目）企画総務費638万9000円は、通信施設改修事

業の事業実施に伴う繰り越しであります。

（目）計画調査費２億2212万1200円は、超高速ブ

ロードバンド環境整備促進事業の事業実施に伴う繰

り越しであります。

（項）市町村振興費の繰り越しは、（目）沖縄振

興特別推進交付金49億2378万8000円となっておりま

す。

不用額の主なものについて御説明申し上げます。

右側の不用額の欄をごらんください。

（項）総務管理費の不用額７億9138万8694円は、

主に特定駐留軍用地等内土地取得事業において、西

普天間住宅地区跡地の土地取得が見込みより少な

かったことに伴う委託料の執行残によるものであり

ます。

（項）企画費の不用額３億3073万4588円のうち、

（目）企画総務費に係る主なものは、通信施設維持

管理費における役務費等の執行残によるものであり

ます。

（目）計画調査費に係る主なものは、石油製品輸

送等補助事業における石油輸送量の実績減に係る補

助金の執行残、離島空路確保対策事業費における航

空機購入費補助について、為替の影響による補助金

の執行残によるものであります。

（項）市町村振興費の不用額10億2808万6255円は、

主に、（目）沖縄振興特別推進交付金において、市

町村事業に係る入札残及び事業計画の変更等による

交付金の執行残であります。

（項）選挙費の不用額6014万7487円は、主に（目）

衆議院議員総選挙費の市町村に対する交付金の執行

残であります。

（項）統計調査費の不用額3072万3830円は、主に

就業構造基本調査費の市町村に対する交付金の執行

残であります。

以上で、企画部所管の平成29年度一般会計歳入歳

出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりまし

た。

次に、会計管理者から出納事務局関係決算の概要

説明を求めます。

伊川秀樹会計管理者。

○伊川秀樹会計管理者 出納事務局所管の平成29年

度歳入歳出決算の概要について、お手元にお配りし

ております平成29年度歳入歳出決算説明資料出納事

務局に基づきまして、御説明をいたします。

資料の１ページをごらんください。

それでは初めに、歳入について御説明いたします。

予算現額は、（款）使用料及び手数料、（款）財産

収入、（款）諸収入の合計で3797万円となっており

ます。 調定額は20億5394万6192円で、収入済額も
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同額となっております。

（款）使用料及び手数料（項）証紙収入について

は、各部局で予算を計上していることから予算現額

は０円となっております。証紙収入の調定額及び収

入済額については、出納事務局会計課で行っている

証紙売りさばき分になります。

資料の２ページをお願いいたします。

次に、歳出について御説明いたします。

（款）総務費（項）総務管理費の予算現額５億9961万

9000円に対し、支出済額は５億8200万5426円で、予

算現額に対する支出済額の割合である執行率は

97.1％となっております。

不用額は1761万3574円で、その主なものといたし

ましては、職員手当等と委託料の執行残となってお

ります。

以上で、出納事務局の平成29年度歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

決算の概要説明を求めます。

新垣秀彦監査委員事務局長。

○新垣秀彦監査委員事務局長 監査委員事務局所管

の平成29年度一般会計歳入歳出決算の概要につきま

して、お手元にお配りしてあります平成29年度歳入

歳出決算説明資料に基づきまして説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

歳入の決算について御説明いたします。

監査委員事務局の歳入総額は、（款）諸収入となっ

ており、収入済額が18万9595円となっております。

その内容は、非常勤職員に係る雇用保険料等となっ

ております。なお、調定額に対する収入済額の割合

は100％となっております。

次に、資料の２ページをお開きください。

歳出の決算について御説明いたします。

歳出の合計は、（款）総務費（項）監査委員費の

予算現額１億8343万3000円に対しまして、支出済額

は１億7512万768円で、執行率は95.5％となってお

ります。

不用額は831万2232円で、その主なものは職員費

及び旅費等の執行残によるものです。

以上で、監査委員事務局所管の決算の概要説明を

終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係決算の概要説明を求めます。

池田克紀人事委員会事務局長。

○池田克紀人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局所管の平成29年度一般会計歳入歳出決算

の概要につきまして、お手元にお配りしております

平成29年度歳入歳出決算説明資料に基づき、御説明

申し上げます。

資料の１ページをお開きください。

初めに、歳入決算状況について御説明いたします。

人事委員会事務局の歳入総額は、（款）諸収入の

収入済額が160万5202円となっております。その内

容につきましては、公平審査・苦情相談業務の受託

経費、警察官採用共同試験の実施に係る経費、非常

勤職員等に係る雇用保険料であります。なお、調定

額に対する収入済額の割合は100％となっておりま

す。

資料の２ページをごらんください。

次に、歳出決算状況について御説明いたします。

（款）総務費（項）人事委員会費の歳出総額は、

予算現額１億7663万6000円に対し、支出済額１億

6754万4579円、不用額909万1421円、執行率は94.9％

となっております。

不用額の主な内容は、職員費及び職員採用試験費

の執行残等であります。

以上で、人事委員会事務局所管の歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係決算の概

要説明を求めます。

平田善則議会事務局長。

○平田善則議会事務局長 それでは、議会事務局所

管の平成29年度一般会計歳入歳出決算の概要につき

まして、お手元にお配りしてあります歳入歳出決算

説明資料に基づき、御説明申し上げます。

資料の１ページをお開きください。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

議会事務局の歳入総額は、調定額の265万7762円

に対し､収入済額が265万7762円､収入済額の割合は

100％となっております。

収入済額のうち、（款）使用料及び手数料32万

8057円は、議会棟１階ラウンジ等の建物使用料であ

ります。
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（款）諸収入の232万9705円は、電気代等の雑入

であります。

次に、２ページをお開きください。

歳出決算について、御説明申し上げます。

議会事務局の歳出総額は、予算現額の13億5983万

8000円に対し、支出済額が13億1678万6002円、不用

額が4305万1998円で、執行率は96.8％となっており

ます。

不用額の主な内容を目別に御説明しますと、（目）

議会費の不用額3428万6783円は、旅費等の執行残と

なっております。

次に、（目）事務局費の不用額876万5215円は、職

員費等の執行残となっております。

以上が、議会事務局所管の歳入歳出決算の概要で

あります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に

従って行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取り扱い

等については、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、あらかじめ引用する決算資料の

名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行

うよう御協力をお願いいたします。

また、答弁に当たっては総括的、政策的な質疑に

対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担当

課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思います

ので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろしく

お願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 平成29年度主要施策の成果に関す

る報告書―成果報告書の31ページの離島観光・交流

促進事業についてです。一番最初から、決算からは

外れてしまうのですが、本年度の本会議の質疑で西

銘啓史郎議員から、旅行業法上の問題点があるとい

うことを触れられていたと思うのですが、これにつ

いて、詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 今の御指摘の点でござ

いますが、昨年度、平成28年度から本事業を実施し

ておりまして、事業内容は御承知のとおりでござい

ますが、昨年度の事業を実施する中で、沖縄本島の

県民を中心に広報いたしまして募集を行うのです

が、その中で、この事業への参加の意思を御確認し

た上で抽選を行いまして、参加をされる方に対して、

旅行会社から通常の旅行業と同じような形で正式に

契約を結んでもらうというような、申し込みをして

もらう形です。通常の旅行商品と異なるのは、最初

にこの事業に対して参加してもらうという意思表明

の手続がございまして、その点については募集の中

で、いわゆる事業の参加に対する広報という位置づ

けでやっていたのですが、実際にはその後に正式な

申し込みがあるものの、最初の段階で旅行に申し込

むのとほぼ同様の内容が含まれるという指摘がある

ことから、最初の広報の段階でも通常の旅行商品を

周知するのと同様のルールを守っていただきたいと

いう内容がありました。いわゆる表記の部分であっ

たりとか、価格の部分であったり、それから旅行業

法上その旅行会社の細かいいろいろな留意事項等ご

ざいますが、こういった部分も、最初の広報の段階

から、通常の商品の募集等に準じた形でやっていた

だきたいということで―その点については正式な募

集段階のときには当然行ってはいるのですが、最初

の広報段階からも可能な限り、通常の商品に準じた

形でやれるように改善しているところです。

○宮城一郎委員 では平成28年度、平成29年度にお

いては、そのような問題点を抱えたまま進められて

いて、平成30年度の10月末の時点で、これは解消さ

れている状態ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。

○宮城一郎委員 この事業なのですが、計画では平

成30年度をもって終了という形になると思うのです

が、この事業の目的が、１つは島の住民と交流を重

ねることで島への理解を深めること、もう一つに体

験プログラムの開発、改善、それから受け入れ体制

の強化という２本立てになっていると思うのです

が、今回平成30年度で終わるに当たって、平成29年

度から引き続きなのですが、成果として参加者から

の評価、この事業はおおむね好評を得ていたのかど
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うか等、何か実績があれば教えてください。

○中野秀樹地域・離島課長 事業に対する評価です

が、本事業はモニターツアーという形式をとってお

りますので、実際にツアーに参加していただいた後

にアンケートに答えていただきます。その中で、参

加者からのアンケート結果の最新のデータでござい

ますが、平成29年度の実績では、24離島、29地域に

3391名参加いただいて、アンケート結果の中で、こ

のツアー全体に対して満足度を聞いておりますが、

満足が60％、やや満足が31％、合わせて91.7％。そ

れから離島との交流、理解促進を掲げておりますの

で、理解が深まったかという問いに対しては、深まっ

た、そう思うが63.8％、ややそう思うが29.7％で合

わせて93.5％。また再度訪問したいかという問いに

も合計で93.9％といったようなデータが出ておりま

すし、自由記述とかの欄でも、ほかの離島にも行っ

てみたいとか、交流できていろいろな話が聞けて島

を好きになって、ほかの島にも行きたいし、応援を

していきたいといったような肯定的な意見が多数見

られております。

○宮城一郎委員 県民から継続の声とかはないです

か。

○中野秀樹地域・離島課長 もちろん参加者の方も

そうでございますし、それから実際に離島でいろい

ろ展開をされている地元のモニターツアーの継続要

望もそうなのですが、それとあわせて、単に人が来

るというだけではなくて、連携される島の事業者が

ふえてきたとか、受け入れ団体が組織化してきたと

か、こういうようなことを踏まえて新しいプログラ

ムに挑戦したいとか、新しい体制で経験を積みたい

と。それから、実際につくったものを自走させてい

くというか、こういう事業がなくても販売を伸ばす

ための販売手法やノウハウといったものも学びたい

といったような要望はほぼ全ての離島、それから参

加者の多くからも聞いているところでございます。

○宮城一郎委員 今おっしゃられた事業者の声で継

続の要望があると思うのですが、一方でおっしゃる

とおり、自走させていくことが事業の目的でもあっ

たと思うのです。これまでの中において、実際に各

島々で起こしたモニターツアーの中から、着地型旅

行商品として実際に一般観光客に向けてテイクオフ

していったような商品は大体どのくらいあって、旅

行会社で販売されているか御存じだったら教えてく

ださい。

○中野秀樹地域・離島課長 実際の自走化というか

テイクオフの部分でございますが、本事業で基本的

には新たに造成したツアーというものが対象になり

ますが、こういったものが全体で180程度はあるの

ですが、そのうちの67ツアー、全体で３分の１くら

いは旅行社の視点で商品として今後売れていく可能

性があるという評価をいただいているところであっ

たりとか、実際に昨年度の段階からこの事業を離れ

て県外向けのツアーとして販売されているような事

例というのも出てきているところでありまして、こ

ういったもの、それからそうでないものも含めて、

今後もブラッシュアップを行って、自走化に向けた

取り組みを行っていきたいと思っております。

○宮城一郎委員 では、次の質疑に移らせていただ

きます。

成果報告書34ページの特定駐留軍用地等内土地取

得事業です。平成29年度、約10億3000万円の予算に

ついて、決算は４億3000万円ということで、先ほど

企画部長からお話があったように西普天間での取得

が芳しくなかったと聞いております。ただ西普天間

と普天間飛行場内にそれぞれ0.2ヘクタールずつ取

得があったと思うのですが、この４億3000万円の少

し細かい部分を教えていただけたら助かります。

○立津さとみ企画部参事 ４億3189万6000円となり

ますが、その内訳としましては土地取得事業に係る

沖縄県土地開発公社への業務委託料としまして、

２億7100万円余りです。それから、軍用地料や基金

の運用利子を基金に積み立てする積立金が１億

5900万円余りとなっております。そのほかは、事務

費として旅費や共済費などという内訳になってござ

います。

○宮城一郎委員 約４億3000万円、この事業はほぼ

特定駐留軍用地等内土地取得事業基金を活用して進

められているものだと思うのですが、平成29年度に

約４億3000万円の活用があった一方で、別の資料で

沖縄県歳入歳出決算審査意見書の64ページにありま

す34基金の、決算年度中の増減等が記載されている

一覧表があるのですが、そこには同基金が平成29年

度は9397万7000円程度の活用にとどまっているとお

見受けしております。例えば、西普天間の土地取得

については、全てがこの基金ではなくて、別の財源

とかも活用したのかどうかも含めて、ちょっと４億

円との数字の差等を御教示いただきたいと思いま

す。

○立津さとみ企画部参事 今、手元に資料の持ち合

わせがないので、取りまとめて、後ほど御提供させ

ていただけないかと思いますのでよろしくお願いい

たします。
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○宮城一郎委員 あと西普天間の0.2ヘクタールな

のですが、一旦取得いたしました。今後なのですが、

普天間高校の移転事業自体は断念という結果を見た

中で、この0.2ヘクタールを今後どのように使って

いくのかというところですね。例えば、換地等によ

り市に渡して市で全体計画の中でうまく活用して

いってもらうのか、あるいは県単独で何かここで

やっていく予定なのかというところを教えてくださ

い。

○立津さとみ企画部参事 現在、宜野湾市において

は、区画整理事業の認可に向けてさまざまな調整を

行っているところなのですが、県が取得しました西

普天間住宅地区跡地の土地の利活用につきまして

は、関係する機関、地元の宜野湾市でありますとか、

あるいは県の教育庁も含めて、調整、検討を行って

いるところでございます。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 それでは、主要施策の成果に関す

る報告書の16ページになります。企画部の事業なの

ですが、知的・産業クラスター形成に向けた研究拠

点の構築というものがございます。７つの事業があ

るようですが、それぞれ大きな事業だと思いますの

で、それぞれの概要で構いませんので成果について

お伺いします。

○屋比久義科学技術振興課長 知的・産業クラス

ターを形成するため、健康、医療、環境エネルギー

の分野について７つの事業を実施しているところで

ございます。平成29年度における主な成果の概要に

つきましては、沖縄科学技術イノベーションシステ

ム構築事業において、例えば骨折治療等に使う綿状

の人工骨を製造する企業と琉球大学が提携した再生

治療法の開発研究を支援し、その一部につきまして

は、ことし２月に特許を出願しております。

また、先端医療実用化推進事業におきましては、

医療現場における先端医療技術の研究を支援し、こ

れらの実用産業化を目指した取り組みを行っており

ます。具体的には患者自身の細胞を培養した細胞

シートという再生医療技術を用いまして、食道が狭

くなる疾患に対する臨床研究を支援しております。

手術によって食道が狭くなり、食事が喉を通りにく

い患者を救う治療法として期待されております。ま

た、この研究で開発した培養技術や治療に使用する

医療機器などの再生医療の産業化も期待できるとこ

ろでございます。

さらに、先端技術活用によるエネルギー基盤研究

事業では、琉球大学や企業等が連携して進めます島

嶼地域におけるエネルギーの安定供給に寄与するエ

ネルギー基盤の研究を支援しているところでござい

ます。具体的には、海水と淡水の塩分濃度差を利用

して安定的に電力を生み出す研究を支援しておりま

して、平成29年度は県企業局の協力を得て北谷浄水

場内に試験室を設置するとともに、実証試験を行う

ための装置を開発したところでございます。今後と

も研究段階に応じて得られた成果を発展させる産学

連携の共同研究を支援していくことで、知的・産業

クラスターの形成を推進していきたいと考えており

ます。

○当山勝利委員 まず一番最初に御説明いただきま

した沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業

ですが、たしかここにも書いてありますが３事業の

事業化に向けて企画部でやっていると思うのです

が、そちらはその支援、たしか３年計画だったと思

いますが進捗状況はいかがでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 沖縄科学技術イノ

ベーションシステム構築事業についてですが、研究

者と企業等が連携して技術を実用化するための共同

研究に対する補助等、現時点で30を超えるような共

同研究について支援をしているところでございま

す。

○当山勝利委員 事業化に向けた取り組みが平成

29年度からなされていると思うのですが、そちらの

進捗状況はいかがでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 これまでの取り組み

と成果につきましては、例えばライフサイエンス研

究センターにレンタルラボや動物実験設備を整備い

たしまして、企業が利用できる研究基盤の高度化を

進めたところでございます。これをもとにして、同

センターを中核としたうるま市州崎地区へのライフ

サイエンス系企業の集積が促進されていると理解し

ております。また一方で、共同研究支援の具体的な

成果といたしましては、メラニン抑制効果がある

シークヮーサー由来のノビレチンを活用した化粧品

の開発で琉球大学発のベンチャーを設立したり、沖

縄産の蚕由来のタンパク質合成技術を確立すること

で沖縄工業高等専門学校―沖縄高専発のベンチャー

の設立がなされるなど、具体的な事業化に向けて今

取り組まれているところでございます。

○当山勝利委員 沖縄でとれるものを使った産業化

ということで期待しております。

それと、商工労働部でバイオ３Ｄプリンターとか、

先ほどありました大量の細胞の培養施設とかつくっ

ていらっしゃると思いますが、そこら辺と絡めて企
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画部も再生医療に関する研究開発等の支援をされて

いると思うのですが、そこら辺の取り組みについて

ちょっと教えていただけないでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 まず、この再生医療

に関する体制づくりということにつきましては、こ

れまでゲノム研究を支援していくことで、ゲノム解

析技術者の育成であったり、また細胞の再生につい

ては例えばこれを医療で使う場合は、臨床細胞培養

士という学会で認定される人材も必要になりますの

で、そういったものの育成であったり、あとはお医

者様が再生医療認定医になるための研究等々につい

ても支援しております。先ほど御説明いたしました

琉球大学と、骨折治療等に使う綿状の人工骨を製造

する企業と提携した共同研究についても、通常培養

が難しい、あるいは培養しても培養した培地から細

胞を剥がすときに難しい技術が必要だといったもの

を、より安全で簡単にできないかというところで、

この人工骨に使う技術を活用しながら細胞培養の技

術革新を進めておりまして、そういったものを支援

しているというところでございます。

○当山勝利委員 培養士の育成という意味では、沖

縄高専でカリキュラムに取り入れて、そのカリキュ

ラムを受講した人は培養士としての資格をもらえる

ような制度ができるようになりますというのは聞い

ていますので、そこら辺の人材もしっかり生かせる

ような環境をつくっていただきたいと思います。そ

れで、今再生医療に関しては大分めどが立ったとい

うか、まだスタートラインに立っているような状況

だとは思うのですが、企画部としては次のターゲッ

トをそろそろ準備しないと。一つのターゲットを達

成しようと思うと多分10年ぐらいはかかるわけです

よね。再生医療もたしかタンパク質の分析機器を購

入されたのが、11年か12年前ぐらいだったと思いま

す。それを長年かけてようやくここまで来たわけで、

次のターゲットは皆さんどこら辺を検討されている

のでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 再生医療につきまし

ては、今、ある程度臨床での有効性が確認されてい

て、また細胞の培養についても普及しつつあります。

委員御指摘のとおり、商工労働部においても細胞培

養施設の設置であったり、これを産業化しようとい

う取り組みがありますので、そこにまたつながって

いっているかと思います。その一方で、来年度以降

はこの医療技術を実際の医療現場で適用できるよう

にするための治験等々について、企業と連携しなが

ら進める研究を支援していこうと。また、新たなテー

マという御指摘でございましたが、それにつきまし

ては、現在県の内部で進めておりますこれまでの沖

縄振興計画に関する事業の総点検等々、あと専門家

の御意見等々を踏まえながら検討していきたいと考

えております。

○当山勝利委員 これから検討されるということで

はあるのですが、ただここにエネルギーに関する共

同研究とかの事業も上がっているものですから、次

のターゲットはそこになるのかなと思っていたので

すが、それも含めて検討されるということで理解を

します。

次に、公共交通利用環境改善事業がありますが、

平成29年度低床バスが21台導入されたということな

のですが、どのバス会社に何台ずつ導入されたのか

教えていただけますでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 平成29年度に導入したノ

ンステップバス21台ですが、琉球バス６台、那覇バ

ス６台、沖縄バス６台、東陽バス３台となっており

ます。

○当山勝利委員 聞くところによると、どうしても

企業体力に応じて導入が進んでいるところと、なか

なか進みにくいところがあると伺ってますが、そこ

ら辺はどのように認識されていますでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 ノンステップバスにつき

ましては、平成29年度の21台を含めて、平成24年度

から平成29年度までの６年間の合計で212台導入し

ておりますが、その導入に当たっては、補助対象者

であるバス事業者において、段階的な導入計画を作

成して県に申請をしております。その際は、当然そ

の経営状況等を勘案しながら導入が進められており

ますので、県としましては各社公平に導入している

と考えております。

○当山勝利委員 導入計画を申請し、それに従って

整備されているということは、各社が立てた導入計

画に沿って順次導入されている―順調にいっている

という理解でよろしいのでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 実はこのノンステップバ

スの導入の対象は、基本的にはまず基幹バス運行に

関連するような基幹バスルート、あるいは支線バス

ルート、それから石垣空港からの幹線バスを対象に

しておりまして、この事業で平成33年度までに全体

として236台を整備する計画であります。平成24年

度から大体同じくらいの台数を導入された企業もい

ますし、東陽バスとかは平成28年度になって導入を

始めたという、その辺は各社の経営状況も含めてあ

ると思いますので、そういった全体のバランスも考
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えながら県としてはこの事業を進めているというこ

とでございます。

○当山勝利委員 その平成33年度までの事業なので

すが、今の話だとやはり企業の体力に応じて、導入

が進んでいるところとそうでないところがあるとい

う御答弁に聞こえるのですが、この平成33年度まで

にこの事業の目標として236台は充足される見込み

はあるのでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 現段階で212台まで来て

おりまして約90％まで来ております。企業で申しま

すと、那覇バスと石垣の東運輸がもう既に導入計画

を全て完了しております。東陽バスについては更新

する前のバスの状況であるとか、そういったものも

当然あったかと思いますので、経営状況は勘案して

しっかり計画どおりやっていると我々としては考え

ております。

○当山勝利委員 ということは、平成33年度までに

236台は100％低床バスにかわる。要するに、企画部

で精査した路線に関してはかわるということでしょ

うか。

○長濱為一交通政策課長 それを目標に取り組んで

おります。

○当山勝利委員 低床バスは結構便利ですし、観光

地などでは普通に乗りやすいような形でバスが走っ

ていますので、ぜひその取り組みをよろしくお願い

します。

次に、離島航空路対策事業について伺います。主

要施策の成果に関する報告書の中に那覇－与那国便

が黒字であったために補助する必要がなくなったと

書かれているわけですが、その理由についてまず御

説明ください。

○長濱為一交通政策課長 那覇－与那国路線が黒字

に転じた要因でございますが、当初計画と比べまし

て旅客数が1万5897人から47％増の２万3375人、そ

れから貨物取扱量も当初計画の172トンから27％増

の219トンとなるなど事業が好調でございました。

それとあわせた要因としまして、航空燃油費の単価

の下落、あるいは機材更新による整備費の減等が相

まった結果でございます。

○当山勝利委員 乗客がふえたということなのです

が、この要因は何ですか。住民の方がふえたのか、

それとも観光客がふえたのかどうなのでしょう。

○長濱為一交通政策課長 住民も交流人口もどちら

もおおむね増加傾向にございます。その要因で黒字

に転じたということでございます。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、交通政策課長から交流人口とは

観光客や本島に住んでいる県民も含めたも

のであるとの補足説明があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 観光客の皆さんもふえているとい

うことなのですが、やはり那覇空港から直行便が出

るとそれだけ観光客の方々も行きやすくなるとは思

うのです。今沖縄県の観光をあと１泊ふやそうと思

うとどうしても離島観光をふやさなくてはいけない

と。しかし、例えば離島の離島に行くのはお金がか

かり過ぎて今不便なので、直行便があると比較的行

きやすくなるというのが現状だと思うのです。それ

がある程度この事業で証明されているのかなという

感じはするのです。なので、この事業を使うのか何

の事業を使うかはわかりませんが、ぜひ那覇空港か

らの直行便をふやす方向での取り組みはできないの

でしょうか。

○長濱為一交通政策課長 新規の那覇空港からの各

直行路線等につきましては、航空需要でありますと

か空港の体制でありますとかその辺を含めて基本的

にはまず航空会社で路線の開設等は検討するものだ

と考えておりますが、県としましても航空会社とも

話をしながらしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

○当山勝利委員 ぜひそういう視点でも、那覇空港

からの直行便というのをふやしていただけたらと思

いますのでよろしくお願いします。

あと、離島型植物コンテナ実証事業がありまして、

これは国で予算がついたので県ではやる必要がなく

なったという事業なのですが、国がやられているそ

の事業はどこの市町村で、ほぼ同じ内容なのかどう

なのか、県がやられている内容と同じなのかちょっ

とお伺いします。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の離島型植物コ

ンテナ実証事業でございますが、御指摘いただいた

とおりでございまして、県が実証事業で実施を想定

していた離島のうち、南大東村と粟国村において国

の沖縄離島活性化推進事業を活用して事業を実施し

たと聞いております。それで両村の状況を確認しま

したところ、平成29年度にこの事業で粟国に１基、

南大東に２基設置して、村費で運営スタッフを雇用

し平成30年度からレタスやチンゲンサイ、水菜など

の収穫・販売が始まっております。粟国村において

は１日約80株、南大東村においては１日200株を安

定的に生産していると話を聞いておりまして、県が
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想定していたものにおいても基本的には設置した上

で、村内の農業生産法人であるとか、そういったも

のと連携して効果を実証するというところでござい

ますので、直接的な内容はおおむね同様であると認

識しております。

○当山勝利委員 県でやられようとした事業はそれ

をパイロット事業としてやって、そこで得られた知

見もしくは技術なりをほかの離島にも応用できるよ

うにしようと、要するにその情報はシェアしようと

いうものも県の事業の一つだったと思うのですが、

これは、国もやられるのでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点でございま

すが、先ほど申し上げました国の沖縄離島活性化推

進事業という補助事業でございますが、こちらはそ

もそも事業の性質が離島市町村の先導的な事業を支

援するためにつくられたと聞いておりまして、基本

的には実証的な要素があるものについて採択した上

で、これを当然ながら先導的なものを横展開するこ

とを見据えた事業と聞いておりますので、他の市町

村の牽引役となるように期待しておりますし、県に

おいても有用なものは離島振興を図る観点から情報

共有した上で、離島市町村と接する機会がたくさん

ありますので、仮にこういう場合であったとしても

情報共有はしていきたいと考えております。

○当山勝利委員 そうすると国主導でやると理解し

ました。ここら辺の情報は、県としても共有されま

すでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、最初の段階から離島市町村との連携を

想定しておりましたので、当然ながら通常のコネク

ションもそうですが、これについても直接的な連携

はとっておりますので、今後ともこの効果が全体に

波及できるように努めてまいりたいと思います。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 主要施策の成果に関する報告書の

29ページの離島体験交流促進事業で、目的にありま

すとおり児童生徒に離島の魅力を認識していただく

と。そして交流促進につなげていこうということ、

なおかつ離島の活性化につなげていく目的で―成果

にもいろいろあるのですが、この辺のところを詳し

く説明を願いたいと思います。これだけの学校の児

童生徒が１年間に体験をしてきているわけですが、

この児童生徒は対象の学年も設定してあるのです

か。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の離島体験交流

促進事業でございますが、沖縄本島の児童を中心に

離島に対する認識を深める、それから離島側におい

ては、児童との交流促進において地域の活性化、受

け入れ体制の強化を目的として実施しております。

平成29年度においては、本島側の児童が53校で

3688名、離島児童については８校で62名を派遣して

おります。今御指摘いただいた児童の学年でござい

ますが、現在、小学校５年生を対象に宿泊学習の要

素も含めて実施しておりまして、成果の部分で申し

上げますと、児童においては離島の魅力や重要性に

対する認識が深められるとともに、また離島に行き

たいという感想が寄せられたりしています。それか

ら児童の心境や行動面でよい変化があった、主体的

な行動をするようになったとか、手伝いをするよう

になった、それから食べ物を大切にするようになっ

た、そういった児童の内面での向上というのもよく

言われております。

それから地域側においては、こういった事業を進

めるに当たって農家民泊であったり、民泊の簡易宿

舎の許可の取得が促進されたり、体験プログラムの

開発・改善も重ねられてきております。また、この

事業を離れて、こういう経験を通して実際に県外か

らの修学旅行を誘致するような、自主的な取り組み

も活発化しているところでございます。

○仲宗根悟委員 効果として活性化を図ることがで

きた、受け入れ体制の整備を図ることもできました

よとのことですが、課題の中ではさらなる強化を求

めているという内容で締めくくられています。受け

入れ体制のプログラムですとか、地域の特性を生か

しながら子供たちの体験交流プログラムをつくって

いくと思うのですが、そのプログラムのつくり方に

ついて、地域の方からこういうメニューがあります

と皆さんに提示があって、それでは実施しましょう

というやり方なのか、地域は地域でどうぞ頑張って

くださいというやり方なのか、皆さんがこういうメ

ニューにしてくださいというやり方なのか、どう

いった形でこのプログラミングをしているのか聞か

せてもらえませんか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点につきまし

て、本事業、それから将来的に地域が修学旅行を受

け入れることに関して一般的に重要とされるのは、

その離島の関係者をつなぐ役割であるコーディネー

ターの育成であったり、実際にプログラムを開発し

て磨いていくところが中心です。それから民泊の数

をふやしたり、質を高めるところが主な取り組みに

なりますが、それぞれについて当然ながら、キャパ

シティーも含めて各地域の実情がございますので各
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地域でやれること、そういった準備の部分にかなり

時間を割いてやっております。体験プログラムの専

門家や実際にやられているガイドの専門家の方をフ

ァシリテーターという形で事前に離島に派遣をし

て、コーディネーターやプログラムを実施する島の

方と一緒に事前準備の打ち合わせを重ねる中で、こ

としはこういうやり方をしましょう、去年こういう

ふうにやったのでこの部分をことしは改善していき

ましょうといったように、随時ＰＤＣＡを回しなが

ら島のキャパシティーに応じた形で改善するやり方

をとっております。

○仲宗根悟委員 ２億5000万円の予算を使っての事

業効果はかなりあると思うのですが、今おっしゃっ

たように受け入れる側である民泊の体制を充実して

もらいたい、ひいては離島の活性化につなげていく

という内容なのですが、その活性化については今ど

のような状況になっているのかお聞かせいただけま

せんか。

○中野秀樹地域・離島課長 数字で示せる部分等で

申し上げますと、例えば民泊である簡易宿舎の営業

許可取得の件数については、事業開始前の平成22年

度であれば107件であったのが、平成29年度におい

ては509件と400件程度ふえていたりとか、体験プロ

グラムの数についても平成22年度の20件から平成

29年度は308件と大幅に増加していること。離島で

こういう中核的な動きをされるコーディネーターの

数も当初６名だったのが現在各島で合計57名育成さ

れており、数字面においても一定の成果が出てきて

いると考えております。

○仲宗根悟委員 県としては平成33年度も事業が確

定しているのですが、現在本島で53校、離島を含め

て61校、3600名余りの児童に体験をさせている中で、

課題ですとか、挙げられたような、活性化につなげ

る意味でも、これをもっともっとふやしていって、

充実させていく計画なのか、いかがですか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の事業の規模に

ついてでございますが、先ほども少し触れさせてい

ただいたように、この事業については本島の学校か

ら好評ということもあって、非常に多くの要望等が

あり、定員を上回る応募をいただいているところで

す。同時にこれは受け入れ側の離島がちゃんと質を

担保して安全を確保した上で、実際にその人数を受

け入れて実施できるかという観点もありまして、各

離島の受け入れ能力であったり、質も一定程度担保

しながら実施していく必要があります。全体的には

少しずつふえている傾向ではあるのですが、一気に

ふやすのは安全性や質の確保の観点から注意しなが

らやっていく必要があると考えております。

○仲宗根悟委員 今、お話がありますとおり、学校

現場からは、非常にいい体験プログラムなのでもっ

と続けてもらいたいという要望は非常に強いと思い

ます。最大の目的は、もちろん離島の魅力の発信に

つなげることですが、リピーターといいますか、お

話があったように、もう一回来てもらいたい、もっ

と体験してもらいたいというのが狙いの一つでもあ

ると。修学旅行については、卒業して家族を連れて

きたり、あるいはもう一度沖縄を旅行したいという

お話もよく耳にするのですが、子供たちの体験交流

を通してそういった事例といいますか、平成22年度

から始まった参加者の方々の離島に対する目の向け

方といいますか、そういう成果はお聞きしてないで

すか。

○中野秀樹地域・離島課長 何といいますか、事業

後のさらに自然的な動きというところだと思います

が、詳細な定量的なデータは事業外になってしまう

ので、なかなか集めることが難しいのですが、実際

に離島コーディネーター等と打ち合わせをする中

で、例えば去年、学校行事として来てくれた５年生

の児童が、島のよさをわかった上で家でいろいろ話

して、今度は自分の家族と一緒にその島にまた戻っ

てきたという事例は複数聞いてございます。それか

ら先ほどの修学旅行の例で、ちょっと数字は持ち合

わせていないのですが、例えば、観光協会みたいな

ものがなかった島において、この事業をやる中でか

なりの数が組織化されて、教育旅行のようなものを

一定程度受け入れる体制が構築されて観光協会が機

能し始め、実際に県外からの修学旅行を誘致するよ

うになったという事例は、ある意味で受け入れ体制

ができたという一定の成果が出ていると認識してお

ります。

○仲宗根悟委員 非常にいい事業だと思います。先

ほどお話がありましたとおり子供たちの行動も主体

的になったと。我々も研修に行ったときのコーディ

ネーターからお聞きしたところによりますと、成績

もアップしたという生徒も出てきたというところ

で、何といいますか、主体的に行動ができる子供た

ちになったということですので、これは非常にいい

事業だと思います。ぜひ、平成33年度と言わずに、

継続して続けていただきたいと思います。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 最初に、歳入歳出決算説明資料の

１ページ。歳入の財産収入の項目の内容で、特に特



－175－

許権等の運用収入等についてもう少し具体的に、ど

ういう収入なのか詳細に説明していただきたいと思

います。

○屋比久義科学技術振興課長 特許収入、運用収入

―許諾実施料というのですが、県立の試験研究機関

の研究員等が行った職務発明について、県が取得し

た特許権等を使いたいという企業等に使用すること

を許諾いたしまして、その権利を使用することに

よって得られた利益の対価として、使用料を納めて

いただくものとなっております。

○新垣光栄委員 具体的にどういう特許かはわから

ないのですか。

○屋比久義科学技術振興課長 例えばですが、平成

29年度につきましては、農業研究センターが発明し

たサトウキビ等の育種の品種に関する技術を活用し

たいといったもので使用を許諾しました。額は小さ

いのですが、２万1000円とちょっとぐらいの収入で

す。またこれも同じ農業研究センターですが、害虫

の防除方法に関する特許がございまして、これにつ

いても例えば害虫駆除のための薬をつくっている

メーカーから、この特許を使用したいということが

ありまして、20万円弱ぐらいの収入が入ったりと

いったものでございます。

○新垣光栄委員 それを踏まえて、主要施策の成果

に関する報告書15ページの知的・産業クラスター形

成に向けた研究拠点の構築に関してお聞きしたいと

思います。今回、平成27年度から事業開始した知的

・産業クラスター形成に向けた研究拠点の構築に向

けた事業の中で、特許を取得した項目は何件ぐらい

あるのでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 特許については、実

はつい先日も報道されたところでございますが、こ

れまで私どもが研究支援してきたもので、琉球大学

発の畜産関係のベンチャー企業の事例がございま

す。死亡率が50％から90％ぐらいで、子豚がよく発

症する浮腫病という病気があるらしく、世界的に多

発しているもので、発症した豚は仮に生存したとし

ても出荷できないということで、畜産農家の方に

とって経済的な打撃が大きいというものでございま

した。これに対する研究の支援等々をやりましたと

ころ、この病気を予防するワクチンの開発に向けた

研究を実施していただきまして、我が国だけでなく

て米国等含めて国際特許を出願したといったような

例がございます。

○新垣光栄委員 今、農業分野、そして畜産分野で

の特許なのですが、今回、沖縄県が力を入れている

この産業クラスター関係で、科学技術大学院大学、

琉球大学等々含めて今いろいろなシステム構築だっ

たり研究をやっているわけです。そういう事業の中

で、新しい産業システムのいろいろな特許だったり

方法が構築されていくと思いますが、その中でこう

いう特許のようなものが出てくる可能性はあるのか

どうかです。

○屋比久義科学技術振興課長 例えば再生医療の中

で、培養技術というのが非常に難しくてそれをいか

に大量に安くかつ迅速につくれるかという技術とい

うものが求められていると。実際そういった研究に

支援をしておりまして、その一部については特許申

請していると。これができると、研究機関等での臨

床用キットの販売であったり、あるいはそれが実際

に病院での治療に寄与するための臨床細胞シートの

製造販売であったりという形で、バイオ産業の振興

にもつながっていくものと期待しております。

○新垣光栄委員 この研究成果が実用化され特許に

結びついたときに、県との特許料に関する契約関係

まで含めてこういう拠点づくりに向けての運用上の

契約までなさっていますか。そのまま研究費を費用

とする事業なのか、見返りと言ったらちょっとおか

しいのですが、もし特許を取ったとき、新しいシス

テムを構築したときの対価として特許料が県に入っ

てくるようなシステムを組んで支援をしているのか

どうかお聞かせください。

○屋比久義科学技術振興課長 研究に対する支援で

ございまして、その研究成果として特許に値するも

のとして特許出願されたものに対しては、県が権利

を持っているというものではなくて、冒頭に御説明

申し上げました特許の収入は県の試験研究機関に関

するものでございます。また、産業活用の観点から

も相手に帰属をしていただいてやっているところで

ございます。

○新垣光栄委員 それでは、今回、知的・産業クラ

スター形成に向けた研究事業数がかなりあって、な

かなかわかりにくいものですから、成果簿的な、も

う少し具体的に内容をまとめた報告書があればいい

なと思うのですが、この事業の中でそういうものは

ありますか。

○屋比久義科学技術振興課長 科学技術振興課長と

しての反省かもしれませんが、１枚でお見せできる

ようなまとめ方はされておりません。ただ、主な事

業として７事業についてまとめたものが、私の資料

として整理されているものはありますが、広く公表

しているというものは、恐縮でございますがこれま
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でないです。

○新垣光栄委員 ぜひその資料を皆さんに共通の認

識として配付を要望いたします。出せるかどうかで

す。

○屋比久義科学技術振興課長 事業そのものの報告

書については、個別事業の報告書という形で公表は

しているところでございます。ただ、委員がおっ

しゃっていたのは、それを一覧表程度にしてもっと

わかりやすいように成果を示してほしいということ

だと思いますので、これにつきましては、検討して

まいりたいと思います。

○新垣光栄委員 続きまして、公共交通の部分です。

21、22ページになります。公共交通のバス利用改善

に関してかなりの費用が投じられていると思うので

すが、この公共交通、バスを利用するさまざまな事

業に対して平成29年度において合計でどれぐらい投

じていますか。

○長濱為一交通政策課長 主要施策の成果に関する

報告書の中で、21ページに平成29年度の実績、決算

額５億4900万円余りということで記載させていただ

いておりますが、主な取り組みの実績としましては、

ノンステップバスの導入が21台で約２億5500万円、

車内案内表示器導入の補助が292台で１億4400万円

程度、それから急行バスの運行の実証実験業務、那

覇市と沖縄市―コザ間の12往復の運行で委託費が

3300万円。主なものは以上でございます。

○新垣光栄委員 この公共交通利用環境改善事業に

関しては５億4955万5000円ということになっている

のですが、そのほかにバス関係でバス路線の補助事

業とか、沖縄県はバス事業者に対してかなり補助を

行っていると思うのですが、合計はわからないです

か。

○長濱為一交通政策課長 バス路線補助事業は、主

要施策の成果に関する報告書22ページに記載をして

ございますが、県が平成29年度に支出した決算額と

しましては１億4500万円余りということで、その内

訳としましては、いわゆる国と市町村と協調した運

航費補助の分が１億3400万円余り、それとあと車両

購入費の補助が980万円余りでございます。この両

事業のうちで、バス事業者の分の補助額というのは

ちょっと細かくなるので計算してはございません

が、大まかには理解いただけるのかなと思っており

ます。

○新垣光栄委員 このように沖縄県は、昭和47年ご

ろから、公共交通のバス環境をよくするためにかな

りの投資を行ってきたのですが、一向にこのバス利

用環境の改善が図れないということで、私はこのバ

ス利用の環境が改善されれば、交通渋滞もかなり改

善されるのではないかなと思っております。その中

で今、公共交通利用環境改善事業にノンステップバ

スなどを盛り込んでいるほか、運行実証実験、急行

バス等の運行実験は行っているのですが、バス路線

の変更など路線の改善などの提案はないのですか。

○長濱為一交通政策課長 バス路線につきまして

も、今現在運行している路線、それから場合によっ

て改善が望ましいと思われるルートであるとか、そ

の辺は我々県とも意見交換はさせていただいており

ますが、基本的にはバス事業者で判断されていると

いう状況でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、協議を重ねて、バス路線の

改善など利用しやすくなるような提案を踏まえて、

改善事業をもっとふやしていただきたいと思ってい

るのですが、どのような会議の中で提案できるので

すか。

○長濱為一交通政策課長 委員も御承知のことだと

思いますが、特に沖縄本島中南部で最近特にコミュ

ニティーバスを各市町村がいろいろ地域のニーズを

考えて運行されていて、それをバス事業者に委託を

したりということを今実施しております。実はそう

いったコミュニティーバスを運行したり、運賃を決

めるときには市町村の協議会というのがございまし

て、我々県もこの協議会のメンバーとして入ってお

ります。その中でバス事業者にも、こういったコミュ

ニティーバスのルート等もバス事業者の事業として

検討はできませんかといったような意見交換等はさ

せていただいておりまして、そういった形で進めて

おります。

○新垣光栄委員 今言われたように、各地域が本当

に困って、各市町村が取り組んでいるのです。本来

であれば、公共交通としてのバスのルートが使いや

すければ、わざわざ各市町村が財政負担をしてコ

ミュニティーバスを運行する必要はないわけです。

これは各市町村の負担になっているわけですよね。

もう少しきめ細かなバス路線の検討がなされていれ

ば本来は必要がないことを今、地域の市町村が行っ

ているということを考えても、もう少し公共交通の

しっかりとした協議ができれば各市町村の負担も軽

減になるのではないかと思っておりますので、協議

の場でもう一度バス路線の改善に向けて、しっかり

協議していただきたいということです。そういうこ

とを踏まえて、今もう少し利用しやすいバス事業と

して、知事も今回学生を対象にバス料金を無料化し
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て利用してもらおうという公約を掲げました。それ

に関して、今回の決算を踏まえて県はどういう施策

をやっていこうと考えているのか、部長よろしくお

願いします。

○川満誠一企画部長 公共交通が非常に重要だとい

うことは、承知しております。この公共交通を担っ

ているのは、県もそうですし、市町村もそうですし、

受益者の方は住民の方々でありますし、重要な参加

者としてバス事業者もございますし、これまでもよ

い公共交通を構築するために努力をしてまいりまし

たが、まだ足りないとは思っております。実現につ

いては非常に容易でないところもあると思います

が、知事の公約でもございますので、公約を尊重し

て近づけるように、基幹バス等の軸を整えた上で、

フィーダーとか周辺にも骨格のしっかりした、メ

リットが多く行き届くよう今後とも努力してまいり

たいと思います。

○渡久地修委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 私も主要施策の成果に関する報告

書からいきたいと思います。同じく14ページの鉄軌

道の導入促進事業ですが、昨年度はこれまでの７つ

のルート案から１つのルートに選定して、構想段階

における計画書をまとめていただきました。多くの

県民が意見を寄せて住民の声を反映させたという意

味では、大きく評価できるものだと思います。南北

の鉄軌道はちょっと今回は置いておいて、今お話に

もあったように、フィーダー交通について県民の期

待も高まっています。この構想段階におけるフィー

ダー交通の議論というのは、どういったまとめにな

りましたか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 将来のフ

ィーダー交通ネットワークの構築を見据えて、各地

域における交通の課題等を踏まえた公共交通の充実

につきましては、今年度からまちづくりの主体であ

る市町村や既存交通事業者との協働により、沖縄本

島内を幾つかのエリアに分けて勉強会のような形で

検討を進めてまいりたいと考えているところでござ

います。

○比嘉瑞己委員 構想段階の計画がまとまったの

で、今年度からは協議が始まったということですが、

その進捗状況というのですか、実際に協議はどの程

度、今進んでいますか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 本年５月

１日にその計画を策定後、各市町村の皆様にヒアリ

ング等も行いながら、その市町村間の連携に対する

認識とか、連携する意思を確認させていただいてき

ているところでございまして、今後具体的にはどの

ような形でというのはまだ決まっておりませんが、

市町村間で連携した形で今年度内には動ける地域か

ら始めていければと思っているところでございま

す。

○比嘉瑞己委員 県民が懸念しているのは、今やっ

と１つのルートにまとまって、駅の位置が決まった

中で、それはいいのですが、ただ南北の鉄軌道が終

わった後でフィーダー交通というのが始まっていく

のかというところで、そこに懸念があると思うので

す。やはりこれは同時並行で進めていかないと、せっ

かくの鉄軌道も、つないでいくこのフィーダーの機

能がないと、実際には県民が利用しないことにもな

りかねないと思うのです。そういった意味でこの協

議は、もっとスピードアップして、今年度からちゃ

んと取り組んでいくべきだと思うのですが、これは

部長に聞いたほうがいいですかね。このフィーダー

交通の同時並行の進め方という考え方については、

部長はどのようにお考えですか。

○川満誠一企画部長 鉄軌道の導入に当たっては、

今若干お答えいたしましたが、需要確保の観点から

もより多くの人が望んでいるような形に近づけて、

利便性を向上することが大事だと思っています。こ

のため、基幹軸の南北と並行して、将来の構築を見

据えた地域公共交通の充実という観点から、市町村

との打ち合わせですね、どのようなまちづくりを想

定しているのか、どういう人口動態につながるのか

ということを検討して、同時にやっていくことが重

要であろうと考えております。

○比嘉瑞己委員 市町村でもなかなか温度差もある

と聞いています。ただ、今後その駅の位置が決まっ

たりしていくと、やはりこの駅を中心としたまちづ

くりという意味でも、市町村にとっては大きな事業

になっていきますので、この協議は早目に、また具

体的に進めていく必要があると思いますので、今年

度頑張っていただきたいと思います。

次に、21ページの公共交通の利用環境改善事業に

ついて伺いますが、急行バス運行の実証実験の概要

とその成果について、まずお聞かせください。

○長濱為一交通政策課長 急行バスの実証実験です

が、基幹バス導入による利便性向上を図るため、那

覇市から沖縄市―コザまでの区間で行っておりまし

て、この間の45カ所のバス停のうち停車バス停を

14カ所としたことで、各バス停でとまるバスと比べ

て平均で13分の短縮効果があらわれております。ま

た利用者アンケートでは、満足度が２年連続で約
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９割を超えておりまして、利用者数も平成28年、平

成29年同月比で約1.5倍という伸びを示しておりま

す。今後とも、利用者ニーズを拡大して基幹バスの

実現につなげてまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 成果も上がっているわけなのです

が、この実験からどうやって今後の基幹バスにつな

げていくのか、今後の取り組み、タイムスケジュー

ル等もありましたら教えてください。

○長濱為一交通政策課長 我々県でやっている協議

会で議論を重ねておりまして、次年度の開業を目指

してこのバス会社等も含めまして協議をしていると

ころでございます。あわせて、バスレーンの延長と

いったものも要望しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今までは税金を入れて実験という

形でやったのですが、今後本当にバス会社が自主運

行していけるかどうか懸念もあるのですが、この自

主運行への移行はできそうですか。

○長濱為一交通政策課長 琉球バス交通、それから

沖縄バス、東陽バスが基幹バスルートと重なるルー

トを各社とも運行し、この実証実験にも参加してい

ただいておりまして、我々としてはしっかりやって

いただけるものと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、そのためにやった事業です

ので、その点はしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

次に、この事業の中に入っていると思うのですが、

ＯＫＩＣＡについてお聞きしたいと思います。この

間、決算のたびに聞いていると思うのですが、この

ＯＫＩＣＡ導入で一番期待されていたのは、私は乗

り継ぎ割引だと思うのです。毎年その議論の進捗状

況を聞いているのですが、昨年度はどういった取り

組みになりましたか。

○長濱為一交通政策課長 乗り継ぎ割引につきまし

ては、我々県としても新しい事業を掘り起こすとい

うことで、この公共交通の利用促進につながると考

えておりまして、バス事業者等とも意見交換をやっ

ているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ずっと意見交換というのが続いて

いるのです。先ほどの基幹バスや今後のフィーダー

交通のことを考えても、やはりこのＯＫＩＣＡで乗

り継ぎ割引ができるというのが県民にとって一番利

用する大きなきっかけにもなると思いますし、ひい

てはバス会社にとってもメリットになると思うので

す。なぜバス会社がこの導入をちゅうちょしている

のですか。その主な理由を教えてください。

○長濱為一交通政策課長 バス事業者の懸念の意見

としましては、減収分を賄うほどの利用者増を見込

むのが難しいのではないかという意見ですが、県と

しては、また逆に新たな需要も掘り起こすのではな

いかということはしっかりお伝えしているところで

はございます。

○比嘉瑞己委員 民間の４つの会社がバスの公共交

通を担っているという意味では、民間会社としての

不安や懸念というのもわからないではないのです

が、しかしこのＯＫＩＣＡを導入するに当たってど

れだけ多くの税金を投入して、またこれだけ県民の

期待があるわけですから、私はぜひ踏み出すべきだ

と思います。その意味で、実証実験という形でまず

はスタートするというのも一つの方法だと思うので

すが、この点はいかがですか。

○長濱為一交通政策課長 乗り継ぎ割引の実証実験

についても、我々交通政策課としても検討をしてい

るところでございます。

○比嘉瑞己委員 これは部長にも大きな課題なので

答弁いただきたいのですが、ずっと私は期待してい

たのです。この前までは現金だとどこを通ったかが

わかりませんが、このカードの導入によってそれも

把握できるし、乗り継ぎ割引ができるのだというこ

とで、最初は説明を受けて私たち議会も応援してき

たわけです。やはりこれはぜひ実証実験という形で

始めて、バス会社の協力もいただいて踏み出してい

くべきだと思いますが、部長いかがですか。

○川満誠一企画部長 御指摘の趣旨はよく理解して

おります。バス会社とは、減収分を賄うほどの利用

者が果たして掘り起こせるかというところに尽きる

と思います。これはぜひやりたいではあるのですが、

乗り継ぎ割引は利用者のサービスを継続して維持し

ないといけないというところもありますので、バス

会社とも協調して実証実験をやるといけるかなとい

うことをまた議論して、利用者増が明らかだという

ところまで引っ張っていければ動き出すのではない

かと思うので、そこに向けて努力してまいりたいと

思います。

○比嘉瑞己委員 議論を聞いていると、潜在的ニー

ズを掘り起こせるかと。そうではなくて、掘り起こ

すのだというぐらいの気概がないとやはり向こうも

説得できないと思いますので、鋭意取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、屋根つきのバス停の設置についても要望が

数多くあります。昨年の実績について、まずお聞か

せください。

○長濱為一交通政策課長 我々この公共交通利用改
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善事業では、基幹バスルートにおけるバス停の整備

の中で、屋根つきバス停につきましては平成29年度

に２カ所設置をして、これまでに合計で11カ所整備

が終わったところでございます。

○比嘉瑞己委員 この観光立県の沖縄としては本当

に少ない数字だと思います。バス停の整備は、基本

的には道路の管理者と事業者だと理解しているので

すが、今、県道にあるバス停は幾つあって、そのう

ち屋根、上屋があるバス停は幾つですか。

○長濱為一交通政策課長 県の土木建築部が行った

平成22年度の調査においては、本島内の県管理道路

に約1400カ所のバス停がございまして、そのうちの

170カ所に上屋が設置されているということを確認

したということでございます。

○比嘉瑞己委員 やはり、１割ちょっとだと思うの

です。全部につける必要はないかもしれないのです

が、もちろん観光地だけではなく、また市町村のバ

ス停で高齢者が熱い日差しの中で立っている姿を見

ると、やはりこの整備は求められていると思います。

これをさらに広げていくために、皆さんとしては今

後どういう取り組みを行いますか。

○長濱為一交通政策課長 先ほど我々のこの事業で

の実績を申し上げましたが、今年度も３カ所の屋根

つきバス停の整備ということを予定しております。

引き続きバス事業者、それから道路管理者等と連携

をして、屋根つきバス停の整備を促進してまいりた

いと考えております。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

27ページの離島航路の運航安定支援事業です。船

の造船、建てかえ、リニューアルについてですが、

これまでの事業の実績と今後の計画をまずお聞かせ

ください。

○長濱為一交通政策課長 離島航路運行安定化支援

事業ですが、国、県、市町村、航路事業者で構成す

る協議会におきまして、沖縄県離島航路船舶更新支

援計画というのを策定して、平成24年度から平成

33年度までの10年間の計画で14航路14隻、一括交付

金でおよそ125億円を要する計画として策定をいた

しまして、平成29年度末までに８航路８隻、最新の

状況で先月９月末現在で９航路９隻が完了をしたと

ころでございます。これまでの執行済額としまして

は、85億円をこの事業の中で補助したところでござ

います。残り５航路５隻につきましては、平成33年

度までにしっかりやっていく予定をしております。

○比嘉瑞己委員 計画どおり順調に進んでいるとこ

ろは評価されるところなのですが、一方で離島の皆

さんにとっては、14隻だけではなく、２隻目もやっ

てほしいという声も届いていると思います。実際に、

残り５隻以外にもどれぐらいの要望があるのです

か。

○長濱為一交通政策課長 いわゆる２隻目支援の要

望ですが、渡名喜経由の久米島航路が１つ。それか

ら渡嘉敷航路、座間味航路の２つの高速船が要望と

しては我々のところに届いているところでございま

す。

○比嘉瑞己委員 一括交付金がちょうど始まるころ

から利用してやってきて、計画どおりには進んでい

るのですが、ただニーズもまだほかにも３隻あると

いうところで、残りの平成33年度までの計画、この

一括交付金が制度としてちゃんとあるうちに、これ

はいっそ前倒ししてでもニーズに応えていくべきと

思うのですが、その点の検討はどうなっていますか。

○長濱為一交通政策課長 今御指摘の、残っている

５航路の更新の前倒しなのですが、実は船の建造に

当たっては、大きさや設備等の仕様であるとか、そ

のあたりを我々県や地元の町村も入った検討委員会

の協議を全ての航路においてやっております。検討

委員会で協議した後、この事業の遂行に当たっては、

国の事前承諾を得た上で設計施工等の業者の選定や

計画に係る調整、造船ドックのスケジュール調整、

造船工事等段階的に手順を踏んで進めていくという

ことが必要でありまして、これまでの実績で申し上

げると、おおむね２年程度かかっているところでご

ざいますので、かかる現状も踏まえながら前倒しと

いうのはなかなかといった事情もございますので、

まずは５航路５隻をしっかりやってまいりたいと考

えております。

○比嘉瑞己委員 残り５隻は計画にあるわけですか

ら、進めるのは当然だと思います。ただその計画が

一巡した後に２隻目を検討していくというのはせっ

かく制度があるのになぜ使わないのだという声には

応えていないと思います。いろいろ課題があるとは

思うのですが、この２隻目についてもこの一巡待た

ずにちゃんと検討を進めていくという理解でいいで

すか。

○長濱為一交通政策課長 まずその５隻を優先とい

うことを私申し上げましたが、要望のある３隻を考

えていないということではございません。ただ残り

の５隻の支援にも、約40億円程度の一括交付金を要

する見込みになっておりまして、今の２隻目支援の

要望も合計すると約20億円程度になるのではないか

という試算がございますので、その辺の財源も含め
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ましてしっかり検討してまいりたいと考えておりま

す。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時20分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

上原章委員。

○上原章委員 まず、歳入歳出決算説明資料の３ペー

ジになりますが、歳出決算、予算現額が493億円で

支出済額が419億円、執行率85％、翌年度繰越額が

51億5000万円と約10％で不用額が22億円と。特に、

この繰越額について、ほとんどが市町村振興費、沖

縄振興特別推進交付金が49億円ということで、予算

現額の繰越事業費54億円、これは前の年からの繰り

越しということだと思うのですが、繰越額が毎年

50億円前後あることに対して部長としてやむを得な

いという認識ですか、ちょっとお聞かせ願えますか。

○川満誠一企画部長 繰越額は最大の努力をして、

有効に活用して、できるだけ少ないほうがいいとは

考えておりますが、過去３年で申し上げますと、こ

のたび平成29年度が51億5000万円でありますが、そ

の前が62億9000万円、その前が89億6000万円。これ

は決して自慢できる話ではないのですが、徐々に改

善してきてはいると考えます。今後も、今、御指摘

の市町村事業の一括交付金について交付決定の早期

化とか、過不足調査を迅速に丁寧にやって、有効活

用をして繰越額、不用額の圧縮に努めてまいりたい

と考えております。

○上原章委員 これは、その年の繰越分を翌年に回

した分、どうしても執行にそれが大きく影響して、

また次の年に繰り越しが残るという非常に悪循環的

な形になっているのか、それともこの繰り越しする

部分含めて年度、年度の執行が前倒しでできるよう

な仕組みがつくれていないのか、その辺どうなので

すか。

○川満誠一企画部長 確かに、御指摘のとおり、繰

り越しをした分の人手とか時間を要しますので、当

該年度の繰り越し以外の事業について全く影響がな

いわけではないと考えますが、その意味でも御指摘

のとおり、可能な限り早目の執行をしていくよう―

繰り越しをゼロにするというのは、外的要因が存在

することを考えれば難しいと思いますが、なるべく

迅速に対応して事業間変更であるとか、繰越額の圧

縮に努めてまいりたいと考えます。

○上原章委員 繰り越しを認められたということ

は、多分国もこの交付金として予算そのものには問

題ありということではないと思うのです。あとは、

市町村の行政の中でどうこれを執行していくかとい

うところで、ぜひ、年間の予算執行の中で、可能な

限り新年度を迎えたら前倒しでどんどん事業が進む

ような形でやっていったほうがいいのかなと。県も

そうですが、いろいろな関係機関に聞くと、どちら

かというと後々に集中してくるような行政のあり方

ということをよく指摘されるのですが、この辺は市

町村ともしっかり連携をとってやっていただきたい

のですがいかがですか。

○川満誠一企画部長 御指摘のとおりだと思いま

す。そのように努力いたします。

○上原章委員 あと、主要施策の成果に関する報告

書で18ページの小さな拠点づくり推進事業というこ

とで、そんなに予算額は大きくないのですが、非常

に重要な取り組みかなと思っておりますが、1800万

円の決算額、特に高齢者の多い買い物不便地域にお

ける住民の負担を軽減するということでの移動販売

車の導入と、交流拠点の施設整備を支援しましたと

ありますが、具体的な内容を教えてもらえませんか。

○中野秀樹地域・離島課長 今の御指摘の小さな拠

点づくり推進事業でございますが、住民の生活に必

要なサービス機能を維持して、住みなれた地域に住

み続けたいというなじみの生活を支えていくと。そ

れから、生活圏内での機能、主なサービスを集約し

た中核的な機能を担うという意味での小さな拠点づ

くり、それから集落間のネットワークコミュニテ

ィーを構築するといったところを目的として行って

おります。具体的には、市町村の行う事業に対する

補助事業でございますが、交流拠点の整備事業と買

い物不便地域における移動販売車の導入を行ってお

りまして、昨年度におきましては交流拠点整備につ

いては、名護市の羽地地区において空き家を活用し

た古民家のカフェであったりとか、その中で地元で

とれた野菜であったり、お米、地鶏といった地元食

材を活用した食事を提供するようなサービスと同時

に地元農産物の販売も行っていく。同時にここだけ

ではなくて、周辺の商店街の活性化が求められてい

る中で、周辺の商店で購入したお刺身であったりお

菓子といったものを、イートインスペースで食べて

もらうことで周辺商店の収益の増につなげたり、そ

れから住民同士でそこを交流の場にするといった機

能も実際に利用されているところです。また、移動

販売車については、昨年では宮古島市の大神島自治

会が運営主体となっているのですが、この島は今現
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在、島内に売店がございませんので週１回程度、宮

古島本島に仕入れに行って、住民から注文を受けた

食料品や日用品というのを移動販売車で、大神島の

各家庭の近くまで届けているということで、実際の

声として買い物が身近になったと、そういった中で

移動販売車が来ることでその場が住民同士の交流の

場にもなっているという声だったり、そういうこと

があって島の活気にもつながっています。それから

災害時にも、住民生活の支え、一定程度の食料が届

かないといったときにも、その中で備蓄されたもの

が島内で還元されたりという事例を聞いているとこ

ろです。

○上原章委員 市町村でこういう事業をやるという

中で補助として出すと。予算的な負担は何対何ぐら

いの割合ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 財源としましては、地

方創生推進交付金を活用させていただいておりまし

て、小さな拠点づくりは全国的な取り組みではある

のですが、県内での取り組みというのが、若干まだ

進んでいないところもあるので、まずは先導的に沖

縄県でモデルをつくろうということで始めておりま

して、この先導性の観点から現在、10分の10の補助

事業としてやっているところです。

○上原章委員 先ほど私、金額が少ないと発言をし

ましたが、この事業もっと必要ではないかなと思っ

て、私はそういう表現をしたのです。今、本当に買

い物難民というか、コンビニもない、ましてや高齢

者の方が隣町に行く、そういったところが離島もそ

うですが本島でもまだあるのですよね。例えば、国

頭村の東海岸あたりは、本当に買い物に行けない、

子供たちは家を出る、そういう中でこういう移動販

売車が来てくれれば、本当に各部落でとても助かる

と。役場に言ってもなかなかそういう予算的な厳し

さで実現しないケースがあるのですが、これは県が

ぜひ、市町村と連携をとって、むしろ市町村から要

望が来るのを待つのではなくて、県が提案すること

が今後ますます必要ではないかなと思いますが、い

かがですか。

○中野秀樹地域・離島課長 まさに御指摘のとおり

でございまして、実際に当初、市町村では事業化さ

れておりませんので、県でこういうメニューをつく

りましたということで、各市町村に意見交換してい

る中ではなかなか手に届かなかった分野ということ

で実際に好評でございます。また今後も、当課にお

いては各市町村ごとに、特に離島・過疎市町村に担

当職員をつけて、個別の相談を随時行っておりまし

て、その中でニーズを拾うようにしております。で

きる限り地域にとって使い勝手のいいようなサービ

スができるように、今後も検討していきたいと思っ

ております。

○上原章委員 あと主要施策の成果に関する報告書

26ページの離島航路補助事業、これ当初予算が２億

9800万円、約３億円。そして決算額は8300万円。事

業内容を見ると、当初、離島14航路の運営による欠

損額に対する補助としていたものが５航路の運営と

なった。その背景を教えてください。

○長濱為一交通政策課長 離島航路補助事業です

が、離島住民のライフラインである航路の確保・維

持のために、航路事業者の欠損額に対して国、市町

村と協調して補助をしており、昭和47年からやって

おります。これは一括交付金ではございません。具

体的なスキームとしましては、離島航路の運営に

よって生じた欠損額を、おおむね国が６分の３、県

が６分の２、市町村が６分の１を補助します。御指

摘の予算額に比べて欠損額がかなり小さいというこ

となのですが、国は航路事業者の事業計画について、

事前内定方式で額を決めまして、まずは国の補助を

優先してやります。実は、この沖縄の航路につきま

しては、午前中でも質疑があった船舶についての建

造等の支援も我々やっておりますので、その辺の関

係があって財務状況が比較的好調になった航路がご

ざいまして、欠損が仮に出ていたとしても国の事前

内定の補助金で賄えて、県、市町村の持ち出しがな

い場合がございます。ということで、実際は５航路

の実績でございましたと。額についても、このよう

に8300万円程度になりましたよということです。

○上原章委員 主要施策の成果に関する報告書の

28ページですが、離島の植物コンテナ実証事業。私

たちも南大東村に委員会で行ったときに、実際にこ

の野菜を食べました。非常においしくて、今後、特

に気象の影響で物資が入らないときに重要だなと

思ったのですが、国がそれをやったということなの

ですが、県はせっかく１億円余りの予算を組んだの

ですが、当初は、北大東村それから渡名喜村にもこ

れをつくるということで、予算を計上したと思うの

ですが、それはどうなるのですか。国がやっている

ということでいいのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 渡名喜村と北大東村と

いうことですが、渡名喜村においては、昨年度の段

階で、ちょっと村内の体制の問題等もあって、新規

事業がなかなか始められないという事情があったそ

うで、村から一旦辞退の申し出があったと聞いてお
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ります。北大東村についても当初そういう要望が

あったのですが、村内のいろいろな課題の優先順位

の中で、ちょっとほかの事業を優先したいという意

向があって、これは実証段階のものですので、隣の

南大東村がやっている結果を見ながら中長期的に考

えていきたいということで、一旦検討がとまってい

ると聞いております。

○上原章委員 部長、当初予算の組み方なのですが、

議会で２月に予算特別委員会、それから10月に決算

特別委員会があります。この予算の組み方で、関係

先との意見交換がなかなかできない中で当初予算が

組まれて、後半、これは一括交付金もそうですが、

国との連携がなかなかうまくいかなくて、補正予算

の減額になったり、こういう事業をやろうとしてい

る中で、最終的に受け入れる市町村との共有ができ

なかったといった予算のあり方はどうなのですか

ね。

○川満誠一企画部長 御指摘の当初予算の編成作業

については、各方面との調整を綿密にすべきである

というのは御指摘のとおりであろうと思いますが、

この場合は非常にいろいろな例外的な事情も重なっ

て、国の動きもあっていろいろ調整を進めたのです

が、最初の方向とは違っております。県としては国

が動いて、政策の効果はこの離島の中に発生すると

いうことで、予算上についてはちょっとうまくない

ところもございましたが、このまま次の反省点とし

て生かしていきたいと思います。

○上原章委員 いろいろな考え方があるのでしょう

が、せっかく市町村のためにと思って県が組んだ事

業が、北大東村も渡名喜村も優先的にちょっとでき

ないという今の答弁でしたので、ぜひこの辺の当初

予算を組む中で、相手関係先とのしっかりした水面

下の形はつくっておかないと、同じようなことがま

た起きるのかなという懸念がありますので、よろし

くお願いします。

それで関連してですが、気象の影響でほとんど物

資が入らないというときに、今回のように連続して

台風が来るなど、先島の皆さんからは生活ができな

いとの話があります。ましてや長期の停電があり、

生ものとか日用品が入ってこないということで、本

当に大変とのことですので、何らかの支援策もしく

は対策ができないものかと。観光客も島にいる中で、

コンビニにも物がないということが結構あるという

ことですが、その辺の現状、認識はどうなのですか。

○川満誠一企画部長 離島については、これはかね

がね島チャビというところまで行かなくても、本島

とは違うライフラインを維持していくための重要性

があることはよく承知しております。ですから、こ

のたびの台風のようなことがあった場合には、県の

他部局とも相談をして、備蓄のこととか、それから

可能な限り、例えばこういうコンテナ事業みたいな

もので、少量であっても自前で生産できるような体

制も少しずつふやしていくとか、いろいろな方面の

離島振興施策を検討していきたいと考えます。

○上原章委員 相当の島々でこういうことが起きた

ということを聞いていますので、ぜひ企画部として、

今の物資が届かないところに対する支援を行っても

らいたい。コンテナ事業もその一つだと思うのです

が、もう一つ、直接企画部とは関係ないかもしれな

いのですが、自動発電のインフラに対しもっと支援

体制を組んでおいていただきたい。役所でさえ停電

したようなケースもあると聞いていますので、要望

としてお願いしたいと思います。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 歳入歳出予算の件から、今ありま

したが、繰り越し、そして不用額ということで、大

半は沖縄振興特別推進交付金で、繰り越しにしても

49億円、不用額にしても10億円。繰り越しは事業の

継続ということで理解できるのですが、この不用額

で執行残の要因をもう少し説明してもらえますか。

○砂川健市町村課副参事 不用額の生じた要因につ

きましては、入札残、それから、これは民有地の地

権者の同意が得られなかったということが理由なの

ですが、民有地を除外した事業箇所の縮小による計

画変更、それから、土質調査を踏まえた当初設計の

変更によります事業費の見直し、それから工法の変

更―これは従来業者から盛り土のための土を購入す

る計画を変えて、国道工事から残土をもらい受けた

という形で、経費が削減されて不用となったという

ことになっております。

○當間盛夫委員 後ほどでいいですので、不用額が

出た各市町村の資料を出してもらえればと思いま

す。しかし、これは計画段階からしっかりと踏まえ

て、県も了承して国に上げての一括交付金であるは

ずでしょうから、しっかりとその辺は県もどうある

のかということを精査しないといけない。でも、こ

の一括交付金、決してふえていないのです。減額さ

れる中でこれだけの不用額を出すということは、国

からすると、沖縄県はもうそろそろ必要ないのかな

と捉えられるのではないかと心配しているわけで

す。今、まさに県が要望した事業でも、国が特殊事

情に鑑みてということで、なかなか執行してくれな
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いということが一方であるわけです。本来、一括交

付金も含めて振興策の予算は、沖縄県が主体的にな

るということが基本であったはずなのですが、今は

そういう状況にありますか。

○川満誠一企画部長 一括交付金を初めとした沖縄

の財政特例に基づく予算等につきましては、基本的

には性質は変わっていないと認識しておりますが、

予算の執行についての環境は資材の高騰や、あるい

は、市町村も繰り越し分の執行に一生懸命になって、

現年度分については少し辛いとか、これは泣き言を

言わずに事前に県も調整をして、執行率を上げて繰

り越し、不用を減らしていきたいと考えております。

御指摘の、国とのかかわりが変わっているかとい

うことについては、基本的にはないと考えておりま

すが、沖縄県も市町村と連携して、国への計画の説

明とか、事業の性質についての丁寧な進捗管理につ

いては、一層努力してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 国としっかり調整をして、全額か

ち取れるように頑張ってください。

主要施策の成果に関する報告書から、ちょっとお

話をさせてもらうのですが、那覇空港の整備促進。

２本目の滑走路は来年で完成するのでしたか。

2020年度の完成でしたか。完成時期はおくれている

のか、予定どおりいっているのですか。

○長濱為一交通政策課長 那覇空港の第２滑走路の

建築工事の状況ですが、事業主体である沖縄総合事

務局に確認したところ、護岸工事については、平成

29年度に全体延長約8.5キロメートルの全てが完成

をしており、埋立工事については全体土量約1000万

立米のうち、約85％投入済みであり、舗装工事、進

入灯橋梁工事、管制塔工事も、開始されているとい

うことで、2020年の開港に向けて、しっかり進んで

いると認識しております。

○當間盛夫委員 1300メートル離しての２本の滑走

路も同時に使用ということで当初進めてきたもの

が、単純に２倍にはならないと。滑走路の横断だと

か、いろいろな理由で２倍にならないということで、

実際にこの２本目の滑走路ができたときに、どれだ

けこの離発着数は伸びるのですか。

○長濱為一交通政策課長 那覇空港第２滑走路供用

開始後の処理容量について、国土交通省によります

と、年間を通して安定的な運用が可能とされる発着

回数は、現行の13万5000回から18万5000回、約1.37倍

になると聞いております。

○當間盛夫委員 13万回から18万回ということで、

皆さんが目指す修正した観光客の1000万人から

1200万人―その対応等々は、需要を踏まえたらこの

回数はどうなのですか。

○長濱為一交通政策課長 確かに、これは安定的な

運用が可能とされる発着回数ということでの話で、

現行、平成29年度の発着回数の実績としましては、

今現行の１本の滑走路で約16万6000回ということで

ございます。ただ、所管している国土交通省でも、

安定的な運用が可能とする発着回数を18.5万回とい

うことを公式に発表されていると認識しておりま

す。

○當間盛夫委員 次、鉄軌道の公共交通ですが、進

捗状況といったら何ですが、この費用対効果、収益、

採算等々、国との調整はどのようになっているので

すか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 現在の沖振

法の規定に基づきます沖縄振興基本方針におきまし

ては、その整備のあり方について調査検討を進め、

その結果を踏まえて一定の方向を取りまとめ、所要

の措置を講ずるとされているところであります。こ

れを受けて、実施されている国の調査におきまして

は、費用便益比や採算性などが課題として示されて

います。費用便益比、つまりビー・バイ・シーに関

しましては、これまで国においてコストの縮減方策

を中心とした検討が行われてきているところであり

ます。このため、県としましては、鉄軌道導入によ

る移動時間の定時制向上による効果など、より詳細

な便益報告に関しても調査を実施して、評価の精度

を高めていくとともに、社会に与えるさまざまな効

果、影響に関する評価方法などを幅広く検討してい

きたいということを考えておりまして、今後ともこ

れら国の調査の中でも示されている課題にしっかり

対応していきたいと考えております。

○當間盛夫委員 ビー・バイ・シーと言われている

この採算性、収益を上げられる要因として、皆さん

何をお持ちなのですか。この社会に与える効果とい

うお話ですが、皆さんは国をクリアするための何か

手段でも持っているのですか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 そのあたり

を今年度から次年度あたりにかけて検討を進めてい

き、便益、効果を高めていける要素を探して、しっ

かり調査して、研究していくというところでござい

ます。

○當間盛夫委員 これだけかけてきて、また今年度

そういう形のものしかできないということであれ

ば、これだけの費用をかけるということは、根本的

なルートなり、工法なりのあり方ということを変え



－184－

るというような方向性等は持っていないのですか。

○川満誠一企画部長 今申し上げたのは、ルート等

につきましては最も望ましいといいますか、ビー・

バイ・シーが高くなるだろうというところで選ばれ

ていまして、便益を最大化するもっといい方法がな

いか、例えば移動時間が短縮したり、向上すると、

沖縄県全体の生産性が上がるという関係性にあると

思いますので、そのあたりを定量的に説明できるよ

うに努力するということがまずは入っております。

それから費用は、国もコストの縮減等についてはい

ろいろ努力しておりますが、全体として見た場合は

コストは一定程度かかると思っておりまして、かね

て申し上げておりますとおり、公設民営型の上下分

離方式が必須の形だと考えておりますので、コスト

は縮減に努めると同時に、便益―ベネフィットも最

大化を目指して説明して、努力をしていくというこ

とでございます。

○當間盛夫委員 あと何年かかりますか。

○川満誠一企画部長 何年かかるかについて即答は

難しいのですが、非常に大きなプロジェクトでござ

いますし、なるべく早くと思いますが、努力を継続

して、動き出すように、粘り強く取り組んでまいり

たいと考えます。

○當間盛夫委員 次に、先ほどもいろいろと質疑が

ありました知的・産業クラスター形成に向けた研究

拠点の構築。14億円という予算が、平成29年度もあ

るのですが、この知的・産業クラスター形成は平成

27年度から行っているのですが、総予算はどれだけ

になっているのですか。

○屋比久義科学技術振興課長 平成27年度から平成

29年度までの総額で、40億3093万8000円となってお

ります。

○當間盛夫委員 この40億円は財源として何を活用

しているのですか。

○屋比久義科学技術振興課長 一括交付金事業でご

ざいます。

○當間盛夫委員 一括交付金の事業でこれだけの予

算を使っているわけですから、もうある程度の効果

が出ていると思うのですが、その経済効果をちょっ

と教えてください。

○屋比久義科学技術振興課長 私どもが支援等をし

ている研究につきましては、委員もよく御承知だと

思いますが、基礎的な研究から応用、あるいは実用

に向けての基礎から応用的なところを支援している

ところでございます。例えば産業面でいえば、午前

中も御説明いたしましたが、子豚の病気を防ぐワク

チンの開発等々による生産、製造販売等々というの

が今後期待される、そういったような成果等は出て

おります。

○當間盛夫委員 部長、私が言うのは、40億円の予

算をかけたので、経済効果はこの３倍になっていま

すかということです。40億円かけて、子豚のワクチ

ンということではなくて、今は出ていないが、これ

は平成33年までやるわけですから、二、三年後には

大体70億円、80億円近くの予算を費やすわけですよ

ね。それであれば、この知的・産業クラスターの経

済効果はこの何倍という形を出せるのですかという

ことです。

○川満誠一企画部長 多額の公費を投じているわけ

でありますから、さらに大きなリターンを世の中に

もたらすべきではないかということはそのとおりだ

と思いますが、この事業の性質上、基礎研究に費用

を投じているものでございまして、すぐに幾らの経

済効果をもたらすということは、なかなか説明は難

しいのですが、なるべく早く経済効果があらわれる

ように、取り組みを丁寧に進めてまいりたいと考え

ているところでございます。性質上、基礎研究に近

いところは、長い時間かかることも結構ございます

が、ただ、世の中に便益がもたらせるような取り組

みは、正しい方向で努力していると思いますので、

この辺を御理解いただければと思います。

○當間盛夫委員 この基礎研究、応用を否定はしま

せん。しかし、その反対側に沖縄の子供たちのそう

いったものも上がっている。沖縄の企業も、その基

礎研究、応用の部分で、しっかりと育成も反対側で

やらないといけないと思います。ここだけに予算を

かけて、この一方側は全く伸びていないというあり

方は、私はちょっと違うだろうと思っていますので、

バランスよくそのことをやってもらえたらと思って

いますので、よろしくお願いいたします。

次に、沖縄・奄美連携交流促進事業。これは平成

30年度―今年度で終わる予定なのですが、平成29年

度の実績で8000万円ということですが、これはどう

されるのですか。引き続き継続の予定ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 沖縄・奄美連携交流促

進事業でございますが、本事業を簡単に御説明させ

ていただきますと、沖縄と奄美といった地理的、歴

史的なつながりが深い県域を越えて交流を行うた

め、それから世界自然遺産登録に向けた両地域の移

動がしやすい環境づくりというところが大きな目的

となっておりまして、沖縄県と鹿児島県の折半によ

る協調事業で、交通費に対する補助事業ということ
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になっております。これは鹿児島県が、最初は鹿児

島県内の離島内でこのような事業をやっておりまし

て、そこから始まって沖縄も一緒にやっています。

鹿児島県側は、鹿児島県の奄美振興の特別措置に基

づく財源で行っているのですが、それの更新が今年

度で期限を迎えているという中で、鹿児島県側が延

長に向けた手続の調整を行っていると聞いておりま

すので、協調事業であること、それから自然遺産に

向けた動きは、今後も引き続き沖縄県としてやって

いく必要があるということで、今後も連携して取り

組んでいく方向で考えております。

○當間盛夫委員 平成27年度に比べたら17.7％増加

というのがあります。これは増加傾向にあるのです

か。

○中野秀樹地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、全体の旅客数は、この事業が始まる前

までも少し増加傾向にはあったのですが、この事業

が始まってからの伸びというのが非常に大きいとい

う状況でございます。

○當間盛夫委員 沖縄の観光客はもう1000万人を超

えるという時代になってきました。周辺の、鹿児島

県とはいえ奄美との連携は物すごく大きな部分があ

りますし、「西郷どん」の部分もあるわけですから、

しっかりとこの事業を継続してやれるように頑張っ

てもらいたいと思っています。

次に、公共交通で先ほど比嘉委員からもありまし

たが、ＯＫＩＣＡ。今度、沖縄都市モノレール社は

全国系ＩＣカードの利用促進整備をやりたいという

ことなのですが、この事業の進捗を教えてもらえま

すか。

○長濱為一交通政策課長 委員御指摘のお話は、沖

縄都市モノレール社で、全国ＩＣカードであるＳｕ

ｉｃａ等10種類のカードについて利用できるように

という件かと思います。これにつきましては、国で

東京オリンピックが開催される2020年までに県外か

らの利用者の利便性向上に向けた取り組みを推進し

ているという一環で、現在、沖縄都市モノレール社

において、いわゆる片利用ですがＳｕｉｃａ等をモ

ノレールに利用できるように検討を進めているとい

うことを我々は聞いております。

○當間盛夫委員 これは公共交通ネットワーク特別

委員会でも質疑があったと思うのですが、バス事業

者の形式的なもので、なかなか難しいと言われてい

るらしいのですが、状況はどういうことなのですか。

○長濱為一交通政策課長 県内のバス事業者におき

ましては、まず沖縄県と連携してＯＫＩＣＡを導入

した際に、コスト増のため全国系のＩＣ乗車券シス

テムが採用されなかったという経緯があります。そ

れから、新たな開発コストや維持管理コストがさら

に発生するということで、御指摘の全国系ＩＣカー

ドの利用については、今現在、具体的な検討はして

いないと我々も認識をしております。

○當間盛夫委員 当初ＯＫＩＣＡは、モノレールも

バスもタクシーもという形で導入した経緯がありま

した。全国的なＩＣカードの導入は、観光客の皆さ

んの利便性からすると大きな影響があると思います

が、県はこれをどうしますか。このＩＣカード導入

に関して県も１億円という負担になると思うのです

が、どういう方向性ですか。

○長濱為一交通政策課長 ＯＫＩＣＡの今後の展開

ということで、バス以外の公共交通の利用、あるい

は今御指摘のバスに全国系のＩＣカードが使えない

かということも含めて、今後とも関係事業者と意見

交換をしながら、対応を検討していきたいと思って

おります。

○當間盛夫委員 ぜひお願いしたいと思います。先

ほど、鉄軌道のお話をさせてもらいました。フィー

ダー交通の話もありました。しかし、フィーダーの

話になってくると、やはり鉄軌道がしっかりと構築

されないと、そういう体系には持っていけないだろ

うと。今お話を聞いても、鉄軌道がどうなるかも全

く見えてこないということであれば、部長、路線バ

スをこれからどういう方向性に持っていくのです

か。

○長濱為一交通政策課長 県内のバスの利用環境の

改善ということで、我々、関係事業者、関係市町村、

県警等も含めての協議会を開催しておりまして、こ

の中で基幹バスをまず、来年度―平成31年度からス

タートさせようと。それとあわせて連携する支線バ

スを進めてまいりたいと考えております。一方、地

域を結ぶフィーダー交通のあり方等につきまして

は、またその地域について、住民ニーズ等も把握を

できる市町村にしっかり主張してもらいつつ、我々

がしっかりバックアップする形で、フィーダー交通

のあり方等を考えるような検討も会議等でしっかり

議論してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 昨今、モノレールもそうなのです

が、路線バスを利用する観光客がふえてきている面

があるわけですよ。我々しっかりとそのことを踏ま

えて、路線バスのあり方を、もっと県が、路線含め

て、運賃含めてどうあるかということをしっかりと

やらないといけないと思う。部長、この公共交通バ



－186－

ス、県としては重要施策ですか。

○川満誠一企画部長 非常に重要な施策と認識して

おります。先ほどもございましたＩＣカードですが、

今が最終とは思っておりません。課題は幾つもあり

ますが、今後は利便性を向上させて、たくさんの人

が公共交通を利用できる環境づくりに継続して取り

組んでまいりたいと思います。

○當間盛夫委員 頑張ってください。

次、離島航路運航安定化支援事業の過去５年の推

移を教えてもらえますか。年次計画はもらっている

のですが、予算規模は出せないですか。

○長濱為一交通政策課長 ５年程度ということでし

たが、本事業は平成24年度からスタートしておりま

すので、６年間ですが、平成24年度は24.1億円、平

成25年度は17.1億円、平成26年度は22.9億円、平成

27年度は14.5億円、平成28年度は4.2億円、平成29年

度は1.8億円。トータルで84.9億円の事業をしてま

いりました。

○當間盛夫委員 部長、24億円、17億円、23億円、

14億円ときて、ところが近年はもう４億円だとか

１億円台、そのような計上の仕方なのですよね。そ

れからすると、今、周辺離島から高速艇の２隻目を

建造してほしいという要請が出ております。この

２隻目の建造を、県が早目に国に要請することは大

事だと思うのですが、この点はどうでしょうか。

○川満誠一企画部長 ２隻目についても需要があっ

て、施策課題として上がってきているということは

認識しておりますが、今、計画で決まっているもの

を完全に履行するためには、残り40億円程度の財源

を必要とすると。２隻目につきましても、二十数億

円の経費を要するということでありますから、財源

等について関係部局とも調整をして、可能な限り予

算の確保等を検討してまいりたいと。ただいずれに

しても、残り５つの航路について前倒しで実施する

という話もありましたが、船舶の建造は２年以上か

かるということもございまして、これらをしっかり

と取り組んだ上で、要望のある２隻目について、具

体的な検討はしてまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 せっかく国庫予算、その国の補助

を使ってやっているわけですから、ある程度、皆さ

ん、２隻目の対応ができるような予算づくりは、僕

は可能だと思っているわけです。近年、平成28年度

でも４億円で、平成29年度でも１億8000万円という

規模を考えると、残りはもう小規模離島になってま

す。それからすると２隻目を要求している離島は、

やはり必要があるとして２隻目を要請しておりま

す。我々は離島における船は道路と一緒だと思って

対応していかないといけないと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

○渡久地修委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 主要施策の成果に関する報告書

で、企画部に対して質疑をさせていただきます。ま

ず最初に21ページのバスについてです。平成29年度、

21台購入したということですが、これまで何台ノン

ステップバスに入れかえて、今後どのようにまた導

入していくのか、その計画をお尋ねしたいと思いま

す。

○長濱為一交通政策課長 ノンステップバスの導入

ですが、平成29年度主要施策の成果に関する報告書

に書いてございますように、平成29年度は21台でご

ざいました。平成24年度から６年間の合計で、212台

の導入を支援してまいりました。計画台数につきま

しては236台を予定しておりますので、平成33年度

までの期間で残りの台数を支援していくことにして

おります。

○花城大輔委員 このノンステップバスの機能につ

いてお尋ねしますが、車椅子の利用者に対する対応

はどのようになっていますか。

○長濱為一交通政策課長 これは名称のとおり、い

わゆるノンステップということで、歩道の高さと、

乗る高さがおおむね一緒ぐらいの高さとなっており

ますので、もちろん介助者は必要かもしれませんが、

車椅子で比較的スムーズに乗れるバスであるという

ことでございます。

○花城大輔委員 今、答弁にもあったとおり、実際

にはバス停に着きますと、運転手がバスの中ほどま

で移動して、椅子を１個潰してスペースをつくって、

そして外に出てこの車椅子の利用者を乗せてあげ

る、おろすときも同じような作業をする、このよう

なことを何回か目にすることがありましたが、これ

をどうにかして対応する方法は何か見つからないの

ですかね。検討はされていますか。

○長濱為一交通政策課長 現在、我々が導入してい

るバスは、いわゆる自動化などの仕様にはなってお

りませんが、そのような、あるいは、それにかわる

ような対応ができるのかどうか、事業者とも意見交

換してみたいと考えております。

○花城大輔委員 午前中にもバス停留所の屋根につ

いて質疑がありましたが、やはり車椅子利用者の方

の立場に立つと、そのときにどのような気持ちにな

るのかとか、雨が降っている場合のこととか、いろ

いろ思うところがあります。ぜひ検討して、何かい
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い案を出していただければなと思っています。

次、ＯＫＩＣＡですが、ＯＫＩＣＡの購入または

チャージができる場所はどのようなところがありま

すか。

○長濱為一交通政策課長 ＯＫＩＣＡへのチャージ

ですが、モノレールの各駅の券売スペース、本島内

の路線バスの車内、あるいは県内の地銀３行の９店

舗の店舗内、それからパレットくもじの構内で購入

とチャージが可能ということでございます。

○花城大輔委員 これは非常に利用しにくい状況に

なっているのではないかなと思っています。ＯＫＩ

ＣＡの普及をもう少し努力するべきであると私は考

えています。また、例えば、１万円チャージしても、

私の住んでいるところからここまで来るのに、大体

800円くらいかかりますので、１万円チャージして

もすぐなくなってしまい、またチャージしないとい

けなくなってくるのですね。なので、その普及をす

るための努力を今何か検討していることがあれば、

お願いしたいと思います。

○長濱為一交通政策課長 先ほど申し上げたよう

に、バスの車内でも一応、運転手に申し述べてチャー

ジすることも可能であります。このほかにチャージ

する場所の拡大等につきまして、我々としても検討

しているところでございます。

○花城大輔委員 次に、23ページの高速ブロードバ

ンドの件で、これは、これからやっていこうとする

地域―まだ高速ブロードバンド化がされていない地

域はどれだけありますか。

○金城清光総合情報政策課長 超高速ブロードバン

ド環境整備促進事業、こちらは平成28年度から平成

31年度までかけて15市町村を整備するもので、既に

10市町村に着手しておりまして、平成31年度の着手

としては、大宜味村、東村の２カ所になります。

○花城大輔委員 以前質疑させていただいたうるま

市の与勝半島は、昨年確認したところでは、うるま

市に一部費用を負担する形で相談しているというこ

とでありましたが、今はどうなっていますでしょう

か。

○金城清光総合情報政策課長 うるま市の平安座

島、宮城島、伊計島、浜比嘉島におけるブロードバ

ンド整備ですが、この４島につきましては、うるま

市が島嶼地域超高速ブロードバンド環境整備事業に

着手しておりまして、平成31年３月までに完成する

見込みと聞いております。

○花城大輔委員 うるま市が自前でやったというこ

とでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 うるま市が、いわゆ

る一括交付金を活用した整備に取り組んでいるとこ

ろでございます。

○花城大輔委員 県内のほかの地域で、県がやらず

に自前でやった市町村はほかにもありますか。

○金城清光総合情報政策課長 竹富町ももともとの

ブロードバンド環境の強化といったところに取り組

んでいるところでございます。

○花城大輔委員 これはわかる範囲で答弁をお願い

したいと思うのですが、この陸続きになっている離

島のＮ高校という学校で、どうしてもブロードバン

ド化をしたいということで、自前で海外製の機材を

購入して設置しているという話を聞いています。そ

のように自前で整備し終わって、その後、行政によ

るサービスでまた環境が戻る場合、このＮ高校の費

用とか、どのような流れなのか、もしわかれば教え

てほしいと思います。

○金城清光総合情報政策課長 いわゆるＮ高校につ

きましては、独自に無線通信を活用した環境整備を、

通信事業者とともに整備したと聞いております。そ

の後、今年度、うるま市の光ブロードバンド事業が

完成するわけですが、今後はこうした環境が利用で

きるものと考えております。

○花城大輔委員 ちなみに、うるま市が一括交付金

で、自前でやったという流れが、もしわかれば教え

ていただきたいです。

○金城清光総合情報政策課長 おっしゃるように、

うるま市は、今この４島について橋でつながってい

るということもありますので、それも含めて、当方

も平成28年度にほかの地区をあわせて事業可能性と

いいますか、いろいろな課題等について調査したと

ころです。その中で、橋を活用した環境整備という

案もその後出てきましたし、当方、それからうるま

市、また、事業関係者ともいろいろ協議をする中で、

橋を通しての整備が可能という見通しが立ってきた

ところであります。

○花城大輔委員 県はこのことで何か支援をしたと

いうことはありましたでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 今申し上げたよう

に、技術的な課題も含めて調査、それから市町村、

そして事業者を含めた協議といったところは、とも

にやってきたという自負はございます。また、こう

した事業が市町村の一括交付金が活用されたことも

含めて、県としてもしっかり協力していきたいと考

えています。

○花城大輔委員 最後、津堅島が取り残されている
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と思うのですが、これについての計画は何か把握し

ていますでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 こちらにつきまして

も、うるま市において、これも一括交付金を活用し

て、住民も無料で活用できるＷｉ－Ｆｉを今年度中

に整備すると聞いております。

○花城大輔委員 ちょっと戻って、先ほどの質疑答

弁で気になったので、13ページの第２滑走路の件で

質疑させていただきます。あと一本滑走路ができて

も1.37倍にしかならない―「しか」といっていいか

わかりませんが、ここで、今、経済界では、滑走路

と滑走路の間にターミナルをつくるべきではないか

との議論がなされているということも聞いています

が、県は何かこの件について把握しているでしょう

か。

○川満誠一企画部長 那覇空港のエリアの拡張、拡

大、機能の増強は必要だと考えておりまして、ただ、

どのような方法で行うかについて、埋め立ては有力

案であるとは思いますが決まったことではございま

せん。いろいろな方面から広く意見をお伺いして、

県としては具体的な検討を積極的に進めてまいりた

いと考えているところであります。

○花城大輔委員 非常に興味深い話だなと思ってい

ます。もしターミナルビルができれば滑走路の運用

状況は２倍になるのかどうか、また、それをやるの

であれば、費用がどれくらいかかるのかとか、これ

からも続けて質疑させていただきたいと思います。

そして、14ページの鉄軌道の件ですが、これも先

ほど、質疑、答弁を聞かせていただいて、１年を通

していろいろと取り組んでこられたとは思います

が、大事なところが進捗していないのではないかな

と思っています。実現可能性という部分で、これ本

当にできるものかどうか、いかがですか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 平成26年度

から沖縄鉄軌道の計画案づくりに取り組んできまし

たが、ことしの５月に構想段階における計画書を策

定し、県として考えを取りまとめたところでござい

ます。今後は速やかに次の計画段階に移行するため

に、全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の

創設に向けた取り組みの加速、それから国による事

業実施に向けた取り組みの早期着手を要請すると。

さらに先ほども御答弁させていただいたとおり、費

用便益に関する検討、研究を進めてまいりたいと。

さらに市町村の皆様、それから既存公共交通事業者

との協働によりまして、将来のフィーダー交通ネッ

トワーク化を見据えた地域公共交通の充実に関する

検討などを実施していく予定であります。

○花城大輔委員 これは国土の１％にも満たないこ

の離島に、新幹線並みの速さを想定した鉄軌道が本

当に必要なのかどうかというところの議論がしっか

りされていないままに、時間だけがたっているよう

に私は思っています。なので先ほどの話の費用便益

と採算性をしっかりと示すことができなければ先ほ

どの話につながらないわけで、これは昨年度も決算

特別委員会で同じような―言葉は違ったかもしれま

せんが、問題は費用便益と採算性だったと記憶して

います。これが進んでいないこの実態をどう考えて

いるのか、ちょっと聞かせてください。

○川満誠一企画部長 まず沖縄県には、本島に130万

人近くの人が住んでいて、これもかねて言われてい

ることですが、特に中南部においては人口は広島市、

面積は北九州市、人口密度は神戸市に匹敵するよう

な地域であって、そこに鉄軌道がないという唯一の

県であるということがございまして、それから実現

可能性につきましても、言われている一番大事なと

ころは、初期投資のコストだと思います。これは日

本本土全体に上下分離方式で新幹線という特例があ

るので、沖縄県にあってもお願いをしたいというと

ころが基礎にあります。それから輸送密度という考

え方がございまして、沖縄県がこのたび５月に策定

した計画では、１日当たり１万4000人の輸送密度が

あるのではないかと試算しておりまして、この人数

は十分に採算が合うレベルに到達していると。本土

の鉄軌道にあっても７割方はこれよりも低いという

現実がございますので、全体を組み立てて初期投資

を確保できれば実現は可能であると、手が届くとこ

ろにあるのではないかと。もちろん持続的な運用等

に課題はあるわけですが、基本的には努力をして近

づけていくことは重要ではないかと考えてございま

す。

○花城大輔委員 気になるところは、やはり国との

調整です。この間、国とどれくらいの協議をして、

今、国との間での課題は何があるのかを説明お願い

します。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 ８月の上旬

に、国庫要請等のタイミングで、鉄軌道についても

先ほどのような要請を政府にさせていただきまし

た。その後も８月中旬には、内閣府の担当ラインの

方々と今年度以降のお互いの取り組みについて意見

交換をさせていただき、また９月下旬にも国土交通

省、それから内閣府の方々と意見交換をさせていた

だき、情報交換をしっかりやりながら、今後も取り
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組んでいきましょうということを確認してきたとこ

ろでございます。

○花城大輔委員 先ほどの、沖縄で鉄軌道をつくる

必要があるのかどうかということとあわせて、この

鉄道をつくること自体が、将来県民にとっての負担

になるのではないかという声も実際にありますが、

私は、まちづくりをするに当たって、駅が置かれる

場所も非常に期待するものでありますから、何とか

これは進めていただきたい。そして、いつできるか

ちょっとわからないということは早急に解消してほ

しいと思っています。要望を伝えて質疑を終わりま

す。

○渡久地修委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 宮城一郎委員からもありました

が、まず、主要施策の成果に関する報告書の34ページ

からお願いいたします。34ページの特定駐留軍用地

等内土地取得事業の不用額について、もう一度御説

明をお願いいたします。

○立津さとみ企画部参事 こちらにつきましては、

西普天間住宅地区跡地におきまして、普天間高校用

地の先行取得に取り組んでまいりましたが、最終的

な取得実績が見込みを下回ったことによる不用額と

なっております。

○又吉清義委員 確かにそうかと思いますが、非常

に残念なのは、これが平成29年度、突如６月議会で

出てきて、９月で補正予算を組んで、残り６カ月で

この用地を買いなさいということは、私は最初から

無理ではないのかなと記憶していたものですから。

あれほど議会でこの用地費、基金を上乗せしてつく

るべきだと指摘していたにもかかわらず、平成28年

の12月までは企画部長は、これは予算がないからで

きないという一点張りでしたが、これが現部長に

なってようやく急遽６月でできるということになり

ましたが、そのできない予算から急にできると転じ

た理由は何ですか。

○川満誠一企画部長 引き継ぎを受けたところによ

りますと、事情も調べましたら、教育委員会におい

て予算のめどが非常に難しいということがあって、

そこが隘路になっているわけです。跡地利用として

の企画部の取り組みがなかなか動かしがたかったと

いうことで聞いております。それで、昨年の４月に、

又吉委員も宮城委員もいらしたと思いますが、特に

宜野湾市からの強い要望もあり、翁長知事からも前

向きに検討せよとの指示がございましたので、可能

な限り努力をして、各方面、一括交付金の充当方法

についても内閣府と相談をして、調整の結果、見込

みがあるということが得られましたので、急ぎ進め

るということになった次第です。ただ、努力はした

のですが、やはり地主の皆様の基本的な御意向が必

ずしも得られませんで、必要な面積を取得できな

かったことは非常に残念だったと思っております。

○又吉清義委員 企画部の現体制を責めるわけでは

ないですよ。残り半年で40億円近くの土地を買いな

さいと、このような前例はありません。正直言って

やった実績なんかないです。それが、できない予算

が急遽変わったと。あれほどできないというのが急

遽、タイムリミットが迫って買えると転じた。今の

部長の説明でいうと、翁長知事が一括交付金が使え

るように努力して、ようやく国の理解が得られたと

いうことは、教育委員会を初め前知事は一切努力を

していなかったのか。あれほど宮城一郎委員や私、

新垣清涼議員からもしつこく質疑されていますよ。

○川満誠一企画部長 非常に議論があったというこ

とは承知しておりますが、今申し上げたのは、西普

天間住宅地区に今現在の狭隘な普天間高校を、そこ

に移すことができれば、非常にまちづくりの観点か

らも、全体としても非常に行政の効果が大きいので

努力しましょうということでありまして、ただ、す

ぐにできるということではなくて、努力を最大に

やった上で、もしできなければまたそのとき考える

と。ぜひやりたかったのでありますが、土地が買え

ないことにはということで今こうなっているわけで

ございますが、いろいろ逡巡したということであれ

ばお叱りはお受けいたしますが、そのような事情で

あったということを御理解いただければと思いま

す。

○又吉清義委員 部長の気持ちはよくわかります。

ですからそういった意味で、土地がほとんど買える

状態になったはいいが、残り半年間で期限も切れる

中で買いなさいとゴーサインがあっても無理なので

すよ、皆さん。時期を逃したらだめなのですよ。で

すから、あれだけ議会で質問をされ、質疑がされて

いる中で、皆さんはもっと努力をして、本来ならば

ちゃんと時間的にもゆとりを持って決断を下しても

らわないと。私は正直言って、これはパフォーマン

スにすぎないよと、そういう気持ちしかないのです

よ。半年で皆さんが買えるという自信があればいい

ですよ。こんなの無理ではないですかと言った記憶

があるものですから、ぜひ部長、そのように努力を

すれば、このようにちゃんと予算もつけることがで

きるのであれば、今後もそういったタイミング、時

期を逃さないように、しっかり予算を私はつけるべ
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きだという結論を持っておりますがいかがですか。

○川満誠一企画部長 このたびのことも今後に生か

してまいりたいと思います。

○又吉清義委員 ぜひタイミングを逃さないよう

に、やはり一括交付金も知事の判断なり、皆様方で

努力をすれば基金に積み立てもできるということは

明確になったのだから、今後そういったことを、ぜ

ひタイミングを逃さないようにしてもらいたいな

と、非常に残念でならないものですから。

そこで、今、33ページと、34ページをひっくるめ

て質疑を行いますが、先ほど、0.2ヘクタール買っ

た用地と、次また大規模駐留軍用地跡地利用推進費

で、この普天間飛行場についての特別駐留軍用地の

現状、目標額、何ヘクタールに対して今、何ヘクター

ルを買ったのか、まずその点からお伺いいたします。

○立津さとみ企画部参事 普天間飛行場の中の先行

取得事業についてのお尋ねだと思いますが、17.15ヘ

クタールの取得を目指しておりまして、平成29年度

末で9.5ヘクタールの取得を行っているところでご

ざいます。約55％でございます。

○又吉清義委員 別の角度からお伺いいたします

が、この先行取得、5000万円控除とあります。これ

はいつまでの時限立法でしょうか。

○立津さとみ企画部参事 現振興計画があります平

成33年度末までとなっております。

○又吉清義委員 平成33年度の中で、この17.15ヘ

クタールというのは、公共の用地、また、いろいろ

な用地の中で、道路網の整備だけだったかと思うの

ですが、まずその辺、間違いないかどうかです。

○立津さとみ企画部参事 委員のおっしゃるよう

に、この17.15ヘクタール、これは県が先行取得を

行っている分につきましては道路用地です。別途で

はございますが、宜野湾市もまた学校用地の先行取

得を同地で行っているところでございます。

○又吉清義委員 ぜひ私がお願いしたいのは、平成

33年までしかない時限立法ですよという中で、この

17.15ヘクタールで不足するのではないかと。例え

ば皆さんがことし―平成30年度に出した普天間飛行

場跡地利用計画策定調査業務委託の報告書を見る

と、普天間飛行場の広大な480ヘクタールを生かす

には、やはり都市基盤整備の方針ですね、非常に重

要な公共投資、公共事業整備がございます。これは

何も幹線道路だけではないです。例えば鉄軌道を含

む新たな公共軸の整備、そして大事な、皆さん真っ

先にある緑地空間の整備、その他もろもろがあるの

ですよ。そういった面積が0.1平米も含まれていな

いわけです。やはりこれは少し考え方を変えて、そ

してさらに一括交付金を活用する中で、政府にも

しっかり要望して、認めさせて、私はその部分も手

がけるべきだと。17.15ヘクタールではなくて、最

低でも50ヘクタール必要ではないかと私は思います

が、皆さんはこれについてはそのような計画はない

ですか。

○立津さとみ企画部参事 やはり公共用地というの

は、これまでの先行して行われた駐留軍用地の跡地

利用がされているところにおきましても、大変必要

な部分ですし、おっしゃるような形で道路空間以外

にも、公園でありますとか、そのほかの公共施設用

地というのは必ず必要になってくると思います。そ

の取得に向けましては、一定程度の跡地利用計画を

進めていく必要があると思いますので、その中で必

要とされるような面積が出せるように計画の素案策

定に向けて現在作業させていただいているところで

ございます。

○又吉清義委員 ですから、現在この跡地利用計画

について、利用する中で将来的に公園用地にしたい、

これもつくらなければならないと、これはまちづく

りをする中で必要不可欠だと皆さんがうたっている

資料なのですよ。ですから、その中に道路網も入っ

ていると。それを考えた場合に、これをぜひ部長、

やはりかけ合ってこれも議論するべきだと思うので

すよ。平成33年度で切れるということは、あと３年

間で、この跡地利用推進法が切れるわけですよ。そ

れから用地買収、また今の普天間高校の移転問題み

たいになると思いますよ。その辺は危惧しませんか。

やはり、その辺をしっかりと計画の練り直しをして

いただきたいのですが、いかがでしょうか。

○川満誠一企画部長 御指摘の点は重要だと思って

おります。まちづくりの主体である地元宜野湾市と

これまでも丁寧に議論しておりますが、今後とも、

どういうまちづくりをやろうかということをいつも

議論しながら、公共用地については積極的に取得に

努めてまいりたいと考えております。

○又吉清義委員 まだ部長ちょっとわかっていない

ようですが、私は大規模駐留軍用地跡地利用推進費

で買いなさいということではなくて、特定駐留軍用

地等内土地取得事業で買いなさいということなので

すよ。今皆さんがやっているところは、特定駐留軍

用地等内土地取得事業でやっている事業なのです

よ。これにひっくるめてやりなさいということを

言っているわけですよ。部長、理解できましたか。

○立津さとみ企画部参事 今、17.15ヘクタールの
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先行取得につきましても、まだまだ数字が積み上

がっていない状況でございますので、そこもかなり

注力していかないといけないと思っております。今

年度からは普天間飛行場につきましても、地権者の

皆様へ個別に訪問をしながら事業の周知、それから

こういった計画があるということの周知も並行して

やっているところです。おっしゃったような形で、

そのほかの公共施設用地についても、今後どのよう

な形で先行取得の形に落とし込めるのか、そういっ

たことも含めながら、地元の宜野湾市さんとの議論

を一緒にやっていきたいと考えております。

○又吉清義委員 ちなみに、今の先行取得の沖縄県

特定駐留軍用地等内土地取得事業基金は、総額で幾

らでしたか。

○立津さとみ企画部参事 県分の基金としまして

は、平成24年度に当初69億円基金を積んでおりまし

て、現在が約30億円でございます。

○又吉清義委員 今は30億円かもしれませんが、や

はりそういったもろもろの事業を実施するには30億

円で足りますか。それをもう一回計画を練り直して、

さらにスムーズに行くように、まずは考え方も変え

たらどうですかということを私はぜひお願いしたい

し、部長も再度協議していただきたい。30億円では

あの用地は買えないと思いますよ。皆さん、30億円

は17.15ヘクタールの規模だと思うのですよ。やは

り50ヘクタール、70ヘクタールを買うのにその基金

の額で足りますかと再度お尋ねいたします。

○立津さとみ企画部参事 おっしゃるように、今積

んでいる基金は、この道路の用地分としての積算し

かしてございませんので、その他にどういったもの、

どの程度のものが先行取得として必要かということ

につきましては、やはり計画の策定と並行しながら

検討を進めていきたいと思っております。

○又吉清義委員 基金はまず足りなくなるだろう

と。当初の軍用地料は24倍から30倍でした。今、何

倍で取引されているか御存じですか。

○立津さとみ企画部参事 大変申しわけございませ

んが、その数値を持ち合わせてございません。

○又吉清義委員 数値は持っていなくていいです

よ。最低でも50倍以上になってしまいましたよ。こ

れ近々60倍になりますよ。皆さんの予算パンクしま

すよ。そういった意味では、ぜひ今のうちに県内で

何が起きているかしっかり調査してやらないと、平

成33年度でこの法律が切れるというのは恐ろしいこ

となのです。平成33年度までにこれが買い切れない

場合、これはどうなるのですか。

○立津さとみ企画部参事 今、委員がおっしゃった

ことも十分考慮して、今、私どもは先行取得にまず

しっかり取り組んでいって、さらにいろいろな情報

につきましてもしっかり把握した上で取り組みを進

めていきたいと考えております。

○又吉清義委員 しっかり反省するからには、ぜひ

前向きに進めてもらいたいなということも切にお願

いいたします。反省して何もしないのではなくて、

反省してどうやるべきかは、お互い本当に大切なも

のだと思いますよ。480ヘクタールを返還された場

合、生かすことができるかできないか、大変な問題

です。宜野湾市だけの問題ではないです。南部、中

部、沖縄県全体に影響する問題だということをしっ

かり知っていただきたいと思います。

あと１つだけお伺いいたします。18ページの小さ

な拠点づくり推進事業とあります。これについて、

どの地域でこの事業を行っているか、御説明お願い

いたします。

○中野秀樹地域・離島課長 小さな拠点づくり推進

事業でございますが、住民に必要なサービスを、住

みなれた地域に住み続けたいという住民の生活を支

えるために、拠点づくりネットワークを構築してい

るものでございます。具体的には、昨年度は名護市

において交流拠点施設の整備、それから宮古島市に

おいて移動販売車の導入ということも行っていると

ころです。

○又吉清義委員 聞きづらいのですが、名護市と宮

古島市で行っているということなのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 そのとおりです。

○又吉清義委員 ちなみに、担当の方にお尋ねいた

します。自治会に入っていますか。

○中野秀樹地域・離島課長 個人的なことで大変恐

縮ではございますが、私も沖縄に住むようになって

から、那覇市の一部の地域で青年会の活動をさせて

いただいているところです。

○又吉清義委員 青年会の活動をしただけであっ

て、自治会には入っていないのかなと、入っている

のであれば堂々と言えますよ。なぜかというと、大

事なのですよ。これは全然小さくないですよ。ここ

に沖縄の医療費の問題、公共交通ネットワーク、こ

ういった問題が隠れているわけですよ。私の地域を

調査しておりますが、年寄りが買い物でどんなに

困っているか御存じですか。沖縄全体で。独居老人

がどれほどふえているか御存じですか。地域に入っ

たらすぐわかりますよ。こういうことを調べたこと

はないですか。
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○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点につきまし

て、私も全て確認できているわけではございません

が、この事業に関しても昨年度から当課において、

離島・過疎地域を中心に、個別に職員による担当制

をとるようにしておりまして、実際に市町村の職員

であったり、その先にある地域に対応できるような

関係づくりを一応進めているところでございます。

○又吉清義委員 これも離島だけではなく、本島内

でも既に起きています。ですから、小さな予算では

なくて、最低でも億単位を組むと、費用対効果が大

きいですよ。例えば、今、生活保護世帯がふえる割

合、そして医療費がふえる割合、そこに解決できる

糸口を秘めていますよ。残念だけど行政は、その地

域を知らないためにそれがわからない。そういった

問題があるものですから、ぜひさらに調査をして、

これをもっと億単位で組んで、私は活動させるべき

だと思っているのですが、いかがですか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点も踏まえま

して、今後も市町村、それから地域等のニーズをき

め細かく吸い上げられるように努力してまいりたい

と思います。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 平成29年度主要施策の成果に関す

る報告書、13ページの那覇空港における第２滑走路

等の早期供用に向けて、国と連携し調整を促進する

ことについてお伺いしたいと思います。これは午前

中から何度か質疑が出たと思いますが、平成31年度

末に供用開始ができるという答弁でありましたが、

これまでこの埋立事業に関していろいろなトラブ

ル、いろいろな課題があったと思いますが、台風等

で一時的に工事ができなかったり、何かそういった

トラブルはあったかを確認しておきます。

○長濱為一交通政策課長 那覇空港の第２滑走路の

工事ですが、進捗状況につきましては、整備主体で

ある沖縄総合事務局と情報共有しているところでご

ざいます。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中、中川委員から質疑内容について補

足説明があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

長濱為一交通政策課長。

○長濱為一交通政策課長 具体的に、いつ、どうい

うタイミングで、どういうトラブルで工事をとめた

とか、そういった細かい情報までは我々では承知し

ておりません。

○中川京貴委員 実は、我々も自民党会派で現場視

察してきまして、いろいろ見てきたのですが、やは

りこれまで何か埋め立てに関して事業がとまったり

すると、トラック何十台がそのまま工事ができない

ような状態もこれまでありました。我々もそれを見

ると、平成31年度末までに供用開始ができないと、

工事をしながら問題解決すべきだということで、現

場視察に行ってきて、その後は把握してないもので

すから、やはり沖縄総合事務局との情報共有は県と

しての大事な仕事だと思っているのですが、知らな

いで通りますか。

○長濱為一交通政策課長 工事の状況につきまして

は、先ほどもお答えいたしましたが、最新の状況と

して、護岸工事については平成29年度に全体延長約

8.5キロメートル全てが完成をしている。それから、

埋立工事については、全体土量約1000万立米のうち

の約85％が既に投入済みである。その他の舗装工事、

進入等橋梁工事、管制塔工事についてもスタートし

ているということは、我々、そういったあたりにつ

いては情報として承知しております。

○中川京貴委員 まず基本的なことをあえてお聞き

します。では、なぜ那覇空港の第２滑走路の事業を

することになったのですか。

○長濱為一交通政策課長 今の第２滑走路の事業化

が決定するまでのプロセスとして、我々が把握して

いる状況としまして、西暦2000年ごろから那覇空港

拡張整備促進連盟であるとか、それは那覇空港が当

然、御承知のように、沖縄県民の足でもあり産業振

興の拠点でもあると、沖縄にとって非常に重要なイ

ンフラであるということを踏まえて、２本目の滑走

路がどうしても必要であるということで、しっかり

と国に対して要請等を行って、それを国が国土交通

省の交通政策審議会の航空分科会の中で、しっかり

国として調査をするという形で進んでまいりまし

た。その後、県としても必要性について、総合的調

査ということで、ＰＩ等を実施して･･････。

○中川京貴委員 部長、やはり島嶼県の沖縄が生き

ていくためには自立型経済―観光立県、基地経済か

ら観光経済への移行ということもあって、これまで

いろいろな政治家の方々が国と交渉して、1000万人

観光立県、１兆円観光産業を掲げてきて、もう1000万

人を超えて、目標は1200万人ということになってい

るでしょう。これと那覇空港の滑走路、これ毎年約

330億円をつけて、トータルでやがて2000億円ぐら

いでしょうか。そこだけではなくて、それプラス次

は鉄軌道、そして西海岸道路、バイパス、今、私が

提案している高速船も含めて、これが島嶼県沖縄が
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生きる沖縄の自立型経済だと私は思っています。そ

ういった意味では、これまで過去に稲嶺県政、仲井

眞県政と国との交渉によってこのような予算措置が

できたものと思っています。皆さんは県の職員とし

て誇りを持って、国との交渉については、これは国

道事務所の仕事だからとか、内閣府だとかではなく

て、一緒に我が沖縄のためにやるのだという気持ち

がないといけないと思いますが、部長いかがでしょ

うか。

○川満誠一企画部長 沖縄の振興発展のために県庁

全体で取り組んでいるところでございまして、今、

委員が御指摘のように、将来の発展のために何が必

要かということは、いろいろな方面からも御意見を

伺って、いろいろな方々が努力をして政府と調整を

して実現化してきているということが、現実でござ

いますので、今後ともその方向で努力を続けたいと。

全く御指摘のとおりだと思います。

○中川京貴委員 では、次の14ページに行きます。

これも少し触れました鉄軌道導入の実現です。鉄軌

道については、私も一般質問、代表質問で何度か取

り上げました。今、県が計画を立てて国に案として

出されていると思います。これも特別委員会でも質

疑しましたが、始点は那覇市―空港なのか、そして

名護市のどこが終点となる予定なのか、その辺を具

体的に説明できますか。

○川満誠一企画部長 今、構想段階で沖縄県の案と

して定めた計画には、具体的な駅の詳細な位置まで

は含んでおりません。仮定の話になりますが、県外

から沖縄県に入ってくるお客様の大方は那覇空港か

ら入られるので非常に重要なところであると認識し

ていますが、モノレールがあるのでどうなるかとい

うこともあります。駅を置くかどうかは別にして、

那覇空港を抜きにしては議論できないだろうとは、

物の道理としては思います。それから名護市につき

ましても、駅の位置、名護市のまちづくりとも関係

しますし、これは名護市と那覇市だけの話だけでは

なくて、途中の浦添市も宜野湾市も北谷町も沖縄市

もうるま市も恩納村も全て地域のまちづくりとの最

適配分が必要となるかと思います。ほとんどの方が、

例えば宜野湾市であれば普天間は無視できないだと

か、いろいろなことを想像すると思います。具体的

にどこということは決まっているわけではないです

が、人が多く動くなど、最もモビリティーが円滑に

機能するところを中心に、まちづくりとも整合しな

がらやっていくと、おのずと範囲は絞られてくるの

ではないかなと想定してるところであります。

○中川京貴委員 今の部長の話はあくまでも仮定の

話ということですが、具体的に名護市や予定されて

いる各市町村の自治体も一緒になって国と協議をす

れば、国も必要性が理解できると思っています。今

の段階では、我々が別件で国に直接行ったときも、

なかなかこの鉄軌道に対しての国の考え方が、いま

いちよしやろうという雰囲気ではないということを

感じています。見切り発車ではなく、ぜひ部長がも

う少し情報を収集しながら国と一緒にやろうとい

う、きっちり計画性のある取り組みをしたらどうか

と思いますが、いかがでしょうか。

○川満誠一企画部長 これまでも、折々の要請等に

ついては重要な沖縄の望むプロジェクトとして要請

しておりますが、御指摘のとおり一層の具体性を

持って内閣府と調整をして、検討を進めて、粘り強

く取り組んでまいりたいと思います。

○中川京貴委員 部長御承知のとおり、私は委員会

でも一般質問、代表質問でも、戦前は軽便鉄道が嘉

手納町まであったのが、嘉手納町、読谷村は通らな

いのはどうしてかという質問をよくしました。やは

り今御承知のとおり読谷村もホテルが２カ所ほど建

設が予定されておりますし、恩納村にもどんどんで

きてきています。人口密度また国との協議によって

読谷村、嘉手納町を経由する必要性が出てきた場合

は、今の案の中に嘉手納読谷線をつけ加える可能性

もあるということで理解してよろしいですか。

○川満誠一企画部長 これも折々に申し上げている

ことでありますが、県が案として策定したものは、

がっちりこのとおりでこれ以外は認めないというこ

とはもちろんございません。将来のまちづくりの変

動とか、今後のいろいろな利用者の動向とか大きな

要素が変わってくれば、当然変わる可能性はあるも

のです。ただ全体としては最も合理的な幹線をつ

くって、それをフィーダーで結ぶということが全体

の―鉄軌道の便益が沖縄本島隅々に行き渡るように

なるのではないかという考えもございますので、そ

の辺との折り合いをつけながらやっていくと。いず

れにしても、今、県案でお示しさせていただいたも

のが、これが最終の形であるわけではございません。

○中川京貴委員 私はこれを何度も取り上げまし

た。必ず嘉手納読谷線も通して、10年後、20年後、

30年後、将来の子供たちが県議会の議事録を読んだ

ときに、そういった苦労があったのだなということ

が証明できるような仕事をしたいと思っています。

次に、主要施策の成果に関する報告書の29ページ

をお願いします。
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沖縄離島体験交流促進事業、これは御承知のとお

り、平成22年度、当時の川上企画部長のときにでき

た事業で、10年間ですね。これは、正直申し上げま

して、私も父親が離島―伊是名村出身である関係も

あって、ぜひやるべきということで、議会の中でも

一生懸命取り組んできた事業であります。これは当

初3000万円程度の予算で、10校以内―五、六校だっ

たと記憶しています。それから地域からの声がどん

どん上がってきまして、今では２億円を超えると。

ただ、その中において、部長、たしか記憶があると

思いますが、私は離島体験交流であるが、離島の子

供たちがほかの離島に行けないのはおかしいと問題

提起しました。現在においては先ほど説明で五、六

校行けるようになりましたと。メニューが違うとい

うことでこれまではできなかったのですが、できる

ようになりましたよね。そういった意味ではやはり

県職員がジンブンを出して知恵を出して、同じ子供

で行ける子供と行けない子供がいるのはおかしいと

いうことでできた事業です。離島体験交流学習のメ

ニューですが、離島の子供たちはどういうメニュー

で行っていますか。

○中野秀樹地域・離島課長 平成27年度から島の魅

力再発見推進事業という形を通して、平成28年度か

ら今の事業に、離島版という形でスタートしており

ます。委員御指摘のとおり、本島の児童だけではな

くて、離島の児童にも機会を与え、別の離島に派遣

して互いの島の違いや魅力を知ってもらい、生まれ

育った島に誇りを持ってもらうということで始めて

おります。具体的にはメニューも若干異なっており

まして、離島版においては例えば将来の夢を持って

もらうことについてだったりとか、自分の島につい

て今後の島の活性化についてどのように考えている

かとか、こういった自分のふるさとの将来的なリー

ダーになることも含めて、そういった意識づけにつ

いてより重点的に、かなりきめ細かく進んでいるの

は事実でございます。

○中川京貴委員 当時、沖縄の子供たちはディズ

ニーランドとかＵＳＪといった県外にはよく行く

が、自分たちの島、離島に行く機会が少ないという、

我々自民党会派の勉強会の中で、当時の川上企画部

長に提案しながら実現したのです。そういった意味

では、せっかくつくった離島体験交流学習ではある

のですが、これも予算がなければできません。予算

があって初めて実現したのですが、私が提案したの

は、同じ離島の子供―石垣島、宮古島、北大東島、

伊是名島の子供たちが本島に来て、例えば嘉手納飛

行場の基地被害、騒音問題を学習する。また、普天

間飛行場の大きさや被害を同じ沖縄の子供たちに理

解させるべきだということで提案しました。これは

実現しておりますが、離島の子供たちが沖縄に来て

また離島に行く意義は、離島における問題だけなの

でしょうか。実際にこの事業で沖縄本島に来たこと

もあるのでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 委員御指摘のとおりで

して、離島の子供たちが本島に来て、本島ならでは

の課題にも触れていただく機会をとっていたことも

あります。ちょうど今年度も今週、来週にかけて離

島の子供たちが一度本島に来て、それからまた別の

離島でという形で実施しております。

○中川京貴委員 これは、もともと中学校にも適用

していたのです。そして今、小学校５年生。全額を

県持ちで予算化していますが、中学校２年生が該当

していましたが、学校から、余りにも行事が多いの

と、修学旅行が重なっているということで、中学校

はやめてくれということであったと、それでよろし

いですか。

○中野秀樹地域・離島課長 委員御指摘のとおり、

以前は中学生も対象にしていた時期があると認識し

ておりますが、御指摘の点であったりとか、より教

育効果が高いといいますか、そういう観点からも教

員のニーズ、子供のニーズ、親御さんのニーズといっ

たところを踏まえて、より効果の高い形でというこ

とで、現在の小学校５年生を対象にということに

なっています。

○中川京貴委員 この中身についてもう少し質疑し

ますが、コーディネーターが６人から57人になった

と。そのコーディネーターに関する経費はこの予算

に全て含まれているのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 コーディネーター自体

で一番多いのは、各島の観光協会で事務局をされて

いる方などにこの事業においてコーディネートして

いただいている。この事業の経費については、当然、

コーディネーター費用という形で予算化してござい

ますが、観光協会はそれぞれ自前の業務も当然ござ

いますので、そういった部分は観光協会の中で措置

しているという認識でございます。

○中川京貴委員 これを一般質問、代表質問で取り

上げて、当時の謝花企画部長も答えていたのは、こ

んなにすばらしいメニューですので、絶対に事故が

あってはいけないと。事故対策についても何度も質

問しました。しかしながら、石垣島、宮古島に行っ

たときに、やはりちょっとした事故があってヘリで
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運んだとかいろいろとありましたが、大きな事故は

これまでに何件あるのでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 悉皆的な総数は把握し

ていないのですが、確かに対象者が小学生―小さい

子供ということもあるので、派遣中に体調を崩すこ

と、それから船で渡るときに気分が悪くなるような

ケースは当然にあるのですが、そういう点に関して

も、事業当初よりは改善を重ねる形で、引率に看護

師であったり引率教員をふやす、それから当然、保

険の関係とかというところも大きな問題になってき

ますので、包括旅行保険の加入の徹底、各島ごとに

必ず安全管理体制を設定するなど安全確保について

はかなり力を入れているところでございます。

○中川京貴委員 今後もこのすばらしい事業を継続

するに当たって、学校の先生方の引率は何名行って

いますか。

○中野秀樹地域・離島課長 学校単位となりますと

学校の規模などにもよるのですが、基本的には一ク

ラスごとに引率教諭を２名必須としておりまして、

それから学校ごとに必ず看護師、それから旅行社の

添乗員も配置しております。

○中川京貴委員 ぜひ提案したいのですが、それ以

外に例えばＰＴＡの関係者とか、また役場職員―教

育委員会とかこういった方々が参加することは可能

ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 派遣元もそうですし、

派遣先の離島においてもこの事業の改善を常に図っ

ていく必要があることは御指摘のとおりだと思いま

す。事業評価会議というものを設けておりまして、

この事業の催行中というよりは、事業が全体として

終わったときに実際に参加された先生、派遣元の教

育委員会、島側のコーディネーターにも必ず来てい

ただいて、この中で安全管理の部分だったり、プロ

グラム内容の質の向上を常に図るように心がけてい

るところです。

○中川京貴委員 この子供たちが離島体験交流学習

を終えてきた後に、時々、新聞に投稿があります。

どこどこの島へ行ってウミンチュの体験をしたと

か、伊平屋島では網を引いたとか、その記事を見る

たびにこの子供たちの将来―人材育成にとても貢献

していると私も感じるのですが、一番心配している

のは事故です。間違っても死亡事故が絶対にない体

制をつくるためにも、先ほど提案した教育委員会、

市町村のＰＴＡも含めた安全対策に県も力を入れて

ほしいと思います。部長いかがでしょうか。

○川満誠一企画部長 事業をよりよい事業として維

持していくためにも、安全対策は極めて重要だと認

識しておりますので、安全対策についてはいま一度、

現状からさらに取り組むべき点はないか等々を含め

て検討して議論して、その遵守に努めたいと考えま

す。

○渡久地修委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 主要施策の成果に関する報告書の

23ページ。光ファイバーを使っての超高速ブロード

バンド環境整備事業でありますが、その事業につい

てたくさん質問を準備したのですが、ほとんど花城

大輔委員がうるま市のことを思ってたくさん質疑し

ましたので、その中からぜひここは確認しておきた

いというところだけ質疑させてください。課題の中

に整備対象範囲が広範囲で複数年度にわたって整備

計画を実施していくと記載されています。これは平

成29年度では10の市町村が対象になったわけです

が、その他で平成28年度から平成32年度まで事業展

開していくと報告されているわけですが、残り15市

町村というのは、この10の市町村も入っているので

しょうか。

○金城清光総合情報政策課長 全体で15市町村の整

備をしておりまして、平成29年度はそのうちの10市

町村を整備、平成31年度に新たに着手する市町村が

東村と大宜味村の２村になります。

○仲田弘毅委員 先ほど来、我々うるま市の旧離島、

伊計島、平安座島、宮城島、浜比嘉島、４島になる

わけですが、そこはもう橋がつながって僻地ではあ

るがもう離島ではないのです。純然たる離島として

今、津堅島があるわけですが、その津堅島を組み入

れていくという方策は考えられないでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 今申し上げた15市町

村に含まれていない場所として津堅島がございま

す。こうした場所が県内各地に幾つかありまして、

こうしたところを集めて平成28年度に整備上の技術

的な課題ですとか、あるいは地元自治体のニーズで

すとか、住民の意向なども含めて調査したところで

す。その中で例えば光ケーブルでつなぐ、あるいは

無線で渡すといった技術的な観点についても検討し

大まかな積算などもしてございます。その結果を踏

まえてそれぞれの地区について、それぞれの市町村、

また事業者と検討を重ねてきたところです。先ほど

おっしゃっていた４島については、橋を活用したイ

ンフラ整備を実施するということでうるま市が既に

整備を着手してございます。また、今御質疑のあり

ます津堅島につきましては、これもうるま市で無料

のＷｉ－Ｆｉを整備するということで、今年度、公
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募していると聞いています。これによって、地元の

住民ですとか、あるいは訪れた観光客などが無料Ｗ

ｉ－Ｆｉでインターネットにつながる環境を整備す

ると聞いています。

○仲田弘毅委員 昨年度の答弁書を見てみますと、

伊計島等４島に関してはイニシャルコストというの

ですか、ハード面での初期投資でも大体４億円で、

ランニングコストが1600万円ぐらいかかると。しか

し津堅島の場合は海底ケーブルを通すということ

で、11億円も見積もりがなされている。ですから、

これをうるま市単独でやるということになります

と、大変厳しいものがあると思いますので、ぜひしっ

かりと調整しながら対応していただきたい。なぜそ

の話をするかと申しますと、今、津堅島は、小・中

学校の存続が大変厳しい状態です。ことしの４月に

新入生はいませんでした。来年もいません。来年の

３月に中学の卒業生が５名もいます。これがあと

10カ年続くともう小・中学校がなくなります。島か

ら学校がなくなるということは、今、県が一生懸命

訴えている離島の研修生の対策を含めて、大変厳し

いものが出てくると思うのです。今でさえ厳しいの

に、やはり情報の格差是正とか、あるいは離島が本

島の地域と同等の生活ができるような体制づくりを

やっていくためにも、このような文明の利器がしっ

かりセットされることが絶対に必要だと考えていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、離島住民等交通コスト負担軽減事業を含め

て、一括交付金を使って離島の特に津堅島の島民の

乗船のチケットが割引されていると思いますが、こ

れは今現在、企画部は幾ら割引されているか承知し

ていますか。

○長濱為一交通政策課長 我々で実施しております

離島住民等交通コスト負担軽減事業によりまして、

津堅島の航路につきまして神谷観光がフェリーと高

速船の２隻体制で運航しています。高速船の片道普

通運賃790円に対しまして、住民割引の運賃では

330円、フェリーにつきましては普通運賃640円に対

しまして住民割引運賃は200円、事業実施によって

このようになっております。

○仲田弘毅委員 これこそ離島の振興なくして沖縄

県の発展はない。やはり離島に人間がしっかり住ん

で生活ができて、子供の子育て支援がしっかりでき

るこの体制が、やはり絶対に必要不可欠であります

し、これを徹底させるためにはどうすればいいかと

いうことを私たちは県議会の場で、国は国会で審議

をして各市町村におろしていく必要があるかと思い

ます。私たちの唯一の離島であります津堅島のフェ

リーは新造船が来ましたが、高速船くがに、これは

もう相当老朽化して、エンジンがいつパンクするか

もわからないような状況でした。これが７月25日に

新造船が就航いたしまして、そのときには嘉数企画

振興統括監も島まで来ていただいて、島民一緒に

なって、その就航を祝いましたが、今現在一番直近

の課題としては、島民の半分は、橋をかけてもらい

たいと。橋をかけてもらいたいのだが、橋がすぐに

かからないのであれば、高速船でもって急病人が出

たときはそれをカバーしてもらいたい。そのことが

やはり島民にとっては、ある程度安心感につながっ

て、本島に出ようと思った人たちも、今頑張ってニ

ンジンをつくったり、これから盛んに頑張っていく

芋部会ができたり、今の陣容に相当貢献していると

思うのです。ですから、そのことを含めて、この新

造船が随分後々になるという話し合いの中で、あれ

だけ前倒しでできたということに対して、部長、ど

ういったお考えがありますか。

○長濱為一交通政策課長 ことしの７月に就航した

津堅島の高速船の話だと思いますが、我々企画部交

通政策課が担当で、出資もしている沖縄県離島海運

振興株式会社が購入して、この神谷観光に船舶を

リースして運航しているということで、この離島海

運振興株式会社でも、関係者との調整等で尽力され

たものと認識しております。

○仲田弘毅委員 津堅島に中部病院から派遣された

診療所がありますが、急病、急患が発生したときは

この高速艇で津堅島から平敷屋港まで搬送して、平

敷屋港から救急車で中部病院に搬送する。ですから、

フェリーは25分以上タイムコストがかかるわけです

が、高速艇は13分で平敷屋港に行きます。急患の搬

送を中部病院にお願いして船が出ると、ちょうど救

急車が平敷屋港に来るのと、救急搬送車が港に入る

のと同じ時間帯です。ですからそういった面でも大

変大きな力になっているということ、それに対して、

島の皆さんからぜひ、県に対して感謝を申し上げて

もらいたいという意見がありますので、特段の心か

らの感謝を申し上げておきたいと思います。

部長、今大変すばらしいと県を褒めたところです

が、ただ１つだけ、上原委員もあるいは當間委員も

指摘いたしましたが、平成29年度の歳入歳出決算書

の３ページ、企画費の中の（目）企画調整費、その

中で２億2200万円繰り越しですよね。繰り越しはも

ちろん来年度の予算に入るわけですからそれはそれ

で構わないのですが、問題はその分だけまたはじか
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れる、そのことを当てにした予算というのが、また

次の予算に玉突き現象を起こすのではないかといっ

たお話もあります。特に、（項）市町村振興費はちょっ

と額が大きいですよね。繰り越しが約49億円で、そ

れに対して不用額が10億円ということですから、こ

れだけの予算があれば、ことしに予算がなくてそん

なに手がつけられないような状況の事業がほとんど

クリアできるものもあるのではないかなと考えてい

ますので、ぜひそういったところも含めて考えてい

ただきたいと。きのうもお話し申し上げましたが、

行政サービスは、最小の経費で最大限の効果を上げ

るというのが、行財政運営の大きな基本の原則だと

言われています。そこのところを部長中心に、担当

職員一丸となって、血税が末端の行政サービスにつ

ながるようにぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

○川満誠一企画部長 全く過分なお褒めをいただき

まして、恐縮でございます。今後とも職員全体で努

力してまいりますので、御指導、御鞭撻よろしくお

願いいたします。

○渡久地修委員長 以上で、企画部、出納事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局及び議会事務局

関係決算に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（執行部退室。休憩中に、特記事項について

確認した結果、提案はなかった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、11月５日 月曜日 正

午までに決算特別委員に配付されることになってい

ます。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、６日 火曜日の正

午までに政務調査課に通告することになっておりま

す。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 渡久地 修
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平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 平成30年10月31日 (水曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午後２時40分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 平成 30 年 平成29年度沖縄県一般会計決算

第７回議会 の認定について（商工労働部及

認定第１号 び文化観光スポーツ部所管分）

２ 平成 30 年 平成29年度沖縄県小規模企業者

第７回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

３ 平成 30 年 平成29年度沖縄県中小企業振興

第７回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

４ 平成 30 年 平成29年度沖縄県中城湾港（新

第７回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

５ 平成 30 年 平成29年度沖縄県国際物流拠点

第７回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

６ 平成 30 年 平成29年度沖縄県産業振興基金

第７回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

７ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

山 川 典 二君 島 袋 大君

大 城 一 馬君 新 里 米 吉君

親 川 敬君 嘉 陽 宗 儀君

金 城 勉君 大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

商 工 労 働 部 長 屋比久 盛 敏君

産 業 政 策 課 長 喜友名 朝 弘君

アジア経済戦略課長 仲榮真 均君

ものづくり振興課長 神 谷 順 治君

中 小 企 業 支 援 課 長 友 利 公 子さん

企 業 立 地 推 進 課 長 平 田 正 志君

情 報 産 業 振 興 課 長 谷 合 誠君

雇 用 政 策 課 長 下 地 康 斗君

労 働 政 策 課 長 宮 平 道 子さん

技能五輪･アビリンピック 仲 里 勉君
準 備 室 長

文化観光スポーツ部長 嘉手苅 孝 夫君

観 光 政 策 課 長 平 敷 達 也君

観 光 振 興 課 長 糸 数 勝君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 加賀谷 陽 平君

文 化 振 興 課 長 新 垣 雅 寛君

空 手 振 興 課 長 山 川 哲 男君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 金 村 禎 和君

交 流 推 進 課 長 川 上 睦 子さん

参事兼博物館副館長 金 城 健君

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成30年第

７回議会認定第１号、同認定第３号、同認定第４号、

同認定第12号、同認定第14号及び同認定第15号の決

算６件の調査、決算調査報告書記載内容等について

を一括して議題といたします。

本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光

スポーツ部長の出席を求めております。

まず初めに、商工労働部長から商工労働部関係決

算の概要説明を求めます。

屋比久盛敏商工労働部長。

○屋比久盛敏商工労働部長 商工労働部所管の平成

29年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要

について、御説明いたします。

事前に配付しております資料１平成29年度歳入歳

出決算説明資料の説明に入る前に、追加で配付して

おります商工労働部平成29年度決算の概要について

御説明いたします。

商工労働部では、平成29年度に沖縄21世紀ビジョ

ンやアジア経済戦略構想の実現に向け、情報通信関

経済労働委員会記録（第２号）
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連産業の高度化・多様化、国際物流拠点の形成、先

端医療・健康・バイオ関連の産業クラスターの形

成、ものづくり産業の持続的発展、雇用情勢の抜本

的な改善等の諸施策に取り組んできたところであり

ます。

その取り組みの一般会計の決算の概要といたしま

して、歳入決算額は331億551万円で、前年度240億

1468万2000円に比べ90億9082万8000円、37.9％の増

となっております。

次に、歳出決算額は397億855万4000円で、前年度

306億5786万1000円に比べ90億5069万3000円、29.5％

の増となっております。

歳入歳出決算額が増となった主な理由としまして

は、航空機整備基地整備事業に係る工事請負費の増

や、償還金の受け入れ及び繰り出しがあったことに

よるものであります。

次に、翌年度繰越額は３億4535万3000円で、前年

度20億6147万2000円に比べ17億1611万9000円、83.2％

の減となっております。

次に、不用額は８億9097万1000円で、前年度12億

7665万1000円に比べ３億8568万円、30.2％の減と

なっております。

続きまして、執行率は97.0％で、前年度90.2％か

ら6.8ポイント改善しており、沖縄県一般会計の執

行率91.3％と比較しても高い執行率となっておりま

す。

繰越率については0.8％となっており、前年度

6.1％から5.3ポイント改善しております。

不用率についても2.2％で、前年度3.8％から1.6ポ

イント改善しております。

執行率、繰越率及び不用率が改善した要因といた

しましては、部内の執行体制を強化するとともに、

工事契約の進捗状況を毎月確認するなど、予算の適

正執行に努めたことによるものであります。

なお、特別会計全体の執行率については94.2％、

不用率が5.8％、それぞれ前年度から2.3ポイントの

増、2.3ポイントの減となっております。

平成30年度も引き続き、本県の一層の発展につな

がる諸施策に取り組んでいるところでございます。

それでは、歳入歳出決算の概要の説明に当たりま

して、資料１平成29年度歳入歳出決算説明資料に基

づき進めさせていただきます。

資料１の１ページをお開きください。

こちらは一般会計及び特別会計の歳入決算状況の

総括表となっております。

２ページをお開きください。

こちらは同じく歳出決算状況の総括表となってお

ります。

それぞれの詳細については、３ページから御説明

いたします。

３ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算について、御説明い

たします。

一般会計歳入決算は、予算現額合計が344億340万

1761円、調定額が331億8194万6117円、収入済額331億

551万173円、不納欠損額が０円、収入未済額が7643万

5944円で、調定額に対する収入済額の割合は99.8％

となっております。

目ごとの明細についての説明は割愛させていただ

きます。

５ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

一般会計歳出決算は、予算現額合計が409億4487万

7452円、支出済額が397億855万3871円、翌年度繰越

額が３億4535万2800円、不用額が８億9097万781円

で、執行率は97.0％となっております。

翌年度繰越額の主なものは、具志川職業能力開発

校本館建替事業において、高圧線引込工事が必要と

なり工期を見直したことから、２億5868万円の繰り

越しとなっております。

次に、不用額の主なものについて、項別に御説明

いたします。

（項）労政費の不用額9272万8881円の主なものは、

若年者ジョブトレーニング事業の事業実績減に伴う

委託料の執行残によるものであります。

（項）職業訓練費の不用額１億8505万1286円の主

なものは、緊急委託訓練事業の事業費減に伴う委託

料の執行残によるものであります。

（項）商業費の不用額１億1624万6944円の主なも

のは、県産品拡大展開総合支援事業において、台風

の影響で産業まつりが中止となり、補助金申請の取

り下げがあったことによる執行残等であります。

（項）工鉱業費の不用額４億9694万3670円の主な

ものは、戦略的製品開発支援事業において、製品開

発経費に係る補助金の経費節減による執行残等であ

ります。

以上で、一般会計歳入歳出決算の概要について説

明を終わります。

次に、特別会計の歳入歳出決算の概要について御

説明いたします。

７ページをお開きください。
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小規模企業者等設備導入資金特別会計について、

御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が２億

4567万6000円、調定額が52億6489万2542円、収入済

額が16億2252万673円、収入未済額が36億4237万

1869円で、調定額に対する収入済額の割合は30.8％

となっております。

収入未済額は、貸し付け先企業・組合等の業績不

振や倒産などにより、設備近代化資金及び高度化資

金の貸付金返済が遅延していることによるものであ

ります。

８ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が２億

4567万6000円、支出済額が１億7813万8688円、不用

額が6753万7312円で、執行率は72.5％となっており

ます。

不用額の主なものは、公債費であります。

これは、資金貸付先から県に対する償還額を、当

該公債費として独立行政法人中小企業基盤整備機構

宛てに償還するものとなっており、貸付先からの償

還金延滞に伴い、県から同機構への償還分が減少し

ていることによるものであります。

９ページをお開きください。

中小企業振興資金特別会計について御説明いたし

ます。

歳入決算につきましては、予算現額合計が４億

16万3000円、調定額、収入済額が13億437万1695円

となっております。

10ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が４億

16万3000円、支出済額が１億6714万208円、不用額

が２億3302万2792円で、執行率は41.8％となってお

ります。

不用額は、機械類貸与資金貸付金の執行残による

ものであります。

11ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計について御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が17億

2343万9000円、調定額、収入済額が45億3661万5459円

となっております。

13ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が17億

2343万9000円、支出済額が16億9740万543円、不用

額が2603万8457円で、執行率は98.5％となっており

ます。

不用額は、主に工事請負費における執行残であり

ます。

14ページをお開きください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計につ

いて御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が５億

8425万4000円、調定額が７億9666万824円、収入済

額が７億4030万8372円、収入未済額が5635万2452円

で、調定額に対する収入済額の割合は92.9％となっ

ております。

収入未済額は、主に経営破綻した企業の光熱水費

等の滞納によるものであります。

15ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が５億

8425万4000円、支出済額が５億3840万3291円、不用

額が4585万709円で、執行率は92.2％となっており

ます。

不用額は、主に入居企業の光熱水費の実績減等に

よるものであります。

16ページをお開きください。

産業振興基金特別会計について御説明いたしま

す。

歳入決算につきましては、予算現額合計が３億

9303万9000円、調定額、収入済額が４億2645万4212円

であります。

17ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が３億

9303万9000円、支出済額が３億3741万7957円、不用

額が5562万1043円で、執行率は85.8％となっており

ます。

不用額は、主に産業振興基金事業費において、補

助事業の事業実績減等による執行残であります。

18ページをお開きください。

公債管理特別会計について御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が40億円、

調定額、収入済額が40億円であります。

19ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が40億円、

支出済額が40億円で、執行率は100.0％となってお

ります。

当特別会計は、県債の債務償還等を行うための会

計で、平成29年度まで行ったＯＫＩＮＡＷＡ型産業

応援ファンド事業を実施するための元金の償還を行

うものであります。

以上で、商工労働部所管の平成29年度一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算の概要について、説明を
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終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりま

した。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係決算の概要説明を求めます。

嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 文化観光ス

ポーツ部所管の平成29年度一般会計歳入歳出決算の

概要について御説明申し上げます。

文化観光スポーツ部において平成29年度は、戦略

的な観光誘客と沖縄観光ブランドの発信強化を行う

とともに、外国人観光客の受入対策に係る事業など

を展開してまいりました。

また、しまくとぅば普及や伝統文化の継承・発展、

沖縄空手振興ビジョンの策定や沖縄空手会館を拠点

とした沖縄空手の振興、スポーツコンベンションの

推進や県出身スポーツ選手の育成・強化、ウチナー

ネットワークの継承・発展・強化に係る国内・海外

との各種交流事業などについても展開してまいりま

した。

その成果として、平成29年度の入域観光客数は約

958万人、観光収入は6979億円といずれも過去最高

を記録しました。

また、県外・海外の空手関係の来訪者数の増加や、

プロ野球やサッカー春季キャンプの経済効果の向上

等が見られました。

今後も、観光・文化・スポーツ・交流の各分野に

おけるさまざまな課題に対する施策を展開し、さら

なる成果を上げるために取り組んでまいる所存で

す。

それでは、平成29年度一般会計の歳入歳出決算額

について、お手元にお配りしております平成29年度

歳入歳出決算説明資料（一般会計）により、御説明

申し上げます。

１ページをお開きください。

１ページは、款ごとの歳入決算状況となっており

ます。

表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄をごら

んください。

平成29年度歳入決算としては、予算現額の合計

（Ａ）欄54億6842万9150円に対し、調定額（Ｂ）欄

52億2371万6662円、収入済額（Ｃ）欄52億2050万

1862円で、調定額（Ｂ）欄に対する収入済額（Ｃ）

欄の割合は99.9％となっております。

なお、不納欠損額（Ｄ）欄は０円、収入未済額（Ｅ）

欄は321万4800円となっております。

次に、款ごとに御説明いたします。

収入済額（Ｃ）欄をごらんください。

（款）使用料及び手数料は３億3832万8727円で、

その主な収入は、県立芸術大学の授業料及び入学料

等であります。

なお、収入未済額（Ｅ）欄は321万4800円で、そ

の内容は、県立芸術大学の授業料の未収金でありま

す。

次に、（款）国庫支出金の収入済額（Ｃ）欄をご

らんください。

国庫支出金は47億2671万6840円で、その主な収入

は、沖縄振興特別推進交付金（ソフト交付金）であ

ります。

なお、予算現額（Ａ）欄と収入済額（Ｃ）欄に差

額が発生している主な理由ですが、平成29年度から

平成30年度に繰り越しを行った事業があったため、

それに伴い、収入も翌年度に繰り越しされたことに

よるものです。

次に、（款）財産収入ですが、収入済額（Ｃ）欄

は5554万2990円で、その主な収入は、土地・建物貸

付料であります。

２ページをお開きください。

（款）寄附金の収入済額（Ｃ）欄は1000万円で、

全額、沖縄ＤＦＳ株式会社からの寄附であります。

次に、（款）諸収入の収入済額（Ｃ）欄は4961万

3305円で、その主な収入は、入札談合違約金となっ

ております。

次に、（款）県債の収入済額は4030万円で、その

主な収入は、沖縄空手会館建設事業等に係るもので

あります。

予算現額（Ａ）欄と収入済額（Ｃ）欄に差額が発

生している主な理由ですが、こちらも翌年度に繰り

越す事業があったことに伴い、収入が翌年度に繰り

越しされたことによるものです。

以上が、一般会計歳入決算の概要であります。

３ページをお開きください。

３ページは、款ごとの歳出決算状況となっており

ます。

表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄をごら

んください。

平成29年度歳出決算は、予算現額の合計（Ａ）欄

120億340万4807円に対し、支出済額（Ｂ）欄113億

6046万6651円、執行率94.6％、翌年度繰越額（Ｃ）

欄１億7831万2570円、繰越率1.5％、不用額４億

6462万5586円となっております。 次に、翌年度繰
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越額（Ｃ）欄の主な内容について、款ごとに御説明

いたします。

（款）総務費については、翌年度繰り越しはござ

いません。

次に、（款）商工費の翌年度繰り越しについては、

旭橋再開発地区観光支援施設設置事業において、観

光案内所を設置する複合施設本体の工事に施工計画

の変更があり、事業期間が延長したことなどによる

ものです。

４ページをお開きください。

（款）教育費及び次の（款）災害復旧費の翌年度

繰り越しについては、ともに、ライフル射撃場地す

べり復旧に係る調査設計業務の調査期間を確保する

必要があったことによるものです。

次に、不用額の主な内容について、款ごとに御説

明いたします。

お手数ですが、３ページにお戻りください。

（款）総務費の不用額は、一番右の欄の数値でご

ざいますが、その主な内容は、外国青年招致事業費

において、自治体国際化協会への負担金、国際交流

員報酬の減が生じたことなどによるものです。

次に、（款）商工費の不用額は、沖縄空手会館建

設事業において、外構工事の工法見直しにより事業

費を節減したことなどによるものです。

４ページをお開きください。

（款）教育費の不用額は、体育施設整備事業費に

おいて、工事及び設計委託に入札残が生じたことな

どによるものです。

以上で、文化観光スポーツ部所管の一般会計の歳

入歳出決算の概要について、説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 文化観光スポーツ部長の説明は

終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に

従って行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取り扱い

等については、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、あらかじめ引用する決算資料の

名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行

うよう御協力をお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔にお

願いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

大城一馬委員。

○大城一馬委員 最初に、主要施策の成果に関する

報告書の201ページ、アジア経済戦略構想推進・検

証事業の件で質疑をいたします。現在、アジアの経

済成長が非常に著しい中で、アジア経済戦略構想推

進計画は沖縄の経済振興にとって極めて重要な施策

であると認識しております。現在、戦略構想はどの

程度まで進捗なさっているのか、お聞かせください。

○仲榮真均アジア経済戦略課長 アジア経済戦略構

想推進計画でございますが、各戦略ごとに成果指標

として平成33年度の目標値を設定しております。そ

れらの達成状況により、どこまで進捗しているのか

ということを確認しております。５つの重点戦略で

申し上げると、まず１つ目、国際物流拠点の形成に

ついては、成果指標として那覇港の取扱貨物量が目

標1278万トンに対して、平成29年は1216万トン、達

成度95％となってございます。２つ目、世界水準の

観光リゾート地の実現については、成果指標として

外国人観光客が目標400万人に対し、平成29年度は

269万2000人、達成度67％となっております。３つ

目、航空関連産業クラスター形成については、航空

機整備施設が11月から供用開始になる予定でござい

ます。４つ目、ＩＴスマートハブ形成については、

成果指標は情報通信関連企業の立地数でございます

が、目標560社に対して、平成29年度で454社、達成

度81％となっております。５つ目、新たなものづく

り産業の推進については、製造業の従業員数が成果

指標でございますが、目標２万8000人に対して、平

成29年度で２万4760人、達成度88％となっておりま

す。

○大城一馬委員 この構想は、まだ緒に就いたばか

りで、これからが重要な取り組みになると思います。

ぜひスピード感を持って施策の実現、効果に向けて

頑張ってもらいたいと思います。５つの重点施策の

中で国際物流ハブ活用の話がありました。ＡＮＡ
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カーゴの沖縄４路線が運休して週90便から70便にす

るという報道がありましたが、この影響はどう捉え

ていますか。

○仲榮真均アジア経済戦略課長 まず、ＡＮＡの沖

縄貨物ハブの再編理由についてプレスリリースに基

づいて申し上げますと、那覇空港の国内とアジアの

主要各都市との重要な流通拠点として位置づけは変

わらないのですが、より効率的な貨物ネットワーク

を構築するということで、再編を行うということで

す。今回、台北便、ソウル便が運休になっておりま

すが、その影響はやはりございます。しかしながら、

この路線における貨物の割合は台北便が2.8％、ソウ

ル便が1.3％で、合わせたシェアが4.1％ということ

で、影響はあるものの限定的と捉えています。ちな

みに、この両便は貨物が減ったということではなく、

８月末現在で申し上げますと、台北便は前年比同月

末では107％、ソウル便では155％になっておりまし

て、あくまでもＡＮＡの収支の中で、より効率的に

便を運用する中での運休だと認識しております。

○大城一馬委員 縮小しても採算性の高い路線に絞

るという理解でよろしいですか。

○仲榮真均アジア経済戦略課長 そのとおりでござ

います。

○大城一馬委員 次に、283ページのカップルアニ

バーサリーツーリズム拡大事業について、リゾート

ウエディング等を沖縄観光ブランドと位置づけたの

ですが、この中に沖縄リゾートウエディングがあり

ますよね。非常に成長して、著しく伸びているよう

ですが、今のウエディングの沖縄での状況について

少し説明してください。

○糸数勝観光振興課長 平成29年の沖縄リゾートウ

エディングの実施組数は、対前年比12.3％、組数に

しますと１万7288組と、過去最高を記録しておりま

す。また、直近の平成30年上半期、ことしの１月か

ら６月までですが、実施組数については、対前年比

12.4％増の7798組と、これも過去最高となっており

まして、順調に推移しております。

○大城一馬委員 アジアをターゲットにしています

よね。その中で、香港、台湾がいいと。その次に中

国という数字が出ています。中国大陸の市場開拓と

して、これだけの人口を抱えている中国がまだ３番

目というのは、少し取り組みが弱いのではないかと。

今後、中国におけるリゾートウエディング―リゾ婚

の戦略はどう考えていますか。

○糸数勝観光振興課長 中国市場については、特に

北京、上海をターゲットにしておりますが、中国全

体で数字を申し上げますと、平成24年の52組に対し

まして平成29年が164組ということで約３倍にふえて

おりまして、非常に成長している市場であります。

ただ、香港、台湾はまだまだ伸びしろが大きいので、

まずはそこから攻めていきたいということで取りか

かっておりますが、今後、リゾートウエディング協

会の意見も聞きまして、中国についても積極的に取

り組んでいきたいと考えております。

○大城一馬委員 リゾ婚の経済効果は、数字にあら

われていますか。

○糸数勝観光振興課長 平成29年は県内消費額にお

いて総額271億5000万円となっております。

○大城一馬委員 次に、299ページ、大型ＭＩＣＥ受

入環境整備事業です。この件につきましては、議会

でもそれぞれの議員から質疑があり、私も３月の予

算特別委員会でしっかり質疑をさせてもらいました

が、国から168件の宿題がありまして、これに対して

平成29年の６月に県は丁寧に説明しているわけです。

その後、内閣府からはどういった反応が出てきてい

ますか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 委員のおっ

しゃる168件―実は先週も内閣府に職員を派遣して、

調整してきておりますが、いずれにいたしましても

需要の面、あるいは受け入れの整備の面に懸念とい

いますか、まだ了解し得ない、納得し得ない部分が

あるということで、その先には進んでいない状況で

ございます。

○大城一馬委員 了解していない部分は、正確に出

ているのですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 今は基本設計

の前段階でございます。その中でも、県としては知

見が限られていることから、いろいろな業界の専門

家の方々からの意見を聴取しながら、資料をつくり

込んでおります。我々の立場といたしましては、こ

れ以上の精度の高いものは、ぜひ基本設計をさせて

いただいて、それこそ内閣府の求める要望に応じら

れるものではないかと理解しておりまして、そういっ

た説明をしているところでございますが、なかなか

理解が得られていない状況であります。

○大城一馬委員 県としては、基本設計にどうして

も着手しないといけないと。精度の高い資料を出し

ているので、それ以上の精度の高いものはなかなか

出てこないだろうと。一体何がどう動いているのか

よくわかりませんが、事務方はそれなりに理解して

いると私は認識しているのです。そういう現況は、

非常に不可解でよくわかりませんが、決意というか、

これからの取り組みとして県政、玉城デニー新知事

が誕生して、事務方は丁寧に、真剣にやりながら今
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日まで来ているのですが、いわゆる政治的な行動―

例えば、知事を先頭にして経済界、経済団体、地元

の４首長がいますよね。そういった関係者が一緒に

なって、政府に早期の事業着手の要請をするべきで

はないかと思いますが、どうですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 県といたしま

しては、これまでもしっかり168件の質問に対応して、

上京は29回、ほぼ30回の上京をいたしまして、内閣

府だけでなく、官邸、与野党の国会議員の方々も含

めまして、お願いなり、協力の要請等をしてきたと

ころでございます。知事も、つい先日の10月12日に

官邸に行っていただいたところでございますが、地

元の４首長も含めまして、これまでも要請をしてい

ますが、引き続き要請を実施しながら、交付決定に

向けて力を尽くしたいと思っております。

○大城一馬委員 ぜひ、早目にその要請行動をして

いただきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 親川敬委員。

○親川敬委員 それでは、主要施策の成果に関する

報告書の202ページ、官民一体となった沖縄ＩＴ産業

戦略センター（仮称）の設立で、ＩＴ産業戦略セン

ターのことについて、次年度の計画の話と、企業と

連携していくという話の２つの項目が載っています

が、まず、次年度の事業計画の主な内容を教えてい

ただけますか。

○谷合誠情報産業振興課長 一般財団法人沖縄ＩＴ

イノベーション戦略センターは、先進的なテクノロ

ジーやノウハウを収集し、産業成長戦略の提言を行

うことによって、観光産業を初めとした主要産業と

ＩＴ産業のマッチングを行い、また、実証事業支援

を行うという新事業創出を営むということを目的と

しているところでございます。平成29年度について

は、準備作業ということで、設立準備に当たってま

いりました。平成30年度の事業計画の主な内容とい

たしましては、先端的なＩＴ利活用動向の調査や、

ＩｏＴネットワークを活用した実証事業のハンズオ

ン支援、また、ＩＴ関連サービスのデータベース化

によるマッチング支援などに取り組んでおります。

また、次年度以降の事業計画については、現在の取

り組みを継続、強化するとともに、ＩＴ産業のさら

なる活性化や、県内各産業とのＩＴ利活用の促進に

向けて、ＩＴ活用人材の育成や国際的なＩＴ見本市

商談会の開催などに積極的に取り組んでいくという

ことを確認しております。

○親川敬委員 実証事業を行うとありましたが、も

う少しわかりやすくこんなことをやるということを

具体的に一、二例でいいので教えてください。

○谷合誠情報産業振興課長 一、二例申し上げます。

まず１つ、ＩｏＴに関しましては、県内で活用でき

るＩｏＴのデータベース基盤といいますか、各産業

で使えるＩｏＴの基盤をつくりました。それによっ

て行われている実証の内容といたしましては、例え

ば、暑い時期に工事現場で発汗作用があって、工事

現場の人に負担がかかるようなことがあるといけな

いということで、それを管理するデータを工事作業

員が着ている服からデータを収集して、それを蓄積

して分析するという実証事業、あるいは、もう間も

なくあるマラソンで準備していますが、マラソンラ

ンナーの体調管理として、マラソンランナーは走っ

て移動するわけですので、移動するポイントごとに

気温や湿度などをはかって、それを逐次、蓄積、分

析して、体調管理や要員配置につなげるといった実

証事業に幾つか取り組んでいるところでございます。

○親川敬委員 企業との連携ですが、現段階で参画

企業はどれぐらいになっていますか。

○谷合誠情報産業振興課長 参画に関しましては官

民一体となった設立でございますので、設立に当たっ

て出捐金を求めております。ことしの５月に設立さ

れた段階では、県や那覇市に加えＩＴ関連企業、県

の主要企業、金融機関等13の団体から合計３億5500万

円の資金拠出を受けて設立を開始したところでござ

います。それとは別に、一般企業も含めたＩＴ企業

の会員として平成30年10月26日現在で82の企業、団

体が参画しており、問い合わせも多いことから、ま

すますふえていくような状況でございます。

○親川敬委員 次に、207ページ、国際物流拠点産業

集積地域賃貸工場整備事業ですが、現段階で全体の

うちどれぐらい企業が入っているのか、この数字だ

け教えてください。

○平田正志企業立地推進課長 国際物流拠点産業集

積地域うるま地区全体の立地企業数は、平成30年10月

１日現在で71社になっております。この内訳としま

しては、分譲用地に25社、賃貸工場に49社が入居し

ている状況でございます。足すと74社になると思い

ますが、３社については賃貸工場と分譲地、両方を

活用しているので、企業数としては71社という形に

なっております。

○親川敬委員 全体で71社なのですが、100％埋まっ

たらどれぐらいの数になるのですか。

○平田正志企業立地推進課長 当該工業団地につい

ては、企業の要望に応じて区画を整理することになっ

ております。うるま地区、旧特別自由貿易地域の部

分ですが、そのうち一部、ＩＴ津梁パーク用の用地

を除いた残りの製造業の部分の面積でいいますと、
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23.8ヘクタールの残状況でございます。何社という

言い方は少し難しいと思います。

○親川敬委員 次に、212ページ、航空機整備基地整

備事業について、先ほど11月に向けて体制が整って

いるという話がありました。整備が行える人員体制

の状況について教えてください。

○平田正志企業立地推進課長 当該航空機整備施設

については、平成30年11月より入居を予定している

企業が使用許可を得て入居する予定になっておりま

す。その企業においては、平成31年１月の操業開始

に向け、引っ越し等の準備を進めていくと聞いてお

ります。操業開始時の人員体制としては、200名程度

の人員を確保すると。ちなみに、これは現在拠点と

している伊丹空港から体制を移転して準備すると聞

いております。

○親川敬委員 今、点検や修理の受注状況がわかる

のでしたら教えてください。

○平田正志企業立地推進課長 入居予定企業は平成

26年６月に会社を設立しております。それ以降、本

年の９月末までに航空機の整備受託件数は300機と

なっております。沖縄での操業開始後も同規模の整

備受託を計画していると聞いております。

○親川敬委員 次に、239ページ、クリーンエネルギー

の導入拡大に向けた取り組みについて、極小規模離

島再生可能エネルギーで100％自活を目指すというこ

とになっているようですが、年度目標はいつを予定

しているのでしょうか。そして、島、地域がわかれ

ば教えてください。

○喜友名朝弘産業政策課長 この事業は、何年まで

に再生可能エネルギーで100％を目指すといった事業

ではなくて、100％島で自活をするためには技術的な

面など、どういった課題があるのかということを調

べようという事業でございます。島といたしまして

は極小規模離島ということで、私どもが事業を行う

に当たって電力系統規模の大きさで分類したもので

ございますが、宮古地域で大神島や水納島、八重山

地域では竹富島、小浜島、鳩間島、黒島など、おお

むね200世帯前後の７つの離島を想定しております。

○親川敬委員 100％自活するに当たって調査が進ん

でいるようですが、今の見通しというか、課題が見

えてきているのであれば教えてください。

○喜友名朝弘産業政策課長 再生可能エネルギー

100％の実現に向けた課題でございますが、電力は需

要と供給を常に一致させなければならないというこ

とで、どちらかにずれが生じますと、最悪の場合、

停電を引き起こす場合もございます。また、太陽光

や風力は天候で供給量が左右されるところがござい

まして、電力自体も不安定ということがございます。

そのような再生可能エネルギーを既存の電力の設備

に多く導入するということになりますと、電気の安

定供給の障害にもなりかねないということがござい

まして、技術的な問題を改善しながら、徐々にでは

ございますが、再生可能エネルギーの最大導入を行

う必要があるということで、取り組んでいるところ

でございます。

○親川敬委員 260ページの非正規労働者処遇改善事

業と261ページの中小企業労働環境整備促進事業に関

連して、その中で特に260ページの分野別非正規労働

者の状況把握ですが、どのような状況になっている

のでしょうか。

○宮平道子労働政策課長 総務省が実施しておりま

す労働力調査によりますと、平成29年の沖縄県の雇

用者総数は57万7000人、うち非正規雇用者数が23万

3000人、その割合は40.4％となっております。産業

分類別の非正規雇用者数と割合ということで見てみ

ますと、卸売業、小売業が４万7000人で約51.6％、

医療福祉が３万6000人で36％、宿泊業、飲食、サー

ビス業が３万2000人で68.１％となっております。

○親川敬委員 次に、261ページの中小企業労働環境

整備促進事業の中で、沖縄県が行った労働環境実態

調査から、項目の中に非正社員の正社員への転換と

いう項目がありますが、そこのところについて説明

をお願いします。

○宮平道子労働政策課長 平成29年度の労働環境実

態調査は、平成26年度に次いで２回目の実施となっ

ております。この中で、非正社員向けの制度として

どのような制度がありますかというような質問項目

を設置しておりまして、回答として正社員への転換

制度を導入しているという企業の割合が32.9％と

なっております。また、制度の導入を検討している

という企業が18.5％、導入の予定がありませんとい

う企業が37.1％となっております。

○親川敬委員 転換制度とはどういうものですか。

○宮平道子労働政策課長 一定期間雇用した場合に、

身分を正社員化するというものでございます。

○親川敬委員 次に、279ページの教育旅行推進強化

事業について、事業内容のところに新たな教育旅行

商品開発の調査研究と書いてありますが、その調査

研究の結果をお知らせください。

○糸数勝観光振興課長 新たな教育旅行商品開発の

目的は、教育旅行は時代とともに学校ニーズが変化

します。そのような時代の変化に合わせた形で迅速

に対応するために、さまざまな調査事業をしており

ます。その結果によって、我々も教育旅行の持続的
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な成長を目指しているということでございます。当

該調査研究については、沖縄県に設置しています修

学旅行推進協議会のもとに、さらに分科会を設けて

おります。その中でさまざまなテーマについて、今

回研究してほしいという形でテーマを募っていまし

て、平成29年度についてはさまざまな議論をしたの

ですが、特に要望がなかったということで、当該調

査はしておらず、必要性が非常に高かった平成29年

度、沖縄修学旅行の情報源となっておりますホーム

ページの検索性の向上、あるいは沖縄を体験した子

供たちや教員の生の声を載せた動画を掲載したとい

うことで、ほかの事業で対応しております。今後、

研究についてはニーズが出ましたら臨機応変に対応

していきたいと思います。

○親川敬委員 この調査研究の一つでしょうか、平

和学習メニューの開発という記述もありますが、こ

の辺の状況はどうですか。

○糸数勝観光振興課長 平和学習メニュー開発につ

いては、先ほど説明しました修学旅行協議会の中で、

平和学習分科会において各地域で実施している平和

学習を連携させたプログラム造成に取り組んでおり

ます。現在、行われている平和学習は、各地で起き

た惨状あるいは戦況などをそれぞれがばらばらに伝

えているということで、問題となっているのが沖縄

戦の全体像が捉えにくいという状況があるようです。

そのため、各地域の平和学習を連携させまして、例

えば、米軍上陸から終戦まで一貫した沖縄戦の全体

像がわかるような平和学習のプログラムが必要と

なっております。今後、そういったことに取り組ん

でいきたいということです。沖縄の修学旅行におい

て平和学習は欠かせないコンテンツでありますから、

県としては、観光のニーズに応えられるよう平和学

習分科会のメンバーと協議しながら平和学習メ

ニュー開発に取り組んでいきたいと思います。

○親川敬委員 そういう意味では、沖縄は平和学習

を学ぶには国内でも唯一の場所だと思いますので、

その辺は特に力を入れて頑張っていただきたいと思

います。

次に、288ページの観光危機管理支援対策事業に行

きます。そこでは、直接的にどうなのかということ

があるのですが、例えば、今回の台風第24号、第25号

のように、これだけ国外・県外の方々がいらしてい

る中で、観光危機管理支援対策事業の中にはそうい

うことも念頭に入っているのですか。

○糸数勝観光振興課長 観光リゾート産業は、非常

に重要な基幹産業ということで、県経済あるいは県

民の雇用、関連産業などには大きな影響があると思

います。この中でターゲットとしているのは、地震、

津波、航空機事故、船舶、感染症ですが、台風もこ

の中に入っておりまして、協議会などを設けて対応

しております。

○親川敬委員 国外の方からすれば、まず言葉が十

分ではないということがあって、なかなかコミュニ

ケーションもとりづらい、情報もとりづらいと。こ

ういうときは相当不安だと思うのです。ですから、

我々はメンソーレウチナーということでやっていま

すので、この辺のところも特に力を入れていただき

たいと思います。

次に、316ページの文化発信交流拠点整備事業で、

専門人材の把握などの状況について記述があります。

文化にはたくさん裾野がありますが、皆さんは専門

人材の把握状況をどのように捉えているのですか。

○新垣雅寛文化振興課長 県においては、沖縄県立

芸術大学及び大学院において、琉球古典音楽及び琉

球舞踊、組踊などが学べるコースを設置していると

ころであり、これまで琉球古典音楽コースの卒業生

が183名、琉球舞踊組踊コースの卒業生が203名となっ

ております。また、国立劇場おきなわにおいては、

組踊の保存継承を目的とした組踊の立方、地方の伝

承者養成研修を平成17年度より実施しており、これ

まで５期にわたり、48名の研修生を育成していると

ころであります。一方で、国指定重要無形文化財や、

県指定無形文化財の保持者等の数につきましては、

教育庁が所管発行しております文化財課要覧により

ますと、合計で670名となっているところでございま

す。参考ですが、平成26年度に県が行った調査によ

りますと、県内には琉球舞踊の道場が580カ所、三線

等古典音楽の道場が155カ所あるということがわかっ

ておりますが、そこでの人数については把握してい

ない状況にございます。

○親川敬委員 そういう意味では、沖縄は世界に向

けた文化発信の拠点になると思うのです。ですから、

そういう専門家の皆さんを育てることも大事だと思

います。ぜひそれも引き続きやっていただきたいの

ですが、一番肝心なことは、この皆さんが文化活動

を継続的に継承していく、あるいは高めていくとい

うときに、どうしても経済的なことが基礎になると

思うのです。そういうことに対して特別にこの方た

ちと意見交換したり、そのことについて何か御意見

はありますか。

○新垣雅寛文化振興課長 大学で学んだことを披露

する場といたしまして、県民のみならず県外・海外

からの観光客に公演を鑑賞してもらう機会を創出す

るとともに、芸に打ち込みながら生活できる環境を
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整備することは非常に大切なことだと考えておりま

す。そのため、県では多様な文化の芸術文化活動へ

の支援や、地域の芸能、行事等の文化資源を活用し

た取り組みへの支援、また、伝統芸能の担い手や後

継者の育成の取り組みに対する支援を行っていると

ころでございます。県としましては、このような芸

能関係者や文化活動団体への支援を行うことで、芸

能関係者が活躍できる場を提供するとともに、芸能

団体等の公演の機会を増加させ、芸能関係者が安定

的かつ持続的な文化活動が行えるような基盤の強化

を図り、ひいては所得の向上や自立化につなげてい

けるような環境整備に努めていきたいと考えており

ます。

○親川敬委員 いい取り組みをしていると思います。

継続的にこういうことを伝えていくためには、どう

しても経済的なことが根本にあると思うのです。そ

こは県が支援できる中身の一つだと思いますので、

ぜひ経済的支援を、形からでもこういう専門家の皆

さんの支援策に取り組んでいただきたいと思います。

次に、324ページの世界のウチナーネットワーク強

化推進事業ですが、きのうは世界のウチナーンチュ

の日ということで、各国での取り組み状況を教えて

ください。

○川上睦子交流推進課長 県では、一昨年の第６回

世界のウチナーンチュ大会で、10月30日を世界のウ

チナーンチュの日として制定しましたが、その普及

と定着化を図るため、県内外でさまざまな取り組み

を行っております。その結果、県が把握している範

囲なのですが、昨年度は米国、アルゼンチン、ブラ

ジル、ボリビアの４カ国、13の沖縄県人会で世界の

ウチナーンチュの日に関するイベントや祝賀会等独

自の取り組みを実施していただいております。その

うち、アメリカのカリフォルニア州の北米沖縄県人

会とブラジルの沖縄県人会の２カ所に県から芸能団

を派遣しまして、海外における世界のウチナーンチュ

の日の取り組みを支援したところでございます。ま

た、ことしは去る10月27日にアメリカのオハイオ州

のオハイオ友の会、沖縄友の会主催で行われました

世界のウチナーンチュの日記念式典へ県から芸能指

導者を派遣して、現地の沖縄県人会がイベントで披

露する芸能について支援を行いました。また、来る

11月３日には米国のシカゴでも沖縄県人会が同様な

イベントを開催する予定となっておりまして、県か

ら指導者を派遣して芸能の披露を支援することとし

ております。そのほかにも、海外においては世界の

ウチナーンチュの日の取り組みとして、北米沖縄県

人会、アルゼンチンの沖縄県人会、ブラジル沖縄県

人会で取り組みを行うということを聞いております。

11月以降にも海外の沖縄県人会がどのような取り組

みを行ったのかについて、集計して把握していきた

いと考えております。

○親川敬委員 こういう文化的なことも含めて、ウ

チナーの伝統文化を、派遣をして支援していくとい

うことも継続的にやっていただきたいと思います。

その中で、ＷＵＢの皆さんの活動を継続していくた

めには、やはり経済的な基盤も一つの励みになると

思うのです。ですから、ウチナーンチュが経済でも

頑張っているということも含めて、ＷＵＢの活動状

況を少し教えてください。

○仲井眞均アジア経済戦略課長 ＷＵＢはワールド

ワイド・ウチナーンチュ・ビジネスアソシエーショ

ン・オキナワの略称でございまして、御紹介させて

いただきたいのですが、平成９年に設立された世界

各地で活躍する県系人と、その関係者で構成される

組織でございます。活動内容としましては、ウチナー

ンチュが主体になる国際的ビジネスネットワークを

つくると。そして、会員相互のビジネス活動をどん

どん促進していくという内容です。県とのかかわり

で申しますと、毎年、開催される世界大会に知事や

副知事が参加して連携を続けてきたところです。御

案内のように、ＷＵＢ沖縄の会長は上江洲仁吉会長

でございますが、アジアの経済状況に関する理解を

深めるということで、先日29日に第１回アジア会議

が開かれました。パネルディスカッションに県の海

外事務所の所長経験者が参加して、ディスカッショ

ンを行ったところです。御質疑の活用に関しては、

活用というよりは、今、アジア構想でアジアを中心

にダイナミズムを取り込むということで県は活動し

ていますが、ＷＵＢはもっと広いワールドワイドな

ネットワークをお持ちなので、ぜひ我々の今までの

ネットワークにＷＵＢのネットワークも加えて、沖

縄としてのネットワークを拡充してビジネスにつな

げていきたいと考えております。

○親川敬委員 お話がありましたように、第１回ア

ジア大会が開かれたと。我々沖縄県もアジアのダイ

ナミズムを取り入れるという大きな構想があります

ので、世界のウチナーンチュたちにも一緒にアジア

に向かっていこうということで、沖縄はそういう中

継基地になれるところですから、ぜひＷＵＢの皆さ

んと連携をしてアジア戦略を実現させていただきた

いと思います。

最後に、327ページのおきなわ国際協力人材育成事

業です。ここは大変苦労されているだろうと思いま

すが、課題に毎回といっていいほどスケジュールに
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工夫が必要だということが上げられるのです。です

から、そこは余りにも過密なスケジュールであった

りするようなので、その辺の状況をお聞かせくださ

い。

○川上睦子交流推進課長 昨年度の反省を踏まえま

して、ことしは１日の視察が夜間までかかってしまっ

たという長いスケジュールをなるべく避けるように

したことと、参加者同士が感想や意見を発表し合う

振り返りの時間は大変大切だと考えておりますので、

夕食の後ではなく夕食の前にするとか、余りにも時

間がないときは翌日にするとか、また、移動のバス

の中で実施するなど、それぞれの生徒たちが余り負

担を感じないような時間帯に設定して行った結果、

今回は柔軟に対応できましたし、より深く考察し、

意見をまとめることが可能となったと考えておりま

す。

○瑞慶覧功委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 好調な県経済の中で、課題は正

規雇用をふやすこと、あるいは県民所得をふやすこ

とだと思いますが、平成29年度の統計的な到達とし

てどうなったのか、平成28年度との比較がわかれば

お願いします。

○下地康斗雇用政策課長 平成29年度の就業構造基

本調査において、正規雇用率は56.9％となっており

ます。ちなみに、労働力調査では、平成29年度は59.6％

となっております。

○瀬長美佐雄委員 少し事業の中身に入っていきま

すが、202ページ、官民一体となった沖縄ＩＴ産業戦

略センター（仮称）の設立について、ＩＴイノベー

ション戦略センターが今年度オープンして、その準

備だったと思いますが、このセンターを通して期待

される事業と今後の発展方向を明らかにしていただ

きたいと思います。

○谷合誠情報産業振興課長 ＩＴイノベーション戦

略センターは、ＩＴ産業の振興のみならず、観光で

あったり農業であったり、そういった沖縄の特色の

ある産業やリーディング産業とＩＴを組み合わせて、

新たな付加価値、新たなサービスを生み出すという

ことを目指して設立されたものでございます。今年

度も実証事業や人材育成事業、ベンチャー企業の振

興などといったさまざまな事業に取り組んでおりま

して、次年度以降もこういった活動を強化する中で、

先ほど申し上げたような成果を果たしてまいりたい

と考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 次のページで、アジアＩＴビジ

ネスの展開を支援するということですが、アジアに

特化しているということなのか、ＩＴイノベーショ

ン戦略センターとの関連がどうなるのかについて伺

いたいと思います。

○谷合誠情報産業振興課長 アジアのＩＴビジネス

展開支援につきましては、昨年度はアジアＩＴ人材

交流育成促進事業ということで、アジアの経営者を

招聘して沖縄のＩＴ企業とのマッチングを図ったり、

あるいは関連団体との連携を図る等々の活動を中心

に事業を行っております。ＩＴイノベーション戦略

センターとのかかわりにおいては、こういったアジ

ア諸国のＩＴ産業関連団体との連携において、ＭＯ

Ｕ―基本合意書等を結ぶ形で連携促進を図ってまい

りまして、アジアから人材を招聘したり、アジアに

対して沖縄企業が展開するための支援を行うなどの

活動につなげてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○瀬長美佐雄委員 その事業を通して、実際に効果

として連携はどの程度発展していますか。

○谷合誠情報産業振興課長 アジアＩＴ人材交流育

成促進事業に関しましては、平成24年度から平成29年

度の６年間で約200名の人材交流を図り、業務の提携

契約につきましても約50件の提携契約に結びついて

いるということで、ビジネスを拡大しているところ

でございます。

○瀬長美佐雄委員 216ページ、先端医療産業開発拠

点形成事業について、事業の内容と、平成29年度に

この事業は終わるということですが、今年度に引き

継がれているのか、そこら辺の内容と効果をお願い

します。

○神谷順治ものづくり振興課長 先端医療産業開発

拠点形成事業は、本県において高度な再生医療が可

能となり、再生医療産業の競争力を強化することを

目的として実施いたしました。主な成果としまして

は、再生医療に用いる幹細胞―幹細胞とは、組織や

臓器が成長する、または分化するもとになる細胞の

ことをいうのですが、この幹細胞を用いて血管と組

織の一部を形成することができる臨床用バイオ３Ｄ

プリンターの試作機の開発に取り組み、日本初の治

療に応用できる試作機を作成いたしました。課題と

しましては、試作機の安全性や効果検証が必要であ

ることから、現在は動物試験等を行っているところ

でございます。先ほどお話があったように、この事

業は平成29年度に終了したのですが、今年度は後継

事業として先端医療産業開発拠点実用化事業を実施

しております。

○瀬長美佐雄委員 先端技術の拠点ということです

が、どこを拠点に実施をしているのか、今後の事業

化はどういう見通しなのかを伺います。
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○神谷順治ものづくり振興課長 将来的にはアジア

ハブを使った海外展開も考えているところなので、

特に那覇空港に近い南部を拠点として考えていると

ころでございます。

○瀬長美佐雄委員 217ページの再生医療産業活性化

推進事業、これもある意味で再生医療ということで、

違いなどを含めて説明をお願いします。

○神谷順治ものづくり振興課長 再生医療産業活性

化推進事業につきましては、概要としましては、将

来的に採取した幹細胞を評価し、他人へ提供するこ

とを目的としており、幹細胞をストックしていく事

業でございます。そのため、ストックした幹細胞に

ついて増殖のしやすさや、他の細胞へ分化する能力

を評価するための指標について、研究に取り組んで

いるところでございます。効果としましては、11検

体の幹細胞を琉球大学医学部にストックしていると

ころでございます。課題といたしましては、進歩の

著しい再生医療を初めとする医療技術に関する最新

情報の収集が必要不可欠と考えております。そのた

め、コンソーシアムを主体とする実施者及び県が再

生医療学会等に参加して、京都大学のｉＰＳ細胞の

研究者や、東京女子医大の細胞シート研究所など、

再生医療関係者との意見交換を積極的に行い、課題

解決に向けて取り組んでいるところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、県内において担い手

となり得る企業育成の状況はどうなっていますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 人材育成について

は、再生医療には培養士というものがあって、沖縄

工業高等専門学校が次年度から培養士のカリキュラ

ムに取り組むということが決まっております。それ

から、県内における再生医療につきましては、病院

では琉球大学や豊見城中央病院など、さまざまな医

療と連携しながらさせていただいております。企業

につきましては、うるま市州崎に先ほどの３Ｄプリ

ンターを開発した企業が賃貸工場に入居しておりま

すので、そことも連携させていただいております。

○瀬長美佐雄委員 次に、238ページの県単融資事業

について、融資の状況を教えてください。

○友利公子中小企業支援課長 県単融資事業は、県

内の中小企業者の経営の安定に役立てるため、県が

金融機関へ貸付原資の一部を預託しまして、金融機

関と協調して事業活動に必要な資金の融資を行うも

のとなっております。小規模起業者等の信用力が乏

しい中小企業者も含めてターゲットにしているため、

融資の実行に当たりましては沖縄県信用保証協会の

保証をつけまして、金融機関からの融資の円滑化を

図っております。平成29年度の実績ですが、件数で

1137件、これは前年度比20.3％の増となっておりま

す。金額は141億1946万5000円で、こちらも前年度比

23.1％の増となっておりまして、中小企業の振興に

寄与しているものと考えております。課題としては、

中小企業のさまざまな資金需要に応じることができ

るよう、引き続き関係機関と連携して、中小企業の

ニーズに即した既存資金の見直しや、新たな資金の

創設等を行う必要があると考えております。

○瀬長美佐雄委員 県の事業として、一般の銀行よ

りも利率を低くして借りやすくしたり、返済猶予、

あるいは返済を長期化するというような、その企業

に合った柔軟な対応が、課題のところでいうニーズ

に合わせた制度改正として取り組まれているという

理解でいいのでしょうか。

○友利公子中小企業支援課長 そのとおりでござい

ます。

○瀬長美佐雄委員 無担保、無保証という制度もメ

ニューとしてはあったと思いますが、活用状況はわ

かりますか。

○友利公子中小企業支援課長 無担保、無保証につ

いては小規模企業対策資金というところに含まれま

すが、平成29年度の実績としましては130件、金額と

しまして８億1100万円余りの融資実績となっており

ます。

○瀬長美佐雄委員 無担保、無保証の制度自体ももっ

と活用が広がれば、中小企業はそういう意味で資金

繰りが助かるような制度だと思うので、周知徹底と

いう点の努力をお願いします。

次に、クリーンエネルギーの導入拡大に向けた取

り組みの事業について伺いたいと思います。この中

でハワイ州と連携した事業がありますが、ハワイで

何が進んでいて、何を沖縄に取り入れるということ

なのか伺います。

○喜友名朝弘産業政策課長 ハワイはアメリカ本国

の中でも電気料金が非常に高く、そこがハワイにお

住まいの皆さま方の悩みということをハワイ側から

お聞きしております。そこで、再生可能エネルギー

として特に太陽光発電などを民間でも取り入れてい

ると。また、補助金も出したりしているようでござ

います。一方で、再生可能エネルギーが多くなりま

すと、先ほど申しましたように不安定になり、たま

に停電もするということで、その辺が課題だとおっ

しゃっておりました。その中で、系統の乱れに対応

する機器を導入していると聞いておりまして、今後

沖縄も再生可能エネルギーを大量に導入する場合に

はそういった技術的なものなどで連携する必要があ

るだろうということで、今、情報交換などの会議を
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行っているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 宮古島ではエコアイランド事業

を推進すると。個々の離島の取り組みのみならず、

沖縄県がクリーンエネルギーを多く活用できるよう

な―そこに向かう計画があることは知っていますが、

具体的にそれに対する終着点や目標などの方向性が

まだ見えないものですから、そこら辺の到達はどう

なっていますか。

○喜友名朝弘産業政策課長 沖縄県では、平成26年

３月にエネルギービジョンアクションプランを作成

し、それで目標設定をしているところでございまし

て、今後の技術革新などが進む可能性を期待した上

で、そのプランの中にも示しております。ですから、

現状の技術ではなかなか難しいところでございます

が、技術革新が進む可能性を期待した上で、発電電

力に占める再生可能エネルギーの比率を2030年に本

島で20％、離島で100％ということを目標にして取り

組んでいるところでございます。

○瀬長美佐雄委員 そこはぜひ実現化するような方

向で頑張っていただきたいと思います。

次に、256ページの雇用環境の改善について、正規

雇用化企業応援事業で正規雇用化数が33名、正規雇

用化サポート事業で正規雇用化数が94名と。この中

身と、その事業の予算の使途を確認したいと思いま

す。

○下地康斗雇用政策課長 正規雇用化応援事業につ

きましては、予算額が2421万9000円、正規雇用化サ

ポート事業につきましては、予算額が3500万円でご

ざいます。

○瀬長美佐雄委員 予算額は書いてあるので、どう

いうことをした上で33名、あるいは94名という数字

が実績としてあらわされているのか、その確認です。

○下地康斗雇用政策課長 正規雇用化企業応援事業

につきましては、正規社員への転換を要件としまし

て、それに係る研修費の旅費及び宿泊費の一部を助

成するという事業でございまして、それによって正

社員への転換が図られたと。正規雇用化サポート事

業につきましては、中小企業診断士と経営面の相談

やアドバイス、また、専門家を派遣して正規雇用に

向けていろいろな取り組みを行うという事業で、そ

れによりまして正規化が進んだという状況でござい

ます。

○瀬長美佐雄委員 人数は出ていますが、何社ぐら

いがその適用に応えているのですか。

○下地康斗雇用政策課長 正規雇用化企業応援事業

につきましては、平成29年の企業数は26社でござい

ます。正規雇用化サポート事業につきましては、企

業数は22社でございます。

○瀬長美佐雄委員 次に、文化観光スポーツ部関係

に行きます。314ページ、沖縄県空手振興事業という

ことで、空手会館もできましたが、オープンしてか

らの活用状況を確認しておきたいと思います。

○山川哲男空手振興課長 沖縄空手会館―空手会館

は昨年の３月４日にオープンいたしまして、昨年度

の実績で申し上げますと、道場施設で５万523人、資

料室で１万6207人、合計６万6730人の御利用があり

ました。また、道場施設の年平均稼働率は30.9％と

いう結果になっております。

○瀬長美佐雄委員 活用状況として、空手家がそこ

で活用するという部分でいうと現時点ではもっと稼

働率が上がっていると思いますが、そこに対する課

題、対応、対策はどういう状況でしょうか。

○山川哲男空手振興課長 空手会館の基本計画策定

時におきましては、県立武道館における空手の稼働

率を参考にいたしまして、１年目の目標値を21％と

設定させていただきました。その点から申し上げま

すと、30.9％というのはいい結果であったと考えて

おります。ただ、月別平均で見ていきますと、例え

ば、８月には72.9％という高い稼働率を誇るのです

が、５月、６月には12.6％、14.1％という数字になっ

ております。これは、まだ周知が足りていなかった

時期ということもあるのですが、この低い月の稼働

率をもっと高めていく必要があると考えております。

○瀬長美佐雄委員 海外からの利用者、要するに県

内の道場に通いながら空手会館を活用している利用

者の実態はどうなっていますか。

○山川哲男空手振興課長 空手会館の活用におきま

しては、国籍別の利用状況は集計していない状況で

ございます。ただ、我々としては、世界に広がる空

手で海外のほうが空手愛好家数は断然多いものです

から、統計方法の手法も含めて、実態を把握してい

く検討をしていきたいと思っております。

○瀬長美佐雄委員 事業の中に多言語に対応する推

進事業がありますが、その事業の実情はどうなって

いますか。

○山川哲男空手振興課長 展示資料室におきまして

多言語化を進めております。平成29年度におきまし

ては、日本語に加え、英語、フランス語、スペイン

語、ドイツ語、ロシア語、中国語を整備しておりま

す。今年度につきましては、イタリア語とポルトガ

ル語を整備済みでございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、それはプリントされ

た資料として―外国の人が来る中で、職員によるガ

イド的な言語の対応など、実態はどうなっています
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か。

○山川哲男空手振興課長 御指摘の点につきまして

は、日本語によるガイドはボランティアの方々の努

力で成り立っているのですが、まだ多言語での部分

は不足しておりますので、今後、努力していく部分

だと考えております。

○瀬長美佐雄委員 次に、316ページ、文化発信交流

拠点整備事業について、拠点整備の取り組み状況を

お伺いいたします。

○新垣雅寛文化振興課長 県では、平成21年３月に

閉館いたしました県立郷土劇場にかわる施設のあり

方について検討を行い、浦添市にある国立劇場おき

なわを中心とするエリアに文化発信交流拠点を整備

する基本計画を策定いたしました。当該文化発信交

流拠点整備事業では、この拠点の整備に向け、基本

計画の後継となる実施計画の策定に取り組んでおり

ますが、拠点を整備する組踊公園が浦添市の都市計

画で定められた都市公園となっております。このこ

とから、実施計画の策定に先立ち、都市計画等に関

してクリアすべき条件の整理や、関係機関との調整

に時間を要したところですが、こうした課題の解消

を進めて、本年１月に実施計画策定業務の契約を締

結いたしました。しかしながら、年度内で事業が執

行できずに、この事業は平成30年度の繰越事業となっ

ているところでございます。県といたしましては、

引き続き浦添市等の関係機関と調整を進めて、実施

計画の策定に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○瀬長美佐雄委員 次に、318ページ、琉球王国文化

遺産集積・再興事業ということで、収集する、集約

するということでいえば、その取り組みの目標と実

態はどうなっていますか。

○金城健参事兼博物館副館長 琉球王国文化遺産集

積・再興事業につきましては、事業の目的に書いて

ありますように、集積―集めるという事業ではなく、

昔、戦災で失われた重要な文化的な物として、絵画、

木彫、石彫、漆芸等々、８分野について、当時の原

材料に近いものをつくって、まず物として再生させ

ようということと、どのようにつくったのか技術的

なことを検証しようという事業です。これは平成27年

度から平成33年度の７カ年の計画となっておりまし

て、平成27年度に有識者で構成される８分野の監修

者会議を行いまして、65の模造を復元しようという

ことが決まりました。実際には平成28年度から平成

32年度にかけてつくっていくのですが、現状として、

平成28年度には７件で、例えば、聞得大君御殿雲竜

黄金簪や染織等が平成28年度に完成しております。

平成29年度には絵画、石彫、染織、金工、三線で11件、

そして、平成30年度が18件ということで予定してお

りまして、平成32年度までに65件を復元し、平成32

年度、平成33年度にそれをお披露目すると。お披露

目の仕方ですが、もちろん県内でもやるのですが、

海外にもぜひ沖縄の文化遺産としてアピールをして

いくこととしております。課題としては、実際にど

ういう顔料を使ったとか、どういう材料でつくった

とか、識者を交えて分析した後につくるのですが、

現在では原材料が確保できないものもありまして、

これに近いものを代替でつくっております。効果で

すが、これに実際に携わる方々は、例えば、芸術大

学の学生や工芸指導所の指導者、卒業生などでござ

いまして、各分野の報告会を一堂に会して行って、

その中で技術、技法についての情報などを共有する

という効果が出てきております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、工芸の杜がそのよう

な担い手を育てるということだと思いますが、取り

組み状況はどうなっていますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 本事業は、本県工

芸産業の振興、発展に必要な技術や技法の高度化、

市場ニーズに対応した製品開発、工芸分野の起業家

の育成などを推進するための事業でございます。事

業成果としましては、平成29年度に実施設計及び展

示設計を終了し、平成30年度は、平成29年度に埋蔵

文化財が発掘されましたので、その調査を実施して

いるところでございます。この発掘調査は平成31年

２月に終了する見込みなので、次年度から建築工事

を開始する予定でございます。当該事業の課題とし

て、平成33年度末の供用開始に向けて、当該施設を

拠点とする工芸産業支援体制を整えていく必要があ

ると考えております。

○瀬長美佐雄委員 次に、ジュニアスタディーツアー

をこの間ずっと継続していると思いますが、その中

身、実績、効果について伺います。

○川上睦子交流推進課長 沖縄県では、次世代のウ

チナーネットワークを担う人材を育成するため、県

内の中・高校生と、海外から県系子弟の中・高校生

に来ていただいて、１週間ともに生活をしながら沖

縄の歴史や文化などをともに学ぶウチナージュニア

スタディーを実施しております。昨年度は７月30日

から８月５日の７日間の日程で実施いたしました。

海外からは、アメリカ４名、カナダ、フィリピン、

韓国、メキシコから１名ずつ、ブラジル、アルゼン

チン、ボリビアから２名ずつ、あと、ペルー１名に、

カナダの青年リーダー１名を加えまして、16名のウ

チナーンチュの子弟の方たちに参加していただきま
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した。参加者は、自然学習としてヤンバルでのトレッ

キングと美ら海水族館の見学、歴史学習として首里

城公園や県立博物館、美術館の見学を行いました。

また、文化学習として、紅型、首里織、琉球漆器な

どの伝統工芸の製作の体験をしたほか、エイサーも

練習をして、最終日にはパレットくもじの広場で県

民向けに披露しました。平和学習としまして、沖縄

県平和祈念資料館、ひめゆり平和祈念資料館を見学

したほか、移民や移住学習のワークショップを通し

て移民の歴史についても学んでいただきました。こ

の事業は、充実した内容の学習プログラムとなって

おりまして、県内、海外の参加者はもとより、海外

の沖縄県人会から高い評価を受けておりまして、今

後も継続して実施していきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 この事業が始まって何年たつの

か、そこに参加された人数の統計、到達を確認しま

す。

○川上睦子交流推進課長 平成13年から行っており

ますので、ことしで17年目となります。これまでの

参加者の統計は、数字を持ち合わせていないのです

が、大体、海外から16名、県内から16名の30名前後

で実施しております。ただ、５年に１度の世界のウ

チナーンチュ大会の日には、参加者をふやして50名

程度で行っております。これまでの統計については

後で資料で提供させていただきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 とてもいい事業なのと、ここに

参加して自国に帰ってエイサーをずっと続けていた

りという交流、あるいはリピーターで戻ってくると

いう関係もあるようですので、ぜひ充実、発展させ

てください。

次に、ボリビアの日本語教師派遣事業があって、

聞けば教育委員会の事業だということですが、中南

米に世界のウチナーンチュが多いという比率との関

係でいうと、人材バンク的に、ここにかかわった皆

さんの実態がどうなっているか、関連性を伺います。

○川上睦子交流推進課長 ボリビアへの日本語教師

派遣につきましては、教育庁から派遣されておりま

すが、ＪＩＣＡ沖縄を通してボランティア派遣とい

うことで実施している―県庁職員や、県内から派遣

された海外青年協力隊の名簿はＪＩＣＡ沖縄から入

手しておりますので、彼らにもさまざまな事業で協

力は求めていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 最後に、第７回の世界のウチナー

ンチュ大会が３年後になると思いますが、取り組み

の準備と、それに向けた考え方を確認したいと思い

ます。

○川上睦子交流推進課長 ５年に１度ですので、３年

後に第７回世界のウチナーンチュ大会が開催される

場合、それに向けて、各年、世界のウチナーンチュ

の日を中心にウチナーネットワークの継承、発展、

拡大を進める取り組みを継続して行っていきたいと

考えております。

○瑞慶覧功委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 決算を議会でも審議しております

が、やはり予算のかなめは決算ですよね。事業を組

む、予算をとる、それをどう執行するかということ

を見なければならないと思うのですが、今回、出さ

れた決算状況の文書を見ると、執行率が甚だ悪いの

と、不用額がたくさんありますよね。これについて

は、前もって部内で努力すべきものは努力し切って

から議会の審査を受けようという努力はしているの

ですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 文化観光ス

ポーツ部としては、当然、事業の計画段階できちん

と事業の中身を具体的に精査しながら予算立てをし

て、その事業の組み立てどおりに執行するというこ

とは大事なことでございます。たまたまそういう繰

り越し等がございまして、含めて不用にすることも

ございますが、基本的にそういったことが財政的に

も効率よく達成できるように、また気を引き締めて

部内で調整をして取り組みを進めていきたいと思っ

ております。

○屋比久盛敏商工労働部長 商工労働部は、最初に

説明したように執行率は向上しているところでござ

いまして、執行率向上のためにそれぞれチェックを

細かくやっていくということと、全庁的に交付金の

執行率を高めようということがありましたので、そ

れぞれの行政投資の部分のデータを毎月出すことに

なっています。それを見ながら、どこが足りないと

いうことを部内的にもチェックしていますので、そ

ういうことで執行率を上げることを進めてきている

ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 近ごろ、あちこちからいろいろな

予算が入ってきますので、最初に計上したとおりに

いかないのはよくわかります。ただ、内部チェック

体制で、期限を決めて、これまでにどれはどういう

ぐあいに対応しておこうというのがないと緊張感が

ないと思うのです。そういう意味では、各部署にお

いて、内部でお互いにチェックをして、これできち

んと議会の審査を受けるという努力は最低限すべき

だと思うのですが、いかがですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 まさにおっ

しゃるとおりでございますので、繰り返しになりま

すが、事業の組み立てをしっかりして、その組み立
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てどおりに計画的に執行できるように、途中途中の

進捗管理もしっかりしながら緊張感を持って引き続

き取り組みを進めていきたいと思っております。

○屋比久盛敏商工労働部長 先ほどのことを具体的

に言えば、まず、予算の主管課であります産業政策

課がチェックリストをつくります。それをもって主

管課から執行課に対して、あなた方の今の状況はど

うですということを示しながら、そのチェックに基

づいて執行おくれの理由や早期執行のための対策な

どを確認して、適正な執行を進めていくということ

でございます。

○嘉陽宗儀委員 やるべきことはきちんとやってい

るということですね。

次に、中城湾港の特別会計についてですが、これ

は最初からかなり問題があって、特に私は泡瀬干潟

の埋め立てに反対してきて、そうすると、埋め立て

して土地を売って土地造成をするということでした

が、それがなかなかうまくいっていません。分譲も

やっているはずですが、これもうまくいっていない

のではないかと思うのですが、この状況について説

明してください。

○平田正志企業立地推進課長 中城湾港新港地区の

臨海部土地造成における事業の進捗状況ということ

だと思いますが、今、工業用地として、一般工業用

地と旧特別自由貿易地域に分けて分譲しております。

一般工業用地については、当初、県内からの再配置

を目的として整備をしまして、現時点で100％分譲さ

れている状況でございます。旧特別自由貿易地域に

ついては、平成11年に地域指定をされた後に、国際

物流拠点産業集積地域として産業の振興と貿易の振

興に資する企業の集積を図るということで取り組ん

できておりました。そのうち一部の都市機能用地の

部分については、ＩＴ津梁パークとしてＩＴ関係の

企業の集積を図っておりまして、この地域について

は現在53.8％の利用を行っております。残面積は

8.1ヘクタールとなっております。残りの製造業の部

分については72.6ヘクタールございましたが、分譲

が進みまして、残り23.8ヘクタールとなっておりま

す。特に近年、景気状況を踏まえまして、新たな企

業の立地件数が、平成26年度は11社、平成27年度16社、

平成28年度は６社、平成29年度は11社で、今年度も

既に８社ほど立地を進めておりまして、企業の投資

意欲については、景気の影響もありまして一定程度

順調に進んでいるところかと思います。引き続き企

業誘致を進めて、高付加価値な産業の集積に努めて、

貿易の振興に資するような企業の集積に努めていき

たいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 借金は幾ら残っていますか。

○平田正志企業立地推進課長 平成29年度末の当特

別会計の借入残高は58億円となっております。残っ

た残面積の正味資産は、１平米当たり２万9700円で

売却しておりますが、それを金額に直しますと112億

円になりますので―失礼しました。起債の借入額と

しては58億円でございますが、特別会計の収支差と

しては45億円となっております。ですから、先ほど

の112億円で45億円の収支差を補填するという形にな

りますので、特別会計の収支としては最終的に黒字

になるだろうと見込んでおります。

○嘉陽宗儀委員 最終的に黒字になるのは結構です

が、いつまでになるのですか。

○平田正志企業立地推進課長 当方の計画では、平

成39年度までに分譲を完了する計画で進めている状

況でございます。

○嘉陽宗儀委員 これは難しい問題で、埋立工事を

進めるときもかなり無理があって、いろいろな問題

が起こっています。しかし、皆さん方が頑張ってこ

こまで交通整理してきて、めどもついたということ

であれば、大いに御苦労は評価されると思いますの

で、引き続き頑張ってください。

この前、空手の奉納演武を見てきたのですが、非

常に感動的なものでした。ですから、関係者の努力

を評価したいと思って、そこで、四、五年ぐらい前

に宜野湾市民会館で空手の４派による合同演武会が

ありました。これをまとめた人は私の友人なのです

が、非常に難しい。みんな武士ですから、我こそは

といってなかなかまとまりにくいのです。この前の

演武を見ていたら、大変すばらしい。これは山川課

長の人徳でまとまったと思ったのですが、どういう

努力がありましたか。

○山川哲男空手振興課長 空手の振興施策は、部長

を筆頭に鋭意取り組んでおりまして、伝統空手道振

興会の中に国際記念演武祭の委員会がございます。

そこに県も入って、奉納演武を誰にしようかという

ところで、ルールづくりから入っていきますので、

円滑に意見交換をしながら進めていった結果、あの

形で奉納演武が実現したと考えております。

○嘉陽宗儀委員 演武者の演武も大変すばらしかっ

たのですが、ここまでまとめてきたということに私

は非常に関心しました。沖縄の空手の歴史を見たら、

いろいろ偉い人がいるでしょう。琉球王朝につなが

る聖典もありますし―ですから、この偉い人たちが

一堂に会して演武をするということは、それぞれの

流派の特徴、個性を発揮しないといけないので難し

いと思っていましたが、これを見事にまとめて、あ
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あいうすばらしい式典にしてもらったので大変感謝

しています。頑張ってください。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後１時23分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

金城勉委員。

○金城勉委員 沖縄観光も非常に好調に推移してい

るようで、本当に御苦労さまでございます。先ほど

の説明の中でも、昨年度の入域客数が958万人、観光

収入が6900億円ということで非常に好調に推移して

いるのですが、ことしの目標に対する見通しはどう

ですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 観光客の数に

つきましては、大台の1000万人を目標としておりま

す。６月時点まではほぼ軌道のとおり来ておりまし

たが、夏場に襲来した台風の影響がかなり大きくて、

７月は初めて前年同月マイナスと。それまでは60カ

月以上前年同月プラスを続けておりましたが―

1000万人の少し手前ぐらいのペースではありますが、

数が減ったのもたまたまそういう自然災害があった

ものですから、沖縄の観光の魅力が失われたわけで

は決してないと理解しております。そういう意味で

は、この秋口からしっかりと盛り返しまして、必要

なキャンペーン、プロモーション等も実施しながら、

ぜひ今年度の目標、大台の1000万人を達成したいと

思っております。あわせまして、収入も昨年度は

6979億円で、ことしは7991億円に目標設定をしてお

ります。１人当たりの消費額はなかなかアップしが

たいところですが、平均滞在日数をふやすことによっ

て、それが掛け算になるので、そういった形で観光

収入も目標達成はしたいと思っております。月次の

決算がないので見通しは言いがたいところではある

のですが、それに向けて一生懸命頑張っているとこ

ろでございます。

○金城勉委員 いよいよ1000万人突破という目標も

間近になっているということで、皆さんの大変な努

力が実を結ぼうとしておりますのでよかったと。ま

た引き続き頑張っていただきたいと思っております。

そのうち外国人観光客の数字は、どうなっていま

すか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 958万人のうち

外国人観光客数は269万人でございます。全体の28％

です。

○金城勉委員 269万人の内訳として、国別に分けた

場合のベスト３はどういう数字になりますか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 一番上が台湾

で81万3000人、次が中国本土で54万6000人、第３位

は、数が非常に近づいておりますが、韓国で54万

4000人です。参考までに、次に香港が25万9000人と

続いております。いわゆる北東アジア、東アジアが

インバウンドの大勢を占めているということでござ

います。

○金城勉委員 非常に順調に推移していると見てい

るわけですね。こういう形で、日本と台湾、中国、

韓国、あるいはその他の国々と観光を通して交流す

ることは、平和という視点から考えても大きな意義

があると思いますが、逆に日本から、あるいは沖縄

からそういう台湾、中国、韓国に行く数はわかりま

すか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 今、その数字

は持ち合わせておりませんが、入ってくる割には、

沖縄の方が案外、外に行かないということは、一つ

の課題であることは間違いないと思っております。

○金城勉委員 台湾や韓国からたくさん来てもらっ

ている割には、沖縄から行く人たちは極端に少ない

ということは前から聞いているのです。ですから、

台湾は非常に友好的だからまだいいのですが、特に

韓国、中国あたりは、朝鮮半島情勢や尖閣の問題等

々も絡んでぎくしゃくしている状況もあるので、観

光がそういう意味で貢献するような流れがつくれれ

ばという思いがいたします。そこで、外国人観光客

の受け入れの体制整備として、努力していることは

どういうところで、成果としてはどのようになって

いますか。

○糸数勝観光振興課長 外国人観光客の受け入れ体

制としてさまざまな事業を実施しておりますが、順

を追って説明させていただきます。まず、多言語対

応として、Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａ多言語コンタクト

センターを設けております。これは平成22年度から

始まっておりまして、電話、Ｓｋｙｐｅ、メールで

外国人観光客へ観光案内、通訳サービス、台風など

の災害サービスのサポートを行っております。ただ

し、医療は除きます。仕組みとしては、コンベンショ

ンビューローが観光案内をしまして、東京にあるコー

ルセンターが通訳、翻訳をするという３者間ツアー

となっております。365日、朝９時から夜９時まで運

営しております。対応言語としては、英語、中国語、

韓国語、タイ語の４カ国語です。続きまして、語学

研修、就職相談会を実施しております。これはコン

ベンションビューローに講師を登録しておりまして、

企業が講師を使って研修する場合の支援をしており

ます。それから、即戦力となる外国人人材として海
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外、国内、東京でも日本語のできる外国人を採用す

るということで、就職相談会を設けております。続

きまして、医療については別途インバウンドのＢｅ．

Ｏｋｉｎａｗａインバウンドコールセンターを設け

ておりまして、24時間、365日、英語、中国語、韓国

語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語に対応して

おります。これは観光事業者からの医療に対するい

ろいろな問い合わせ等に対応しております。次に、

Ｗｉ－Ｆｉについては平成28年度から始めておりま

して、民間事業者―指定事業者と言っていますが、

彼らが持っているＷｉ－Ｆｉアクセスポイントを無

料で提供してもらって、それを県がＢｅ．Ｏｋｉｎ

ａｗａフリーＷｉ－Ｆｉということで提供しており

ます。続きまして、キャッシュレスです。キャッシュ

レスについては意識啓発が大事だということで、昨

年から那覇市と名護市で始めております。今年度は

離島の宮古、八重山、本島南部・北部で11月から始

めていきたいと思っております。

○金城勉委員 キャッシュレスを那覇市と名護市で

やったということですが、具体的にはどういうこと

ですか。

○糸数勝観光振興課長 本土から専門家に来ていた

だいて、基礎的な知識、あるいはキャッシュレスの

動きがどうなっているかということを県内の観光事

業者に説明するという形でやっております。

○金城勉委員 現金を扱うのとキャッシュレスでや

るのとでは、消費額も違うと言われておりますが、

外国から、特に台湾、中国、韓国あたりからの来客

へのキャッシュレス対応としては、沖縄ではどの程

度整備できているのですか。

○糸数勝観光振興課長 那覇市については８割まで

行っているのですが、それ以外では若干落ちるとい

うことです。ただ、今、資料を探せないので、全県

での割合については後ほどでよろしいでしょうか。

○金城勉委員 後ででいいです。世界的にもそうい

う流れになっていますし、特に中国などではむしろ

現金を扱うほうが珍しいぐらいの状況になっており

ますので、そういう意味では日本の円は信頼度が高

いということもあって、その辺の取り組みがおくれ

ているようですが、これも国際観光の県としてしっ

かり対応を整えていかないといけないと思います。

それから、これだけ観光が非常に進んでいてうれ

しい反面、最近ではオーバーツーリズムという言葉

も出てきているように、観光公害が心配されていて、

観光客が押し寄せることによって地域住民の生活環

境のマイナスの要素になるということも他府県にお

いては言われていて、その対策も重要になってきて

いるようですが、その辺の状況は沖縄においてはど

うですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 確かに、観光

客の数がふえることによって住民の生活に悪影響を

及ぼすことは避けたいと。ウェルカムんちゅのキャ

ンペーンを我々は一生懸命していますが、やはり県

民の方が観光客をきちんと受け入れるためには、観

光客が来ることによって経済面でも豊かになるとい

う好循環をどう繰り返していくかということが大事

だと。そういった意味では、住んでよし、訪れてよ

し、受け入れてよしということを、県民の視線になっ

て観光の施策に取り組んでいく必要があると。そこ

で、今年度初めて県民意識調査を実施しました。観

光客が来ることによって住民がどう考えているか、

どう好影響があるか、委員がおっしゃったような影

響があるかということを県民視点で洗い出しながら、

そういった観光公害に近いようなことに関しては、

きちんと受け入れ体制を整備しながら、そういうこ

とがないようにすることも沖縄観光のレベルを上げ

ていくために必要なことだと理解しております。

○金城勉委員 多分1000万人は突破して、1200万人、

あるいはそれ以上という目標も掲げておりますから、

そのプロセスの中でそういう問題が起こる可能性は

先進地を見れば予想できますので、そういうところ

もきちんと念頭に置きながら検討して対応していた

だきたいと思います。

その影響の一つなのかわかりませんが、マスコミ

報道でもありましたように、空港周辺のレンタカー

の駐車のあり方の問題などが報道されました。この

件については、改善は進んでいますか。

○糸数勝観光振興課長 県が昨年度実施した調査に

よりますと、レンタカーを利用する観光客のうち95％

が赤嶺や豊崎など、空港周辺の約50のレンタカーの

営業所を利用しているということがわかっておりま

す。それも、空港へマイクロバス等を使って迎えに

来るということです。影響ですが、我々の認識では、

観光客がふえることによって、レンタカー送迎車の

混雑やレンタカーを借りるまでの時間が長くなって

いるということが言えると思います。また、豊見城

警察署によりますと、一般車両を含めた空港内での

駐車違反が、ことし１月から９月までに251件あると

いうことで、そうした違法駐車が道路の混雑や事故

の原因にもなっていると推測しております。

○金城勉委員 ということは、その報道時点から今

日に至って改善されていると受けとめていいですか。

○糸数勝観光振興課長 報道にあったのですが、10月

25日に大阪航空局と豊見城警察署で警告、指導、違
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法取り締まりを実施したということで、我々も実際

に現場に行きまして、何名かは検挙されていると聞

いております。その後、改善されたかは確認してお

りませんが、かなりの抑制効果があると思っており

ますので、改善に向かうと理解しております。

○金城勉委員 もう一つ、課題が指摘されたのは、

レンタカーの事業者が台数に応じた十分な駐車場の

確保ができていないのではないかと。そして、違法

とは言わないまでも脱法行為のような感じで周辺の

一般道路、あるいはスペースを無断に使ってとめて

いるということも声として聞いているのですが、そ

の辺は把握していますか。

○糸数勝観光振興課長 レンタカー事業を行うに当

たりましては、道路運送法第80条第１項の許可が必

要です。これは沖縄総合事務局がやっておりますが、

沖縄総合事務局によりますと、許可に当たっては適

確な管理を求めていると。さらには車庫証明書も添

付させているということで、沖縄総合事務局では特

にそういった認識はしていないように感じられまし

た。

○金城勉委員 そうではなくて、現実は正直者がば

かを見ている実態があると聞いているのです。です

から、適当に処理的……手続の範囲内で確保しなが

ら、それ以上にレンタカーを所有して、それを別に

とめて運用しているという実態も情報として聞いて

いるので、同業者でも正直にやっているところとそ

うではないところがあるということで、これは後々

問題になるといけませんので、沖縄総合事務局とも

連携を図りながら、実態把握とあわせて対策も考え

たほうがいいと思います。

次に、観光目的税の導入の取り組みについて、進

捗状況はどうですか。

○平敷達也観光政策課長 県では、ことし８月に有

識者及び観光関連団体等で構成します観光目的税制

度の導入施行に関する検討委員会を設置いたしまし

て、観光振興を目的とする法定外目的税導入必要性

や使途事業等について、意見の取りまとめを依頼し

たところでございます。そして、今月の15日に第２

回が開催されまして、その委員会において課税客体

は宿泊行為とすること、そして、持続可能な観光地

づくりや観光客の利便性及び満足度の向上などに活

用するとの使途の考え方がまとめられたところでご

ざいます。今後は、同検討委員会において制度の詳

細や導入の時期等について検討を重ねて、今年度末

までに意見が取りまとめられる予定となっていると

ころでございます。県としては、同委員会の提言を

踏まえて法定外目的税の税目等を決めることとして

おりまして、できるだけ早い時期に導入できるよう

全力で取り組みたいと思っております。

○金城勉委員 私は前にもこれに触れたことがある

のですが、ぜひ速やかにやっていただいて、観光振

興に資するような財源の確保をしていただきたいと

思います。

次に、航空整備基地が200人体制でスタートをする

ということですが、この中で沖縄出身者の雇用効果

はわかりますか。

○平田正志企業立地推進課長 入居企業で県内出身

者として採用した人員について申し上げますと、平

成28年度採用者が19人、平成29年度採用者が23人、

平成30年度採用者が25人という報告を受けておりま

す。午前中申し上げました伊丹空港から異動する

200人の中に、この人数も含まれているというところ

でございます。

○金城勉委員 既にそういう人数が採用されて、向

こうで仕事に携わっているということですね。

○平田正志企業立地推進課長 向こうで研修をして

いるということでございます。

○金城勉委員 次に、観光お土産品、特にお菓子類

などの製造元は、県内で生産しているよりも県外で

生産して仕入れるというケースが多いと聞いたので

すが、現状はどうですか。

○糸数勝観光振興課長 本県のお土産品に係る県内

製造の現状について、平成29年度に内閣府沖縄総合

事務局が実施した調査結果がございます。それによ

りますと、県内製造商品の比率は87％と高い割合を

占めております。ちなみに、県外製造商品が8.3％、

海外製造商品が4.7％です。同調査によりますと、お

土産品の購入比率は、定番―知名度が高い沖縄限定

のお土産品が29.1％、メイドイン沖縄のお土産品が

16.4％、合計45.5％となっておりまして、県内製造

商品の比率と比較して実際の購入比率は低いという

状況があります。また、沖縄県がホテルやお土産品

店等に調査した平成29年度沖縄県観光産業実態調査

事業報告書がありまして、これはお土産品に特化し

た調査ではないのですが、物販全般における食料品、

飲料品の県産品売上比率は53.8％、工芸品等の売上

比率は49.4％となっております。

○金城勉委員 県内の売り上げで県内産の占める比

率が45.5％ということですか。

○糸数勝観光振興課長 そうです。

○金城勉委員 この要因は何かわかりますか。

○糸数勝観光振興課長 まだ、そこまで分析はして

いないのですが、やはり売れる商品が必要ではない

かと。沖縄ならではというものも大事かと思ってお
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ります。

○金城勉委員 この87％と45％のギャップはどうい

うことかわかりますか。

○糸数勝観光振興課長 求めるものが置かれていな

いということだと思いますが、明確にはわかりませ

ん。

○金城勉委員 やはりお客さんに好まれるような商

品開発が求められるということなのでしょうね。

それから、泡盛の消費量が年々落ちて、業界も一

生懸命努力しているのですが、多様な嗜好品がある

ということもあってなかなか回復には至っていない

ようです。この辺の取り組み、あるいは見通しはど

うですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 県では、沖縄県酒

造組合が実施するプロモーション等の出荷拡大策へ

の補助や、個別酒造所に対し、販路開拓等につなげ

るためのマーケティング支援を実施するとともに、

平成29年９月補正で経営改革プランの策定支援を実

施したところでございます。成果としましては、経

営の厳しい酒造所に対して中小企業診断士を派遣し、

販売管理費及び商品価値の見直しや、付加価値の高

い商品開発による売り上げ増などを盛り込んだ経営

改革プランを策定することにより、経営改善に向け

た道筋を示したと考えております。また、出荷量増

加に向けた支援では、専門家によるハンズオン支援

により、これまで課題とされていた消費者志向への

対策について、個別酒造所による泡盛リキュール等

の新商品開発や、首都圏以外の市場開拓を実施した

ところで、今後のさらなる展開に期待ができると考

えております。

○金城勉委員 最後に、技能五輪・アビリンピック

全国大会の開催が直前に迫っております。今回の大

会の参加人数、県外からの参加人数、その開催の効

果などについて御説明をお願いします。

○仲里勉技能五輪・アビリンピック準備室長 選手

と指導者等を含めまして3200人、企業の関係者を含

めまして合計5000人が県外から来ることを予想して

おります。県内外を含めますと、64競技ございます

ので、全体で延べ15万人の各会場での人数を予想し

ているところでございます。

○金城勉委員 これはいろいろな職種の若い人たち

が競い合う場になっているようですから、キャリア

教育の場としても非常に大きな効果があるのではな

いかという思いがするのですが、その辺の認識や取

り組みはどうですか。

○仲里勉技能五輪・アビリンピック準備室長 これ

までの２年間を通しまして、児童生徒を含めて多く

の県民の皆さまに各競技会場を見学していただいて、

すばらしい技能を知ってもらいたいという考えから、

ものづくり図鑑という64職種の各競技の図鑑を、全

ての離島まで含めて配布しまして、学校の副教材と

して使っていただいております。これで見学にもつ

なげていただきたいと思っておりますし、次代を担

う子供たちの職業観の形成に資することができれば

と考えているところでございます。また、小学生に

つきましても、近隣の市町村において事前学習会な

どの希望をとりまして、全部で11校から希望がござ

いましたので、そこにつきましては足を運んで事前

学習会を行ってきたところでございます。あさって

から開会いたしますので、ぜひ多くの皆様に足を運

んでいただきまして、技能のすばらしさを感じてい

ただきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 金城委員の質疑に対して、観光

振興課長から説明があります。

糸数勝観光振興課長。

○糸数勝観光振興課長 キャッシュレスの導入状況

について、資料が届きましたので、御報告いたしま

す。平成29年度の県のアンケート調査ですが、外国

人観光客の受け入れに当たり、現金以外の決済手段

の導入状況ということを聞いております。県全体で

63.1％が導入しているということで、那覇市が

82.7％、北部が63.7％、中部が71.6％、南部が50.7％、

八重山諸島が51.6％、宮古諸島が60.6％、慶良間諸

島が38.0％、その他諸島が17％となっております。

○瑞慶覧功委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 主要施策の成果に関する報告書か

ら質疑しますので、お願いします。

まず最初に207ページ、国際物流拠点産業集積地域

賃貸工場整備事業について、今、71社が入っている

ということですが、分譲と賃貸の面積的な割合は大

体どれぐらいかわかりますか。

○平田正志企業立地推進課長 正確な数字は把握し

ておりません。

○大城憲幸委員 大体でいいです。会社の数的には

賃貸が多いではないですか。面積的にも大体これぐ

らいの割合ですか。

○平田正志企業立地推進課長 旧特別自由貿易地域

の中でＩＴ津梁パーク用地を除いた製造業の関係の

用地ということで申し上げますと、賃貸工場等で

24.3ヘクタール、民間企業の利用状況が24.4ヘクター

ルと、ほぼ同規模の状況でございます。

○大城憲幸委員 この事業は、賃貸工場を整備して

企業を誘致するということで、これまでも事業の形

を変えて続いてきたと思うのですが、これまでにか
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かった総事業費はどのぐらいになりますか。

○平田正志企業立地推進課長 賃貸工場につきまし

ては、平成11年度から整備を始めておりまして、こ

れまでに46棟を整備しております。賃貸工場の建設

費としては、平成29年までの実績として163億円と

なっております。

○大城憲幸委員 沖縄はどうしても１次産業が弱い

し、２次産業も弱い。特に製造業はどうしても育て

ていかないといけないということにプラスして、本

来、この埋立地は分譲の予定ですが、なかなかそれ

だけでは製造業が入ってこられないという議論がこ

れまでもあったと思います。それでこの事業は始まっ

たのですが、これまで163億円かけて、費用対効果と

いう意味では所管課としては十分に意義があったと

いう評価をしているのですか。

○平田正志企業立地推進課長 賃貸工場につきまし

ては、国庫補助事業を活用しております。県負担に

ついては２割、もしくは３分の１の負担という形に

なっておりまして、先ほど申し上げました163億円の

うち、県負担額としては36億円でございます。その

効果としては、平成30年10月１日現在で、賃貸工場

には立地企業者数が49社ございまして、雇用者数は

ことしの１月現在でございますが、701人となってお

りまして、雇用の効果の拡大と雇用者に対する給料

としての経済効果が想定されます。また、うるま地

区において、平成29年度の搬出額は165億円となって

おりまして、１社当たり、平成23年に比べて1.6倍に

伸びるなど、搬出においても経済効果が出てきてい

ると考えております。

○大城憲幸委員 平成29年でとりあえず一区切り事

業期間は終わって、平成30年で形を変えて事業をし

ていると認識しておりますが、平成30年以降も基本

的には同じような形で、賃貸工場の事業について進

めていくという理解でいいですか。

○平田正志企業立地推進課長 今後の展開としまし

て、今年度、補正予算で賃貸工場６棟に係る土質調

査を計上しまして、平成31年度から設計工事、平成

32年度中の完成を目指して事業を推進する方向で予

算確保を図っているところでございます。先ほど給

与の雇用効果があると申し上げたところですが、こ

の点につきまして補足申し上げますと、沖縄県が雇

用している―毎月勤労統計調査、地方調査が今年度

１月に調査されていますが、１人当たりの現金給与

総額が19万9454円、これが年額になると239万3448円

と。この年額を先ほどの701人という賃貸工場の雇用

者数に掛けると16億7781万円の規模になります。さ

らに、賃貸工場がこれまで整備した平成13年度以降

も、同じように厚生労働省の毎月勤労統計調査の数

字で、雇用、給与に対する効果を積算していきます

と、133億8748万円という規模の数字が出てきますの

で、賃貸工場のスキームの効果としては一定程度評

価できるものがあると考えております。

○大城憲幸委員 次に、232ページの琉球泡盛県外展

開強化事業ですが、この事業もとりあえず平成29年

度までの一区切りということで、課題等があるわけ

ですが、先ほど今後期待できるという話もありまし

たが、現状は非常に厳しいと思うのです。そして、

課題にある商品開発、あるいは経営基盤の強化はずっ

と言われていたことですが、個人的に、古酒の郷構

想は非常にいいと思うし、向こうから出てくるもの

は我々も魅力を感じるし、今、48の酒造所があって、

ばらばらで頑張って地域への貢献も大きいのですが、

やはりこれからはああいう酒造組合として古酒で世

界に勝負するという―あの発想が腰折れしてしまっ

て残念だと思うのですが、向こうの現状と担当課の

考え方はどうですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 古酒の郷につきま

しては、ことし９月４日の古酒の日に、向こうが５

年古酒になりましたので、それを活用して新商品を

開発し、今現在、販売しております。県としまして

は、そういった５年物の古酒を特に県外や海外を中

心に売っていきたいと聞いておりまして、そういっ

た意味では、現在、国が行っている琉球泡盛海外輸

出プロジェクトなどの支援を我々も促進しながら、

そういった形で今後も５年古酒を展開していくと聞

いております。県の考え方としましては、県は県内

外、国は国外へ泡盛の販売を支援をしていくという

すみ分けはできていますので、国と連携しながら、

あるいは古酒の郷の組合とも連携しながら販売促進

してまいりたいと考えているところでございます。

○大城憲幸委員 ５年古酒はいいのですが、もとも

と私が聞いていたのは、とにかく厳しいときに買い

支えるということも含めて、どんどん継ぎ足して

100年古酒をつくるぐらいのイメージで今後増設して

いくという意味だったと思うのです。ところが、も

うかっているところは自分たちはもうかっているか

らいいということで出さないとか、小さい厳しいと

ころは出し切れないとか、そういうことで、なかな

か思いどおりに物が集まらない、構想が広がらない、

結果として中途半端なものになってしまったという

イメージがあるので、そこはここにあるように、今、

商品開発はしないといけないのですが、やはり最終

的に世界で勝負できるのは古酒だと思いますので、

あの構想に対して基本に戻る、あるいは県としても
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う一回みんなで考えないといけないのではないかと

いう議論があってもいいのではないかと思ったので

す。その辺について再度、お願いします。

○神谷順治ものづくり振興課長 古酒の郷につきま

しては、当初の計画より大分ずれて、３社ほど負担

金が出し切れないという話もありましたし、いろい

ろな理由があるかと思いますが、要するに、負担金

が集まらないので、ほかのタンクに貯蔵できないと

いうこともありますので、今後、古酒の郷の組合と

話し合いをしながら連携し、販路拡大、促進などに

ついて、県も一緒になって考えてまいりたいと思っ

ているところでございます。

○大城憲幸委員 私から言えば国も県もここまで

放っておくのがどうかと思っていて、何年も前から

そういう意見もあれば、課題にもなっていたはずな

ので、その辺は少し見直して、またリーダーシップ

を発揮してもらいたいと思いますので、お願いしま

す。

次に、239ページのクリーンエネルギーの導入拡大

に向けた取組について、離島での100％自給実証事業

の議論がありました。それから、久米島の議論もあ

りましたが、沖縄総合事務局から海洋深層水の活用

のいい事例も出てくる中で、どうするのという議論

は再三やったのですが、商工労働部としては、これ

までハワイと連携して実証実験をしてきたが基本的

には成り立ちませんというところだったと思うので

す。その辺は効果と課題のところにいろいろ書いて

いますが、商工労働部としては、温度差発電につい

て費用対効果として成り立ちませんという以上は、

その後は何もないのですか。

○喜友名朝弘産業政策課長 委員のおっしゃったよ

うに、発電の実証事業は今年度で終了という計画に

なっております。前回の議会でも委員から御指摘が

ありましたように、久米島町の振興にも資している

という部分はあると認識しておりまして、久米島町

も必要としていますし、国とどのように活用してい

くかというところもあると思います。また、ハワイ

エネルギー協力の中でもテーマとして位置づけられ

ておりますので、県としては、引き続き有効活用に

向けて検討してまいりたいと考えております。

○大城憲幸委員 それでいいのですが、農林水産部

もそうですが、一括交付金もありますので実証実験

には取り組みやすいのですが、その後の展開がなか

なか見えてこないという事情が案外あるような気が

するのです。それも含めて、今、言ったように温度

差発電だけではなかなか採算はとれないが、ほかと

の組み合わせも含めてどこがやるかという議論も内

部であるとは思うので、そこはこれをやれば久米島

は元気になるという数字は出ているわけですし、地

域もやる気になっていますので、一括交付金が難し

ければ別の手を考える、国に要望していくという具

体的な行動を起こしてほしいと思います。よろしく

お願いします。

次に、246ページの県外・海外就職へのチャレンジ

事業ですが、何名か県民から意見があって、これだ

け県内で人不足だと言っているのに、若い皆さんが

外に行って仕事してきてくださいというアピールに

違和感があるという話があるのです。それは民間が

やっている部分も多いとは思うのですが、県として

は、ここに書いているように、グローバルな人材を

育てて県内に定着させる動きに変えないといけない

と思うので、その辺の考え―これまでは若年層の失

業率を下げるために県外へという動きでしたが、現

時点で、これにどのような考えを持ってどう変えて

いこうとしているのでしょうか。

○下地康斗雇用政策課長 海外も県外も、基本的に

インターンシップということで、就業意識の醸成な

どといったもの。海外につきましては、実務的な国

際ビジネスの対応力や異文化への対応力を身につけ

て、いずれは県内で活躍してもらいたいという期待

をして実施しております。県外インターンシップに

つきましても、主に製造業や工業系の産業分野で、

県内にはないような高度な技術や最新技術を有する

企業などを選定して、そこにインターンシップをし

て職業観の醸成やスキルアップ等について県内で生

かしてもらいたいという趣旨で実施しております。

この取り組みとあわせて、県外の優良企業で県内進

出の予定のある企業や県内に支店のある優良企業へ

のインターンシップを実施し、さらに、企業誘致に

よる県内進出をした企業の情報発信などをして若者

の県内就職に向けた意識を醸成し、海外・県外イン

ターンシップとあわせて県内企業の情報発信もしな

がら、県内就職に向けた取り組みを推進してきたい

と考えております。

○大城憲幸委員 県民の中には県が主導して若い人

の県外へ就職をあっせんしているのではないかとい

うイメージを持っている皆さんもいるし、前はそう

いう部分もあったと思うのですが、今はそういうこ

とではないという理解でいいですよね。

○下地康斗雇用政策課長 そのとおりです。

○大城憲幸委員 次に、299ページの大型ＭＩＣＥ受

入環境整備事業について、方針と金額、これまでの

経過の確認ですが、県としてはどうしても大型ＭＩ

ＣＥ事業については一括交付金でやりたいと。そし
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て、これまでの経過として国も一括交付金で調整等

は認めてくれたし、今後も一括交付金の目的、そし

て沖縄の元気につながるものはどうしてもその方針

でいきたいというのが皆さんの方針だと思いますが、

確認として、これまで大型ＭＩＣＥ事業建設にかか

わる費用がどれぐらいだったのか。そして、その中

で一括交付金で充当したのが幾らで、それ以外の財

源が幾らか、その辺についてお願いします。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 大型ＭＩＣＥ施設

の整備に向けましては、平成24年度にＭＩＣＥ誘致

強化戦略大型ＭＩＣＥ施設のあり方調査事業を実施

し、平成25年度には大型ＭＩＣＥ施設整備とまちづ

くりへ向けた基本構想を策定しております。平成26年

度には、大型ＭＩＣＥ施設の建設用地の検討作業を

実施しまして、平成27年度以降におきましては、大

型ＭＩＣＥ受入環境整備事業として各種事業に取り

組んできております。この間、平成24年度から平成

29年度までの執行額、決算額ベースで申し上げます

と、約72億1700万円ということになります。この内

訳として、一括交付金を活用した事業の執行額は合

計で約２億1700万円、一方、県の一般財源や県債に

より執行した事業の合計は約69億8400万円となって

おります。

○大城憲幸委員 土地購入費だけで70億円を超えた

記憶があるのですが、土地購入費はそのうち幾らで

すか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 土地購入におきま

しては、平成28年度に建設地として―県有地の方向

にしておりますが、約69億3500万円という数字になっ

ております。

○大城憲幸委員 方針としては、冒頭私が言ったよ

うな流れで平成31年の新年度に向けて取り組んでい

くと。現時点では、その考えに変わりはないという

ことでいいわけですね。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 現状といたし

ましては、委員のおっしゃるとおり一括交付金で、

建設費の額も大きいので―ただ、お尻は2021年３月

という限界もありますので、それに向けてきちんと

合うような形で、そういった意味では、きょうも、

あすもという形で一生懸命関係要路にお願いをしな

がら、交付決定に向けて取り組んでいきたいという

方針でございます。

○大城憲幸委員 至難のわざだと思いますが、みん

なで知恵を絞って頑張ってまいりましょう。

最後に、279ページの教育旅行推進強化事業につい

てお願いします。毎年、県外に行って沖縄の教育旅

行についてＰＲしながら、43万人という数字を維持

しているわけですが、中には修学旅行フェアのよう

なものはもう必要ないのではないかという声も漏れ

聞こえてきたりするのです。その辺については、今

は少子高齢化で今後教育旅行も厳しくなるという中

で、この事業の状況と今後の考え方について、お願

いします。

○糸数勝観光振興課長 沖縄への修学旅行は平成

29年、これは歴年ですが、43万2000人で国内観光客

数の約6.3％を占めております。特に沖縄全体の入域

観光客数が少なくなる時期の10月から12月に占める

割合が約14％ということから、沖縄県としては平準

化に寄与していると。さらには、将来のリピーター

化にもつながると考えております。このため、修学

旅行を観光施策の重要な柱として位置づけて、さま

ざまな事業を実施しております。まずは、沖縄県修

学旅行推進協議会の開催、修学旅行フェア、説明会

の開催、学校に対する事前・事後学習の支援、国内

外の学校関係者の招聘、国内修学旅行誘致戦略―こ

れは３年に１回やっておりまして、昨年度行いまし

た。これらの活動により沖縄の認知度が向上しまし

て、平成29年の沖縄への修学旅行の受け入れ件数は

2475校、43万2000人となって、安定的に推移してい

るということです。少子化の進行、あるいは他地域

との競合も激しくなっている中、状況も非常に厳し

いのですが、一定規模を確保できたのではないかと

思っております。委員のおっしゃるような修学旅行

フェアについては、毎年、東京と大阪でやっており

ます。どういった内容かといいますと、県内の修学

旅行関係事業者が東京、大阪に行きまして、県外の

学校関係者、あるいは旅行者と一堂に会しまして、

来場者は出展者から沖縄修学旅行の最新情報、出展

者は学校関係者から最新の修学旅行ニーズを聞くこ

とができるということで、修学旅行推進にとって非

常に重要な事業と位置づけております。また、来場

者や出展者、アンケート調査もやっておりますが、

評価する意見がかなりあって、継続的に実施してほ

しいという声が聞こえております。

○大城憲幸委員 今後の流れとして、県としては１人

当たりの消費単価を何とか上げていかないといけな

い中で、また、人件費が上がっていますので、バス

代も上がる、ホテル代も若干上がっていく中で、修

学旅行のように１人当たり単価が７万円などと決

まっているところは旅行社からしても魅力が薄れて

きているのではないかという意見も聞くのですが、

その辺も含めて、今後、沖縄の修学旅行はどうある

べきだと考えていますか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 修学旅行の一
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つの魅力として、安定的に平準化に寄与するという

こともあるのですが、将来のリピーターとして可能

性がある。小・中学校のうちに沖縄に来て非常に楽

しんでいただいた子供たちが将来、大学のゼミの旅

行、卒業旅行、新婚旅行等々で来るという、いい意

味での先々の投資ということを含めますと、これか

らも大事にしていかなくてはいけない分野だと思っ

ております。

○瑞慶覧功委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 212ページ、航空機整備基地整備事業

については、ほぼ終了すると思いますが、気になる

のはこの後です。航空機整備基地の中に入る県内の

子供たちが、しっかりとできるようなシステムを含

めて、教育委員会等と連携をとってそういうことを

やっているのかが気になるのですが、どうですか。

○平田正志企業立地推進課長 航空機整備の人材に

関しましては、入居企業が採用しまして、社内で研

修等をして実際の技術等を身につけるというところ

で進めています。ただ、県内では国立沖縄工業高等

専門学校―高専がそれに対応したカリキュラムを設

けて、人材育成に取り組んでいただいているところ

でございます。また、県としましては、教育庁での

校長の研修会や教頭の研修会等において、沖縄県の

施策として航空機整備を進めるということについて、

今年度１月、２月、３月にかけて、研修会に当たっ

て情報発信をして連携を図っているところでござい

ます。入居企業では、高専だけでなく、一般の工業

高校や普通高校も含めて事業の発信をしまして、採

用をして、みずから研修をしているということで、

各高校への情報発信に努めていただいているところ

でございます。

○島袋大委員 すばらしい企業が来るわけですから、

その辺はしっかりと連携をとって、人材育成のため

に頑張っていただきたいと思っています。それと関

連して、航空のパーツ産業事業など、その辺の企業

誘致はどうなっていますか。当初、これを持ってく

ることで航空産業のパーツ事業なども入ってくると

いう見立ての中でスタートしたと思いますが、現状

はどうなっていますか。

○平田正志企業立地推進課長 県では、平成28年度

から平成29年度にかけて航空関連産業クラスターの

形成に向けた調査等を実施しまして、今年度アクショ

ンプランを策定するということで取り組みを進めて

おります。その中で航空機の装備品であるタイヤ、

パーツの保管、整備、修理をする企業についての取

り組みも方向性としては入れております。今後、ク

ラスターのアクションプランの作成後、その方向性

を踏まえた取り組みを進めていきたいと考えており

ます。

○島袋大委員 次に、267ページ、沖縄工芸産業振興

拠点施設（仮称）整備事業、工芸の杜です。この事

業は用地交渉を含めて相当時間がかかって、今やっ

とここまで来たということで文化財発掘事業が入っ

ていると思いますが、建築をするに当たって、建築

の予算は大丈夫かと思っていて、ＭＩＣＥが先にで

きる前に工芸の杜から早くつくらせないといけない

と思っているのですが、その予算は大丈夫ですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 進捗状況ですが、

平成29年度に実施設計及び全設計を終了しておりま

す。今、委員おっしゃったように、平成29年度に文

化財の発掘があったため、平成30年度は埋蔵文化財

調査をしております。この調査は平成31年２月に終

了する見込みであり、実際の調査は来月の11月で終

了するのですが、報告書の作成などがありまして、

２月までかかると聞いております。平成31年度から

建築工事を開始し、平成33年度冬の竣工、平成33年

度末の供用開始を予定しているのですが、財政当局

には、こういった理由で１年間おくれているが、ぜ

ひ債務負担で予算を確保していただきたいと強く要

望しているところでございますので、頑張って確保

に努めたいと思います。

○島袋大委員 僕も頑張るので、頑張っていきましょ

う。地元ですから、ここまで一生懸命長年一緒にやっ

てきて、これはしっかりと完成させないといけない

と思っています。気になるのは駐車場の問題ですが、

今、空手会館でも百数十台しかとめられない中で、

豊見城市と連携して駐車場の拡幅を含めていろいろ

検討があると思うのですが、工芸の杜に関して駐車

場の問題はどうなりますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 工芸の杜の駐車場

につきましては、まず、工芸の杜の敷地内に66台の

スペースを確保しております。それから、空手会館

と連携しながら、ここに100台が確保できると聞いて

おります。それから、今、豊見城市が豊見城城址公

園内に駐車場を整備しております。これがトータル

で400台、そのうち西側の駐車場が平成31年度末には

完成すると聞いておりますので、合計すると566台に

なりまして、大きなイベントなどがあるときには

566台の駐車が確保できると考えております。

○島袋大委員 ひとつ、頑張っていきましょう。よ

ろしくお願いします。

次に、276ページ、国内需要安定化事業とあります

が、中身を教えてください。

○糸数勝観光振興課長 国内需要安定化事業は、国
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内観光客を誘客するための事業で、主な柱は航空路

線の誘致支援と既存路線の拡大、観光プロモーショ

ン等、それから、Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａの国内の適

用も始まっていますので、それを展開して国内観光

客を誘客しようという事業です。

○島袋大委員 国内観光客誘致のプロモーションと

は、大体どんな感じですか。

○糸数勝観光振興課長 さまざまなイベント等に観

光ブースを出展するということと、旅行博といった

ところにも出て行く、さらにはウエブや雑誌、テレ

ビ局と連携して広告する事業でございます。

○島袋大委員 この間、自民党会派で韓国の済州島

に視察に行きましたが、あそこでは観光客1000万人

を軽く超えて、観光客の内訳を見ると、約90％近く

が本国の韓国から来るわけです。リタイヤ組も含め

て、歴史探索巡りもいろいろしているわけです。歴

史的な流れも、沖縄と非常に似ているような雰囲気

があって、そこで一つの瓦屋のようなところに入っ

て、ストーリー性のある30分ぐらいの歴史話を流す

わけです。その後、周辺を見ると。ですから、観光

客の消費額もしかりですが、あと１泊ふやすための

観光の戦略として、これだけ沖縄は城跡もある中で、

こういうものも取り入れていくべきだと思うのです。

今、観光客のプロモーションと言っているので、こ

ういうストーリー性のある観光事業、あと１泊させ

るという沖縄県の施策としてこのように考えていか

ないといけないのではないかと、済州島に行って我

々自民党県議団は感じてきたところなのですが、あ

れだけの島で約90％が本国から来るということは、

海外の観光客を足さなくても1000万人来ているので

すから、そのように沖縄の観光の流れも空と海だけ

ではなく、観光文化、伝統芸能を含むのであれば、

工芸の杜や空手会館とも連携しながら、どういう形

で―こういうストーリー性のある事業はしていない

のですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 委員のおっ

しゃっていることは、まさにそのとおりだと思いま

す。どれだけ長く滞在させるかということは経済効

果にかかわりますが、今はまだ２泊３日、３泊４日

が主流でございまして、おっしゃるように、沖縄は

観光資源として、自然だけではなく文化、スポーツ

を含めてさまざまなものを持っていますので、そう

いったことを離島も含めて、ストーリー性を持たせ

るのか等いろいろとしっかり考えないといけないし、

そういった観光商品を旅行業者と一緒につくり込ん

だものをきちんと情報発信していくことが大事だと

思っております。

○島袋大委員 偶然、沖縄観光コンベンションビュー

ローの会長にも会いましたので、現場を見ているは

ずですし、その辺の話もしてあります。ですから、

そういったもの含めて考えていただきたいと思いま

すので、ひとつよろしくお願いします。

297ページ、戦略的ＭＩＣＥ誘致促進事業で、県内

でＭＩＣＥのいろいろな開催支援等を行ったという

ことですが、細かく説明してください。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 戦略的ＭＩＣＥ誘

致促進事業の主な事業内容としましては、まず１つ

目として、ＭＩＣＥの主催者や運営事業者向けのプ

ロモーションを行う誘致広報業務。２つ目として、

ＭＩＣＥ開催時のバス借り上げ費用等の助成等、そ

ういったものを行います開催支援業務。３点目とし

て、新たなＭＩＣＥ関連商品の造成やサービスの向

上、人材育成等を促す受入体制整備事業が主たる３

つの事業となっております。特に平成29年度の事業

におきましては、それらに加えまして、今後10年間

のＭＩＣＥ振興の方向性や具体的取り組みを体系的

に整理をしましたＭＩＣＥ振興戦略の策定。それか

ら、同戦略の推進母体となる産学官連携組織、沖縄

ＭＩＣＥネットワークの設立。それとあわせて、Ｍ

ＩＣＥ開催地としての沖縄の提供価値やメッセージ

を表現した沖縄県ＭＩＣＥブランドの構築にも平成

29年度は取り組んでおります。

○島袋大委員 次年度も含めて、いろいろやってい

くということでよろしいですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 おっしゃるとおり

です。

○島袋大委員 とにかく頑張る決意ということです

から、いろいろな面でみんなで努力できる面は努力

したほうがいいと思っていますので、頑張っていき

ましょう。

○瑞慶覧功委員長 島袋大委員から、質疑時間５分

を西銘啓史郎委員に譲渡したいとの申し出がありま

したので、御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要があるので、御

承知おき願います。

それでは、質疑を行います。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 両部に共通するところから質疑

したいと思います。目次のところで事業件数はわか

るのですが、両部で主要事業以外の総事業数を教え

てもらえますか。

○屋比久盛敏商工労働部長 主要施策の中でも細事

業というものがありまして、それに主要施策ではな
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い他の事業があるものですから、そのカウントの仕

方によって―トータルの数字は今持っていないとい

うことでございます。

○平敷達也観光政策課長 文化観光スポーツ部全体

の事業は128あります。うち、主要施策と言われてい

る事業が41ということになります。

○西銘啓史郎委員 同じように、商工労働部は持っ

ていないのですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 今、産業政策課で計算

しているところなので、後ほどお答えいたします。

○西銘啓史郎委員 また両部にまたがる質疑ですが、

主要施策の中でソフト、ハード以外の事業を目次に

沿って教えてください。

○喜友名朝弘産業政策課長 まず、先ほどの事業数

からお答えいたします。計算しましたところ、平成

30年度で211事業ございます。

○西銘啓史郎委員 私は平成29年度の話をしている

のです。それはまた後で。

○平敷達也観光政策課長 目次の中で、県単事業を

申し上げます。５番、27番、28番、32番、37番、39番、

41番でございます。

○西銘啓史郎委員 同じように商工労働部は―僕な

りに調べているのですが、後ほど、平成29年度の総

事業数を教えてください。何が言いたいかというと、

全体の事業の中で主要事業がどれぐらいの比率なの

かを見たかったのです。両部にまたがって見ると、

まず、商工労働部は主要事業の支出計画を計算して

みると288億円あるわけです。支出済額が397億円で

す。ということは、残り110億円ぐらいをほかの事業

で使っているわけですよね。その中身がどんなもの

なのか知りたかったのが１つ。文化観光スポーツ部

で言えば、支出済額113億円のうち60億円が主要事業

です。ですから、半分なのです。それ以外にほかの

事業があるだろうということで、それらのポイント

があれば聞きたかったのです。そして、交付金を利

用している事業がどれだけあるかというと、商工労

働部はほとんどです。53事業のうち43事業がソフト

交付金、ハード交付金を使っているわけです。です

から、一括交付金が減ったときに、この事業の中身

が変わるのか、額が減るのか、平成33年度までの間

に変わってくるではないですか。それを心配してい

るのです。次年度の一括交付金の予算要求もこれか

らしっかりやるのでしょうが、いろいろな大事な事

業の予算が獲得できないと大変だといういうことを

申し上げたいわけです。皆さんが主要事業に上げて、

各企業、中小企業、または観光関係を支援するため

の事業の予算が獲得できないと大変になるので、そ

こをしっかり認識した上で主要事業の中身をきちん

と精査してほしいということと、予算の確保にはしっ

かり努力してほしいということを要望として上げて

おきます。

次に、217ページの再生医療産業活性化推進事業で

すが、どこか民間の支援をしているのですか。内容

をお願いします。

○神谷順治ものづくり振興課長 事業の委託先につ

きましては、琉球大学医学部を中心とした再生医療

産業活性化推進事業運営共同体、いわゆるＪＶを組

んでやっております。共同体の構成員としては、琉

球大学医学部のほか、これまで再生医療の研究に携

わってきた国立生育医療研究センターや国立研究開

発法人、産業技術総合研究所など、５団体で構成さ

れております。

○西銘啓史郎委員 これに民間は入っていませんか。

○神谷順治ものづくり振興課長 民間としては、東

京のバイオベンチャー企業でセルソース株式会社、

それから、一般社団法人トロピカルテクノプラスが

入っております。

○西銘啓史郎委員 この決算7300万円はどこに対し

て支払っているのですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 一般社団法人トロ

ピカルテクノプラスが事業の実務面の総括を行って

いるところで、ここに契約してお支払いしていると

いうことです。

○西銘啓史郎委員 琉球大学のそばにロート製薬が

つくった幹細胞の研究棟がありますよね。そこは今、

どこの資産になっていますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 建物そのものは

ロート製薬が琉球大学に寄贈しております。ですか

ら、今は琉球大学の建物と認識しております。

○西銘啓史郎委員 僕も現場を見にいきました。一

つ腑に落ちないのが、建物は民間がつくって、そこ

に事務所があるわけですよね。なぜ賃料を取るので

すか。

○神谷順治ものづくり振興課長 その中で、再生医

療の機械―ＣＰＣの維持管理費用として琉球大学が

取っていると聞いております。

○西銘啓史郎委員 今は、賃料の話です。

○神谷順治ものづくり振興課長 それは把握してい

ません。琉球大学に聞かないとわかりません。

○西銘啓史郎委員 これは琉球大学とその企業の契

約ということでいいですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 そのとおりです。

○西銘啓史郎委員 次は視点を変えて、今までいろ

いろな形で医療の支援や、研究施設でお金を出して
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研究して、３年たったら帰ると。実になったものが

どれだけあるかわかりませんが、一番大事だと思う

のは、民間に対して県が一緒になってやったり、大

学と企業をいろいろ合致させても、それが事業とし

て実を結ばないと、極端な話、研究の費用援助はも

らったが、成果が出ないまま３年で終わって帰ると

いうことがないのか。この事業もそうですが、研究

するのはいいのですが、研究しっ放し―例えば、県

から支援をもらって３年間研究しました。３年終わっ

たら、研究も終わりなので帰りましたという事例は

ないのかということです。

○神谷順治ものづくり振興課長 当該事業も含めて、

県が事業を計画するときには、県益として沖縄県に

事業費なり何なりが落ちるような形で制度設計をし

ております。ですから、この事業も含めてですが、

例えば、誘致した企業がこの賃貸工場の中に入って、

連携しながら事業を進めていくということで我々は

考えているところでございます。

○西銘啓史郎委員 いろいろな研究を支援すること

も大事ですが、結果的にそれが実を結ぶようなもの、

または事業化できるなど、そういうことにならない

と、言葉は悪いですが、支援だけもらっていなくなっ

て何も残らなかったということがないように、そこ

はしっかりしてほしいと思います。

次に、238ページ、県単融資事業についてです。こ

れは昭和47年からの事業と聞いていますが、当初、

開始した理由と累計の融資額について教えてくださ

い。

○友利公子中小企業支援課長 本事業が始まった経

緯ですが、中小企業の事業活動に必要な資金の融資

の円滑化を図って、県内中小企業の振興に寄与する

ことを目的に開始しております。県内中小企業は、

他県と比較して経営基盤が脆弱で、信用リスクの観

点から、民間金融機関から積極的に融資を受けるこ

とができず、資金調達力に乏しいため、セーフティー

ネットの観点からも県単融資事業を行う必要があり

ました。昭和47年度の制度開始以来、平成29年度ま

での融資の実績ですが、件数で４万8503件、金額で

3000億8255万2000円に上ります。

○西銘啓史郎委員 貸し付けした後の回収ですが、

いわゆるずっと逃げて回収漏れなど、そういうもの

はありましたか。

○友利公子中小企業支援課長 債権回収ですが、こ

ちらは金融機関と業者との関係になりますので、県

が債権回収にかかわることはなく、代位弁済という

形で保証協会が代位弁済をした分の損失保証契約を

県と保証協会で結んでおりますので、県が損失補償

をした後も債権回収があった場合は、保証協会が回

収金を県へ納付するというシステムで動いておりま

す。

○西銘啓史郎委員 ということは、中小企業が金融

機関に申し込むという理解でいいですか。

○友利公子中小企業支援課長 金融機関に直接申し

込むものもありますし、商工会などのあっせん機関

を通して申し込むケースもあります。資金によって

異なります。

○西銘啓史郎委員 申し込みの流れと審査、決定、

融資までの期間がよくわからないのですが、民間の

金融機関に借りるよりは、申し込みから融資までの

日数が短いとか、そういったメリットがあるのでしょ

うか。

○友利公子中小企業支援課長 直接、金融機関へ申

請した場合の標準処理期間は３週間で、商工会とあっ

せん機関を経由する場合の標準処理期間は１カ月と

なっております。

○西銘啓史郎委員 そうすると、民間の金融機関の

ほうが早いということですか。

○友利公子中小企業支援課長 直接、金融機関に申

し込みする場合の標準処理期間としては短いという

ことになります。

○西銘啓史郎委員 それでは、この132億円の決算額

は金融機関に払った額という理解でいいですか。

○友利公子中小企業支援課長 金融機関に払った金

額ということになります。

○西銘啓史郎委員 私が中小企業者としたら、申し

込みをして金融機関から借り受けをして、返済も全

て金融機関にするわけですよね。民間でも大分金利

が下がっていると思うのですが、これをずっと継続

するメリットはどういうところにあるのかがよく見

えなくなって―金利が低いとか、こういうものは全

く関係ないですか。県が取り決めて貸せるわけでは

ないですよね。ですから、これはあくまでも金融機

関と県の関係ですよね。

○屋比久盛敏商工労働部長 県は県の持ち分で五、

六十億円で、これは金融機関でそれぞれ分配してい

ます。我々は利子を取らずに預けますので、それに

対して金融機関は協調融資ということで2.6倍ぐらい

つけるわけです。それで150億円ぐらいが資金として

あるわけです。そういう意味で、彼らは我々から無

利子の資金をとれますので、それで金利が安くなっ

て、貸しやすいと。しかも、保証協会の保証をつけ

るので、金融機関が貸しにくい案件も回ってくるわ

けです。そこで保証協会が生きてくるわけですが、

その中で確かに焦げつきも出てくるわけです。４％
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ぐらいが出てきて、代位弁済した分について、今度

は県がある程度保証していくというスキームでやっ

ております。

○西銘啓史郎委員 先ほど昭和47年から４万8000件

ぐらいと言われましたが、これは１企業が２回も３回

も融資を受けられる仕組みですか。

○友利公子中小企業支援課長 １企業で回数制限は

ございません。

○西銘啓史郎委員 融資を受けている業種別の比率

はわかりますか。

○友利公子中小企業支援課長 昭和47年度からの累

計ではなく、去年の融資の範囲でお答えいたします。

去年は1137件の実績でございますが、多い順から建

設業361社、サービス業273社、卸売小売業199社、そ

の他191社、運輸通信業60社、製造業51社、ガス供給

業２社という内訳になっています。

○西銘啓史郎委員 この比率は、毎年余り変わらな

いですか。

○友利公子中小企業支援課長 上位の２つは同じよ

うな形で、建設業、サービス業の順位は変わらずと

いうところです。

○西銘啓史郎委員 要は、そういう業者の方々が県

単融資事業を評価して使いやすいということがあれ

ばいいのですが、もしこの辺の声を聞いていて、今

後、改めるところがあれば、ぜひその辺も調整して

もらいたいです。制度改正を行い続ける必要がある

という話もありましたので、これについては要望だ

けで結構です。

219ページ、企業誘致促進について、１億5000万円

ぐらいの決算額ですが、１から５までの決算額を教

えてください。

○平田正志企業立地推進課長 企業誘致促進につい

ては、事業内容の１が一つの事業でございまして、

その中でセミナーや説明会などの事業を実施してい

るということでございます。ですから、決算額とし

ては、当初予算額１億5390万7000円に対して、１億

5003万6000円という決算額になるかと思います。

○西銘啓史郎委員 要は、括弧１から５までの明細

はわからないということですか。

○平田正志企業立地推進課長 沖縄県投資環境プロ

モーション事業については、一つの委託事業として

実施している内容になっておりまして、個別の予算

額、決算額については捉えていないところでござい

ます。

○西銘啓史郎委員 これはどこかに委託しているの

ですか。

○平田正志企業立地推進課長 公募に基づいて委託

をしている事業になります。

○西銘啓史郎委員 県民の税金ですから、１億5000万

円の明細がわからないのはどうかと思います。それ

がわからないと、これが適正かどうかがわからない

わけです。仮に３回セミナーに1000万円使いました

と。場所はどこかわかりませんが、それが適正かど

うかが審査できないではないですか。

○平田正志企業立地推進課長 当然、委託事業の精

算においては、各受託事業者から各実施事業の実績

を報告いただきまして検査をしているところでござ

いますので、明細についてはあるのですが、現時点

で手元にそれを持っていないということで御理解い

ただければと思います。

○西銘啓史郎委員 次年度以降は、可能な限り決算

の明細を出すようにしてください。そうしないと評

価ができないのです。１億5000万円使いました、中

身はわかりません、我慢してくださいというわけに

はいかないと思います。もう一つ聞きますが、企業

誘致活動を実施するということで、平成26年度から

続いていますが、平成26年度から平成29年度まで続

けた中で実際に誘致できた件数を教えてください。

○平田正志企業立地推進課長 プロモーション事業

は継続的にやっておりますので、その年度において

誘致した企業が当該年度に立地するというものでは

なく、継続的な接触の中で立地していただくという

ところでございます。その結果として―これは旧う

るま地区で把握しておりますが、新規立地企業とし

て平成26年度は11社、平成27年度は16社、平成28年

度は６社、平成29年度は11社、平成30年度は10月１日

時点で８社となっております。

○西銘啓史郎委員 進出した企業は全部で50社ぐら

いありますが、今もきちんと残っていますか。要は、

撤退していないかどうかを聞きたいのです。

○平田正志企業立地推進課長 企業においては、経

済動向を踏まえて企業活動をするところがございま

すので、当然、一部撤退する企業も出てきます。そ

れについては、新たに企業誘致をして企業数をふや

す取り組みをしているところでございます。

○西銘啓史郎委員 先ほどのものづくり振興課と一

緒なのですが、誘致をして継続的に残ってもらうよ

うな制度として、どこに不備があるのか。単純に民

間の環境だけで撤退するのかどうかはわかりません

し、もちろんいろいろな事情があるとは思いますが、

ここにとどまって沖縄県の経済に寄与してもらうた

めには、いろいろなことを考えて、それで雇用が発

生したりするわけなので、ぜひ担当課として企業の

立地を推進した後に継続できるようなところまでき
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ちんとチェックをしてほしいと思います。

○平田正志企業立地推進課長 企業が沖縄でビジネ

スをしようとする場合に一番課題になるのは、物流

コストになろうかと思っております。これについて

は、県でも一定の規模について補助をする等の取り

組みをしているところでございますが、最終的には

物流の基盤ができて、補助等がなくても民間レベル

で着実にビジネスが回せるような体制を構築するこ

とが重要かと思います。それには、企業の集積によっ

て一定の貨物量等の確保によって物流インフラが整

備されるという流れの展開が必要になろうかと考え

ております。

○西銘啓史郎委員 255ページ、職業能力開発の充実

について、先般、私も具志川の職業能力開発校を見

てきました。本館の建てかえということで相当古い

建物でしたので、平成30年竣工と聞いています。そ

この校長といろいろな話をする中で、これは浦添の

職業訓練校も一緒だと思うのですが、職業訓練校で

資格を取った方が給与の関係で県外に就職するケー

スも多いようです。これはもちろん本人の就職の意

思ですから、何も沖縄で就職する必要はないにして

も、県の税金を使って訓練をして県の中で働いても

らいたいのですが、これを何とかする方法はないで

すか。

○宮平道子労働政策課長 訓練科によっては、委員

がおっしゃったように処遇の問題が一番大きいとい

うことで県外就職も多いと聞いております。取り組

んでいることとしては、求人開拓員を配置しており

ますので、地元企業で開拓をしていくということに

なるかと思いますが、それ以外に特に県外、県内を

分けてという取り組みはしていない状況でございま

す。

○西銘啓史郎委員 もちろん職業は自由なので、必

ずしも県内にとどまらなくていいにしても、少なく

とも県の税金を使って育てた皆さんが全部県外に

行ってしまうのは―これは浦添の整備の方々でも

あったと思います。なるべく沖縄に残れるような仕

組みを、もちろん民間側も努力しなければならない

と思うのですが、県としてこういったものも含めて、

せっかく訓練校で育った人間が全部県外に行ってし

まうと、ただでさえ労働力不足だと言われているの

にもったいないではないですか。その辺の仕組みが

できるのかどうかわかりませんが、ぜひ検討してほ

しいと思います。

次に、288ページの観光危機管理支援対策事業につ

いて、お願いします。先ほど説明がありましたが、

地震、津波、航空機事故、台風、あとはいろいろな

疾病があって、たしかことしは、はしかがありまし

たよね。コンベンションビューローも一生懸命になっ

て、終息宣言をしていたと思うのですが、これは目

に見えないものなので観光客も非常に不安になるで

はないですか。この辺の危機管理はとても重要だと

思っておりまして、水際で防止する方法や、発生し

た場合のやり方について、部としてどのように強化

を考えているのですか。

○糸数勝観光振興課長 今回、台湾の方がはしかに

かかって、沖縄で観光されたことで広がったと理解

しております。水際ということでは、実際にはなか

なか難しくて、体温が上がっているなどといったも

のを見つけられたらいいのですが、通過する可能性

も十分あるということで、どうしても観光事業者及

び県民が予防接種をしてうつらない、うつさないと

いうことがもっとも効果的だと言われております。

○西銘啓史郎委員 次に、314ページの沖縄県空手振

興事業ですが、第１回国際大会について、評価と課

題があればお願いします。

○山川哲男空手振興課長 これまで沖縄県において

は、世界大会と名のつくものが過去４回行われてき

ているのですが、その大会は復帰何十周年記念イベ

ントや県立武道館落成記念式典、沖縄伝統空手道振

興会設立記念という主要な行事の附属のイベントと

いう形で行われて、単発で終わってきています。そ

こで今回、県では沖縄の伝統文化である空手を保存、

継承、発展させるために、あえて第１回と銘打って、

第２回、第３回と重ねていきたいと思っております。

大会に関しましては、延べ人数で3215人、実人数に

いたしまして1635人、そのうち海外から848人という

ことで、これまで県が開催してきた大会の中では過

去最大の規模を誇りました。また、今回の大会では

流派別の型トーナメントを行った結果、これまで同

一流派ながら各会派に分かれてなかなか意見交換が

行われてこなかったという実情があったのですが、

この大会を大成功させるということで、県内空手界

が一枚岩となってさまざまな意見交換を重ねながら

これだけの規模の大会に導いたということは、成功

の要因であったと考えております。ただ一方、多く

の人数が来たということで、大会運営上のスタッフ

の確保に難渋しました。また、このとき高校の空手

部がインターハイとかち合ったものですから、空手

部の子供たちの応援も得づらいという状況がござい

ました。今後、さらに大会を大きくしていきたいと

考えておりますので、選手を呼ぶだけではなく、競

技運営も充実させていく必要があると考えておりま

す。
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○西銘啓史郎委員 夏場に開催するのがいいのか、

先ほどのインターハイや飛行機の混みぐあいなど、

いろいろ再考する余地はあると思っています。です

から、次回以降も充実させるために、今出た課題を

クリアできるようにしっかり取り組んでほしいと思

います。

279ページの教育旅行推進強化事業について、修学

旅行フェアなどの開催はオフラインの県でもやって

いますか。要は、飛行機が飛んでいない県でもやっ

ているかということです。

○糸数勝観光振興課長 修学旅行フェアは、東京と

大阪のみで実施しております。

○西銘啓史郎委員 そこに近隣の県が来るという形

ですか。

○糸数勝観光振興課長 そうなります。

○西銘啓史郎委員 沖縄県以外の46都道府県で、沖

縄に修学旅行で来ている県ごとの数字は把握してい

ますか。

○糸数勝観光振興課長 把握しております。

○西銘啓史郎委員 ちなみに、長野県は何校ありま

すか。

○糸数勝観光振興課長 平成29年で55校、１万842人

です。

○西銘啓史郎委員 55校というのは何％ぐらいです

か。

○糸数勝観光振興課長 2.2％です。

○西銘啓史郎委員 この間、長野県議会の議員が来

ていて、ある方の紹介でお会いしました。向こうの

言い分では、長野県の９割は沖縄県に来ているとい

う話がありました。そして、長野と沖縄をもう少し

交流させたいという話もあって、オンラインの県で

はないので飛行機ではなかなかなのですが、そういっ

た相談を受けたものですから、地元のスポーツ交流

も含めて考えましょうという話で終わったのです。

ですから、修学旅行の実績は把握していなかったの

ですが、そういうオフラインの県に対してもきちん

とアプローチしなくてはいけないと思ったので、そ

こはあえて提言しておきます。

278ページの観光誘致対策事業ですが、この事業の

中には沖縄ナイトｉｎ東京や大阪、海外も入ってい

ますか。

○糸数勝観光振興課長 海外・国内の沖縄ナイトは

全て入っております。

○西銘啓史郎委員 平成29年度の決算額として、東

京、大阪は幾らか教えてください。

○糸数勝観光振興課長 沖縄ナイトごとではないの

ですが、国内・国外では分けております。国内での

沖縄ナイトが2891万5840円です。

○西銘啓史郎委員 100万円単位でいいです。

○糸数勝観光振興課長 国内での沖縄ナイトが

2891万円、海外が1300万円です。

○西銘啓史郎委員 国内は東京、大阪のみですか。

○糸数勝観光振興課長 福岡も入っております。

○西銘啓史郎委員 海外はどこですか。

○糸数勝観光振興課長 韓国、台湾、香港です。

○西銘啓史郎委員 これも私は何度も提言している

のですが、東京、大阪のビッグ市場は、もういいで

す。それよりもオンラインのエリアとして、広島や

岡山などいろいろなエリアに仮に30路線あれば、そ

こに100万円ずつで3000万円です。そういうことをし

てほしいのです。東京、大阪でやるなということで

はありません。そのかわり、オフラインのところも

しかりですが、今は東京、大阪などのビッグマーケッ

トに対して実施することだけが目的になっているよ

うな気がするのです。参加者に聞いてください。恐

らくマンネリ化していると思います。東京、大阪な

どのビッグマーケットで、知事が来て、踊りがあっ

て、ぜひお願いしますというのは、私は役割を終え

たと思っています。ですから、ほかのオンラインの

路線で九州の各路線やほかの地域に対して、規模は

小さくてもいいので、そういったイベントをして来

てもらうということも大事だと思います。ぜひ次年

度以降、皆さんの中で執行を検討してみてください。

これは沖縄観光コンベンションビューローに委託し

ている事業ですか。

○糸数勝観光振興課長 そうです。

○西銘啓史郎委員 それも含めて、ぜひプロモーショ

ンをすることが目的にならないように、長野県の高

校が９割も来ているなんて私は知らなかったですし、

我々が知らない学校で頻繁に来ているところもある

かもしれません。そこに対して何らかのプロモーショ

ンをして、双方に行ってもらうということも含めて、

それが路線の維持や地域との継続したつながりがで

きると思いますので、そこはぜひ検討してください。

最後に１点、286ページの旭橋再開発地区観光支援

施設設置事業の件で、この間オープンしましたが、

部長、その後、オープン日以外に行きましたか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 それ以来は

行っていません。

○西銘啓史郎委員 観光案内所はどこに委託してい

ますか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 株式会社ＪＴ

Ｂ沖縄でございます。

○西銘啓史郎委員 これは公募で決まりましたか。



－229－

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 公募により決

定しております。

○西銘啓史郎委員 私もきのうの夕方に行ってきた

のですが、まず１点目に、県庁から行くと駐車場に

右折で入れないのです。ぐるっと回って大変でした。

あとは案内表示板が少な過ぎてわかりません。駐車

場から出ると一旦外に出るのです。そして、中に入っ

て２階に行くと、観光案内所も県立図書館もまだ中

は見られなかったのですが、もう一つは商業施設で

す。おもしろいアイスクリーム屋などもあったので

すが、もう少しいろいろテナントを―今から再公募

できないにしても、それも含めて、ぜひ表示はわか

りやすくしてください。

○瑞慶覧功委員長 山川典二委員。

○山川典二委員 201ページ、アジア経済戦略構想推

進・検証事業についてですが、アジアというのはど

こからどこまでですか。

○仲榮真均アジア経済戦略課長 アジア構想の中で、

特にアジアというものを国をもって定義はしており

ませんが、主に東南アジアからＡＳＥＡＮの地域を

アジア構想の中ではアジアと認識しております。

○山川典二委員 釈迦に説法かもしれませんが、ア

ジアはユーラシア大陸、そして、ヨーロッパ以外の

中近東や中国も含めた地域をいうらしいのですが、

今おっしゃったように、東南アジアとＡＳＥＡＮは

イコールですから、むしろ東アジアや東南アジア、

南アジアなど、幾つか分布があると思いますが、県

がターゲットにしているアジアを具体的に細かく

言ってもらえませんか。何カ国ぐらいあって、どこ

の国で人口がどれぐらいあって、ＧＤＰがどれぐら

いあるか。そこまでは聞きませんが、そういったざっ

くりとした中でのアジア経済戦略構想は、そろそろ

見直しをしたほうがいいのではないかと。具体的に

国ごとの戦略も含めて議論をして、ピンポイントで

事業をすることも必要だと思うのですが、いかがで

すか。

○仲榮真均アジア経済戦略課長 おっしゃったよう

に、定義ではアジアでございますが、アジア構想で

目指しているのは推進機能の中でプラットフォーム

沖縄というものでございまして、向こう側に沖縄の

拠点をつくるということから始めると。この基点が

５つの海外事務所になっておりまして、具体的に申

しますと北京、上海、台北、香港、シンガポールの

５都市です。加えて、海外事務所のほかに委託駐在

員を配置しております。これが現在６カ所ございま

して、タイのバンコク、フランスのパリ、オースト

ラリアのシドニー、インドネシアのジャカルタ、昨

年度配置しましたベトナムのホーチミン、平成30年

度から配置しましたマレーシアのクアラルンプール

となっております。ここを基点としてアジア構想を

進めていきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、山川委員からそれらの都市の人

口は計算したかとの質疑があり、アジア経

済戦略課長から都市ごとの人口は集計して

いないが、日本を含むＡＳＥＡＮを中心と

した20億人をターゲットとして捉えている

との答弁があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

山川典二委員。

○山川典二委員 休憩中に、20億人の中国も含めた

アジアの国々をターゲットにしたアジア戦略構想を

堅持して、これからもやっていくというお話がござ

いましたが、それはそれで大きな目標としてはいい

のですが、限られた県の予算の中で、幸いなことに

インバウンドの皆さんも右肩上がりで急上昇してい

ますよね。１位が台湾であり、中国や韓国など―私

が言いたいのは、総花的にやることも一定の必要性

があるかもしれませんが、もうそろそろ対象国を絞

り込んで、もう少し具体的に交流するとか、事業の

交流をするとか、そういうことが必要な気がするの

です。そういう議論は皆さんの中ではされていない

のですか。

○仲榮真均アジア経済戦略課長 委員のおっしゃる

ように、総花的にやっていくのではなく、限られた

予算、資源、人的なものも含めて、一つの部内の考

え方としては、歴史的にも距離的にも近い台湾と商

流、物流、県産品の販路拡大も含めてモデルケース

をつくって、この成功モデルをほかのアジアの地域

に当てはめていくという考え方でございます。

○山川典二委員 例えば、中国の市場を狙っていく

場合は、台湾と企業間で提携をして合併会社をつく

るとか、事業の連携をして大陸に入るということが、

これまでも成功の確率が高いのです。ですから、九

州の企業の皆さんが、銀行まで沖縄に支店を設けて

入り込んでくるというのは、ある意味、沖縄を一つ

のプラットフォーム的な拠点としてアジアへ展開し

ていくということで、彼らとも意見交換をする機会

があったので確認したのですが、やはり台湾の企業

と連携したほうがはるかに大陸の企業進出の成功の

確率が高いということで、そういうことをしっかり

とやっているわけです。その一助となるような役割

が沖縄県としてアジア戦略構想の中にあると思うの

です。そういうことも含めて、台湾とのモデル事業
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のケースをしっかり構築することは非常に大切なこ

とだと思っています。それと同時に、先ほど対象国

を絞り込むという話をしたのは、例えば、インドネ

シアにネットワークの事務所が配置されていますが、

インドネシアだけでも２億6000万人の人口がいます。

しかし、インドネシアは御存じのようにイスラム国

家です。マレーシアもそうですが、ある意味、イス

ラムの中心地はマレーシアのクアラルンプールであ

り、あるいはインドネシアなのです。そういう意味

では、イスラム教徒―ムスリムの皆さんの生活慣習

や食生活は日本とは違う場面もありまして、その部

分がイスラム教徒の観光客が苦労しているところな

のです。ですから、ムスリムを対象にした今後５年

間の計画として、何人ぐらいの観光客を受け入れる

場合、食生活や調理場など国の認証を受けないとい

けないような制度もありますので、そういうものを

沖縄のレストランや食事を提供する食品工場などま

できめ細かく精査をしながら受け入れの準備をする

ということも含めて、今後はしっかりと対象国をター

ゲットにして、何年計画になるかはわかりませんが、

そういう形で受け入れをする、あるいはそれにつな

がってシステムキッチン的にこちらからアジアのイ

スラム国に提供していくような将来の事業展開も含

めて、幾つかめり張りはあるかもしれませんが、そ

ろそろそういう具体的なものをつけていくことが非

常に重要な気がするのです。今、インバウンド最高

ということではなくて、今後のアジア経済戦略構想

の大きな骨子の一つとしてきめ細かくやるべきだ思

うのですが、この辺はいかがですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 確かに山川委員がおっ

しゃるとおりだと思いますし、これが始まった段階

では、ＭＯＵや覚書のようなものをつくって、それ

でまず行動しようという大きな話でやってきており

ました。ただ、具体的なものを結ばないと、この経

済構想も実を結ばないということになりますので、

我々もある程度実証実験という形をいろいろとりな

がら、それぞれの国々にあったネタとして、例えば、

ベトナムであれば情報系が相性がいいとか、台湾で

あれば中国に入りやすいとか、そこら辺は三角貿易

の実証という形で実験を始めております。これから

はそれらを一つ一つ実を結ばせていくことが大切だ

と思っておりますし、セントラルキッチンという発

想であれば我々がやるかもしれませんが、その中で

ハラール認証もとりながら、その地域に対してはそ

ういう事業を起こすということは考えていくべきだ

と思っています。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 インバウンド

の数はふえておりますが、主流はまだ北東アジア、

東アジア、中国、韓国、香港、台湾、いわゆる非ム

スリム圏なので、マーケットの多角化が我々の大き

な課題ということからすると、昨年、シンガポール

とタイに直行便ができましたので、そういった意味

では次のターゲットは東南アジアです。東南アジア

は、委員のおっしゃるとおりイスラム諸国なので、

誘客するに当たってはきちんとした備えをしなくて

はいけないということで、いろいろなセミナーや、

実際にイスラムの方に来ていただいてどういうとこ

ろが課題となるかというムスリム観光客の対応など

をしっかり行いながら、観光に関してもきちんと対

応していきたいと思っております。

○山川典二委員 それから、シンガポールを初めア

ジアの中華人の８割、９割、ほとんどは福建省の福

建語を話します。そういう意味で、ワールドワイド

なビジネスの構築もできて、世界各国につながって

いますよね。沖縄県は福建省との交流事業など、い

ろいろなつながりがありますので―福建の華僑総会

というものがありまして、世界中の福建のビジネス

マンを初め、ある程度皆さんの動きを把握していま

す。そこにはアジアで成功しているビジネスマン、

あるいは政界にも官界にも活躍している人がたくさ

んいらっしゃいますので、その辺をもう少し連携し

て、沖縄の発展のために活用することが必要だと思

いますが、そういうことをされたことはありますか。

○屋比久盛敏商工労働部長 私は十数年前、その会

に参加しまして、ジャパニーズグループで行こうと

したのですが、そこからノーと言われてオーストラ

リアグループに入れられまして、中国の中で大行進

をしました。確かにあれはすごいです。全世界から

5000名ほど来て、しかも、その土地が誘致するとい

うことは彼らは必ずそこに何十億円を投資していく

ので、誘致合戦になりました。本当は２年に１回、

他国に行くものを国内で回っていました。それを沖

縄県に誘致しないかという取り組みを十何年前にし

たのですが、日本国内に呼ぶのもなかなか大変だと。

そういう意味で、もう少しここら辺に中華系の人が

強くなってくれば呼べる可能性も出てきて、再チャ

レンジする意味合いはあるかと思っております。

○山川典二委員 ぜひもう一回、トライしてくださ

い。今、いい意味で機が熟している感じがします。

次に、232ページの琉球泡盛県外展開強化事業につ

きまして、新聞でもアイスランドに持っていくとい

う話がありますが、平成29年度現在の生産量、生産

額、そして、ピーク時と比べてどれぐらい減ったの

か教えてください。
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○神谷順治ものづくり振興課長 まず、ピーク時で

すが、平成16年度で生産量２万6838キロリットル、

出荷数量が県内県外を合わせて２万8681キロリット

ル、平成29年度の実績は、生産量が１万4678キロリッ

トル、出荷数量が１万8229キロリットルでございま

す。ピーク時の平成16年度からすると、県内が大体

30％減、県外が50％減となっております。

○山川典二委員 かなり減っていますが、いろいろ

な業界の皆さんが努力していますので、時間がない

のでこれだけにしておきます。

次に、252ページ、技能五輪・アビリンピック全国

大会推進事業について、いよいよ２日から始まりま

すが、現況と、終わった後に技術の集積といいます

か、ノウハウがどのように展開していくのかについ

て教えてください。

○仲里勉技能五輪・アビリンピック準備室長 いよ

いよあさってから、技能五輪が来週の月曜日まで開

催されることとなっております。６市の14会場にお

いて、本県初となる技能五輪・アビリンピックが64競

技開催されます。沖縄大会に出場する選手は、技能

五輪が31職種111名、アビリンピックが19種目29名、

合計140名と過去最高の選手数となっており、昨年よ

りも２倍以上となっております。参考として、おと

とし、沖縄県が推進協議会の目標選手数を立ち上げ

たときには、技能五輪が100名、アビリンピックが

20名、合計120名で、これを20名上回る140名の参加

となっております。大会の広報につきましては、新

聞、テレビ、ラジオ等の活用、集客施設へのポスター

の掲示―イオン琉球や沖縄ファミリーマートなどに

御協力いただきました。また、大会のホームページ

やツイッターでの情報発信、祭り等イベント会場で

のＰＲなどを積極的に行いまして、周知を図ってき

たところでございます。現状としてはこのような形

でございまして、全国から3200名ほどの選手、関係

者が来県する予定となっており、企業関係者を含め

ると5000名余りの方々が沖縄に来県しますので、沖

縄にいい印象を持って、ぜひ今後の沖縄の活躍につ

なげていきたいと考えているところでございます。

今後の展開ですが、沖縄県のものづくり産業を発展

させていくために、学校を通じて小中学生の見学な

ども促しておりまして、これで職業観の形成を進め

ていきながら、今後の沖縄県のものづくり産業の契

機となるような大会にしたいと考えております。次

年度以降の継承事業につきましても、現在、庁内で

予算の調整をしているところでございます。

○山川典二委員 これをきっかけにということで、

本当に大きな起点になるかもしれませんので、ひと

つよろしくお願いします。大会もぜひ見学したいと

思います。

312ページ、2020東京オリンピック・パラリンピッ

ク選手輩出事業について、強化をしているというこ

とですが、具体的に説明をお願いします。

○金村禎和スポーツ振興課長 本県におきましては、

各競技団体の競技力を向上するために、沖縄県体育

協会を通して支援をしております。特に2020年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会に向けては、

県内から多くの選手を輩出するという目的で、トッ

プアスリートに対して支援を行っております。具体

的には、中央競技団体から強化指定されている選手

―28名を予定しておりますが、その選手に対して海

外での合宿や大会の参加、設備使用料等に対する助

成を行っているところでございます。そういったこ

とを含めて、2020年のオリンピックに向けて多くの

選手を輩出できるように取り組んでいるところでご

ざいます。

○山川典二委員 例えば、空手は金メダルがとれる

ところまで、これは感覚的にわかるのですが、それ

以外に支援している強化選手として、どういう種目

でどういう選手がいるのですか。

○金村禎和スポーツ振興課長 現在、県内からオリ

ンピックに出場できそうな有望な選手といたしまし

て、今おっしゃった空手の喜友名諒選手のほか、ウ

エートリフティングの糸数陽一選手、レスリングの

屋比久翔平選手、それから、ハンドボールや自転車

競技、体操にも有望と思われる選手がいらっしゃい

ます。そういった方々に対しても、この事業で支援

を行っているところでございます。

○山川典二委員 パラリンピックはいかがですか。

○金村禎和スポーツ振興課長 パラリンピック―障

害者スポーツの部分では、本事業で平成29年度は４名

に対して支援を行っております。具体的には、パラ

陸上やウィルチェアーラグビーなどの競技に対して

支援を行っているところでございます。

○山川典二委員 パラリンピックも含めて、メダル

の可能性としては、いますか。

○金村禎和スポーツ振興課長 空手の喜友名諒選手

は、現在、世界トップですので、期待できるという

ところと、糸数陽一選手も世界的に活躍をしており

ますので、期待できるのではないかと考えておりま

す。また、パラ陸上の上与那原選手も一度銀メダル

をとったことがございます。それから、仲里進選手

もウィルチェアーラグビーでメダルをとっておりま

すので、期待できると考えております。

○山川典二委員 民間の応援団体も含めて、今から
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県の応援団をつくる準備も必要だと思うのですが、

各種競技はたくさんありますが、有望な選手を支援

しているところはぜひ応援団を組むべきだと思いま

すが、いかがですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 ぜひそういっ

た競技団体とも調整しながら、しっかりと応援がで

きるように検討したいと思います。

○瑞慶覧功委員長 以上で、商工労働部及び文化観

光スポーツ部関係決算に対する質疑を終結いたしま

す。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（執行部退室。休憩中に特記事項について確

認した結果、提案はなかった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、11月５日 月曜日 正

午までに決算特別委員に配付されることになってお

ります。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、６日 火曜日の正

午までに政務調査課に通告することになっておりま

す。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 瑞慶覧 功
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平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 平成30年10月31日 (水曜日)

開 会 午前10時１分

散 会 午後４時10分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 平成 30 年 平成29年度沖縄県一般会計決算

第７回議会 の認定について（保健医療部所

認定第１号 管分）

２ 平成 30 年 平成29年度沖縄県病院事業会計

第７回議会 決算の認定について

認定第21号

３ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

年長委員 末 松 文 信君

委 員 新 垣 新君 照 屋 守 之君

次呂久 成 崇君 亀 濱 玲 子さん

比 嘉 京 子さん 平 良 昭 一君

金 城 泰 邦君

欠席委員

狩 俣 信 子さん 西 銘 純 恵さん

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である西銘純

恵さんは調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

医 療 企 画 統 括 監 大 城 博君

保 健 衛 生 統 括 監 糸 数 公君

保 健 医 療 総 務 課 長 長 嶺 祥君

医 療 政 策 課 長 諸見里 真君

健 康 長 寿 課 長 宮 里 治君

地 域 保 健 課 長 山 川 宗 貞君

衛 生 薬 務 課 長 玉 城 宏 幸君

国民健康保険課班長 山 内 昌 満君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 金 城 聡君

病 院 事 業 総 務 課 長 大 城 清 二君

病院事業総務課医療企画監 田 仲 斉君

病 院 事 業 経 営 課 長 山 城 英 昭君

病院事業経営課副参事 大 城 久 尚君

北 部 病 院 副 院 長 重 盛 康 司君

中 部 病 院 長 本 竹 秀 光君

南部医療センター・ 佐久本 薫君
こども医療センター院長

精 和 病 院 副 院 長 前 田 浩君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん

3ii4

○末松文信年長委員 ただいまから、文教厚生委員

会を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成30年第

７回議会認定第１号及び同認定第21号の決算２件の

調査、決算調査報告書記載内容等についてを一括し

て議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

まず初めに、保健医療部長から保健医療部関係決

算の概要説明を求めます。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部所管の平成29年

度一般会計の決算概要について、お手元にお配りし

ております歳入歳出決算説明資料に基づき、御説明

いたします。

資料の１ページをごらんください。

表の右端の欄には平成29年度沖縄県歳入歳出決算

書のページを記載しておりますので、御参照くださ

い。

それでは、歳入決算の状況について御説明いたし

ます。

表の一番上の保健医療部計の欄でございますが、

予算現額の計（Ａ）欄159億7468万1000円に対し、調

定額（Ｂ）欄は150億1731万4249円、そのうち収入済

額（Ｃ）欄が150億17万7601円、不納欠損額（Ｄ）欄

は２万4400円、収入未済額（Ｅ）欄は1711万2248円、

収納率99.9％となっております。

次に、歳入決算について、款ごとに主な内容を御

説明いたします。

文教厚生委員会記録（第２号）
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欄外に通し番号を振っておりますので、通し番号

に沿って、御説明いたします。

まず、通し番号４（款）使用料及び手数料の収入

済額（Ｃ）欄２億2442万4179円は、看護大学の授業

料収入などとなっております。

２ページをごらんください。

次に、通し番号13（款）国庫支出金の収入済額（Ｃ）

欄119億2176万5326円は、精神疾患を有する者及び難

病患者の扶助費に充てるために交付された負担金並

びに医療施設整備に対する補助金などとなっており

ます。

通し番号21（款）財産収入の収入済額（Ｃ）欄1191万

3990円は、健康づくり財団等への土地貸付料や基金

の運用益などとなっております。

次に、通し番号27（款）繰入金の収入済額（Ｃ）

欄22億2696万5578円は、離島や北部地域の医師確保、

医療体制整備等に要する経費に充当するため、保健

医療部で設置した各基金からの繰り入れとなってお

ります。

３ページをごらんください。

通し番号30（款）諸収入の収入済額（Ｃ）欄６億

1510万8528円は、病院事業会計等への貸付金の元利

収入などとなっております。

次に、収入未済額について御説明します。

恐縮ですが、１ページにお戻りください。

表の一番上、保健医療部計の収入未済額（Ｅ）欄

1711万2248円について、その主なものを御説明いた

します。

通し番号３（目）衛生費負担金の収入未済額（Ｅ）

欄473万8707円は、未熟児療育医療費負担金に係る収

入未済となっております。これは、平成24年度まで

母子保健法第20条の規定に基づき、県が病院等への

入院が必要な未熟児に対して行っていた医療費の給

付を行う事業において、扶養義務者から徴収すべき

自己負担金の徴収が滞り収入未済となったものであ

ります。

３ページをごらんください。

通し番号34（目）衛生貸付金元利収入の収入未済

額（Ｅ）欄850万9700円は、看護師等修学資金返還金

に係る収入未済額となっております。同資金は、看

護師免許を取得後、県内の指定施設に一定期間勤務

した場合には返還を免除しておりますが、県外への

就職、あるいは看護師を離職した場合などには返還

しなければならないところ、この返還が滞り収入未

済となっているものであります。

次に、歳出決算の状況について御説明いたします。

４ページをごらんください。

表の一番上、保健医療部計の欄です。予算現額の

計（Ａ）欄692億576万2000円に対し、支出済額（Ｂ）

欄は670億1985万996円、翌年度繰越額（Ｃ）欄は10億

3989万5000円、不用額は11億4601万6004円、執行率

は96.8％となっております。

次に、歳出決算の主な内容について御説明いたし

ます。

まず、通し番号１（款）民生費の支出済額（Ｂ）

欄355億7339万1231円は、主に後期高齢者医療広域連

合に対する負担金、市町村国保への交付金等に要し

た経費となっております。

次に、通し番号６（款）衛生費の支出済額（Ｂ）

欄299億4347万4983円は、感染症予防、ハンセン病や

結核対策、精神保健、母子保健、健康増進の推進、

難病対策、衛生環境研究所及び保健所の運営、食品

衛生、医務･薬務及び病院事業会計への繰出金に要し

た経費となっております。

６ページをごらんください。

通し番号34（款）教育費の支出済額（Ｂ）欄８億

3653万2782円は、看護大学の管理運営等に要した経

費となっております。

通し番号37（款）諸支出金の支出済額（Ｂ）欄６億

6645万2000円は、病院事業会計への新規貸し付けに

要した経費となっております。

次に、翌年度繰越額について御説明いたします。

恐縮ですが、４ページへお戻りください。

表の一番上、保健医療部計の翌年度繰越額（Ｃ）

欄10億3989万5000円について、その主なものを御説

明いたします。

５ページをごらんください。

通し番号26（項）医薬費の通し番号28（目）医務

費における医療施設近代化施設整備事業などとなっ

ております。繰り越しに至った要因は、もとぶ記念

病院の建てかえ工事に係る経費の補助を行う事業で

ございますが、硬質地質の地盤が想定した範囲以上

に及んでいたため、基礎工事に大幅な工期延長が生

じたことから繰り越したものであります。

次に、不用額について御説明いたします。

恐縮ですが、４ページへお戻りください。

表の一番上、保健医療部計の右から２列目の欄、

不用額の計11億4601万6004円について、その主なも

のを御説明いたします。

まず、通し番号１（款）民生費の不用額２億9609万

7769円でありますが、通し番号５（目）国民健康保

険指導費において、国民健康保険負担金補助金等事

業費における高額医療費共同事業負担金の算定の基

礎となる高額医療費の実績が見込みを下回ったこと
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により不用が生じたものであります。

次に、通し番号６（款）衛生費の不用額７億8491万

8017円でございますが、そのうち通し番号７（項）

公衆衛生費の不用額３億6098万2821円は、通し番号

12（目）精神衛生費において、精神障害者自立支援

医療費における医療費の助成実績が見込みを下回っ

たこと、それから通し番号13（目）母子保健衛生費

において、こども医療費助成事業における市町村の

補助実績が見込みを下回ったこと、及び５ページの

通し番号17（目）特定疾患対策費において、難病医

療等対策事業費における扶助費の実績が当初の見込

みを下回ったことにより不用が生じたものでありま

す。

また、通し番号26（項）医薬費の不用額３億6878万

4436円の主なものは、通し番号28（目）医務費にお

いて、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業

の補助申請の取り下げ等により不用が生じたもので

あります。

６ページをごらんください。

通し番号34（款）教育費の不用額6500万218円につ

いては、通し番号36（目）看護大学費で旅費や需用

費などの経費節減によるものであります。

以上で、保健医療部所管の平成29年度一般会計歳

入歳出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信年長委員 保健医療部長の説明は終わり

ました。

次に、病院事業局長から病院事業局関係決算の概

要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 病院事業局の平成29年度

決算の概要について、お手元にお配りしております

平成29年度沖縄県病院事業会計決算書に基づいて、

御説明申し上げます。

決算書の11ページをお開きください。

初めに、事業概要から御説明いたします。

事業報告書の１、概況の（１）総括事項について、

ア、沖縄県病院事業は、県立北部病院を初め、６つ

の県立病院と16カ所の附属診療所を運営し、イ、医

師や看護師等の医療技術員の確保とともに、施設及

び医療機器の充実を図るなど、医療水準の向上に努

めております。

エ、業務状況については、入院患者延べ数が66万

1449人、外来患者延べ数が76万7516人で、総利用患

者延べ数は142万8965人となり、前年度と比べて１万

4236人の減少となりました。

次に、決算について御説明いたします。

恐縮ですが、１ページにお戻りください。

まず、決算報告書の（１）収益的収入及び支出に

ついて、収入の第１款、病院事業収益は、当初予算

額に補正予算額等を加えた合計599億8351万2000円に

対して、決算額は541億6638万9506円で、差額は58億

1712万2494円となっております。その主な要因は、

第１項の医業収益において57億4148万7860円の差額

が生じたことによるものであります。

次に、支出の第１款、病院事業費用は、当初予算

額に補正予算額を加えた合計595億8855万2000円に対

して、決算額は570億6664万8797円で、翌年度への繰

越額が１億1691万5400円で、不用額は24億498万

7803円となっております。その主な要因は、第１項

の医業費用において22億4558万3620円の不用が生じ

たことによるものであります。

２ページをお開きください。

（２）資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、当初予算額に補正予算額等を加えた

合計143億2694万6000円に対して、決算額は62億

2985万9447円で、差額は80億9708万6553円となって

おります。その主な要因は、第１項の企業債におい

て62億3944万7000円の差額が生じたことによるもの

であります。

次に、支出の第１款資本的支出は、当初予算額に

補正予算額を加えた合計163億4975万8000円に対し

て、決算額は82億5074万2633円で、翌年度への繰越

額が80億4809万9828円で、不用額が5091万5539円と

なっております。その主な要因は、第１項の建設改

良費において5090万6209円の不用が生じたことによ

るものであります。

３ページをごらんください。

平成29年４月１日から平成30年３月31日までの損

益計算書について、１の医業収益は、入院収益、外

来収益などを合計した463億2795万5428円で、２の医

業費用は、給与費、材料費、経費などを合計した540億

5946万1283円で、１の医業収益から２の医業費用を

差し引いた医業損失は77億3150万5855円となってお

ります。

３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金、国庫補助金などの合計で70億3284万5817円となっ

ております。

４ページをお開きください。

４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した20億4669万5263円で、３の

医業外収益から４の医業外費用を差し引きますと

49億8615万554円の利益を計上しているものの、経常

損失は27億4535万5301円となっております。
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５の特別利益は６億8949万8436円で、６の特別損

失は16億3211万9538円であり、差し引き９億4262万

1102円の損失を計上しており、当年度純損失は36億

8797万6403円で、前年度繰越欠損金51億6006万6096円

を合計した当年度未処理欠損金は88億4804万2499円

となっております。

５ページをごらんください。

剰余金計算書について、表の右の欄、資本合計を

ごらんください。

前年度末残高30億9269万8843円に対し、前年度処

分額が０円、当年度変動額はマイナス36億8797万

6403円で、当年度末残高はマイナス５億9527万7560円

となっております。

下の欠損金処理計算書について、１行目、当年度

末残高の未処理欠損金は88億4804万2499円で、これ

につきましては全額を翌年度に繰り越すこととなり

ます。

６ページをお開きください。

平成30年３月31日現在における貸借対照表につい

て、まず資産の部における１の固定資産は、（１）の

有形固定資産、７ページの（２）の無形固定資産、（３）

の投資を合わせた合計で413億2681万6198円となって

おります。

２の流動資産は、（１）の現金預金、（２）の未収

金、（３）の貯蔵品などを合わせた合計で158億6153万

7911円となっております。

１の固定資産、２の流動資産を合わせた資産合計

は571億8835万4109円となっております。

８ページをお開きください。

次に、負債の部における３の固定負債は、（１）の

企業債、（２）の他会計借入金などを合わせた合計で

335億7289万7530円となっております。

４の流動負債は、（２）の企業債、（３）の他会計

借入金、（４）のリース債務などを合わせた合計で

104億4741万6106円となっております。

５の繰延収益で、（１）の長期前受金から（２）の

収益化累計額を差し引いた繰延収益合計は137億

6331万8033円となっております。

３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合

わせた負債合計は577億8363万1669円となっておりま

す。

９ページをごらんください。

資本の部における資本金合計は18億7858万4732円

となっております。

７の剰余金は、（１）の資本剰余金、（２）の利益

剰余金の合計でマイナス24億7386万2292円となって

おります。

６の資本金と７の剰余金を合わせた資本合計はマ

イナス５億9527万7560円で、これに８ページの下の

負債合計を加えた負債資本合計は571億8835万4109円

となっております。

以上で、平成29年度沖縄県病院事業会計決算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信年長委員 病院事業局長の説明は終わり

ました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）に従って行う

ことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取り扱い

等については、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑に際しましては、あらかじめ引用する決算資

料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しましては部局長が行い、それ以外はできるだ

け担当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思

いますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよ

ろしくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 八重山圏域の住民が待ちわびて

いた新県立八重山病院が、今月１日に開院いたしま

した。この新県立八重山病院の引っ越しの際には、

台風の影響等もあって、患者の移送及び医療機器の

移動等、本当に大変な御苦労があったのではないか

と思います。この新県立八重山病院を八重山圏域の

中核病院として、圏域内で完結できる医療体制が今

後ともより一層推進されることを期待しています。

新県立八重山病院の開院式典や祝賀会等でも、民

間病院の医師の皆さんから県立病院があるから離島

・僻地にある民間病院もやっていけるのだというこ

とをお聞きしました。基本的なことではあるのです
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が、県立病院と民間病院の違いは何か。また、公的

な医療機関としての役割は何かということを伺いま

す。

○我那覇仁病院事業局長 旧県立八重山病院は建設

から40年近くになっていて、建物の老朽化が特に進

んでいた病院でした。新県立八重山病院は大変立派

な病院で、県議会議員を初めとする多くの方もごら

んになったと思います。しかもその内容がすばらし

い。１つは、診療科において歯科口腔外科を新設し

たということです。また、八重山地域にはかつてな

かった全身麻酔が行えて、高齢者の需要などに対応

できるということ。それから、もともとあったので

すが、後期ケアのために６床が整備され、周産期医

療の充実が図ることができてきたと思います。

多くの機能で、県立病院と民間病院とでは差があ

ると思います。特に八重山地域では海域での事故、

潜函病があります。県立病院では初めてなのですが、

そういった患者さんに対して高気圧酸素治療装置と

いった医療機器を備えていると。

やはり八重山地域の中心となる病院として、基本

的には地域で解決をしたいと。24時間救急医療を担

うと。それから周産期医療、小児医療。たしか僻地

の診療所は４つ抱えていたと思いますが、それに対

する十分な医師の供給といったことなどがあります。

一言では言えないのですが、病院長も言っていると

おり、地元民間病院では対応し切れない需要に対応

し、いつでも安心して八重山地域の人々の安全・安

心を担う県立病院として今後ともやっていきたいと

考えております。

○次呂久成崇委員 この総合病院としての機能を考

えてみると、民間病院と県立病院の機能的な違いと

いうものはそんなにないと思います。沖縄県病院事

業会計決算審査意見書の４ページにもあるように、

県立病院というものは、救命救急医療、周産期医療、

高度・特殊医療、離島・僻地医療など、県民の生命

及び健康を守り、生活の安心を支える重要な役割を

担っていると。まさにそういうことだと思います。

県外の人口が多いところでは民間病院でも利用者数

が多いということで、採算が見込めることがあると

思うのですが、離島県である沖縄では、離島・僻地

の住民と都市部の住民との医療格差をなくすことが

重要です。そして医療水準の確保のために我々の血

税が投入されるということは、八重山病院を初めと

する県立病院はその役割、使命を果たすべきである

と思うのです。

まず、県立病院の運営状況についての見解をお聞

きします。それから各県立病院の経営評価や課題に

ついて各病院長に伺います。

○我那覇仁病院事業局長 平成29年度における、経

営改善の取り組みについて御説明いたします。

まず第１に、収益を確保するために、地域医療機

関への訪問や逆紹介などを行い、地域医療支援病院

という形で地域と連携すると。それから長期入院患

者の退院促進があり、これは地域と病病連携とか病

診連携の促進になります。また診療報酬制度におけ

る施設基準の取得に関しては全県で530ほどの施設基

準をとっていますが、毎年診療報酬を調べて、その

施設基準を確保していくことになります。それから

収支に関しては算定漏れの防止や査定・返戻の低減

に努めることで、患者数が確保されて、診療単価、

入院単価及び外来単価も若干上がってきております。

そういったことに努めて収益を確保していきたいと

思っております。

第２に、費用の縮減に関しまして、医師の当直に

係る勤務体制の調整や時間外勤務の管理が非常に大

きな課題になっています。これは勤怠管理も含めて、

医師の時間外勤務の管理に努めます。次に、材料の

一括交渉です。これはスケールメリットで多く買う

と安くなるという低廉な購入方法、それからジェネ

リック医薬品への切りかえも行ってまいります。そ

の他に、各種経費の縮減の取り組みや、給与費及び

材料費など経費の節減を図ってまいりました。その

結果、病院事業全体では入院患者数は減少したもの

の、診療単価は入院、外来ともに上昇し、医療収益

は増加し、材料費も低減しております。しかしなが

ら平成28年に労働基準監督署からの是正勧告によっ

て、医師の時間外勤務手当の支給が年間約８億6000万

円と大幅に増加し、病院経営に多大な影響を与える

ことになりました。また、昨年度は退職者の増加に

よって退職給与費が増加し、それから重油燃料の高

騰の影響などによって燃料費及び光熱水費も増加し

ており、これらは病院経営の悪化に影響を与える要

因となっております。加えて、離島を含む諸地域の

医師不足に対応する応援医師に係る報償費やシステ

ム保守等の委託費も増加しており、全体として病院

経営に係る費用を収益で賄うことができなかったこ

とが最も大きな問題であったと思います。

今後、県立病院全体が取り組むべき課題としては、

まず、医師等医療スタッフを確保すること。次に、

施設設備、医療機器等の老朽化への対策。また、医

師の勤務負担の軽減と増加した時間外勤務への対応。

さらに消費税の税率アップ、平成32年度における地

方公務員法の改正等への対応や法令遵守による経理

的な影響などがあると認識しております。
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○重盛康司北部病院副院長 本日、院長の久貝が医

師確保の用務のため県外に出張しておりますので、

かわって答弁させていただきます。

北部病院の運営状況でございますが、平成29年度

の決算で見ると、純損益で約３億9366万1000円の赤

字、経常損益は約２億9742万9000円の赤字でありま

した。その原因といたしましては、年度途中におけ

る退職した医師の補充ができず、外科救急において

週２日の夜間診療制限を実施したことが影響してお

ります。平成30年度も医師不足の状況は変わってお

りません。平成29年度と比較するとむしろ悪化して

おります。昨年度は週２日であった外科救急の夜間

診療制限についても、現在は週５日の制限で、実質

的には週２日だけの対応という形になっております。

外科以外でも、腎臓内科医の応援体制の縮小があり

まして、腎臓内科の新しい患者の受け入れが困難に

なるなど、診療制限を実施している状況です。今で

も外科の夜間救急受入制限は継続していますが、整

形外科の一部の患者であるとかの新たに対応できる

部分を探して徐々に門戸を開いていこうという計画

を進めております。

収益の確保に関しましては、入院の必要性を鑑み

ながら積極的な病棟、病床の活用を図っており、新

たな入院患者の確保に努めております。また地域包

括ケア病棟の効率的かつ効果的な運営に努め、増収

を図っております。

北部地域における地域医療支援病院として、地元

のクリニックや医療機関との連携を図りまして、地

域医療連携に注力しながら紹介率及び逆紹介率をと

もに高めていくなどして、その連携を深めていく所

存であります。

○本竹秀光中部病院長 平成29年度における中部病

院はかつてない赤字で、変なときに院長になったか

なと非常に後悔しているのですが、やはり内的な要

因と外的な要因で分けて考えないといけない。まず、

外的なこととして、一番大きなことは先ほど病院事

業局長が答弁したとおりの老朽化の問題です。また、

中部病院ではことしの３月に定年退職者がたくさん

出まして、それも要因の一つになっています。それ

から今度の台風で停電や、初めてのことなのですが

電話が通じなかったりとかといったいろいろなこと

で電気のことを調べてみました。中部病院は今の病

棟が18年ぐらいになりますが、電気については配電

では全てを賄えなくて自家発電も使わないといけな

い設計になっております。このところＡ重油が高騰

しており、かなり経営を圧迫していることがこれか

らも懸念されるところです。

内的なところでは外来はそうでもないのですが、

入院患者が少し減っております。今、入院患者を初

めとする新規の患者をふやすためにいろいろと努力

していますが、いかんせん中部病院の周辺に新しい

民間病院が２つできました。これらは高度急性期病

院で、患者の傾向がそちらに向いていることもある

と思いつつ、それでもそういうわけにはいかないと

いうことで、常に地域と連携を図るために、毎年４月

ごろに管理職全員で各民間病院に挨拶に行っていま

す。そういうことで１年間をスタートするわけです。

急性期病院ということは受け入れ先の病院をどうし

ても探さないといけないということですね。そこで

少し難儀をしているところがあります。それでも地

域連携の強化が全てにつながりますので、その点に

ついて努力してこれからもやっていきたいと考えて

おります。

それから、今問題になっている働き方改革ですが、

私は自治体病院における働き方改革の委員をやって

います。中部病院でもいわゆる時間外勤務を減らそ

うということで、特に医師の時間外勤務について縮

減してきているところです。もちろん患者の健康を

害したら困るのですが、患者の健康だけではなく、

医療を提供する医者の健康もバランスをとっていか

ないといけないということで、今頑張って取り組ん

でいるところであります。

○佐久本薫南部医療センター・こども医療センター

院長 平成29年度の収益的収支及び支出の決算状況

は、病院事業収益が152億6428万円であるのに対して、

病院事業費用は164億1976万円でした。差し引き11億

5548万円の純損失となっており、赤字を出しており

ます。その原因ですが、先ほどから説明があるとお

り労働基準監督署による立入調査がありました。当

院も調査を受けたわけですが、その是正勧告に従っ

て過年度を含めた２年分をさかのぼって時間外勤務

手当を支払っております。これが平成29年度の決算

に影響を与えております。

内部的な要因としては、平成29年４月から７月に

かけて循環器内科や心臓血管外科のベテラン医師が

人事異動により減少しました。これが入院収益ある

いは患者数の減少に大きな影響を与えております。

このことが平成29年度全般にわたって影響したと考

えております。これを改善すべく、平成30年４月に

入退院支援室を設立しました。入院が決定した時点

で、個々の患者の治療方法、入院期間、退院後の生

活などの情報を医療従事者、患者とその家族、地域

の関係者と共有し、退院までのスムーズな支援を行っ

ております。それによって入院期間が短縮し、在宅
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への復帰率、ベッドの回転率が上昇し、新規の入院

患者の増加、入院診療単価の上昇につながってきて

おります。このように平成30年度に向けて努力して

いるところでございます。

○本永英治宮古病院長 平成29年度における宮古病

院の損益状況については、病院事業収益が67億

8724万円であるのに対し、病院事業費用が68億

9621万円で、純損失で１億897万円の赤字となってお

ります。医業を見ますと、医業損益に関しては医業

収益が約54億円であるのに対し、医業費用が約64億

円で、10億3000万円近い赤字となっております。

宮古病院は、平成29年度における経常損益で

1353万円の赤字決算となっています。その原因は、

入院のベッド利用率が90％を超えて入院収益がかな

り高くなったということと、１人当たりの入院単価

と外来の単価が順調に上がってきまして、外来と入

院を合わせて経常収支比に関してもいい結果を生み

ました。ところが先ほどから述べているように、労

働基準監督署の是正勧告によって宮古病院も過去の

時間外勤務手当を２年分払ったということがありま

す。その時間外勤務手当がふえて結果的には経常損

益が1353万円の赤字となり、純損益で１億円の赤字

ということになっております。

宮古病院は毎朝のミーティングで、ベッド利用率

をみんなで確認して、病院のゴールを設定し、みん

なで会議をしています。これを続けているおかげで、

病院の入院・外来に関する収益を一応維持しており

ます。平成30年度も同じような形で続けていまして、

少し落ちてはいますが、今のところ経営は黒字を維

持しております。

赤字に対する我々の対策としては、診療群分類包

括評価―ＤＰＣという入院の算定を使っております

ので、これを利用して入院期間Ⅰ期とⅡ期をなるべ

く多くして地域に戻すということを計画しておりま

す。地域の開業医の方々と宮古病院で地域を支援す

るためのシステムを何とかつくりたいということで、

現在、宮古島市、宮古病院とそれ以外の地域の医療

機関、介護施設とかといったところと地域医療連携

システムをつくって、開業医の先生方と信頼できる

地域医療システムの構築に取り組んでいきたいと

思っております。それをきっかけにして紹介、逆紹

介を信頼できるものにしていきたいと考えておりま

す。

それからレセプトの返戻に関しても、職員を配置

してチェック体制を強化しており、返戻率について

は0.5などの低い値で推移しております。

あと材料費、薬品費を見ると、診療材料費と薬品

に関しても病院事業経営課の職員と連携し、診療材

料費等の購入価格の低減を図っております。

それから未収金対策については、11月１日から

１カ月間の強化月間を設けているのですが、現在こ

れを強化しています。特に保証人の履行を促すこと

に加えて、高額な医療未収金に関しては裁判所を通

して履行させていくということです。そういうこと

で、去年は未収金について約1600万円縮減しており

ます。また、その他委託料や賃借料の見直しを行っ

ております。

○篠崎裕子八重山病院長 まず、平成29年度の八重

山病院の経営状況は病院事業収益が58億5584万円で、

前年度から6726万円のプラスになりました。病院事

業費用に関しては60億8651万円で、４億9114万円と

かなり増加しました。その結果、純利益に関しては、

マイナス２億3067万円と赤字になっております。収

益増の内訳を見ると外来収益の増が3760万円、診療

所収益が843万円、入院収益の減が4957万円となって

おります。費用増の内訳としては、労働基準監督署

による是正勧告の影響で給与費がかなり多くなりま

した。あと人員が足りなかったり、いろいろなメン

テナンスのために委託費が増加しております。それ

と薬品費の増が2000万円以上ありました。これにつ

いては、当初予算として計上していた薬品費以外に、

がん免疫療法に用いるオプジーボなどの購入による

ものであります。

今年度、新しい病院になり、診療科については口

腔外科が１つふえて24科となりました。許可病床は

以前の350から300になり、職員数は322で頑張ってお

ります。八重山病院は救急医療や小児・周産期、離

島医療に加えて精神医療も行っていますので、一番

の課題は医者の確保だと思っております。新病院に

なって病床数が350から300になり、稼働病床が前病

院の288から現在264で稼働しています。集中系の病

床をふやしたにもかかわらず、看護師不足で高度治

療室―ＨＣＵは８床ありますが４床で運営していま

す。毎日そちらが満床になっていて、逆に重症の患

者さんも一般病棟で診ないといけないという状況が

あります。

今後は修繕費や時間外勤務手当の縮減を進めてい

くとともに、人員の確保や検診部門の拡充について

も確実に実行していきたいと思います。手術室も３

室から４室になりましたが、こちらもまだ稼働して

おりません。ＩＣＵ、ＨＣＵの病床もふえましたが、

そちらも縮小しています。精神科についても医師の

確保ができないままです。小規模デイケアから大規

模デイケアに施設を拡大しましたが、人手不足でそ
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れを大きく広げることができません。

今後新しい医療器具が入りますので、人間ドック

や脳ドックなどの健診部門をふやしていってどうに

か収益につなげたいと思っております。ただし、人

の配置がないとそのための拡充ができませんので、

その辺が今一番の課題となっております。

○前田浩精和病院副院長 きょうは院長の親富祖が

体調不良で文教厚生委員会に出席できませんので、

かわりに副院長の私が答弁を行います。

病院の運営状況と課題という御質疑ですが、平成

29年度の決算は、病院事業収益が22億6961万9153円、

病院事業費用が24億3595万6097円となり、純損益は

１億6633万6944円の赤字となっております。医業収

益につきましては、15億6385万4617円、医業費用が

23億678万3566円となり、７億4292万8949円のマイナ

スとなっています。前年度と比較すると、医業収益

が1079万3399円の減少、医業費用が1112万8664円増

加したことにより、医業損益は2192万2063円悪化し

ました。医業収支比率についても平成29年度は67.8％

となり、前年度と比較して0.8ポイント減少しており

ます。

次に、精和病院の課題については、まず施設設備

の老朽化があります。当院は建築から32年経過し、

施設や機械設備の老朽化が著しく、施設整備費、修

繕費等で対応しておりますが、予算には限りがあり

対応が追いつかない状況です。平成29年度の修繕件

数は約225件あり、今後も修繕件数は増加していくと

考えます。

それから医師の長時間労働の縮減に向けた勤務体

制の検討についてです。労働基準監督署による是正

勧告を受けて、当直体制の見直しを行い、これを実

施しているところですが、必要な医師数の確保を含

めてまだ不十分であるため、今後も継続して取り組

んでいきたいと思います。

次に、精神保健福祉士、作業療法士等の専門職の

確保です。これらの職種は定数を満たしてはおりま

すが、人員としては不足しております。不足分につ

いては嘱託員で対応しておりますが、民間病院に比

べると待遇面で劣るため、人員の確保が困難な状況

です。定数をふやし正職員として確保することが、

安定的な収益確保につながるものと考えます。

次に、ＩＴ化のおくれです。業務効率の改善及び

患者サービス等、医療の質の向上のためにＩＴ化は

必要ですが、電子カルテ等の導入に当たりましては、

予算の確保とＩＴ専門スタッフの確保が必要となり

ます。

最後に、精和病院の今後のあり方についてですが、

当院の施設の耐用年数があと10年程度と言われてい

ますが、それを踏まえると医師や看護師等の医療技

術の維持・確保を図りながら、医療機能の分化、連

携強化を進めたいと考えております。今後、精和病

院のあり方については、総合病院への統合を含めて、

現在検討しているところです。

○次呂久成崇委員 各病院長からの説明を聞いても、

それぞれの病院において純損失がありますが、各病

院では本当に懸命に努力なさっているというように

感じました。

沖縄県病院事業会計決算審査意見書の９ページか

らお聞きします。当初業務予定量と実績について、

各病院の入院、外来の予定量と実績なのですが、毎

年度の実績がこの予定量を下回っているのです。予

算において業務予定量というものは定めなければな

らないことになっているのですが、毎年度の実績が

この予定量を下回っているという状況について、こ

の予定量というものはどのような基準で決定してい

るのか。当初予算を編成する上で、そういう予定量

を実績が下回るとわかっていて決定しないといけな

いのか、その基準等について伺います。

○山城英昭病院事業経営課長 公営企業の予算は、

一般会計の予算と比べて弾力性を持たせる必要がご

ざいます。沖縄県病院事業の経営目標、経営方針に

従い、県立病院が医療を最大限に提供できる体制に

基づいて、当該年度の入院患者数、外来患者数等の

業務量を予定しているところでございます。しかし

ながら、委員の御指摘のとおり、実際には医療従事

者の充足状況や患者の動向等により、業務予定量と

実績に差が生じている状況でございます。

○次呂久成崇委員 次に、八重山病院についてお聞

きします。この新病院を建設していく中で、人手不

足、資材高騰によって一部計画変更等があって、予

定していた工事なども大分変更があったと思います。

予定価格との差額による影響等によって、例えば当

初予定していた植栽工事や駐車場の整備などといっ

た事業、また医療機器購入などもそうだと思います

が、今後さらに予算を追加し工事等をする予定があ

るのですか。現在の駐車場は少し殺風景なところが

あって、旧病院の植栽を移したほうがいいのではな

いかという地域の声や、まだ整備が必要ではないの

かというようなさまざまな声もあるものですから、

その計画等についてお聞きしたいと思います。

○大城久尚病院事業経営課副参事 新県立八重山病

院の建設工事については、資材費や労務費の高騰、

地域外からの労働者確保、磁気探査等がありまして、

当初の契約に比べて大幅に建設費の増加が見込まれ
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ます。このためできるだけ起債額を減らして、将来

の病院の財務状況を改善するために建設費を圧縮し

たいと考えております。

それと八重山病院から、追加工事で予定されてい

た植栽工事については、当初計画のとおりだとどう

しても多額の費用がかかるということで、できるだ

け将来のメンテナンスなどを考えて、縮減したいと

いう要望がありました。このため八重山病院と協議

の上、当初計画を変更いたしまして、主に駐車場部

分についての植栽工事は取りやめております。

その他の外構工事については、ほぼ当初計画どお

りに完了しており、追加工事の予定はありません。

○次呂久成崇委員 駐車場等の植栽については、地

元から緑が欲しいという声があります。今、八重山

の医療を守る郡民の会の皆さんなどから、そういう

声もあるものですから、ぜひ地域の声を拾っていた

だき、それを反映させた病院づくりというものをやっ

ていただきたいと思います。

次に、保健医療部にお聞きします。

主要施策の成果に関する報告書の126ページの県立

病院派遣費補助事業について、先ほど各病院長から

も医師不足、看護師不足の報告がありました。離島

・僻地の中核病院について専門医派遣に係る費用を

助成して、17人の医師を確保したということですが、

どの病院からどこの病院に派遣したのかという内訳

をお聞きしたいと思います。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 平成30年度は、

まず北部病院の整形外科に北里大学、産婦人科に昭

和大学、産業医科大学、札幌厚生病院等からの医師

が派遣されています。

次に、宮古病院には宮崎大学から耳鼻科の医師、

琉球大学から歯科口腔外科の医師、中部徳洲会病院

から脳神経外科、計３名の医師が派遣されています。

次に、八重山病院には東邦大学から産婦人科の医

師、神戸大学から耳鼻科の医師、名古屋市立大学か

ら循環器と消化器の医師となっております。

平成29年度は、北部病院が消化器内科、整形外科、

救急、産婦人科に、それぞれ北里大学、埼玉医科大

学、久留米大学、昭和大学及び産業医科大からの医

師派遣の実績は６名です。

同じく宮古病院には歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、

脳神経外科、内科に、中頭病院、琉球大学、宮崎大

学、中部徳洲会病院から４名の医師が派遣されてお

ります。

同じく八重山病院には産婦人科、耳鼻科、外科、

小児科、循環器内科に、順天堂大学、東邦大学、神

戸大学、慶應大学、名古屋市立大学、豊見城中央病

院から７名の医師が派遣されています。したがって

総計17名の医師が派遣されております。

○次呂久成崇委員 医師確保が大変な状況下におい

て17名の医師が確保できたのは、やはりこの事業の

効果、実績があらわれているのではないかと思いま

す。ただ、この事業によって各病院の医師は充足し

ているのでしょうか。やはりそれでも不足している

という状況なのか、その点について伺います。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 充足している

かという定義がなかなか難しいとは思うのですが、

各病院で少しずつ欠員が生じている部分をどうにか

埋めていると考えておりますので、病院ごとに多少

の欠員はありますが、どうにかして充足を目指して

いくことで考えております。これは定数の話になり

ますが、実際に足りない部分もありますが、それに

関しては今のところどうにか応援をいただいて、充

足できているものと考えております。

○次呂久成崇委員 今、八重山病院であれば脳外科

のドクターは１人でしたかね。本来ならば２人体制

でやったほうがいいということもあります。やはり

先ほどから各病院長の御答弁にあるように、医師の

勤務時間帯の問題にもつながっていくと思います。

これについては、引き続きしっかりと取り組んでい

ただきたいと思うのです。ただし、この派遣の継続

要請なのですが、新たに医療機関を開拓して、この

医師確保を努めたいとありますが、具体的にはどう

いった取り組みというものを考えていらっしゃるの

ですか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 具体的には、

現在、県内外の多数の医療機関にアプローチしてお

ります。実際、本県に必要な人材確保のために、指

名した先生方を通じて、主に関東を中心にアプロー

チしているところです。具体的な名前は申し上げら

れませんが、次年度には２つの大学から消化器内科

の医師が派遣される予定です。さらにそこを通じて、

外科医と腎臓内科医の派遣の実現に向けて取り組ん

でいるところであります。

○次呂久成崇委員 引き続き、医師確保に努めてい

ただきたいと思います。

次に、同じく150ページの離島患者等支援事業につ

いて伺います。これは執行率が30％ということで、

非常に低い執行率となっています。その要因につい

て御説明願います。

○諸見里真医療政策課長 これは予算額2300万円に

対して689万4000円ということです。確かに30％の執

行率ということで低くなっております。その主な要

因といたしましては、妊産婦の検診回数とか出産の
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人数、あと特定不妊治療の申請が市町村において想

定していたよりも少なかったということがございま

す。２つ目には、これも大きな要素ですが、患者等

への支援に不足が生じないよう、各市町村で余裕を

持って予算を計上していたことがあります。これは

新規事業ということで、前年度の実績がございませ

んので、各市町村で余裕を持った予算計上をしてい

たことから不用が生じているところでございます。

○次呂久成崇委員 これは今13市町村で実施された

ということで延べ人数が2121名となっていますが、

この内訳などはわかりますか。これについては、後

ほど資料でいただきたいと思います。

また、この事業を実施していない離島市町村はど

ういった取り組みをなされているのかを把握してお

りますか。

○諸見里真医療政策課長 内訳については、13市町

村ごとに出ていますので、後ほど御提供させていた

だきます。

この事業は対象が18市町村でございますので、現

在５つの市町村で活用されていない状況です。ただ

し、この５つの市町村につきましても実績がほとん

どないということではなくて、市町村独自で行って

いるところもございます。また一括交付金を独自で

使いたいという部分などもございまして、その支援

が実質的に行き届いてないということではございま

せん。

○次呂久成崇委員 これは利用している患者さんや

御家族の皆さんにとっては本当にありがたい事業な

のですね。ただし、市町村によっては取り組み方と

か周知方法が十分ではないということも感じていま

す。ですから今後は市町村としっかりと連携して、

例えば県立病院や民間病院にもこういった事業があ

るといったポスターを掲示することが必要です。ま

たこれだけ執行率が低いわけです。これを助成する

ときに、まず患者さんは離島では治療できないとい

う証明書というものをもらわないといけない。これ

も負担しないといけないのです。したがってそうい

う負担とか、また補助率は50％であると思いますが、

これをもう少し上げて、例えば３分の２は県が持つ

とかということを行ってもよいのではないでしょう

か。さらに助成対象となっている疾病の拡大、受診

回数―患者さんによっては毎月受診しないといけな

いのに１年当たり何回しか助成できないとかという

ものがあるので、ぜひこれは大胆な見直しを行って

いただきたいと思います。ぜひ市町村と連携をとっ

ていただいて、これについて前向きに考えていただ

きたいと思います。

○諸見里真医療政策課長 新規事業でございますの

で、その辺は平成29年度の実績、今年度の実績など

を踏まえまして、委員が御指摘のように十分に検証

し、制度がしっかりと定着するように取り組んでい

きたいと思っております。

○末松文信年長委員 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 次呂久委員が質疑なさった新規事

業の離島患者等支援事業、主要施策の成果に関する

報告書の150ページについて、引き続き質疑させてい

ただきます。これを実際には当事者から見ると、支

援の拡充が行われたわけではありません。県が実施

している市町村の２分の１を負担するという事業の

内容です。まずこれについて確認しておきたいと思

います。とてもありがたいと感謝していますが、こ

れを当事者支援につなげるためには、現状のままで

は助成される患者にとっては何も変わっていないの

です。ですから県が本当にその支援をしたいと思う

のであればこの施策の中にある課題です。これは負

担を軽減して適切な医療を受けるための機会を確保

する。このための助成対象の拡大、そして助成額や

助成回数を拡大するということが課題であると書い

てあります。既に30％の執行率であることについて

いろいろと説明をなされましたが、実際の課題はこ

れだと思っています。県が支援している市町村に半

額を助成すると、市町村は半額を出さなくてもいい

ので得するわけです。だけど助成を受け取る患者さ

んたちにとっては何も変わっていないのです。これ

は間接的ですから、この支援を県からもらっている

わけではないのです。ですから県独自で直接実施し

ていない市町村も含めて、対象市町村の患者さんに

独自で支援するということが実質的な支援になるの

です。この報告書の中で、この課題についても既に

指摘されています。その改善に向けた考えをお聞き

したいと思います。

○諸見里真医療政策課長 この制度をつくった趣旨

としては、基本的に住民に近い自治体である市町村

が実施主体になって各地域の実情―これは大小の離

島においてもあると思いますので、その辺の実情を

踏まえて、住民の利便性なども図りながらサービス

提供につなげていきたいということで、一義的には

やはり市町村が主体となって実施していただくと。

これについては平成29年度以前から各市町村で独自

に取り組んでいただいており、そこに県が２分の１

を助成すると。その浮いた部分でしっかりと市町村

で助成を拡大していただくという目的でございます。

県としては、その目的を達成できるように取り組ん

でまいります。



－244－

現在、平成29年度の実績を検査するために各市町

村を回っております。そこでまず意見交換をし、平

成29年度と平成30年度の実績を各市町村ごと、疾病

ごとに細かく検証して、制度の改善につなげていき

たいと考えているところでございます。

○亀濱玲子委員 疾病ごとにという答弁でしたので、

その状況について伺います。今、宮古島市を見ると、

がん患者の皆さんの中には付き添いが必要な方々が

いるのです。でもその付き添いは介護度で考えられ

ているのですよ。がんの患者さんには末期でも御自

分の意識がはっきりとしていて歩ける方だけど、ど

うしても家族等の付き添いが必要だという状況も生

まれてくるのです。なのでその支給のそのものを改

善しなければ付き添いができないという状況にあり

ますが、これについて県はどのような認識をお持ち

ですか。

○諸見里真医療政策課長 付添人の要件につきまし

ては、去る９月に要綱を改正しております。これま

では未成年者や介護が必要な方に限定しておりまし

た。それを取っ払いまして、基本的には医師の診断

があれば、全ての疾病で付き添いに対する助成を行

うこととしております。当然市町村がそれを認める

前提ではありますが、そういう形で要件を緩和して

おりますので、委員がおっしゃるような形での制限

は何ら設けていないという状況でございます。

○亀濱玲子委員 それでは各市町村の要綱にそれが

反映できるようにぜひ力をかしてください。必要な

宿泊費の回数、これを受け取れる回数を年２回から

もっとふやしていく―せっかくの県の予算が十分に

執行できるように、この対象である18市町村に対し

てしっかりと啓発して、みんなが平等に受けられる

ような環境を整えていただきたいと思いますが、い

かがですか。

○諸見里真医療政策課長 そこは一番重要な部分で

あると考えておりますので、今各市町村に意見交換

等で回っていると。また年に１度は市町村の皆様に

来ていただいて議論したいと。そのような中で、付

添人に対する助成についても緩和できていますので、

そういう形で定着できるような制度設計に向けて、

これから取り組んでいきたいと思っています。

○亀濱玲子委員 県議会において、宮古病院の血液

がん治療の充実を求める医師の確保や離島・僻地の

患者や妊産婦の経済負担を軽減するためのファミ

リーハウスの設置などの陳情は全会一致で採択され

ています。県議会でもそのような意思が示されてお

りますので、ぜひ具体的に支援につながるような協

議を重ねていって、これを改善していただきたいと

思います。

続いて、ハンセン病対策費について質疑します。

決算書の143ページですが、これは平成27年度、平成

28年度と予算が減らされていると思います。減らさ

れて行く中で執行率は80％という状況ですが、事業

の実施状況についてお聞きします。

○山川宗貞地域保健課長 ハンセン病対策費は３つ

の事業で構成されております。１つ目がハンセン病

療養所入所者家族援護費。２つ目がハンセン病回復

者等名誉回復事業。３つ目が県外療養者対策事業で

構成されております。

１つ目のハンセン病療養所入所者家族援護費は、

ハンセン病療養所の入所者が安心して療養に専念で

きるよう、入所者の家族で生活困難な世帯に対して

生活保護の基準に準じた生活援護を行っております。

２つ目のハンセン病回復者等名誉回復事業は、普

及啓発用のリーフレットの作成やパネル展を実施し、

正しい知識の普及啓発及びハンセン病回復者等の名

誉回復を図っております。また平成29年度からは県

教育庁と連携して、講演を希望する学校に対して、

回復者によるハンセン病問題から学ぶ人権啓発講演

会を実施しております。

３つ目の県外療養者対策事業は、県外ハンセン病

療養所で療養中の県出身者を対象とした里帰り事業

の実施や県外療養所への訪問交流を通してふるさと

の歴史や文化に触れてもらい、療養者の福祉の向上

を図っております。また平成29年度より離島出身の

県内療養者療養所入所者の里帰り事業も実施をして

おります。

○亀濱玲子委員 ことし、本当に長年の苦しみをな

かなか表に出さなかった沖縄県のハンセン病回復者

の会の皆様が県に要望書を提出しました。その流れ

で13の国立療養所、全国にいらっしゃる回復者の皆

様であったり関係者が集って課題を共有する全国の

ハンセン病市民学会というものが毎年全国で開催さ

れております。これには糸数統括監に回復者をテー

マとする分科会にパネリストとして出ていただいた

こともあります。現在、全国を見ても沖縄県はハン

セン病回復者がどこの県よりも多い県ですから、抱

えている課題も多いと思います。米軍統治下からの

ハンセン病政策の変遷等もありますから。そこで沖

縄県としてはハンセン病の回復者の抱える課題をど

のように捉えているのか、どのように認識されてい

るのかをお答えいただきたいと思います。

○山川宗貞地域保健課長 ハンセン病回復者の会か

らの要望は４つございます。１つ目に、退所者、非

入所者の医療介護等に関する回復者受診適用対策の
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整備。２つ目に、地域生活を支える相談、支援、同

行支援、交通支援体制の整備。３つ目に、ハンセン

病問題に関する啓発事業の強化。４つ目に、国への

働きかけや療養所の将来的な構成の取り組みという

ことになっております。県としましては、回復者の

定例会等に職員を参加させて、意見を伺っておりま

す。これまでの課題としましては、回復者の方たち

もかなり高齢化が進んできていて、病院とか医療と

かよりも少しずつ介護の関係がふえてきているとい

うことがありますので、そういう意見を踏まえて検

討していきたいと思います。

○亀濱玲子委員 学校への啓発はありがたいと思っ

ています。呼びかけてくださって、実施されている

ところはまだまだ少ないのですが、ぜひ人権学習と

いう観点から力を入れていただきたいと思います。

これからは医療支援、介護支援、高齢化を包括的

に支援していくシステムを厚労省と連携して確立し

ていただきたい。沖縄県は対象者がとても多いので、

必要なことだと思います。いかがでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 私も５月の市民学会に参

加をさせていただきまして、全国のいろいろな状況

を確認することができました。その中のテーマとし

て対象者の皮膚の治療を初めとする医療の体制の整

備。それから介護に当たっての支援員をどうするの

かということで、高齢の回復者をどう支えていくか

というような、さまざまな問題が取り上げられてお

りました。

国との連携について地域保健課長からもお答えさ

せていただきましたが、対象者からどういうサービ

スがいいのかという意見を聞いてみて、もう少し整

理したほうがいいのかということがあります。協議

会のような形にするのかどうかは別にしても、当面

はその代表の方や対象者の方との意見交換の場をふ

やしていく。先ほどもあった定例会に県の担当者を

参加させること。またいろいろな協会との関係とか

というものもありますので、代表の方や対象者の方

と意見交換を行い、どういう形が望ましいのかとい

う意見を聞き取りながら、今、国が用意しているメ

ニューなども把握しながら検討していきたいと思い

ます。

○亀濱玲子委員 今、保健衛生統括監がおっしゃる

ように、課題の整理をしていくために当事者と協議

する場というものがまず必要です。保健医療部長も

その必要性を感じるとおっしゃっていたと思います。

まだまだ根深いハンセン病への差別をなくしていく

ために、当事者が何を求めているのかということに

ぜひ向き合っていただきたい。ぜひ協議会の場を設

置していただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。

○糸数公保健衛生統括監 協議会の設置についても

大事なテーマだと思っております。回復者の会と今

いろいろなところで顔を合わせる機会もありますの

で、意見交換はどういう形がいいのかということに

ついて、引き続き検討していきたいと考えています。

○亀濱玲子委員 回復者は高齢化が進んでいる状況

ですから、ぜひ前向きに、早期に検討の場としての

協議会を設置していただくことを要望します。

次に、県立病院の取り組みについて各病院長から

それぞれの課題を伺って、労働基準監督署による是

正勧告というものについて、どの病院もこれに取り

組んだことがわかりました。各病院が診療科をきち

んと充実させて、スタッフも充実させることによっ

て経営の健全化に向かっていただきたいという立場

で質疑いたします。各病院の休診科、あるいは診療

制限の状況について伺います。また、19の診療所の

状況についてもお答えください。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 医師について

は平成30年10月１日現在で、定数400名に対して現員

が391名となっております。派遣医師が10名、嘱託医

師は36名で補充し、診療に影響を及ぼさないように

対応しております。

医師不足の原因としては、大きな要因が２つある

と言われております。１つ目は、医師が主に都市部

に集中するような偏在の問題。もう一つは人気の科

に集中する診療科の偏在の問題があります。一方で

医師、看護師等の医療スタッフは、働きやすい環境

とともに交通アクセスの利便性や子供の教育環境、

商業施設の豊富さなども重視することから、特に北

部地域、宮古地域、八重山地域においては医師確保

が難しい状況となっております。

病院事業局におきましては、これまで行ってきた

県立病院臨床研修事業による、医師、専門医の育成

に一層力を入れていくとともに、県内外の大学病院

や人的ネットワークを活用した医師派遣要請を行う

ほか、民間委託業者やホームページを活用した医師

募集の情報発信を絶えず行っていく所存であります。

○末松文信年長委員 休憩いたします。

（休憩中に、亀濱委員から各病院における休

診と診療制限の状況について答弁するよう

指摘があった。）

○末松文信年長委員 再開いたします。

田仲斉病院事業総務課医療企画監。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 大変失礼いた

しました。
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平成30年10月１日現在、医師不足により外来診療

を休止している診療科は、眼科が北部病院、中部病

院、八重山病院の３病院。泌尿器科が南部医療セン

ターとなっております。

外来の診療制限を行っているところとしては、北

部病院が産婦人科、外科、腎臓内科となっておりま

す。北部病院の診療制限の内容としましては、産婦

人科が分娩件数を制限していること。また外科の救

急外来の夜間の受付を制限しています。あと腎臓内

科で新規の透析患者の制限を行っております。

○末松文信年長委員 休憩いたします。

（休憩中に、亀濱委員から診療所における休

診と診療制限の状況についても答弁するよ

う指摘があった。）

○末松文信年長委員 再開いたします。

田仲斉病院事業総務課医療企画監。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 県立附属診療

所は充足しております。

○亀濱玲子委員 この医師不足の対応についてもっ

と力を入れていただきたいと思うのです。各病院長

のお話を聞くと、とても努力をなさっているのです

がいたし方ない状況です。本当に県立病院は県民の

命のとりでであると思っています。政策医療を推進

するに当たっては、不採算医療も担っていくことが

当然でありますし、一般会計からの繰り入れがあっ

たとしても、やはり予算や人員の不足が生じてはい

けないと思います。ぜひ医師あるいはスタッフの充

足ということについては、しっかりと取り組んでい

ただきたいと思います。いかがですか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 先ほども申し

上げましたが、医師不足の原因としては、地域の偏

在、診療科の偏在というところが大きいと思います。

また医師、医療スタッフの生活環境、子供の教育環

境という複雑な問題もあり、なかなか病院事業局だ

けでの解決が難しいところもあります。特に北部地

域、宮古地域、八重山地域では、このようなハンデ

があります。しかし先ほどからありますように、県

立病院は研修医を育てて、そこから医師を派遣する

というスタイルをとっております。一人前の医師を

育てるためには、指導医ということを重要視してい

ますので、指導医を育てる、そのためのインセンテ

ィブを与える。留学をさせるとかといったところで

充実を図っていきたい。いろいろなネットワークな

どを使って、これまで以上に県内外の大学や病院か

ら多くの医師を派遣していただけるように取り組ん

でいきたいと思っております。

○亀濱玲子委員 ぜひこれに力を入れて、医師、ス

タッフを確保して、充実させていただきたい思いま

す。

沖縄県病院事業会計決算審査意見書の６ページの

会計事務について是正・改善を要する事項で、各種

手当等において不適切な事務処理が行われたという

ことが指摘されています。これについての説明をお

願いします

○山城英昭病院事業経営課長 主な会計事務の指摘

に関しましては、支払い遅延、契約書類の不備、支

出負担行為書の作成の遅延、手当の過不足払い、未

収金等がございます。

○亀濱玲子委員 続いて、同じく６ページです。こ

れは決算特別委員会でも指摘されてましたが、「その

他流動資産」のうち、6000万円の内容が明らかでは

ないということについての丁寧な説明を求めたいと

思います。

○山城英昭病院事業経営課長 病院事業会計の貸借

対照表中、「その他流動資産」に平成26年度から計上

されている6500万円のうち、6000万円についてはそ

の計上の経緯や内容が明らかでないことが指摘され

ております。その経緯ですが、指摘の内容等につき

ましては、平成26年度の会計基準の変更に伴い、そ

れまでの財務会計システムから新システムに移行し

た際の誤りによるものとして、現時点では推定して

いるところでございます。新会計システムの移行時

の仕訳誤りによるものであると断定された場合には、

修正処理を行う必要がありますので、引き続き精査

の上、適切に対応したいと考えております。

○末松文信年長委員 休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時10分再開

○末松文信年長委員 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 まず、病院事業局に質疑します。

看過できない未収金についてお聞きしたいと思い

ます。これまでの累積分を踏まえても、毎年のよう

にこれだけ未収金が出るということは根本的な対策

ができていないのではないのかと推察しています。

それについて、当局で明確な発生防止策というもの

を考えているのなら、お聞きしたいと思います。

○山城英昭病院事業経営課長 未収金の発生防止策

といたしまして、高額療養費制度や出産一時金直接

払制度等の社会福祉保障制度の案内。クレジットカー

ド及びコンビニ支払い等の導入による支払い方法の

多様化。入院における連帯保証人２名の徹底。退院

日事前通知の徹底による入院費の準備期間の確保。
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納付相談。未収金担当者や窓口職員、地域連携室の

メディカルソーシャルワーカー及び市町村との連携

などを行っているところでございます。

また未収金が発生した場合の対応につきましては、

文書、電話、訪問による催促の実施。住所不明者の

市町村への住所調査や戸籍調査の実施。毎年11月の

未収金対策強化月間の実施。悪質と認められるもの

など一定の条件を満たす債務者に対する支払い催促

や支払い催促に応じない債務者への強制執行などが

あります。

さらに北部病院では法律事務所にお願いして未収

金回収業務等を実施しており、平成29年度からは中

部病院、宮古病院においても同様に実施していると

ころでございます。

○比嘉京子委員 このような対策をとっていても、

現在の結果であるということで、このような状況に

対して、どうしていくのかということを聞いている

のです。

○山城英昭病院事業経営課長 未収金の対策につき

ましては、先ほど述べたところであり、現在その業

務に係る人員の増等を図っているところでございま

す。なお一層、未収金の対策に関しましては強化を

図っていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 午前中にも強化月間があるという

説明がありましたが、12カ月全てを強化月間にしな

いといけないと思うのです。やはりマンパワーの不

足があるのではないのかと。それで100床当たりの事

務職について全国と比較すると、本県は２分の１な

のです。ですから人手が必要であり、それぞれのポ

ジションに人をふやしていかないとこれは解決でき

ないのではないかと思っています。いかがですか。

○山城英昭病院事業経営課長 現在、未収金の担当

者については他の業務と併任しながら、未収金業務

に当たっているところでございますが、状況を見定

めながら専任職員の配置についても検討していきた

いと考えております。

○大城清二病院事業総務課長 比嘉委員の御質疑の

中でマンパワーが不足しているのではないかという

ことでございますが、これにつきまして監査のとき

にも事務職が不足しているのではないかという御指

摘を受けているところでございます。病院事業局に

おきましては、平成29年度に精和病院を除く５つの

県立病院において、事務職を各１名ずつ増員したと

ころでございます。

また、病院現場からの職員の増員要望につきまし

ては、ヒアリングや現場調査等を行った上で、その

必要性や緊急性、それから人材確保の見通しなどを

勘案した上で、関係部局と協議を行っているところ

でございます。ただし、知事部からは現在病院事業

について大分経営が厳しい状況にございますので、

経営面に与える影響といった面を特にチェックした

上でクリアするよう指摘されており、なかなかこれ

がクリアできないということで、今、調整が難航し

ている部分がございます。

○比嘉京子委員 皆さんの定数について質疑します。

沖縄県病院事業会計決算審査意見書の12ページにあ

る条例定数が昨年156名増員されましたが、この156名

は今、現場にいるということですか。

○金城聡病院事業統括監 同意見書の12ページにあ

るとおり、定数は平成29年度と平成28年度の条例改

正の増で156名の増となっております。これはことし

２月の県議会で条例改正が認められ、増員になった

ものであります。これはいわゆる労働基準監督署の

是正勧告の中で医師が長時間労働になっていると。

いわゆる当直という名のもとに労働を提供し、これ

が長時間労働になっており、過労死ラインを超えて

いるという例も指摘されています。それを踏まえて、

156名の医師職の確保を図ろうと。それによって、当

直と呼んでいた業務を正規の勤務時間として処理す

る職員を配置するという意味で医師の数が156名配置

されたということであります。

現在、定数は156名という形で確保されていますが、

各病院において変形労働時間制を導入するための検

討を行う予定になっております。実際、病院事業局

長が定めた導入手続に関する要綱に基づいて、各院

長のもとで各診療科の当直勤務のあり方を正規の勤

務時間で処理する職員を配置するという形の勤務形

態をとるという、その診療科の医師の全ての総意の

もとに変形労働時間制をしくことが決まりますと、

病院事業局長から、その定数を各病院に配置いたし

ます。その配置された定数に基づいて医師を任用し、

当直と呼ばれる時間も正規の勤務時間として処理し

ていくという形になっています。現在はまだ各病院

で検討している段階で、具体的に156名に相当する職

員として任用された医師はおりません。

○比嘉京子委員 医師は１人で診療するわけではあ

りませんので、このための医師を確保すると。今い

る医師だけではなく足りない医師も含めて、チーム

医療としてさまざまなスタッフが必要になってきま

す。それによって初めて収益が上がると思うのです。

この件は置いておくとして、全国で見ると100床当た

りの事務職の割合が12名だとすると、沖縄県は６名

です。そのことも踏まえて、これだけの億単位の未

収金を出しているということは、やはり抜本的に対



－248－

策を練らなければいけないと思うのです。そういう

ことを考えずに今、収支の問題を語ることはおかし

いのではないのかと。やるべきことができていない

のではないのかというような議論にもなると思うの

です。それについてことしどのような防止策を練っ

ていくのか。そのことについてプランがあるのかお

聞きしたいと思います。

○金城聡病院事業統括監 平成29年４月時点で、精

和病院を除く５病院に事務職を１名ずつ配置したと

ころです。これは事務部の事務を再編成して、それ

ぞれが担う事務を効率的に執行するための体制をし

いて、いわゆる未収金対策にもできるだけ業務を専

任することができるような体制のもとで１名を増員

しています。また平成30年４月に宮古病院、八重山

病院、北部病院について３名を、特に給与事務を強

化するという目的のもとに配置しております。その

給与事務を配置し、給与事務を従前やっていた職員

が給与事務とそれ以外の業務を兼務する形を解除し

て専任する形で未収金対策に充てられるようにとい

う形で業務の効率化もしくは専任化という形で組織

体制、執行体制を整備しているところでございます。

具体的にそれがいつごろ効果が見えるのかというこ

とについては、今後の取り組み次第であると思って

います。

○比嘉京子委員 １人で億単位の未収金を回収する

ということは不可能に近い話で、専任職員を何人置

くのか、あるいは委託をするのかも含めて、やはり

これは本腰を入れて取り組んでいただきたいと思い

ます。これからの議論はそこを前提として行います。

以前からよく話題になりますが、繰入額の根拠に

ついてお聞きしたいと思います。果たして、この繰

入額が妥当であるのかどうかです。やはり病院事業

局は人でもって収益を上げる部署になるわけです。

人がいないと利益が上がらないところなのです。で

すから行政改革と全く真逆の発想がないといけない。

今のように総務部の人事課あたりで、見通しがなけ

れば人をふやしてはいけないとかということではな

くて、病院事業局が本当に独自に自分たちはこれだ

けの人員が必要であり、それによってできるのだと

いうことの根拠を示していかないと、これはなかな

か改善できないと思うのです。いかがですか。

○金城聡病院事業統括監 委員の御指摘はよく理解

できるところです。その考えに基づいて総務部と折

衝しているところもあります。しかし、病院事業は

いわゆる労働収益の産業ということで、人の労働力

を使ってサービスを提供していく業態だと思います。

その中では収益を生む職もあり、逆にそうでない職

もあったりします。ただし、そういう場合には総合

的かつ有機的に連携することによって、病院事業の

目的は達成されるという考えのもとで総務部には折

衝しているところでありますが、総務部的な思考と

いうと変ですが、定数条例を管理するという立場に

おいては、いわゆる定数をつけるとその職員を定年

に達するまで雇用するという責務が沖縄県には生ま

れます。その中でその職がどのくらいの、公務貢献

という言い方も変ですが、公務に貢献するかという、

彼らの見方では収益という形になると思います。た

だし、病院事業はいろいろな職の総合的かつ有機的

な連携で県民の医療を守っているという意味から考

えると、総合的な力で収益を生んでいるということ

を総務部に説明していくことが今後必要なのかと

思っています。

今、南部医療センター・こども医療センターや中

部病院で原価計算を入れておりますが、原価計算シ

ステムを踏まえて、どこに不効率な部分があって、

どこを改善すれば収益がより上がるのかというとこ

ろを見きわめながら、いろいろな業種による医療提

供というもので収益を生んでいく病院事業を目指す

べきであると思っています。

○末松文信年長委員 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から繰入額の算定根拠

について答弁するよう指摘があった。）

○末松文信年長委員 再開いたします。

金城聡病院事業統括監。

○金城聡病院事業統括監 先ほどの答弁について若

干認識に誤りがありました。委員が繰入金の根拠に

ついて質疑しているのであれば、一般会計からの繰

り入れについては、地方公営企業法に基づく繰り入

れという部分と、その法に基づかないいわゆる補助

がございます。法に基づく繰り入れについては、地

方公営企業法第17条の２第１項第１号の条文で、地

方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが

適当でない経費という部分になりますが、それが収

益的な部分で８億4700万円、資本的な部分で389万円

ぐらいで、合わせて８億5108万4000円となっており

ます。また同法第17条の２第１項第２号は、地方公

営企業の性質上、能率的な経営をもって、なおその

経営に伴う収入に充てることができない、客観的に

困難であると認められる経費になっております。そ

の費用について収益的収入部分が24億7600万円強、

資本的な部分で14億9000万円強で、合計39億6804万

9000円となっております。

あと、同法第17条の３の規定があります。これは

必要がある場合には、一般会計または他の特別会計
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から地方公営企業の特別会計に補助をすることがで

きるという規定になっています。それに基づく補助

が収益的な部分で11億5000万円強、資本的部分で

1700万円強で、合計11億7100万4000円となっており

ます。それとは別に、平成29年度については特別利

益、労働基準監督署の是正勧告に対応するために繰

り入れという形で一般会計からいただいています。

その特別利益に係る収益的部分が４億5881万3000円

となっております。

補助、法に基づく繰り入れ以外の補助事業による

繰り入れが収益的な部分で５億7000万円強、資本金

で9937万円強で、合計６億7408万9268円ですので、

一般会計からの繰入金の総額は71億2303万9268円と

なっております。

○比嘉京子委員 根拠というように質疑したので、

そのような答弁になったのかと思います。結局、総

務省の基準などに基づく繰り入れの試算は幾らにな

るのですか。

○山城英昭病院事業経営課長 総務省における繰り

出しの規準において繰入金の基本的な考え方が示さ

れております。でも具体的な積算方法については示

されておりません。このため各地方自治体において、

一般会計と病院事業会計との協議により定めたルー

ルに基づき繰り入れが行われているという状況でご

ざいます。

総務省における繰り出しの規準に沿って一般会計

が病院事業会計に対して操り出しを行ったときには、

その一部について地方交付税等において考慮されて

いるようですが、病院事業局はその額について把握

していない状況でございます。

○比嘉京子委員 病院事業局はこれについてはしっ

かりと総務省の基準に基づく繰入金の額が幾らなの

かを確認すべきです。それが基本にあって、どれだ

けの分をそれに上乗せしてもらっているのか、ある

いは上乗せしてもらっていないのかを含めて把握す

べきであると思います。

それでは角度を変えて質疑します。病床１床当た

りの繰入額が全国平均と大きく違っています。その

違いについて示してください。

○山城英昭病院事業経営課長 平成29年度決算にお

ける繰入金は、許可病床数2225床で割ると１床当た

り320万1000円となります。公表されている最新デー

タである平成28年度地方公営企業年鑑に基づき、許

可病床１床当たりの全国平均比較を行いますと、全

国平均555万8000円に対し、本県は299万1000円で、

全国第30位の額となっております。

○末松文信委員長代理 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から病床１床当たりの

繰入額が全国平均を下回っている理由につ

いて答弁するよう指摘があった。）

○末松文信委員長代理 再開いたします。

山城英昭病院事業経営課長。

○山城英昭病院事業経営課長 １床当たりの繰入額

は、繰入額を病院の病床数で算出することとなって

おります。病床数は、繰り入れ対象となる政策医療

分だけではなく、一般医療分も含めた全病床数を用

いている状況でございます。一方、一般会計からの

繰入金は、救急医療及び高度・特殊医療等の不採算

となる政策医療に対して行われるもので、繰入金の

状況を他県と比較するためには、他県における一般

医療と政策医療の傾向などの診察体制を明確にしな

いと、一概にその多寡を比較することはできないも

のと考えております。

本県において１床当たりの繰入額が少ないのは、

全病床に占める繰り入れ対象となる政策医療の割合

が他県よりも低く、繰り入れ対象とならない一般医

療の割合が高いことが一つの要因であると考えられ

ます。このような診療体制となっているのは、歴史

的背景から他県に比べて市町村立の病院が著しく少

なく、総合病院としての県立病院を中心に医療提供

体制が形成されてきたことが大きく影響しているも

のと考えます。

○比嘉京子委員 今の答弁で、確かに１ベッド当た

りの費用だけでは比較ができないことはわかりまし

た。それでは突き詰めて、政策医療について病院ご

とに１年間で幾らだった、救急医療は幾らだったと

いうことを細かく試算し、この数字は妥当であると

病院事業局は認識されているものと理解してもいい

のですか。

○金城聡病院事業統括監 御指摘の趣旨については、

病院事業局内でもかなり前から検討すべきではない

のかという意見もあります。ただし、それを分析す

るためのデータというか、客観的に公表されている

ものが今のところございません。ですから委員がおっ

しゃるように、全ての市町村立や都道府県別の病院

が政策医療と一般医療の分がどの程度になっていて、

それと本県の県立病院を比較した場合にはどうなる

のかということについては今後検討すべき課題とし

て認識しております。しかし、それを分析するため

のデータがなかなか見つからないということが現状

でございます。

○比嘉京子委員 200万円もの差があるという中で、

病院事業局が検討を怠っているということは、正規

にいただけるはずの繰入金をみずから低めている可
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能性があるということなのです。それがマンパワー

の不足によるものなのか、やる気がないのかはよく

わかりませんが、現場のやる気をそぐような本庁の

あり方についてはおかしいと思います。同意見書の

８ページにそのことが書いてあります。これを見る

と、沖縄県内の病院に占める県立病院の割合の高さ

が7.4％というものと、同じく全国の割合を比較して

考慮したものは繰入額にどのように反映されている

のですか。

○山城英昭病院事業経営課長 御指摘の内容につき

ましては、沖縄県内の医療機関に占める県立病院の

割合については施設数で見ると7.4％で、同じく全国

平均では2.4％となっております。同じく病床数で見

ると本県は11.9％で、全国平均は3.5％となっており、

全国平均に比べて高い傾向にあります。また、県立

病院が本県の国公立医療機関の大部分を占めている

状況を踏まえたものであると理解しております。先

ほどおっしゃった積算の根拠等については、現在こ

ちらでは把握していない状況ですので、今後そのこ

とについては検討させていただきたいと思います。

○比嘉京子委員 次に、離島増嵩費についてお聞き

します。離島増嵩費は必要経費であると認めた前病

院事業局長時代には、たしか半額を認められたとい

う記憶があります。現在の離島増嵩費はどれぐらい

でしょうか。宮古病院長と八重山病院長にお聞きし

ます。

○本永英治宮古病院長 宮古病院の離島増嵩費は、

平成29年度で１億3600万円ぐらいです。これは前年

度などと比べると、若干落ちてきています。さまざ

まなことを考慮すると、あと2000万円ぐらいは必要

なのかもしれません。

○篠崎裕子八重山病院長 平成29年度における八重

山病院の離島増嵩費は約１億4000万円です。平成

24年度から、繰出基準外としての増嵩費が計上され

ていますが、そのときの２億円と比較すると大分低

いのではないのかと思っています。

○比嘉京子委員 両院長にお願いしたいのですが、

本当に幾らかかっているという数字を持っていてほ

しいと思います。現在の金額で十分なのか、そうで

ないのかということをしっかりと伝えていただきた

いと思うのです。以前に質疑したときに、３億円か

４億円という答弁だったと覚えているのです。八重

山病院は４億円であると当時の八重山病院長がおっ

しゃっていたと思います。そのときに伊江前病院事

業局長は、その半額の２億円をやりましょうという

スタートラインに立ったのですが、今聞くと年々減

らされているのが実態ですね。つまり収支のところ、

黒字か赤字かという話をしているときに、入りのと

ころでチェックしているわけなのです。そうであれ

ばこの入りのところが本当に妥当なのかどうかとい

うことを、それぞれの病院が把握していくことが大

事ではないのかと思うわけです。

もう一つ、消費税についてはいかがですか。消費

税は加味されていますか。

○山城英昭病院事業経営課長 現在、消費税に関し

ては繰り入れの対象とはなっておりません。消費税

の負担につきましては、医療機関における控除対象

外消費税の問題であると理解しておりますが、この

件に関しましては、公立や民間を問わず、医療機関

共通の問題であり、全国自治体病院協議会や日本医

師会が、国に対して消費税制度の改善について要望

しているところでございます。病院事業局といたし

ましては、こうした関係団体の取り組みに協力する

とともに国の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○比嘉京子委員 やはり医療費が収入を超えている

と。先ほどオプジーボの話もありました。やはり診

療報酬が改定されていかないで費用だけが加算され

ていったらどうなるのかという話だと思うのです。

この話については今後も進めていただきたいと思い

ます。

次に、71億円台の繰入額というものが本当に妥当

なのかどうかということで、病院事業局が本当にそ

の金額でいいのかというところについてしっかりと

した根拠を示せていないところに大きな問題がある

と思うのです。病院事業局長、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 歴史的に見ると、繰入金

は幾分増加している傾向にあると思います。平成

30年度は71億円であると。先ほど１床当たりの繰入

金を全国と比べると200万円ほど少ないと。これにつ

いては先ほど御説明したように、やはり沖縄県の医

療提供と全国の医療提供が異なっていることによる

もの考えています。しかしながら、特に離島・僻地

においては、幾ら１次医療でもそれがないと地域の

住民の健康を守れないということですから、１次医

療に関しても、やはりその地域に一つしかない病院

に関しては繰入金の対象になるというような考え方

が必要なのではないのかと思います。繰り入れの基

準に関しては、先ほど総務省からのものが大きく分

けて３つあると言いましたが、我々が要求できる項

目についてもう少し精査する必要があるのではない

のかということで、積算の仕方とか、今、総務部な

どにこれが妥当なのかどうかということで話をして

います。個人的な考えとしては、やはり繰入金につ
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いてはもっと要求してもいいのではないのかと考え

ております。どういったものが繰入金になるのかと

いう具体的なデータを我々が持っていないというこ

とを先ほどから委員が御指摘なさっているように、

それについては我々が今後分析していかなくてはい

けないのかと思います。その一つに原価計算のツー

ルがありますので、繰入金の対象になっているのか

どうか―小児医療はどうか、救急医療はどうかとい

うことを今後分析していけると思いますので、そこ

ら辺を検討しながら、適正な繰入金というものを出

していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 同意見書の16ページにいみじくも

書いてあるのです。財政当局と交渉したら、標準財

政規模にしたら妥当だ、かえって多いと言うのです。

そうではなくて、これだけの離島を抱えているとい

うことと同時に不採算の医療を抱えているというこ

となのです。財政当局と病院事業局がぜひ意見交換

してほしいと思っていることは、本県の県立病院の

機能や役割とは何かということをお互いでしっかり

と話し合ってほしい。これだけの医療を任せるので

あればこれだけ必要なのだということをしっかりと

言える関係です。財政当局はいつも財政規模に比べ

るとと言うのです。しかし、財政規模というものは、

全国規模なのです。でも沖縄県のありようというも

のは、全国と比較できないさまざま要因があるので

す。それをどのようにして加味するのかというしっ

かりとした意見を病院事業局が持ち合わせているの

かどうかによって、現場のモチベーションが下がる

というようなしわ寄せが来ることを非常に懸念する

わけです。そういうことで、病院事業局としても繰

入金の算出の根拠についてもう少ししっかりと取り

組んでほしいと思っています。

もう一点、主要施策の成果に関する報告書の

118ページ、健康づくりボランティア養成・活動支援

強化事業についてですが、今後の見通しについてお

聞きしたいと思います。

○宮里治健康長寿課長 健康づくりボランティア養

成・活動支援強化事業につきましては、市町村にお

ける健康づくりボランティア、いわゆる健康づくり

推進員や食生活改善推進員等の養成及び活動支援に

対して、その経費の２分の１を補助するという事業

であります。平成29年度の実績としては、10市町村

に補助したところであります。今後の見通しについ

ては、事業を始めるに当たっては、県内全41市町村

に対する補助を想定して予算を組んでいたところで

すが、平成29年度は10市町村と、県が想定したもの

よりも活用が少ないという状況でありました。これ

について市町村に話を聞いてみますと、なかなかボ

ランティアの養成講座に人が集まらないと。また、

実際に活動している方々が高齢化しているというこ

とで、これをふやしていくということがなかなか厳

しい状況であるということを伺っております。

県としても地域の健康づくりについては、地域に

おけるボランティア活動が非常に重要であると考え

ております。ですから市町村との意見交換をさらに

密にして、どのようにボランティアを養成し、これ

をふやしていくのかということを市町村と一緒に

なって、その仕組みについて検討していきたいと考

えているところでございます。

○比嘉京子委員 それは人口比に対するものなのか、

それとも世帯数に対してのものなのか。ボランティ

アを１人養成するとしても、市町村にでこぼこが生

じないように、県として計画を立てていただければ

と思います。

○末松文信年長委員 平良昭一委員。

○平良昭一委員 主要施策の成果に関する報告書の

115ページ、みんなのヘルスアクション―健康長寿お

きなわの復活について伺います。私も含めて沖縄県

の男性陣はかなり寿命が短くなっています。女性の

状況も余りよくないということです。現在、本県は

全国的に見てどれくらいの順位になっていますか。

○宮里治健康長寿課長 昨年12月に公表された沖縄

県の平均寿命については、平成27年度調査の状況で

すが、男性が80.27年、女性が87.44年でした。これ

を５年前と比べてみますと、男性が0.87年、女性は

0.42年伸びてはいたのですが、全国の順位を見ます

と男性が30位から36位に下がっております。やはり

女性も３位から７位に順位を下げている状況です。

○平良昭一委員 最近これについてはラジオやテレ

ビのコマーシャル等でかなりアピールしています。

非常にわかりやすくて、大変いいなと思いますが、

果たしてそれがどこまで浸透しているのかというこ

とについては少し疑問があるのです。でも非常に頑

張っているという評価をしたいのです。これについ

ては今後も期待したいと思いますが、長寿県沖縄を

復活させるための意気込みをお聞きしたいと思いま

す。

○宮里治健康長寿課長 先ほども答弁したとおり、

沖縄県の平均寿命は延びています。しかしながら、

全国での順位は下がっていっているという傾向があ

ります。それにつきましては、やはり働き盛りの年

齢調整死亡率が全国平均を上回っていることがあり

ます。また成人の肥満率の割合が相変わらず全国よ

りも高いということ。さらにアルコール摂取を原因
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とする肝疾患の死亡率が全国の２倍であるという状

況があります。そういった状況を踏まえまして、現

在県といたしましては特定健診、がん検診の受診率

の向上、肥満の改善、アルコール対策について重点

課題として取り組んでいるところです。具体的には、

特定健診やがん検診の受診についてとか、節度ある

適度な飲酒の普及とかについてテレビやラジオ等で

の広報活動を行っているところであります。また子

供のころからの健康づくりも重要ですので、子供の

ころからの健康的な生活習慣を習得するための健康

づくり副読本を配布して、学校で活用してもらって

いるところです。また働き盛りの問題について、事

業所が行う健康づくりへの支援や表彰制度を設けて、

これに取り組んでいるところです。さらに体制づく

りとしては健康長寿おきなわ復活県民会議を設置い

たしました。これは医療機関、行政機関、経済団体、

マスコミ等の約70団体で構成されており、官民一体

となった施策の推進体制を構築しております。

県といたしましては、沖縄21世紀ビジョン基本計

画に掲げる、心豊かで安全安心に暮らせる島の実現

を目指しまして、健康長寿復活に向けて、引き続き

取り組んでいきたいと考えております。

○平良昭一委員 ぜひ頑張ってください。せめて、

男性も20位以内にまで入っていけるように、ともに

頑張っていきましょう。

平成28年度の新規事業である離島災害時等給水対

策事業について伺います。これは海水淡水化装置の

導入であると理解しておりますが、実際にそうです

か。

○玉城宏幸衛生薬務課長 県では、離島地域におけ

る渇水に伴う給水制限の実施、災害事故等が発生し

た場合の応急給水への対応等に備えるため、平成28年

度に沖縄振興特別推進交付金を活用し、可搬型海水

淡水化装置を２台導入しております。

○平良昭一委員 この２台は離島に置いたというこ

とですか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 ふだんは県企業局の北谷

浄水管理事務所に置かれています。

○平良昭一委員 離島に置いたのかと聞いているの

です。これは離島に持っていったのですか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 平成29年度に渇水になっ

た座間味村へ同装置が１台貸与されています。今年

度、残りの１台は現施設の修繕の間の浄水能力を補

完するために粟国村に置いてあります。

○平良昭一委員 要は、企業局が所有している可搬

型海水淡水化装置は、衛生薬務課を介して緊急的に

対応をしていくということで理解していいのですか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 そのとおりです。導入に

当たっては一括交付金を活用して、補助金という形

で企業局に購入していただいて、活用は渇水などの

災害等が起こった場合に、被災したところからの要

請に基づいて企業局が貸し出すということになりま

す。

○平良昭一委員 どうしても水源がない離島は、こ

としもかなりの渇水がありましたが、衛生薬務課と

すれば、こういう対応を今後もやっていくというこ

とで理解していいのですか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 本県はかつて頻繁に渇水

が起こって給水制限を行っていました。しかし、沖

縄本島では平成６年３月２日以降、給水制限は行わ

れておりません。しかしながら水源に恵まれない離

島においては、現在でもたびたび渇水が起きて給水

制限が行われている状況であります。

直近では座間味村で平成30年６月４日から６月

17日までの間、給水制限が行われております。そう

いった給水制限が行われるという事態になったとき

に、恐らく離島中心になると思うのですが、沖縄本

島周辺の村等の渇水時における要請があれば、可搬

型を設置して造水することになると思います。

○平良昭一委員 担当部署が違いますので、皆さん

は余りこういうことには詳しくないと思うのです。

この北谷浄水管理事務所ですが、コスト面から見る

とかなりかかると聞いています。その辺はわかりま

すか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 所管については企業局に

なります。以前、企業局に情報収集し、聞いたこと

ですが、それについて少し報告させていただきます。

平成29年度における北谷町にある可搬型ではない海

水淡水化施設の造水コストについては、１立方メー

トル当たり315円66銭かかるということでございま

す。平成29年度の沖縄県企業局の給水原価、全体と

しての給水原価が１立方メートル当たり99円46銭と

いうことですので、海水淡水化にかかる造水コスト

は非常に高いということがわかると思います。

○平良昭一委員 河川、湧き水や地下水がない離島

がかなりあるものですから、これはいい制度かなと

思ったのです。315円と99円とこれだけ違うのであれ

ばこれは問題であると思います。今後、上水道の広

域化も含めながら行っていくとは思いますが、水源

がないところについては、やはり細心の注意を払い

ながらやっていくべきであると思います。その辺は

きょうよくわかりましたので、またこれから検討し

ていきましょう。

次に、はしかの対策について質疑します。いわゆ
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る麻疹のウイルスの件です。全国の状況が報道され

ています。現在、県内の状況はどのようになってい

ますか。

○山川宗貞地域保健課長 本年３月から５月にかけ

て、外国人観光客を発端としたはしかが流行し、全

体で101名の患者が報告されたということが沖縄県の

状況でございます。そのうち男性が60％で女性が

40％。年齢別に見ると66％の方が20代から40代の方

であるということで、大人がかかる病気になってお

ります。

続いて、風疹です。本年９月ごろから話題に上っ

ていますが、本年７月下旬以降、首都圏の東京都や

千葉県を中心に風疹が流行しております。10月24日

現在で、全国で1486名の患者が報告されております。

本県におきましては、10月以降に患者が確認されま

して、10月26日現在で、７名の患者が報告されてい

ます。患者はいずれも20代から50代の成人で、男性

が５名、女性は２名になっております。

○平良昭一委員 20代から40代の方が多いというこ

とについては、何が原因なのですか。

○山川宗貞地域保健課長 やはり予防接種が行き届

かない世代というものが20代から40代、また50代ぐ

らいの方たちが該当するということです。また１回

予防接種を受けている方でも、やはり10年から15年

たってくると予防接種の効果が薄れてしまって、免

疫力が落ちているという形になっております。当然、

予防接種で予防することは大事なことなのですが、

できれば２回打っていただきたいということで、県

では子供たちへの２回接種というものを実施してお

ります。そういう意味では、20代以下の人たちは守

られているということになります。

○平良昭一委員 そうなると、いわゆるワクチン接

種を受けていない時期の方々がいるということです

か。20代から40代までというものはそういう制度的

なものだったのですね。

○山川宗貞地域保健課長 そのとおりです。県では、

現在20代から40代ぐらいの方たちに対して、予防接

種を呼びかけてはいるのですが、１万円ぐらいの自

己負担がありますので、それが少し障害になってい

るということになります。

○平良昭一委員 県議会に来る際にラジオを聞いて

いたのですが、そのときに予防策についてはかなり

慎重に行わなければいけないと。罹患しているよう

な状況でそのまま病院に行ってしまうと逆にうつし

てしまうということで、何か接触歴や現在の症状な

どから、最寄りの医療機関などに電話してから病院

に行くようにというようなことを言っていたのです。

それくらいこの感染率はすごいものなのですか。

○山川宗貞地域保健課長 感染率について見ると、

はしかと風疹は少し違います。はしかはかなり強力

でありまして、空気感染で起こりますので、やはり

１人の患者さんから予防接種をしていない人たちに

は20人くらいにうつしてしまうのではないかと言わ

れています。たしか95％の人たちが予防接種を受け

ていると、流行はほぼとまるだろうということです。

一方、風疹は飛沫感染なのでインフルエンザと一緒

です。ですからマスクをしていれば、ほかの人たち

にうつすことがかなり防げますので、県としてはせ

きをなさる方はやはりマスクをして受診をしていた

だきたいと考えております。

○平良昭一委員 よく妊娠している女性の方々に対

する注意喚起をしています。しかし、逆に旦那さん

が無防備な形の中で感染させてしまっているような

状況もお聞きします。実際に女性の方々はかなり慎

重になっているのかもしれませんが、逆に男性は私

も含めて、これについて初めて聞くものですから、

こういうことを意識して、関心を持たせるようにし

ないといけないと思います。その辺の対応策につい

て考えていることはありますか。

○山川宗貞地域保健課長 この件につきましては、

はしかや風疹を含めて、県では予防接種を打ちましょ

うというキャンペーンとかを行っているのですが、

まだまだ周知が足りないので、さらに強化していき

たいということがあります。特に女性で妊娠されて

いる方はＭＲワクチンが打てないことになっており

ますので、周りの人たちが注意をしていただくと。

例えば、予防接種を受けていただくとか、せきをす

るときにはマスクをして感染を防いでいただくとか

ということを行う必要があると思います。

○平良昭一委員 いずれにしても、もっと勉強して

おかないといけないと思います。

続いて、北部地域における基幹病院の整備につい

て伺います。これまで本会議の中でもいろいろと議

論されてきました。以前に平成29年３月版の沖縄県

地域医療構想をいただきました。その中で宜野座村、

恩納村、金武町が北部の構想区域ではなく中部の構

想区域の中に入っているわけです。北部地域で大会

を開催し、ぜひ基幹病院を北部地域につくりたいと

いう状況の中で、12市町村が一生懸命議論している

ところです。しかし、沖縄県地域医療構想の中で宜

野座村、恩納村、金武町が中部の構想区域の中に入っ

ていることを非常に疑問に思っています。その兼ね

合いというものはどうなっているのでしょうか。

○諸見里真医療政策課長 北部基幹病院の整備につ
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きましては、平成28年12月に北部12市町村で構成す

る北部地域基幹病院整備推進会議が発足しておりま

す。平成29年３月には、同会議の主催による総決起

大会が名護市で開催され、署名11万筆とともに県に

対して基幹病院を整備することについての要請があ

りました。この要請者の中には、当然ながら宜野座

村、金武町、恩納村の３町村も含まれている状況で

ございます。

○平良昭一委員 私が聞いていることは北部地域の

中で宜野座村、金武町、恩納村も入ってやっている

わけですね。しかし、皆さんの沖縄県地域医療構想

の中でこの３つの町村は中部の構想区域に入ってい

るわけです。これから協議会があるという中で、そ

ういう町村が沖縄県地域医療構想の中では中部の構

想区域にあると言われても、北部基幹病院について

負担するような話も出てきているわけですから、万

が一にもそこに対しての疑念が出てこないのかとい

うことを聞いているのです。

○大城博医療企画統括監 先ほど医療政策課長から

も答弁があったとおり、北部基幹病院の整備をめぐ

る経緯の中で、北部圏域においては宜野座村、金武

町、恩納村の３町村も含めて北部12市町村が一体と

なって、この北部基幹病院構想を進めていこうとい

うことで取り組みを進めております。当然、宜野座

村、金武町、恩納村も参加している枠組みの中で、

県と関係市町村、それから北部地区医師会との協議

を進めているところでございまして、特段３町村か

ら、今のところ我々は中部の構想区域であるという

ようなお話は出ておりません。

○末松文信委員長代理 休憩いたします。

（休憩中に、末松年長委員から質疑と答弁の

ズレに対する指摘と再答弁の指示があっ

た。）

○末松文信委員長代理 再開いたします。

大城博医療企画統括監。

○大城博医療企画統括監 沖縄県地域医療構想の中

での区域というものは、構想区域と申しまして、基

本的には、医療計画で定めている２次医療圏と同じ

エリアを構想区域として設定しております。その構

想区域と北部12市町村が一体となって、北部病院の

整備を進めていくという取り組みをされることは直

接関係ないことであると理解しております。

○平良昭一委員 そうであれば、平成29年３月24日

に住民大会を開催し、県に対して７つの要請を行っ

ていますが、その中で500病床の機能を集約できる病

院をつくりたいということがこの12市町村の意見と

してあるわけです。これは当然、宜野座村、金武町、

恩納村まで入って500病床ということで認識していい

のですか。

○大城博医療企画統括監 委員がおっしゃった決議

には７つの項目が盛り込まれておりますが、北部基

幹病院について、県でたたき台としてつくった基幹

病院の機能には、できるだけこの決議の内容が反映

できるように盛り込んでいるところでございます。

この北部基幹病院の病床規模というものは、これか

ら協議の中で具体的に詰めていくことにしておりま

す。ただし、たたき台で示している450床というもの

のは、沖縄県地域医療構想における北部の構想区域

の医療需要というものがあって、他圏域に高度急性

期と急性期で流出している医療需要等を加味して、

できるだけ地域完結型の医療提供体制を構築しよう

というものです。これを北部基幹病院構築整備の狙

いとして位置づけて、それが実現できるような形と

いうことで、今450床の病床規模をたたき台に盛り込

んだところでございます。

○平良昭一委員 関連して聞きますが、この７つの

項目の中には、ドクターヘリの機能を有する緊急救

命病院ということもあります。これまでずっと議論

してきた本県に２機目のドクターヘリが必要かとい

うことで県にも詰め寄っていたようですが、これに

ついては大分前から必要ないということであります。

でもこの要請書は、北部の住民の意見であって、ド

クターヘリがもう一機必要であるという認識を私は

持っております。県としてどのような認識をお持ち

ですか。

○諸見里真医療政策課長 現時点における県のドク

ターヘリについての考え方については、平成29年度

の件数を見ると、急患搬送件数479件でございます。

そのうち、奄美大島が22件ございますので、それは

一旦除いて―結論から言いますと、大体１日に２件

ぐらいとして、365日を掛けると、大体700件近くの

搬送能力があるということです。現時点では大体66％

程度の稼働状況なので、２機目の導入については現

時点では検討していないということでございます。

○平良昭一委員 やはり相当の人数が集まって北部

基幹病院をつくるという大会を開催してきた中で、

このドクターヘリの重要性というものは、離島を抱

えているがゆえの要望なのです。そういう面から60％

の稼働率ということで命を振り分けていいのかとい

うことは非常に疑問です。他府県を見るとドクター

ヘリが２台、３台あるということも踏まえながら、

今後これについて検討してもらえるような状況をつ

くっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○諸見里真医療政策課長 現在、北部基幹病院の作
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業を行っているところですが、その中で当然ながら

ヘリポートの設置について検討しているところでご

ざいます。ただし、ドクターヘリにつきましては、

国の基準等で救命救急センターの指定をとらないと

いけないということがありますので、その辺とあわ

せて今後議論していく必要があるものと考えており

ます。

○平良昭一委員 せっかくの機会ですから、これま

でＮＰＯ法人メッシュ・サポートがドクターヘリを

行ってきたような状況があります―北部病院副院長

もいらっしゃいますので、どうでしょうか。これだ

け広い地域の中で緊急的に病人が出てくる。特に離

島も抱えているという観点から、当然、北部地区医

師会病院と北部病院の合併の話もあるわけですから、

今後これが必要になってくる可能性というものはあ

りませんか。

○重盛康司北部病院副院長 現在、北部病院として

は、搬送されてきた患者の救命に全力を挙げて取り

組んでいるところです。その際、救急車がいいのか、

あるいはヘリコプターがいいのかということに関し

ては、議論の推移を見守っていきたいと思います。

○平良昭一委員 これは今後の課題になりますね。

次に、いわゆる民泊新法について質疑したいと思

います。修学旅行の簡易宿泊許可証についても学生

向けの民泊の中では取得が必要であるものと認識し

ております。取得すべき各事業所などを把握するこ

とについては保健医療部で行うのですか。それとも、

文化観光スポーツ部が行うのですか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 いわゆる教育民泊と言わ

れているものでも宿泊料を取って人を宿泊させる場

合には、旅館業法の営業許可をとる必要があります。

また、現在は住宅宿泊事業法の届け出を県知事に出

して営業をすることも可能ですので、その件数など

につきましては、両方とも県で把握しております。

この届け出と許可について保健医療部が所管してお

ります。

○平良昭一委員 やはり教育民泊等はどうしても許

可はとらないといけないものですから―気になるこ

とは、大変盛んな教育民泊について、万が一にでも

届け出をしていない状況が出てきたときに、沖縄県

の修学旅行がパーになってしまう可能性もあるわけ

です。これは風評被害が出てくる。いわゆる民泊条

例ができたわけですから、保健医療部が担当であれ

ば、そのような事業所の件数などは把握しておくべ

きであると思いますが、いかがでしょうか。

○玉城宏幸衛生薬務課長 住宅宿泊事業法における

事業者の届け出につきましては、保健医療部衛生薬

務課のホームページで公表しています。それから、

旅館業法に基づく許可につきましては、開示請求を

していただければリスト等を開示できることになっ

ております。

○平良昭一委員 非常に気になることは風評被害で

す。現在届け出をしていなくても学生を受け入れる

という状況があるのです。市町村によってかなりの

開きがあります。ですから、この民泊条例について

は保健医療部だけではなくて文化観光スポーツ部や

農林水産部ともかかわりがあるので細かな連携を必

要とします。その横のつながりは絶対持っておくべ

できあるということをかなり以前から指摘していま

す。せっかく条例ができたわけですから、もう少し

横の広がりを持っていただくことをお願いしたいと

思います。

次に、病院事業局に質疑します。沖縄県病院事業

会計決算審査意見書の４ページで、監査委員からの

審査意見はかなり厳しいものがあります。労働基準

監督署から是正勧告がありました。その改善に向け

て４点ほど注意事項がありますが、これについて今

後はどのように取り組んでいくのかを教えてくださ

い。

○山城英昭病院事業経営課長 平成29年度決算につ

いては、労働基準監督署から是正勧告を受けた時間

外勤務手当の支払い等により、全ての県立病院で経

常収支が赤字となっており、病院事業は極めて厳し

い状況にあります。このため沖縄県病院事業局では、

経営の基本となる沖縄県立病院経営計画の見直しを

行うため、平成30年７月に定めた沖縄県立病院経営

計画の見直しに関する基本方針に沿って病院事業局

全体で見直し作業を実施しているところです。経営

計画の見直しに当たっては、基本方針に沿って、過

去の決算結果から病院経営を悪化させている重要課

題とその要因を整理し、経営改善に向けた方向性を

定めるとともに経営を改善させる取り組み項目を幅

広く検討し、その取り組みによる収支の見通しを収

支計画に反映させ、毎年度の収支目標を設定するこ

ととしております。

今後は、病院事業局長や各病院長等の病院事業管

理者による経営改革会議、外部有識者による経営評

価委員会での協議を踏まえながら経営計画をまとめ

ていく予定でございます。また経営計画の見直しに

ついては平成30年度内に完了し、県民に公表するこ

ととしております。

○末松文信年長委員 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 歳入歳出決算説明資料の中から質

疑します。まず初めに保健医療部に伺います。
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同資料の４ページ、（款）民生費（目）国民健康保

険指導費については、不用額が２億4182万円余り出

ています。これは医療費の実績減によるものという

ことでしたが、もう一度、これについて説明してく

ださい。

○山内昌満国民健康保険課班長 （目）国民健康保

険指導費の不用額につきましては、高額医療費共同

事業負担金の算定の基礎となる高額医療費の実績が、

見込みより下回ったことによる不用額となっており

ます。

○金城泰邦委員 見込みよりも減ったということは

いいことであると思います。いいことによる見込み

が減ったものと受けとめているのですが、そういう

ことで理解していいのですか。

○山内昌満国民健康保険課班長 これにつきまして

は、市町村の給付に対する法定の負担金になってお

りますが、当初予算計上時には不足がないように、

過年度の推移を見ながら予算を組んでおります。結

果的に給付費が全体として減って不用が生じたとい

うことです。したがって予算としては足りていたも

のと理解しております。

○金城泰邦委員 その下の（款）衛生費で（目）精

神衛生費も不用額が9857万1000円余り出ています。

これも医療費の実績減ということで、ある意味健康

増進の取り組みの結果としてそういう結果になった

ものと受けとめていますが、そういうことでよろし

いのでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 この事業費については扶

助費になっております。当初これぐらい必要である

と考えており、それの範囲内でおさまったというこ

とでございます。

○金城泰邦委員 いずれにしても予算の範囲内でお

さまるのはいいことであると思います。

その下の母子保健衛生費が補正で6500万円減に

なっています。これについても御説明願います。

○大城博医療企画統括監 母子保健衛生費の補正減

の主な内容ですが、この（目）母子保健衛生費の中

のこども医療費助成事業において、現物給付の導入

に伴う市町村の電算システムの改修に要する経費に

ついての補助を予定しておりました。しかし、多く

の市町村において平成30年度に電算システムの改修

を行うことになったことから、5468万9000円を減額

補正しております。

○金城泰邦委員 同じく５ページの（項）医薬費の28

番（目）医務費が9800万円の補正減で、10億円の繰

り越し。これは診療所に係るもの等々あったようで

すが、これについてもう一度説明してください。

○大城博医療企画統括監 （目）医務費の補正減の

主な理由ですが、この（目）医務費では２つの事業

で増額補正を行い、10の事業で減額補正を行ってお

ります。このうち、減額補正の内容につきましては、

地域医療介護総合確保事業について、国庫の内示減

に伴い３億8480万4000円を減額補正したというもの

が主なものになっております。

○諸見里真医療政策課長 主なものはほとんどそこ

になりますが、繰り越しの事業は、もとぶ記念病院

に対する改築のための補助がございます。ただし、

これはハード交付金ですので交付決定の時期がおく

れます。そのため半年間という工事期間では難しい

のです。実際に工事に着手したのですが、地盤がか

たい部分が出てきました。そういう事情も考慮して

繰り越しにならざるを得なかったということです。

○金城泰邦委員 同じく６ページの（款）教育費の

（項）大学費（目）看護大学費の中の不用額です。

先ほど、6500万円の不用額については旅費等の不用

によるものとの説明がありました。しかし、これは

金額として旅費だけでは大きいと思いますので、そ

の御説明をお願いします。

○大城博医療企画統括監 旅費の減については、非

常勤講師の実績の減があります。それから、需用費、

委託料等において経費の節減を行ったことなどによ

る不用となっております。

○金城泰邦委員 次に、沖縄県病院事業会計決算書

の20ページに、各県立病院の病床利用率について記

されています。北部病院が70％、八重山病院で60％、

ほかが90％前後ということで、この２つがほかと比

べて病床利用率が低いということが目立つのですが、

それについてどのように分析しているのですか。

○山城英昭病院事業経営課長 北部病院では外科医

師の不足による外科の救急受け入れ制限があること

で救急からの入院患者減少が影響し、病床利用率の

低下につながっております。また異常分娩等に対応

するための産婦人科医師が充足しておらず、ＮＩＣ

Ｕの病床利用率低下の要因になっております。

中部病院と南部医療センター・こども医療セン

ターにつきましては、平成28年度総務省病院経営分

析比較表がございますが、全国平均、類似平均の病

床利用率を上回っており、高い病床利用率を維持し

ているものと評価しております。

精和病院につきましては、国の施策である入院医

療中心から地域生活を中心とすることに沿った運営

を進め、長期入院患者の退院及び社会復帰を促進し

ているため入院患者が減少し、病床利用率が低下し

ている状況にあります。今後は紹介患者の受け入れ
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を積極的に行うなど、新規入院患者の獲得に努めて

まいりたいと思います。

宮古病院につきましては、限られた医療圏域の中

で患者獲得に努めており、高い病床利用率を維持し

ているものと評価しております。

八重山病院につきましては、精神科病棟を含めた

病床利用率が低くなっています。新病院では施設設

備面で精神科病棟への入院を望まない患者や家族の

思いに配慮されており、病床利用率の向上につなが

るものと期待しております。

○金城泰邦委員 次に主要施策の成果に関する報告

書の121ページにある管理栄養士養成課程設置補助事

業です。これは新規事業ですが、３億円の予算でこ

れから準備をしていくということで大変感謝いたし

ます。この中の今後の課題にも、しっかりと文部科

学省や厚生労働省の認可をとるための手続が必要で

あると書いてあります。これについて県で何かアド

バイスできるようなことがあれば、ぜひよろしくお

願いします。何かありますか。

○宮里治健康長寿課長 管理栄養士養成課程設置補

助事業につきましては、昨年度、学校法人沖縄大学

が事業候補者として選定されたところです。今年度

は５月29日に補助金の交付決定をしております。ま

た、学部の設置認可は文部科学省が行いますが、８月

31日に施設の認可がおりています。その後、管理栄

養士養成施設の指定を厚生労働省から受ける必要が

ありますが、それは来年３月ごろに予定されている

ということを聞いております。ですから来年度の４月

から開学という予定になっております。

県としては交付決定しておりますので、設置事業

者が滞りなくしっかりと進められるよう、注視しな

がら必要な助言等を行っていきたいと考えておりま

す。

○金城泰邦委員 続いて、沖縄県病院事業会計決算

審査意見書の８ページ等を見ると、先ほども説明が

あったとおり県立病院の病床数等の比率というもの

が全国と比べてみても非常に高いと。都道府県立病

院等が占める割合を見ると、全国が2.4％であるのに

対して沖縄県は7.4％であること。また、病床数を見

ても全国が3.5％であるのに対して沖縄県は11.9％で

あるとか。こういった形で見ると、全国と比較して

みても本県の県立病院が大きな役割を果たしている

ものと評価しております。

一方で、同意見書の９ページや10ページ等を見て

みると、入院患者数と外来患者数が予定量よりも下

回っているということで、これについては先ほども

質疑がありました。10ページの施設の利用状況を見

ても、前年度と比較して外来患者の延べ人数が１万

807人減少をしています。こういったものを見てみる

と、県立病院は占有率等を見てもその比重が高いと

いうことがわかりますが、利用者数が減っていると

いう状況を見ると、もしかすると、例えば人口比率

等々を見ると県立病院がほかの都道府県等と比較し

て多いということがあり得ると思いました。それで

ウィキペディアなどで確認してみました。沖縄県と

類似する都道府県の人口を見てみると、沖縄県は

144万人で全国25位となっており、県立病院が６つあ

ります。類似しているところを見ると、沖縄県より

も少し少ないのですが、山口県は138万人で全国27位

で、県立病院がなく地方独立行政法人が２つありま

す。愛媛県は136万人で全国28位ですが、県立病院は

４つあります。鹿児島県は162万人で全国24位ですが、

県立病院は５つあります。滋賀県は141万人で、県立

病院は３つあります。三重県は179万人で、県立病院

は４つで、地方独立行政法人が１つあります。沖縄

県は人口から見ると、県立病院が多いというイメー

ジを持ちました。それについてはどうでしょうか。

○山城英昭病院事業経営課長 県内の医療機関に占

める県立病院の割合につきましては、病院数で7.4％、

病床数で11.9％と、全国平均と比べても高い傾向に

あります。沖縄県における公的医療機関や国公立医

療機関で見た場合の県立病院の割合も、全国平均と

ほぼ変わらず、県立病院が公的医療機関の大部分を

占めている状況でございます。これにつきましては、

本土復帰時に国民健康保険の適用等で急増する医療

需要への対応が迫られたこと。また、他都道府県と

比較してかなり立ちおくれていた当時の医療事情を

改善する必要があったことなどから、沖縄振興開発

計画や国の救急医療対策事業実施要綱などによって

急速に県立病院の整備が進められ、県立病院主導の

医療提供体制が形成されたことによるものであると

認識しております。さらに沖縄県は地理的な特性と

して隣接県がなく、島嶼県であるため、県内完結型

の医療提供体制を余儀なくされたことに加えて、市

町村立病院の設置が進まなかったことから、離島・

僻地に県立病院２施設及び附属診療所16カ所を設置

し、沖縄県病院事業は離島・僻地医療の確保に大き

な役割を担うこととなったものがあると考えており

ます。

○金城泰邦委員 県立病院が沖縄県で非常に重要な

位置を占めているということは理解しております。

一方で決算を見ていきますと、累積する赤字の問題。

マンパワー不足の問題といったことがずっと続いて

いると。こういったことに対して、たしか平成21年
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ぐらいに沖縄県医療審議会や県立病院のあり方検討

部会などでいろいろな議論をされたということです

が、その中で赤字やマンパワー不足の解消等々含め

て、経営改革が必要であるというところから地方独

立行政法人というものが求められるとの結論が出て

いるのです。それについて今日どうなっていますか。

○金城聡病院事業統括監 当時の資料が手元にない

ので、記憶に基づいての答弁ということになります。

その当時も借金が多いという経営状況がありました。

そのころには国の指導で行政改革を進めるという流

れがありました。そういう中で、国の場合は、国立

病院などは国立病院機構という形で独立行政法人化

が進むという社会的な流れがありました。国の政策

は病院事業であっても公的法人が適切に執行できる

体制を法律が完備するというもとで病院事業が執行

されていくということがありました。そういう流れ

の中で、本県の病院事業もそういう経営状況にあっ

て、その選択肢ができるのかどうかということで、

県立病院のあり方に関する基本構想というようなも

のを取りまとめています。そのときに構想期間の中

で経営を改善して、その経営改善がどのように進む

のか。その結果に基づいて地方独立行政法人を選ぶ

のかどうかということを検討しなさいということが

審議会において審議され、答申されて、知事のもと

でそういう管理がなされました。その構想期間の中

で、民間の委員を附属機関とし、その病院経営のあ

り方について逐次報告して、経営状況について指摘

を受けた場合には、その指摘をもとに改善しながら

経営を進めたところです。結果的にその構想期間中

に経営改善の方向にあるというような評価になった

ものですから、当時の知事は独立行政法人について

は選択しないという方向になったものと記憶してお

ります。

○金城泰邦委員 先ほど来、この決算書を見ても、

見込みよりも給付費が減っているとか、世の中が健

康志向にあるとかで、今後この病床数をふやして、

入院、通院等々、患者がふえる見込みで事業を組む

ということは結構無理があると思っています。そう

いった中でやはり経営改革についてしっかりと議論

していかないといけないと思っております。こういっ

た行政法人の取り組みについては、長野県などが平

成22年度にこれについて取り組んだと。４年後の平

成26年度にそれを総括した中では、答申としては地

方独立行政法人へ移行することはメリットが大きい

というような成功事例が出ている都道府県もあるの

です。そういうものを見ると、これからの医療につ

いては費用対効果とかいろいろとありますが、そう

いったことも視野に入れていくべきであると思いま

す。ふえていくことを前提にして拡充するという話

でずっといくのか。あるいは将来的には健康になっ

ていくことが望ましいことでもあるし、それを想定

しながら議論するということも必要ではないのかと

思います。そういったことについて御見解をいただ

きたいと思います。

○金城聡病院事業統括監 委員の御指摘については、

我々も参考に値するものと考えるところです。沖縄

県の病院事業につきましては、復帰当時から県民の

医療を守るという形で、県行政の中に組み込まれて、

国策として国費も投資されて、それなりの整備を進

められてきているものと思います。その中で病院事

業の職員は医療従事者を確保して、一生懸命県民の

生命と健康を守るために医療を提供しているところ

です。地方独立行政法人の選択については、委員が

おっしゃるように確かにメリット、デメリットがあ

ると思います。メリットを見ると、特定の公益法人

が特定の事務について執行する体制を整備するとい

うことで、他の都道府県はそういう選択をされたも

のだと思います。一方で病院事業が一般医療なども

担っているというところも踏まえて、病院事業をど

のように管理していくのかということについては、

今後の議論が必要であると思います。いろいろなメ

リットやデメリットを考慮しながら、さらに沖縄県

の病院事業は、公の施設として５地域に知事が設置

したものですから、知事の設置者としての意見も

十分に考慮しながら、その検討を進めるべきである

と思います。

○金城泰邦委員 確かに先ほどの事例は長野県で、

沖縄県の場合とは全然違います。本県は離島県であ

り、エリアも広範囲にわたります。ドクターヘリの

ニーズなどがあったりもします。そういった地域に

合ったニーズをしっかりと踏まえつつ、毎年度、毎

年度出てくる赤字経営に対して、法定外繰り入れを

どのくらいやっているのかとかといった議論だけで

いいのかと。そのような疑問を持つものですから、

そういった意味では、組織全体としても本当はどの

ように持っていったほうがいいのかという議論を

しっかりと見守っていきたいと思います。

○末松文信年長委員 新垣新委員から質疑時間の

５分を照屋守之委員に譲渡したいとの申し出があり

ましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

御承知おき願います。

それでは質疑を行います。
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新垣新委員。

○新垣新委員 まず、主要施策の成果に関する報告

書の120ページのがん予防対策推進事業について質疑

します。全国の都道府県のがん予防の受診率につい

て沖縄県は何番目の位置づけにあるのか。また対前

年度比についてもお聞かせください。

○宮里治健康長寿課長 がん検診の受診率につきま

しては、まず肺がん検診の全国順位は21位になって

おります。大腸がん検診が33位、胃がん検診が16位、

子宮がん検診が19位、乳がん検診が33位となってお

ります。

○新垣新委員 この検診の受診率は高いほうですか。

それとも低いほうですか。

○宮里治健康長寿課長 肺がん検診については、全

国と比べると受診率はよくなっております。大腸が

んは全国平均と比べて低くなっております。胃がん

検診は全国平均と比べて高くなっております。子宮

頸がんも全国と比べて高くなっております。乳がん

検診は全国よりも低い受診率になっている状況です。

がんの受診率に関しては肺がん、大腸がん、胃がん、

子宮頸がん、乳がんをまとめた受診率というものは

データとして出していないという状況です。したがっ

て個別の回答になることについて御了承ください。

○新垣新委員 県民が健康であれば病院事業局は赤

字を生まない。県民が健康であることで、血税であ

る県民の税金が扶助費、医療費等の予算にならない

ということは当然であるということを基本的なもの

として考えております。

そこで沖縄県はがんが多い地域なのか、沖縄県の

位置づけはどうなっているのかをお聞かせください。

○糸数公保健衛生統括監 今、がんと診断された患

者さんを登録するというシステムになっていて、そ

れを罹患率という言葉で我々は表現しております。

平成26年の年齢調整をした沖縄県の状況を見ると、

男性が393.2人で全国は429.4人となっており、男性

は全国よりも低い状況です。一方女性は324.8人で全

国が300.7人ですので、女性は全国よりも高い値と

なっております。男女を合計すると沖縄県は全国よ

りも若干低いというデータがあります。

○新垣新委員 この数字を過信しないように引き締

めることが大事だと思います。

県民が健康であれば、病院事業局の経営が徐々に

改善していく。これは当然のことだと思うのです。

ヨーロッパでは健康診断を受けない国民に対して厳

しい罰則みたいな制度があるのです。アメリカでも

州によって違っています。県民のために、思いやり

があるという形で何らかの厳しさを教えるべきであ

ると思います。病院事業局の赤字解消や県民の健康、

痴呆症防止という形で改善されていくと。昨年度も

同じようなことを質疑していますが、ある程度の社

会主義の血を入れるべきだと思っているのです。社

会主義にはこういう形の制度があるのです。民主主

義ではそういうものはないのです。ですから沖縄県

としてもこれについて検討すべきではありませんか。

赤字ばかりで県民の血税を入れて、新規事業ができ

ないのです。健康が一番なのです。これについて提

言します。これはおもしろい発想なのです。頭がか

たい発想から柔らかい発想に切りかえていくのです。

それについてどう思いますか。共産主義はだめです

よ、社会主義でいいのです。

○糸数公保健衛生統括監 例えば、現在でも感染症

等に罹患した人が健康診断を受けないなどのほかの

人に被害が及ぶようなときには、ある程度の強制力

を伴った形で勧告するというものはあります。ただ

し、がん検診や特定健診などの個人の健康にかかわ

るものについては、その個人に促して受けてもらう

ということに現状はなっております。例えば会社で

あれば社長が社員に対して必ず100％受けてこいとい

うようなトップダウンでできるところについては、

我々もその実施をお願いしたりしています。しかし、

基本的には個人の健康づくりということで、今置か

れているシステムの中で、どのようにして行動変容

を促すのかということが現状でございます。

○新垣新委員 今のは答えになっていないと思いま

す。要するに市町村におけるがん検診の向上を図る

と。それは市町村との連携が一番大事なのです。で

もこれは限界が来ていると思うのです。これからは

高齢社会になってくるし、その辺は厳しい国の法律、

沖縄県の条例というものをつくらない限り直らない

と思います。沖縄県から新しいモデルをつくってい

くべきだと思っているのです。これ以上、扶助費と

して県民の血税が―健康であればいろいろな事業が

できるのです。そういった大局的な観点で窓口や協

議会をつくっていただきたいのです。平成28年度の

決算特別委員会でも質疑しています。どうですか、

昨年度も言っていますが。

○大城博医療企画統括監 委員がおっしゃるように、

検診を受けなかった人に何らかの負担を与えるとい

うような仕組みではないのですが、国民健康保険の

公費のシステムの中で市町村や都道府県が保健事業

に一生懸命取り組んだ場合には、その努力に応じて、

国が支援するという仕組みがあります。保健事業の

取り組みを評価して、さらに積極的に健康増進に取

り組んでもらうという仕組みは整備されております。
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保健事業をきちんと行って、このような国からの財

政支援も得ながら、県民の健康を増進させられるよ

うに努力していきたいと思います。

○新垣新委員 国民健康保険について昔はペナルテ

ィーがありました。こういったがん検診等を受けた

ら市町村に頑張りましたというような交付金のよう

なものが来るということもわかっています。私は市

議会議員上がりですからわかっています。でも改善

できない部分があるのです。これは国を見るのでは

なくて、私たちはウチナーという視点からどのよう

にして考えていくかが一番大事なのです。そこはメ

スを入れないとだめです。もう病院事業費はずっと

赤字、赤字ですよ。ここにメスを入れる時代なので

す。その辺に関して保健医療部長の見解を求めます。

これは協議会を設置すべきなのです。これはある意

味思いやりです。重い病気になって、アガーアガー

して、医療費や扶助費が上がっていきますから、そ

こはメスを入れるのです。いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 みんなが健康になると病院

事業が赤字にならないということは逆かなと思って

います。逆に県立病院は患者さんが来ないと収益が

上がらないわけです。だからといって患者をふやそ

うというわけではありません。

○新垣新委員 保健医療部長、待ってください。そ

れは私に対する暴言ですよ。私が言う、県民が健康

になれば病院事業局は赤字にならないということは

間違っていないのです。保健医療部長は真逆のこと

を言っています。保健医療部長の答弁を訂正させて

ください。こういうことは絶対に通らないですから。

○砂川靖保健医療部長 この県民の健康と県立病院

の経営の話は切り離して考える必要があるものと考

えています。国民健康保険あるいは被用者保険、そ

れから公務員の共済などは全国一律の制度なのです。

これは法律で定められているわけです。そういう中

において、このような検診を受けなかった場合に保

険の適用から外すような取り組みというものは、条

例とか県単独で決められるような話ではないものと

考えております。

○新垣新委員 それでは沖縄健康のための特区など

を自分たちでつくることもできるのです。その特区

をつくるという形で、どうすれば県民が健康でいら

れるのかと。そういうものをつくっていこうではあ

りませんか。保健医療部長、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 その特区をつくって取り組

むというよりも、今我々がやっているヘルスアクショ

ン、健康長寿を復活するためのプログラムなどに力

を入れて、これを達成していきたいと考えています。

○新垣新委員 保健医療部長、特区はできます。自

分たちで考えて、県がやるべきことを国に上げれば

できます。できないとばかり言っていたら一生でき

ません。メスを入れる時代に来ていますので、ぜひ

その検討を強く求めます。今メスを入れなければ何

も変わらない。扶助費等が大きくなる。予算も厳し

い沖縄県になりますので、大胆な改革を強く求めま

す。

続きまして、同じく122ページ、特定不妊治療費助

成事業について、その成果をお聞きします。平成

29年度と平成28年度における対前年度比を教えてく

ださい。

○山川宗貞地域保健課長 まず平成29年度の日本産

科婦人科学会の特定不妊治療の報告によると、成功

率は11.7％となっており、日本全体での数値は上がっ

ております。沖縄県については制度開始が平成17年

度になります。それから平成29年度までの沖縄県で

助成した件数は１万3286件となります。それで計算

いたしますと、生まれたお子様は1554人として推計

されています。

○新垣新委員 年齢制限を45歳まで上げるという考

えはありますか。

○糸数公保健衛生統括監 国において平成28年度か

ら43歳未満を助成の対象の範囲としたところでござ

います。今、委員から御指摘で、その年齢を上に拡

大できないかというお話でしたが、年齢が高くなれ

ばなるほど流産であるとか、妊娠に伴う合併症など

の母胎への危険があるということが言われており、

国もそういう判断をしております。したがってその

ようなエビデンスがある以上、それを超えて助成す

るということは非常に難しいことであると考えてお

ります。

○新垣新委員 ぜひ、これについての周知を徹底し

て行っていただくよう強くお願いを申し上げます。

まだ制度についてわからない方が多いと思いますの

で、よろしくお願いします。

同じく125ページ、これまでに多くの委員が指摘し

ている離島における医師確保ですが、石垣島や宮古

島などの離島の子供たちを育成して医師になっても

らう、地元で生まれた子供は地元で医師になってく

ださいというような新しい制度として琉球大学医学

部に離島枠という形を築いていただきたいのです。

いかがでしょうか。

○長嶺祥保健医療総務課長 離島枠につきましては、

現在、北部・離島枠として５名の枠がございます。

離島につきましては３名の枠がございます。

○新垣新委員 それをもっとふやしてください。今
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よりもさらにふやしてくれって言っているのです。

今のは答弁になっていないのです。枠があることは

わかっていますから。今よりもさらにふやしてくれ

と質疑しているのです。ですからそういった答弁に

各委員は納得しませんよ。もう一度答弁してもらえ

ますか。現状よりもふやしてくれと言っているので

す。

○大城博医療企画統括監 琉球大学医学部の地域枠

につきまして、毎年度17名の定員増を認めていただ

いており、その中の３名が北部と離島の出身者を採

用するということで、その枠を設けております。琉

球大学医学部におきましては、年度ごとの受験者の

状況に応じて離島枠の学生についてはこの枠よりも

１名多く採るという運用をしているところですので、

そういった形で将来的に長い期間、離島や北部で働

いていただくことが期待できるお医者さんを確保し

ていきたいと思っております。

○末松文信年長委員 休憩いたします。

午後３時９分休憩

午後３時24分再開

○末松文信年長委員 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 沖縄県立病院事業会計決算書の

７ページ、貸借対照表の「その他流動資産」の6000万円

の内容が明らかでないということですが、それにつ

いて御説明をお願いできますか。

○山城英昭病院事業経営課長 平成29年度沖縄県病

院事業貸借対照表の「その他流動資産」に、平成26年度

から計上されている6500万円のうち6000万円につい

ては、その計上の経緯や内容が明らかでないことか

ら沖縄県監査委員から指摘されているものです。指

摘されている数値やその計上の経緯とその要因とし

ては、平成26年度の会計基準の変更に伴い、それま

での財務会計システムから新システムに移行した際

の誤りによるものであると現時点で推定していると

ころですが、その断定についてはまだ精査を要して

いるところでございます。これは新会計システムへ

の移行時の仕訳の誤りによるものであると断定され

た場合には、修正処理を行う必要がありますので、

引き続き精査の上、適切に対処したいと考えており

ます。

○照屋守之委員 この決算については貸借対照表も

含めて法律に基づいてしっかりとそういう数字を上

げたということです。しかし、今の説明を聞くと、

この6000万円を説明できないということは、決算書

に対する信憑性が問われます。いかがですか。

○山城英昭病院事業経営課長 委員の御指摘につき

ましては、我々も危惧しております。この6000万円

の内容等については詳しく精査した上で、今年度中

に適切に対応したいと考えております。

○照屋守之委員 会計システム云々というようなこ

とはこの決算書にはあらわれてきません。誰が見て

もこの数字でしか病院事業というものを理解しませ

んから。このようなことを行っていて、沖縄県の病

院事業の１年間がこうでしたということを出してく

ることはおかしいことではないのですか。決算をや

り直したほうがいいのではないですか、どうですか。

○山城英昭病院事業経営課長 今回、新会計システ

ムへの移行の際に6000万円の数値が出てきたもので、

「その他流動資産」に関しては、その年以降の数値

についての変更等はございません。その他の項目に

つきましては適切に対応がなされているものと考え

ております。

○照屋守之委員 信憑性がないと言っているのです。

地方公営企業法第20条にのっとった形で本来はやら

ないといけませんね。この法律の説明とあわせて、

現状がどうなっているのかを説明してください。同

法第20条の条文を全部読み上げてください。

○山城英昭病院事業経営課長 地方公営企業法（計

理の方法）第20条第１項、「地方公営企業においては、

その経営成績を明らかにするため、すべての費用及

び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、

その発生した年度に正しく割り当てなければならな

い」。第２項、「地方公営企業においては、その財政

状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び

負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、か

つ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基

準に従つて、整理しなければならない」。第３項、「前

項の資産、資本及び負債については、政令で定める

ところにより、その内容を明らかにしなければなら

ない」。

○照屋守之委員 どうですか、それに沿ってできて

いますか。

○山城英昭病院事業経営課長 先ほども述べさせて

いただきましたが、「その他流動資産」の6000万円が

不適切な状態であることについては重々承知してお

ります。その精査につきましては、今年度中に専門

家の御意見等も承りながら、適切に対応していきた

いと思います。

○照屋守之委員 それでは手おくれです。地方公営

企業法違反です。法律に違反して皆様方はこのよう

な決算をしているのです。法律違反で行ったものを

我々県議会議員が審査できますか。これは県監査委
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員からも指摘されているのです。どう責任をとるの

ですか。病院事業局長、これは法律違反ですよ。

○金城聡病院事業統括監 委員の御指摘については

大変重く受けとめております。地方公営企業法第20条

第２項にある、財政状況を明らかにするために全て

の資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生

の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並

びに一定の評価基準に従つて、整理しなければなら

ないという部分について、監査委員の意見として疑

義が生じているものと認識しております。全ての資

産の増減という部分については、平成29年度の決算

における増減については適切に捕捉しているものと

思っています。ただし、経営課長からも答弁があり

ましたように、平成26年度の決算にこの6000万円が

新たに計上されていて、その計上された経緯につい

て今調査しております。監査委員に指摘された際に

も、それ以前から調べておりましたが、なかなかそ

の実態を明らかにできなかったということで、監査

委員としては十分精査するようにということで留意

事項が付されていると思っています。

病院事業局としては、負債とか資産とかというも

のは経営の基本ですので、その部分を説明できない

ということは十分に責任説明を果たせていないとい

うことですので、この実態については今年度中に明

らかにして、仮に計上のミスもしくは事務手続の誤

りであれば、法に基づいて訂正手続をとらせていた

だきたいと思っております。

○照屋守之委員 決算とはそういうものなのですか。

地方公営企業法第30条の条文はどうなっていますか。

○山城英昭病院事業経営課長 地方公営企業法（決

算）第30条第１項、「管理者は、毎事業年度終了後２月

以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、

当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書

類をあわせて当該地方公共団体の長に提出しなけれ

ばならない」。第２項、「地方公共団体の長は、決算

及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければな

らない」。第３項、「監査委員は、前項の審査をする

にあたっては、地方公営企業の運営が第３条の規定

の趣旨に従ってされているかどうかについて、特に

意を用いなければならない」。第４項、「地方公共団

体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付

した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当

該事業年度終了後３月を経過した後において最初に

招集される定例会である議会の認定（地方自治法第

102条の２第１項の議会においては、遅くとも当該事

業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同

条第６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議

において議会の認定）に付さなければならない」。

○照屋守之委員 もういいです。それで管理者は事

業年度終了後、２カ月以内に決算を調製してと言い

ましたね。先ほどの答弁で今年度いっぱいで明らか

にすると言いましたね。そうであれば今年度いっぱ

いに調製できるのですか。３月に締めて２カ月以内

に調製してということにはならないのですか。

○金城聡病院事業統括監 委員がおっしゃる同法に

基づく決算書というものは、２カ月以内に知事に提

出しております。この決算書は平成29年度の決算と

いう意味において、もう訂正、修正はないものと思

います。ただし、その決算において決算の内容の一部

に修正すべき誤りが見つかった場合は後日、今回の

例で言いますと、平成30年度の事業の中で過年度修

正をする手続も同法において認められております。

したがってその手続をとらせていただきたいと思っ

ております。

○照屋守之委員 この決算書、貸借対照表は大変な

ものですよ。これは実態と合っていない。こういう

ものを粉飾決算というのです。だって事実と違うで

しょう。病院事業局長、これは事実と違うのです。

これを粉飾決算というのです。地方公営企業法に違

反したことを堂々とやっている。指摘をされて今年

度いっぱいにこれを明らかすると。決算書というも

のは今年度いっぱいに訂正するものですか。何を考

えて皆様方はこれをつくっているのですか。この決

算書というものは皆さん方が１年間やってきたもの

全てをそこに入れるのですよ。それを見て今後どう

するのかということです。そこに不信感が出てきた

らどうするのですか。どう責任をとるのですか。

○金城聡病院事業統括監 委員の御指摘は、事実と

違う決算ではないのかということですが、病院事業

局としては平成26年度におけるこの6000万円の計上

がどういう事実に基づくものなのか、現在明らかに

なっていないという認識です。どういうことで、こ

の流動資産が計上されたのか、その事実を確認する

ことが先かと思います。この事実が確認できて、こ

れが正しい仕訳の仕方だったのかどうか、誤りに基

づく仕訳であれば、正しい仕訳の方法が必要になる

と思います。その仕訳の方法については専門家の意

見も聞きながら、正しい決算のあり方をまとめて平

成30年度の決算の中で過年度修正していきたいと

思っております。

○照屋守之委員 これはもっと悪いのです。これは

平成26年度に発生したものです。今は何年ですか。

これまでにきちんと整理できないものをこれから整

理するのですか。指摘されたら整理するのですか。
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これはシステムの変更とか関係ないですよ。これは

平成26年度から引き継いで6000万円が入ってるので

す。それが今さらこういう言い方をされて、法律に

も違反している。これは病院事業局としても大変な

ことですよ。本日、各病院長もいますよ。こういう

実態で経営ができるのですか。どういう問題が起こっ

ているのかわかっていますか。資産のトータルと負

債及び資本のトータルは一緒ですよ。資産と負債及

び資本の合計です。ここがおかしくなるということ

はどうなりますか。全てがおかしくなるのです。こ

んな決算書をよく出せましたね。貸借対照表は全て

一緒ですよ。この中が曖昧だと逆にこちらも曖昧な

のですよ。これはごまかしていませんか。これを見

ると、ごまかしの決算書です。皆さんも貸借対照表

はわかるでしょう。こちらがおかしければ、ここも

おかしいという話ですよ。ですから今、皆様方がやっ

ている決算の資産がおかしいということだから、こ

この負債と資本もおかしい。だからこの決算書は公

にできるものでもないし、やり直したほうがいいの

ではないのかという話ですよ。どうですか。

○金城聡病院事業統括監 決算書の中のバランス

シート、いわゆる貸借対照表は、貸し方と借り方の

バランスがとれているということが大原則になりま

す。「その他流動資産」の部分に不明な部分があると

いうことは、逆のほうにも説明できない部分がある

と思います。委員がおっしゃるように、全体のバラ

ンスがとれている状態で、この財務諸表をつくる必

要があることを踏まえると、その一部について説明

できないということは、全体の説明ができないと言

われても仕方がないと重く受けとめております。病

院事業局としては、この流動資産は平成26年度の計

上に基づいていますが、その計上がどういう理由に

よるものなのかをまずは確認させていただきたいと

思います。それによって決算を訂正する必要がある、

もしくは仕訳が単純に誤っているのであれば、法律

に基づいて手続をとらせていただきたいと思います。

○照屋守之委員 何十年もの間、経営をしています

か。沖縄県の病院経営です。日本の病院経営を初め

としてこのような決算書は初めてですよ。システム

が故障とか、平成26年度から引き継ぎしていないと

かというようなことは理由にはならないのです。だっ

て、そのときの数字はあるのですから。これについ

てはぜひ言っておきたいのですが、流動資産の中で

この6000万円が不明ですね。それならばこの負債及

び資本の中の6000万円も不明ということですよ。こ

れについて説明してもらえませんか。資産の6000万

円が不明ですね。負債及び資本の6000万円も不明に

なるのですよ。この内訳を説明してください。

○金城聡病院事業統括監 委員がおっしゃる「その

他流動資産」に対する部分がどの部分に該当するの

かということについては、今まだ明らかになってお

りません。ですから説明ができない状態です。この

「その他流動資産」の6000万円については、過去の

担当者に事情聴取をしておりまして、その中で記憶

をたどりながら、なぜ6000万円が計上されたのかと

いうことについて調べているところです。さらに各

病院においては、過去の調定元帳というものが再発

行できますので、それについて平成26年度以前から

入手して、現在その取引を確認するという作業を行っ

ているところです。その作業に時間を要するところ

ですので、御理解をいただきたいと思います。

○照屋守之委員 理解なんかできませんよ。これは

決算書ですよ。理解できるはずがないですよ。こん

ないいかげんな決算書について誰が理解できますか。

本当に大丈夫なのですか。先ほども言ったとおり、

負債及び資本のお金、6000万円はどこに行ったので

すか。ここが問題なのですよ。6000万円の行方の問

題です。これをしっかりと調べないと、これは犯罪

ものですよ。だってそうではないですか。この6000万

円の帳尻を合わせるために、そこに6000万円を乗っ

けたらどうなりますか。皆様方はこの内容について

きちんと説明できない。流動資産を含めた貸借対照

表の右左が合うと。仮にこの6000万円は間違いない、

そして負債及び資本も間違いないものとします。そ

うするとこれに合わせて、6000万円を上乗せしてつ

くるという話もあるわけでしょう。皆様方が平成26年

度からやっていてできないものは、しっかりと税理

士や専門家である第三者を含めた検討委員会をつ

くってやらないと解明できません。この6000万円が

どうなったのかという話ですよ。これについてどの

ように説明するのですか。

○金城聡病院事業統括監 先ほども答弁いたしまし

が、過去の担当者などからのヒアリングを通じて調

べているところです。

病院が活動する上で、本庁と現場の病院間の資金

の動きを扱う勘定があります。これは病院本庁勘定

と呼ばれるものです。これは対外的な取引に基づく

ものではないので、本来ならば整理勘定と呼ばれる

ものであり、債権債務関係が発生しないような管理

をされている部分があります。ところが、その整理

勘定を利用せずに、「その他流動資産」の部分に、１年

未満の債権と勘違いして仕訳を行うと、そのような

決算になる、そのような財務諸表が作成されるとい

うことがおおむねわかっています。そうしますと、
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過去の経済活動が正しく仕訳されているのかどうか

を１つずつ確認する作業が必要であると思っていま

す。仮に今言ったような場合、本来ならば対外的な

債権債務関係が発生せず、整理勘定で整理すべきも

のを「その他流動資産」で整理しているのであれば、

これは経理の単純な誤りとまでは言えませんが、経

理の決算誤りとなりますので、その決算誤りについ

ては次年度の事業年度において法に基づく訂正手続

をとらせていただきたいと考えています。

○照屋守之委員 どういう説明ですか。それでは裏

金があるという話ですか。そういう可能性があると

いうことですか。今の答弁の意味はどういうことで

すか。

○金城聡病院事業統括監 裏金という意味ではござ

いません。間違った仕訳をしてしまったので、この

ような決算書に計上されてしまったのではないのか

と。その部分についての原因究明をせずに手続を進

めてしまった結果が、このようになっているのでは

ないのかと。現に平成26年度以降に新たに導入され

たシステムでは整理勘定というものが明確になって

いまして、その整理勘定を用いて本庁と病院間の資

金を動かしますと、こういう「その他流動資産」と

いう部分には計上されていません。したがって過去

の経理の事務についてを１つずつ確認する作業が今

求められています。決して委員がおっしゃるような

裏金とか、隠しとかというものはないと思っており

ます。

○照屋守之委員 当然そのように思っているでしょ

う。皆さん方は病院事業経営についていつからやっ

ているのですか。私は県議会議員として４期目です

が、ずっと病院事業経営にかかわっています。それ

を今さら、こういう決算書をつくるのに何がどうの

こうの、あの勘定がどうのこうのと。この程度のレ

ベルですか。これは県民の不信感どころではないで

すよ。県民は県立病院については、もちろん医療の

提供もそうですが経営も含めてしっかりとやってい

ただいている。我々県議会議員も頑張れと応援する。

でも皆様方はどうなのですか。このような中途半端

な決算書を出してきてこれを指摘したら、今年度いっ

ぱいにやると。いろいろなお金の流れがあって、裏

金なのかと聞いたら、そうではないと思うと。こん

な病院事業経営がありますか。先ほどからいろいろ

な課題が出ております。病院事業は。肝心かなめで

ある経営体、本体そのものがこのような実態であれ

ば、どうやって県民の医療をさらによくしていける

のか。それが実現できますか。これは専門家に調査

させてください。これは大変な問題です。6000万円

というここがポイントですよ。この6000万円がどこ

に消えたのか。先ほどのように裏金ではないと思う

と言うのであれば、皆さん方ではなくて第三者に調

べさせて、原因を究明させてください。そうでなけ

れば、この決算書は一度取り下げたほうがいいと思

います。このような決算書は全国のどこへ行っても

ないですよ。全てのさまざまな資料を集めて精査し

て、それを集約したのが決算書です。これに対して

システムがどうのこうのということはあり得ない。

やり直したほうがいいですよ。どうですか。

○金城聡病院事業統括監 今回の決算書で、「その他

流動資産」として6500万円を計上していますが、そ

の6500万円は平成26年度の決算から数字的には変

わっていません。数字的に変わっていないというこ

とは、平成27年度以降の取引については正しく決算

されていると思います。しかし、委員がおっしゃる

ように、「その他流動資産」に現在6500万円が計上さ

れているわけですから、それを説明できないという

ことは説明責任を果たせないということで、病院事

業局としては責任を感じております。その部分につ

いてまずは事実を確認させていただきたいと思いま

す。その上で、間違った決算をした場合に、こうす

べきであったというものがあれば、その結果に基づ

いて法に基づく手続をとらせていただきたいと思い

ます。

○照屋守之委員 病院事業局長、これは責任問題で

すよ。こういう曖昧な決算書を県議会に出してきて

指摘をされたら、今年度いっぱいで精査すると。今

年度いっぱいで精査したら、すぐに来年度の決算が

回ってきませんか。平成30年度の決算ですよ。先ほ

ど申し上げましたように、この6000万円は抜き差し

ならぬ状況ですよ。消えた6000万円はどこに行った

のですか。これは大変なことですよ。ですからこれ

は、権限を持った方々が第三者にしっかりと調査を

させてください。内部調査はもういいですよ。皆さ

ん方ではできないですから。平成26年度に発生して

からこれまでほったらかしておいてきたのですから、

第三者がきっちりと調査して、この6000万円が実際

にどうなったのかということも含めて整理していか

ないと、県立病院事業そのものがさらに信頼をなく

しますよ。我々では責任を負えませんよ。病院事業

局長、どうですか。第三者による調査なども含めて

明言してください。これは病院事業局長の責任でやっ

てください。

○金城聡病院事業統括監 今、この決算書にある

6500万円についての事実確認の作業をさせていただ

いております。各病院の協力を得て、過去の勘定元
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帳の全てを出力してもらったり、本庁と病院間の勘

定元帳相互間のつけかえ伝票などの写しも全て収集

をして、それに関連する支出に係る附属資料も収集

をして、１件ずつ支出を確認させていただきたいと

思っています。その上で経理上、困難な事案、事務

処理をどうしたらいいのかという専門的な技術が必

要な場合、助言を求める必要がある場合には専門家

の意見を聞いて、その指示に従って適切に処理をし

ていきたいと考えております。

○照屋守之委員 病院事業局長に答弁を求めている

のに、局長は蚊帳の外ですね。病院事業経営の存続

が危ぶまれているのですよ。そのような事態が起こっ

ているのですよ。責任者として何も思わないのです

か。どうですか。

○我那覇仁病院事業局長 照屋委員の御指摘につい

て非常に重く受けとめております。私は４月から病

院事業局長の職についているわけです。今回のこの

6000万円の使途が不明ということで、先ほどから経

営課長や病院事業統括監が説明しているようにまず

はこれを精査し、専門家の御意見を聞きながら、そ

の内容については明らかにしていきたいと考えてお

ります。

○照屋守之委員 地方公営企業法第34条の条文に、

職員の賠償責任というものがあります。この6000万

円がどうなったのかということは、皆様方の内部だ

けではなかなか調査できないと思います。だってこ

れまでできていないのですから。平成26年度に発生

したことをそのままずっと引っ張って、監査委員の

審査意見書で指摘されて、県議会からも指摘されて、

これから一生懸命やりますと。でもこれは賠償責任

にかかわってくることになるのかもしれません。そ

うなると病院事業局長も含めた病院事業局自体が非

常に厳しい状況になると思います。病院事業局のこ

の決算書そのものは地方公営企業法に違反していま

すから、そこをどうするのかということです。我々

県議会議員は皆さん方の対応をしっかりと注視しま

すからね。このような決算書を県議会に出されても、

監査委員の決算審査意見書で指摘されているような

決算書について、県民の代表である我々は議論しよ

うとは思っていませんよ。145万県民の医療を担うプ

ライドがある県立病院事業局であってほしい。我々

はそのバックアップをしたい。病院事業局の職員の

定数もふやせるように条例改正を認めても実際には

ふやしていない。このような経営をやっているわけ

です。経営させたら大赤字であると。平成29年度か

ら平成32年度までの計画をつくると。３つの大きな

柱とは何ですか。計画もただつくればいいというも

のではありません。魂を込めてしっかりとやらない

と。そのことをしっかりと指摘しておきます。この

決算書については追っかけていきます。きちんとやっ

てください。お願いします。

○末松文信年長委員 以上で、保健医療部及び病院

事業局関係決算に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員退室）

○末松文信年長委員 再開いたします。

次に、特記事項についての御提案がありましたら、

挙手の上、御発言をお願いいたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 ぜひ特記事項として提案したい部

分がありますので、よろしくお願いします。

県立の病院事業の決算について、6000万円がいま

だ不明という中で決算書がつくられているというこ

とについては非常に疑問を持っております。ですか

ら早目にこの内容等も含めて、あるいはなぜそうい

うことになったのか、その具体的な調査等々も含め

て行い、明らかにしていただきたい。そのような内

容にしてもらいたいと思っています。

○末松文信年長委員 ただいまの提案について意見

はありませんか。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 答弁の中で精査中であると。精査

した後に平成30年度における決算の中できちんと法

的な手続をとって、それを報告したいということが

ありました。ですからそれ以上のことは望めない。

望む必要もないのではないかと思っております。今、

すぐに調査結果が出てくる状況にはないものと判断

しております。第三者の意見も聞いてと言っていま

した。当然、原因の究明について求めますが、病院

事業局に委ねたいと思います。

○末松文信年長委員 特記事項として提案するとい

うことについて必要ないのではという御意見です。

ほかにありますか。

金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 執行部の説明を聞くと、平成26年

度からというお話がありましたが、これは平成29年

度決算で指摘を受けております。発生してから３年

間の取り組み状況についても特に報告はありません

でした。そのようなことがはっきりと示されていな

かったものですから、平成29年度決算としても、平

成26年度からこのようにしましたというものがなけ

れば―この6000万円という金額も大きいですし、過

去３年間の取り組み状況も知る必要があると思いま



－266－

す。

○末松文信年長委員 新垣新委員。

○新垣新委員 照屋委員が質疑していたように、こ

の消えた6000万円は平成26年度に発生して、平成27年

度から平成29年度まで３年間何をやっていたのかと

思います。内部で検証しているとかということがあ

りましたが、そのような甘えた考えではいけません。

これは県民の血税が投入されているという問題です。

税金がです。絶対に与野党を超えて、しっかりと第

三者機関を置いて、この消えた6000万円がどこに消

えたのかを明らかにすること、この不正の問題につ

いてしっかりと明らかにさせるということが県民の

代表の務めだと思います。ぜひこの問題について明

らかにすることを強く要請いたします。与野党を超

えてです。委員長のリーダーシップを期待しており

ます。

○末松文信年長委員 ほかに意見はありませんか。

亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 これまでの答弁を聞かせていただ

いていますが、これは平成26年度の旧の会計処理の

方法から新たな会計システムの変換時の際の処理に

伴うというようなことについて今しっかりと調査し、

精査をしているということなので、その成り行きを

見守ることも必要であると思います。ですから特記

事項としての提出はしなくてもいいのではないかと

思います。

○末松文信年長委員 ほかに意見はございませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信年長委員 意見なしと認めます。

ほかに特記事項について御提案はありませんか。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信年長委員 提案なしと認めます。

以上で、特記事項の提案を終結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信年長委員 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、11月５日 月曜日 正

午までに決算特別委員に配付されることになってい

ます。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、６日 火曜日の正

午までに政務調査課に通告することになっておりま

す。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 末 松 文 信
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平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 平成30年10月31日 (水曜日)

開 会 午前10時１分

散 会 午後３時46分

場 所 第３委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 平成 30 年 平成29年度沖縄県水道事業会計

第７回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第18号議案 て

２ 平成 30 年 平成29年度沖縄県工業用水道事

第７回議会 業会計未処分利益剰余金の処

乙第19号議案 分について

３ 平成 30 年 平成29年度沖縄県一般会計決算

第７回議会 の認定について（環境部所管分）

認定第１号

４ 平成 30 年 平成29年度沖縄県水道事業会計

第７回議会 決算の認定について

認定第22号

５ 平成 30 年 平成29年度沖縄県工業用水道事

第７回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

６ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 新 垣 清 涼君

副委員長 照 屋 大 河君

委 員 座 波 一君 具志堅 透君

仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君

上 原 正 次君 赤 嶺 昇君

玉 城 武 光君 糸 洲 朝 則君

山 内 末 子さん

欠席委員

座喜味 一 幸君

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である座喜

味一幸君は調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

環 境 部 長 大 浜 浩 志君

環 境 企 画 統 括 監 棚 原 憲 実君

環 境 政 策 課 玉 城 不二美さん
基地環境特別対策室長

環 境 政 策 課 副 参 事 桑 江 隆君

環 境 保 全 課 長 比 嘉 尚 哉君

環 境 整 備 課 長 松 田 了君

自 然 保 護 課 長 金 城 賢君

自 然 保 護 課 小 渡 悟君
世界自然遺産推進室長

環 境 再 生 課 長 安 里 修君

環 境 再 生 課 玉 城 洋君
全国育樹祭推進室長

土 木 建 築 部 港 湾 課 野 原 良 治君
港 湾 開 発 監

企 業 局 長 金 城 武君

参 事 兼 上運天 先 一君
総 務 企 画 課 長

配 水 管 理 課 長 石 新 実君

3ii4

○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成30年第

７回議会乙第18号議案及び同乙第19号議案の議決議

案２件、平成30年第７回議会認定第１号、同認定第

22号及び同認定第23号の決算３件の調査並びに決算

調査報告書記載内容等についてを一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、環境部長から環境部関係決算の概要

説明を求めます。

大浜浩志環境部長。

○大浜浩志環境部長 環境部の平成29年度一般会計

決算の概要について、お手元にお配りしております

歳入歳出決算説明資料に基づいて御説明いたします。

まず初めに、歳入決算の状況につきまして御説明

いたします。

１ページをお開きください。

土木環境委員会記録（第２号）
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環境部所管の歳入は、使用料及び手数料、国庫支

出金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入、県債の

７つの款からなっております。

環境部所管の歳入の合計額は、予算現額19億3743万

円、調定額は14億2897万9623円、うち収入済額は14億

2104万1623円であり、収入未済額は793万8000円と

なっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

99.44％となっております。

次に、款ごとの歳入について御説明いたします。

（款）使用料及び手数料は、予算現額3178万5000円

に対し、収入済額は2399円であり、平和創造の森公

園に係る土地使用料であります。

（項）証紙収入につきましては、予算現額3178万

4000円に対し、収入済額が０円となっておりますが、

これについては、出納事務局においてとりまとめて

計上されることとなっております。

（款）国庫支出金は、予算現額11億3206万円に対

し、収入済額は10億5370万4199円であり、その主な

ものは世界自然遺産登録推進事業や外来種対策事業

などの沖縄振興特別推進交付金であります。

（款）財産収入は、予算現額132万円に対し、収入

済額111万7546円であり、その内容は、環境保全基金

利子及び産業廃棄物税基金利子などの財産運用収入

であります。

２ページをお開きください。

（款）寄附金は、予算現額60万円に対し、収入済

額は０円となっておりますが、当初、平成29年度に

予定されていた寄附金の贈呈が、平成30年度になっ

て贈呈されたことによるものであります。

（款）繰入金は、予算現額4278万6000円に対し、

収入済額4059万6650円であり、その内訳は、産業廃

棄物税基金繰入金であります。

（款）諸収入は、予算現額5567万9000円に対し、

調定額は6075万8829円、収入済額は5282万829円であ

ります。

収入未済額が793万8000円となっておりますが、そ

の内容は、西原町字小那覇地内で長期間廃タイヤが

不適正に保管されていたことに対する行政代執行の

撤去・処理求償費用であります。

（款）県債は、予算現額６億7320万円に対し、収

入済額２億7280万円であり、その主な内訳は、公共

関与事業推進費及び自然公園施設整備事業費であり

ます。

次に、歳出決算の状況について御説明いたします。

３ページをごらんください。

平成29年度の環境部所管の歳出は（款）衛生費か

らなっております。

予算現額は、37億7986万円、うち支出済額は30億

7279万1136円、翌年度への繰越額は５億2932万

5000円、不用額は１億7774万3864円となっておりま

す。

予算現額に対する支出済額の割合を示す執行率は

81.3％となっております。

次に、翌年度繰越額５億2932万5000円について御

説明いたします。

（目）環境衛生指導費４億7464万4000円は、主に

公共関与事業推進費における産業廃棄物管理型最終

処分場の工事のおくれによるものであります。

（目）環境保全費1707万5000円は、放射能調査費

に係る機器の更新について、機器の納品に期間を要

したものであります。

（目）自然保護費3760万6000円は、主に自然公園

の施設整備において入札が不調であったため、予定

工期の見直し等計画変更したことによる繰り越しで

あります。

次に、不用額１億7774万3864円のうち、目で主な

ものについて御説明いたします。

（目）環境衛生指導費の不用額6039万7509円は、

主に公共関与事業推進費における周辺環境整備事業

のおくれや入札残等によるものであります。

（目）環境保全費の不用額8462万5692円は、主に

自然環境の保全・再生・防災機能戦略的構築事業に

係る工事請負費及び委託料の入札残等によるもので

あります。

（目）自然保護費の不用額2536万6767円は、主に

公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物

の侵入防止に関する条例に基づく届け出がなかった

ことによるものであります。

以上、平成29年度の環境部一般会計決算の概要説

明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。

次に、企業局長から企業局関係決算の概要説明を

求めます。

金城武企業局長。

○金城武企業局長 平成29年度の水道事業会計及び

工業用水道事業会計の決算並びに両会計決算の結果

生じました未処分利益剰余金の処分について、その

概要を御説明申し上げます。

初めに、平成30年第７回議会認定第22号平成29年

度沖縄県水道事業会計決算について、お手元にお配

りしております決算書に沿って、御説明いたします。

１ページをお開きください。
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決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計300億

8905万4000円に対して、決算額は297億3356万9413円

で、予算額に比べて３億5548万4587円の減収となっ

ております。

その主な要因は、第２項の営業外収益における長

期前受金戻入の減少によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

300億7475万3040円に対して、決算額は288億2223万

4134円で、翌年度繰越額が３億9400万2648円、不用

額が８億5851万6258円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

固定資産除却費等の減少によるものであります。

２ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計143億

5192万1000円に対して、決算額は121億8218万1522円

で、予算額に比べて21億6973万9478円の減収となっ

ております。

その主な要因は、建設改良工事の繰り越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことなどによるもの

であります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計194億

5311万8800円に対して、決算額は169億6139万8286円

で、翌年度への繰越額が22億8589万5986円、不用額

が２億582万4528円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良

費において、工事計画の変更等に不測の日数を要し

たことによるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

１の営業収益156億3234万7302円に対して、２の営

業費用は263億4287万2198円で、107億1052万4896円

の営業損失が生じております。

３の営業外収益127億1716万1063円に対して、４の

営業外費用は13億4536万9383円で、113億7179万

1680円の営業外利益が生じており、経常利益は６億

6126万6784円となっております。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は６億7416万2609円となり、この当年度純利

益が、当年度未処分利益剰余金となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について、御説明

申し上げます。

資本合計の前年度末残高441億865万9253円に対し、

当年度変動額が、６億8886万6635円増加したことに

より、資本合計の当年度末残高は、447億9752万5888円

となっております。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

未処分利益剰余金については、当年度末残高６億

7416万2609円の全額を、今後の企業債償還に充てる

ため、議会の議決を経て、減債積立金に積み立てる

ことにしております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、資産合計4434億7808万

6755円となっております。

負債の部については、負債合計3986億8056万867円

となっております。

資本の部については、資本合計447億9752万5888円

となっております。

なお、11ページから13ページは決算に関する注記、

また15ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、平成30年第７回議会認定第22号平成29年

度沖縄県水道事業会計決算の概要説明を終わります。

45ページをお開きください。

引き続きまして、平成30年第７回議会認定第23号

平成29年度沖縄県工業用水道事業会計決算について

御説明申し上げます。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は予算額合計

６億9481万6000円に対して、決算額は６億9364万

1053円で、予算額に比べて117万4947円の減収となっ

ております。

その主な要因は、第２項の営業外収益における長

期前受金戻入の減少によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計６億9635万2000円に対して、決算額は６億

5576万7129円で、翌年度への繰越額が388万8472円、

不用額が3669万6399円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

負担金等の減少によるものであります。

46ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計１億3703万

2800円に対して、決算額は9870万4000円で、予算額

に比べて3832万8800円の減収となっております。
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その主な要因は、建設改良工事の繰り越しに伴い、

第１項の国庫補助金が減少したことによるものであ

ります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１億

3591万5774円に対して、決算額は１億1725万5512円

で、翌年度への繰越額が1850万7256円、不用額は15万

3006円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

る入札執行残等によるものであります。

次に、47ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

１の営業収益２億8394万8805円に対して、２の営

業費用は６億2217万3991円で、営業損失が３億3822万

5186円生じております。

３の営業外収益３億8697万5946円に対して、４の

営業外費用が1390万2878円で、３億7307万3068円の

営業外利益が生じており、経常利益は3484万7882円

となっております。

当年度の純利益は3484万7882円となり、この当年

度純利益が当年度未処分利益剰余金となっておりま

す。

次に、49ページの剰余金計算書について、御説明

申し上げます。

資本合計の前年度末残高13億6551万9162円に対し、

当年度変動額が3513万1865円増加したことにより、

資本合計の当年度末残高は14億65万1027円となって

おります。

次に、50ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

未処分利益剰余金については、当年度末残高3484万

7882円の全額を今後の建設改良費に充てるため、議

会の議決を経て、建設改良積立金に積み立てること

にしております。

次に、51ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、資産合計71億945万

7908円となっております。

負債の部については、負債合計57億880万6881円と

なっております。

資本の部については、資本合計14億65万1027円と

なっております。

なお、55ページから57ページは決算に関する注記、

また59ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、平成30年第７回議会認定第23号平成29年

度沖縄県工業用水道事業会計決算の概要説明を終わ

ります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を御説明申し上げます。

別冊の議案書（その２）の32ページをお開きくだ

さい。

平成30年第７回議会乙第18号議案平成29年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、地方公営企業法第32条第２項の規

定により議会の議決を必要とすることから、提出し

たものであります。

内容につきましては、平成29年度水道事業会計の

未処分利益剰余金６億7416万2609円の処分について、

今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金

に積み立てるものであります。

続きまして、33ページをお開きください。

平成30年第７回議会乙第19号議案平成29年度沖縄

県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて御説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、水道事業会計と同様に議会の議決

を必要とすることから、提出したものであります。

内容につきましては、平成29年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金3484万7882円の処分につい

て、今後の建設改良費に充てるため、全額を建設改

良積立金に積み立てるものであります。

以上で、平成30年第７回議会乙第18号議案及び同

乙第19号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 企業局長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取り扱い

等については、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、あらかじめ引用する決算資料の

名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行

うようお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担
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当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 企業局の営業収益に入っていると

思いますが、小水力発電に取り組んでいると聞いて

おります。その事業概要について簡潔に説明いただ

けますか。

○石新実配水管理課長 企業局で設置しました小水

力発電設備は、現在、西原小水力発電設備、石川浄

水場小水力発電設備、読谷村の大湾小水力発電設備

の３カ所となっております。それぞれの施設の概要

ですが、西原小水力発電施設につきましては、平成

17年の６月から稼働を開始しておりまして、事業費

としましては４億1600万円となっております。この

施設で発電した電力につきましては、近隣にござい

ます西原浄水場で自己消費しておりまして、この自

己消費によって削減できた電気料金が平成28年度実

績で3300万円となっています。

次に、石川浄水場小水力発電施設ですが、こちら

は平成24年９月から稼働いたしました。事業費とし

ましては５億7800万円で、こちらも同じように発電

した電力を石川浄水場で自己消費しておりまして、

これによって削減できた電気料金が平成28年度実績

で約3800万円となっております。

３つ目に、大湾小水力発電施設ですが、こちらは

平成29年４月から稼働しておりまして、昨年１年間

だけの実績で事業費としましては９億800万円となっ

ておりますが、こちらは先の２つと違いまして沖縄

電力に売電を行っておりまして、平成29年度の実績

で収入は約5400万円という状況でありました。

○仲村未央委員 今、西原と石川、そして大湾とい

うことですが、西原と石川全体の電力需要に対する

自家発電といいますか、今回の小水力発電で賄って

いるシェアというのはどれぐらいですか。

○石新実配水管理課長 西原浄水場において小水力

発電によって発電した電力というのは、西原浄水場

で使用する電力の約13.6％を占めております。それ

から石川浄水場ですが、こちらも同様に９％を占め

ている状況でございます。

○仲村未央委員 今、コストと電力の供給状態とい

うのは、バランスがとれているといいますか、この

取り入れによって省コストに貢献していると評価さ

れていますか。

○石新実配水管理課長 西原小水力発電につきまし

ては、耐用年数20年間を見込んでいますが、平成28年

度の実績でいきますと、建設コストとこの間のラン

ニングコストを14年では回収できると見込んでおり

ます。同じように、石川浄水場は16年で回収できる

という見込みです。

○仲村未央委員 今、大湾小水力発電設備では既に

売電しているという実績になりますと、これはさら

なる事業化といいますか、投資に対する還元として

どういう期待を持っての建設ですか。

○石新実配水管理課長 先ほどと同じように大湾に

つきましても、18年で回収できるという見込みでは

ありますけれども、さらなる期待で申し上げますと、

再生可能エネルギーということで小水力発電で発電

した電力を使用することで、火力発電の抑制やＣＯ₂

発生の抑制につながり、環境保全にも貢献している

と考えております。

○仲村未央委員 今、企業局で持っている再生可能

エネルギーや自然エネルギー等の活用というのは、

この事業のみですか。ほかにも何か取り組んでいらっ

しゃいますか。

○石新実配水管理課長 過去にも何度か太陽光であ

るとか、小水力とか検討を行っていますが、今年度

また委託を発注しまして再生可能エネルギーの設置

可能箇所の調査を行いたいと考えております。

○仲村未央委員 かなり積極的に取り組んでいらっ

しゃるのですが、環境部にもお尋ねしたいと思いま

す。

再生可能エネルギーを初め、いろいろな電源を持

つことは、島嶼県においては、非常に有益なエネル

ギーの還元になるのではないかと。今、県庁が持っ

ている事業―今回は企業局ですけれども、そういっ

た形で県が取り組んでいる実際のエネルギー化につ

いて何か把握していることや、環境部としての取り

組みもありますか。

○安里修環境再生課長 再生可能エネルギーにつき

ましては、沖縄県低炭素島しょ社会の実現というこ

とで非常に重要なものと考えております。ただ、我

々のほうではエネルギー政策は所管していないもの

ですから詳しいことはわからないのですが、環境部

の所管でいいますと、これまで再生可能エネルギー

を導入するということで基金事業を過去に導入しま

して、それにおいて低炭素島しょ社会で太陽光発電
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または蓄電池を―特に、防災拠点や災害に強い地域

づくりを目指して、そちらに助成した事業がござい

ます。それと、再生可能エネルギーというよりも、

我々がもう一つ推進しているものがクリーンエネル

ギーということで、今回の事業でも実績に積み上げ

ておりますが、ＬＮＧ―液化天然ガスを採用したク

リーンエネルギー導入の普及促進にも努めておりま

して、これらを含めて再生可能エネルギーを進めて

いきたいと考えております。

○仲村未央委員 企業局の事業については、また引

き続き関心を持っていきたいと思います。

続きまして、同じく企業局並びに環境部にも関連

するテーマになりますが、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの昨

年度の検出状況についてお伺いいたします。

これは県の調査―嘉手納基地も普天間基地もそう

でしょうか、あるいは沖縄防衛局側の調査、傾向を

把握している部分があればお尋ねいたします。

○比嘉尚哉環境保全課長 県では、平成28年度に県

内の主な河川、地下水等についてＰＦＯＳ等の調査

を実施しておりまして、その結果を踏まえまして、

平成29年度は普天間飛行場を中心に19地点で調査を

実施しております。その結果、これまでと同様に普

天間飛行場下流域側９地点の湧水などで、米国環境

保護庁が設定した飲料水に関する生涯健康勧告値

１リットル当たり70ナノグラムを超えてＰＦＯＳ等

が検出されております。平成29年度調査で最も高かっ

たのは、冬季調査のチュンナガーという湧き水です

が、１リットル当たり1000ナノグラムと勧告値の約

14倍の値で検出されておりました。

○仲村未央委員 企業局はどうですか。

○石新実配水管理課長 企業局では、比謝川と基地

内の井戸群を中心に観測を行っているところですけ

れども、ずっと調査を続けているとおり、井戸群の

幾つか、それから比謝川取水ポンプ場、長田川取水

ポンプ場からＰＦＯＳが高い濃度で検出されている

状況です。また、基地内での水質検査は認められて

いないものですから、基地から流出する大工廻川か

ら比謝川に流入する河川の追跡調査もずっと継続し

て行っておりますけれども、そちらもやはり高い値

が検出されていると。沖縄防衛局でも水質調査を行っ

たわけですが、沖縄防衛局も基地内での調査は認め

られず、企業局と同様に大工廻川ですとか比謝川で

調査を行っておりまして、傾向としては企業局の調

査と同じような傾向が見られるということで、大工

廻川合流後で比謝川のＰＦＯＳの濃度が高くなって

いるという結果が出ております。

○仲村未央委員 今の企業局の調査について中間発

表でもよろしいですが、勧告値に対する割合濃度の

高さはどれぐらいという数値もありますか。

○石新実配水管理課長 企業局が平成29年度に外部

に委託して調査した結果でいきますと、従来の調査

ほど高い値は出ておりませんで、高いところでは勧

告値70に対して約２倍程度の濃度で検出されていま

す。

○仲村未央委員 環境部長、企業局長にお尋ねした

いのですが、そもそも国内で使用も製造も禁止され

ているような、このような有害物質が高濃度で検出

され続けている状態というのは、一体何を意味して

いるとお考えでしょうか。

○大浜浩志環境部長 ＰＦＯＳにつきましては、泡

消化剤とかメッキ剤、それから撥水剤やコーティン

グ剤という形で使われておりましたけれども、平成

22年４月に化審法―化学物質の審査及び製造等の規

制に関する法律ができて、製造、使用が禁止されて

いる状況でございます。その中で企業局が行った調

査において、嘉手納基地周辺から高濃度の値が出た

ということで、我々は全県的に環境を把握するため

に主な河川、地下水について調査をしてきたところ

でございます。その中で普天間飛行場、しかも下流

域側―上流域側からは検出されず、下流域側から検

出されたという事実をもって、その周辺で発生する

工場、それから使用している施設がないという関係

を考慮すると、普天間飛行場の中での影響が強いの

ではないかということを懸念しておりまして、その

ために先ほど申しましたが、下流域側で現在モニタ

リングをしている状況でございます。その辺のこと

は本年度も継続して調査を続けていきたいと考えて

おります。

○金城武企業局長 大事な水、命にかかわるような

水を県民に提供するという意味では、安全というの

が非常に重要だと思っております。ＰＦＯＳという

人体に影響もあるようなものが、米軍基地内―我々

としては嘉手納基地内からと考えていますが、それ

が流出しているといいますか、その現状そのものを

しっかりと突きとめて、根本的な対策をとる必要が

あると考えておりまして、これまで立入調査も何度

か米軍への直接の要請から沖縄防衛局を通して手続

も含めてお願いしていますが、なかなか現実的にこ

れが実現していないと。そこはやはり何とか最終的

に立ち入りまでして、原因究明を図ることが非常に

重要だということで、引き続きそのあたりはしっか

りと今後も取り組んでいきたいと考えております。

○仲村未央委員 原因究明の前提となる、恐らくこ

れは嘉手納も普天間も同じように基地の下流で中を



－274－

通過した時点で高濃度になっているというような両

者の共通項もあり、国内での使用も確認されずとい

うことであれば、当然、その蓋然性は大きく米軍基

地内にあるのですが、実際には、その責任といいま

すか、それを調査すべき―皆さんが沖縄防衛局に立

ち入りを頼んでも、沖縄防衛局自体が調査ができな

いとはね返されている状況ですよね。一体誰がこの

原因究明を確認できる立場にあるのかということに

なると、もはや今の国のシステム、あるいは地位協

定の状況下では誰もこれを確認できないのかという

ような状況に立ち至っているのではないか。もう発

覚して２年以上ですよね。そういう意味では、これ

ほどまでに直接飲み水や給水、取水にも影響するよ

うなことが現場でありながら沖縄防衛局すら立ち入

れない状況を突破する道というのは何がありますか。

○金城武企業局長 環境補足協定などで日米合同委

員会の環境分科委員会を通して立入調査ということ

で、記憶としては、米軍がまず文献調査をすると。

文献調査は、一応現時点では完了しているけれども、

これがまだ公表されていないということで、まずは

その公表を求めております。立入調査につきまして

は、日米合同委員会の環境分科委員会で議論すべき

だと現地の３者での連絡会議でそういう話になって

いますので、日米合同委員会の環境分科委員会に上

げるためにどういう手続が必要かということで、実

は、防衛省にもお伺いして、そういう調整は一応やっ

ていますが、明確な指示や資料を含めてそれがまだ

示されていない状況です。いずれにしましても、しっ

かりと立入調査をして原因を究明することが大事だ

と考えております。

○仲村未央委員 環境部は何かありますか。

○大浜浩志環境部長 先ほど企業局長からございま

したけれども、環境部ではそれに加えて平成28年度

の調査結果をもとに、平成29年１月には沖縄防衛局

宛てに知事名で要請を行ってまいりました。まず１つ

目は、普天間飛行場におけるＰＦＯＳの適正な使用

をどのように指定されていたのか、今後もきっちり

やってくださいということで要請をしました。それ

と、ＰＦＯＳの使用の実態の情報―履歴ですが、そ

ういうものもきちんと示してください、調べてくだ

さいということの要請をしました。それとＰＦＯＳ

が出た原因について、今後、原因を含めて調査のた

めに３者協議の場、会議の場を設置してくださいと

いうことで要請をしておりますけれども、現在の段

階ではまだ設置されておりませんので、今後も粘り

強く会議を開催できるように取り組んでいきたいと

考えております。

○仲村未央委員 一部文献調査についての公表も含

めて、現場のやりとりではＰＦＯＳの使用の有無、

いつまで使っていた等々、一部情報は入ってきてい

ると思いますが、実際、その他のことではゼロ回答

なのです。その使用状況や現実に今使っているのか

どうかすら明らかにしないと。これが報道等による

と、まだ使用を中止するというような方向にはなっ

ていないというような話も内部告発として出ている

という話も最近載っていました。環境部長にお尋ね

いたしますが、そもそも国内での製造も使用もない

ために、環境省自体がこの基準―有害に対する基準

を持っていないということも非常に―特に今、企業

局がフィルター等を設置して除去するということに

当たっての費用補償を求めていますが、その基準自

体がないために国内法の基準に基づく補償、環境の

影響のリスクというものを証明できない事態が継続

して続いているわけですよね。それは国内では使用

も製造もされないものですから、もちろん基準はあ

りません。今、基準はないということで済ませてい

ますが、実際沖縄ではないはずのものがたびたび出

てくるのです。全国にはないかもしれないけれども、

沖縄では出続けると。けれども基準がないというこ

とで、環境省にブロックされたりすると。これでは、

そもそもの無責任体制といいますか、環境省も知ら

ない、防衛省も知らない、米軍も不誠実、こんな状

況でぐるぐる回ってもこれは問題の行き着く場がな

いわけで、その基準の求め方については、いつも現

場として強いられる側の特段の国内的なありよう、

特に米国の勧告値に対して、少なくとも日本はどう

なのだというような、そういう評価を求めて表明さ

せなければならないのではないかと思います。そこ

はいかがでしょうか。

○大浜浩志環境部長 ＰＦＯＳの件につきましては、

軍転協―沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会を

通じたり、沖縄担当大臣等へも要請を行ってきてお

りますが、今、委員がおっしゃるとおり基準がない

ということでの対応がやはりあるのかと考えており

ます。我々としては、基地内で事故が起きて対応が

なかなか決まらないということで、平成29年３月に

米軍基地環境調査ガイドラインを策定しております。

その中では規制基準がある物質のほかにも、国内で

使用禁止等の物質についても管理目標値を設定した

らどうかということで、その設定方法―いわゆるリ

スク管理の方法ですけれども、そういったものを策

定しようということを考えております。今後におき

ましては、リスクの管理目標値、設定等についても

検討していきたいということで、今、事務方ではそ
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ういうことを考えております。

○仲村未央委員 もちろん、本来であれば本末転倒

で、我々被害を受けている側がそれを立証したり、

基準まで探して求めたりするということは、非常に

不条理ですし、おかしいことをやっているなと。そ

れに何でこんなに煩わされるのだろうということは

感じますが、いずれにしても突破していくためには、

こういった基準すらもないような今の政府の対応に

対して求めていかない限りは、解決に全然たどり着

かないということがこの件の一つの側面でもありま

すので、これは頑張っていただくしかないのかと。

そしてモデルを示し続けて、今、米軍基地環境カル

テも熱心にやられていますけれども、その中でのリ

スクの現実的な問題、相手が逃げられないようなと

ころに評価をさせる、認識を求めるということを強

く連携して―特に今、水の問題では両部の連携にか

かっていると思いますので、そこはぜひ取り組みを

強めていただきたいと思います。そのことについて

コメントがあればいただきたいですが、企業局にも

例の費用補償について、その後の進捗なり誠実な国

の対応が見られますか。

○金城武企業局長 これまで沖縄防衛局に我々が緊

急対策として実施した粒状活性炭取りかえ費用の補

償といいますか、この要請に対して先ほどいろいろ

ございましたが、どのような補償が可能か検討した

いというような説明がありまして、これまでいろい

ろ協議を行ってきたと。それから企業局としては、

今後も粒状活性炭の取りかえを予定しておりますの

で、それも含めて沖縄防衛局には要望しております。

これについて概算要求等はどうなっているのかとい

うことで、いろいろ情報収集をしておりますが、聞

いているところでは―費用について内容的なものは

詳細には知らされていないのですが、一応何らかの

概算要求をしているというような情報はございます。

○仲村未央委員 本来であれば、これから議案にも

上がってくる剰余金も含めて、離島８村の浄水場の

建設等々、幾らでも設備投資に必要な額に回せたは

ずなのです。しかし、既に２億円もの支出でこれを

賄っているということになると、非常に負担が重た

いわけですので、ここは概算要求の行方にも注目で

すけれども、先ほどの取り組みのさらなる具体化と

いいますか、深みを示して要求を強めていただきた

いなと。環境部長の答弁をいただければ聞いて終わ

りたいと思います。

○大浜浩志環境部長 先ほど申しましたとおり、Ｐ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡについては化審法で第一種指定化

学物質として、製造、輸入、使用等が原則禁止され

ているということがございまして、今、国では基準

づくりのために要調査項目として調査を進めている

段階と聞いております。我々もそれとは別に、ドイ

ツなどでは健康基準なり、暫定基準なりを定めてい

るという状況を踏まえて、やはり発がん性のある物

質については、本当に注意が必要だと感じておりま

すので、先ほど申しました米軍基地環境調査ガイド

ラインでの管理目標の設定について、こういうもの

も含めてデータを積み上げて、国の基準設定にも生

かせるような形で調査をしっかりしていきたいとい

うことと、今後ともあらゆる機会を通じて国に働き

かけていきたいと考えております。

○新垣清涼委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 歳出決算と主要施策の成果に関す

る報告書の中から自然保護費の中のジュゴン保護対

策事業の決算額と事業内容について、どういう内容

を展開したのか説明をお願いしたいと思います。

○金城賢自然保護課長 ジュゴン保護対策事業につ

きましては、絶滅が危惧されるジュゴンを保護する

ために平成28年度から事業を実施しております。平

成29年度の決算額としましては、当初予算額1038万

3000円に対しまして、決算額1037万1000円となって

おります。事業の内容ですけれども、５名の専門の

先生方からなる検討委員会を設置しまして、既往の

情報や既存の目撃情報であるとか、これまでの調査

等を踏まえて、過去に調査をしていない場所４海域

を調査しました。そういったことを踏まえて、ジュ

ゴンの主要な海域として、大浦湾周辺海域を含めて

７海域の選定を行っています。調査の結果、これま

でジュゴンについては浅場の藻場を利用していると

いうことがありましたが、水深５メートル以上の深

場でもジュゴンのはみ跡が確認されたことから、そ

ういったところでの調査の重要性についても指摘は

されております。平成28年度、平成29年度の結果を

受けまして、その主要海域の環境保全のために調査

を行ったり、漁業関係者への混獲防止等の普及啓発

等を実施しております。

○崎山嗣幸委員 先ほど自然保護費の説明の中で

2500万円余りの不用額を出したということを言って

いました。そして今は、ジュゴン保護対策事業費と

して、1037万円ほとんどを執行したという説明であ

りますが、同じ自然保護費の中でジュゴン保護対策

事業に不用額を充てることができるのですか。

○金城賢自然保護課長 先ほど部長から説明がござ

いました自然保護費の不用額2536万6767円の主なも

のが、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外

来生物の侵入防止ということですが、こちらは届け
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出が出た場合に、実際専門員と一緒に行う調査であ

るとか、専門のコンサルタント業者に委託をします。

ただ、これは届け出が出た場合に調査をしなければ

いけませんが、その届け出がいつ出されるかという

ことについてはなかなか予測ができませんので、例

えば年度の終わりにそういう届け出が出た場合には、

その予算を使って対応しなければいけません。そう

いったこと等がありまして、この予算を流用するこ

とはなかなか難しい部分があったということでござ

います。

○崎山嗣幸委員 検討委員会を設置して平成28年度

に４海域を調査をしたけれども、今回調査をふやし

て７海域を調査したということで1000万円を使った

ということを言っておりますが、ジュゴンの生態と

いいますか、従来から解明することは難しいという

ことを皆さんはおっしゃっていますが、この７海域

の―４海域のときも皆さんは具体的には説明をしな

かったのですが、ふやした７海域がどういう状況だっ

たのか、調査・実態についての説明はできますか。

○金城賢自然保護課長 まず、ジュゴンについては

環境省であるとか沖縄防衛局も調査をしております。

そういった調査等も踏まえてこの事業の中では主要

な海域ということで選定はしています。そういった

いろいろな調査も当たっていますが―例えば、４海

域を調査したのは、2000年以降にジュゴンやはみ跡

の目撃事例が存在する海域でありながら、現在まで

10年間調査が実施されておらず、なかなか藻場の状

況とかがわからない海域―４海域ということで調査

を行っております。その４海域の調査をしたところ、

１海域で新たにジュゴンのはみ跡がわかったという

ことがあります。その調査結果等を踏まえて、先ほ

ど申しましたように、今いろいろな機関で調査をし

ておりますので、そういったジュゴンの情報等も踏

まえながら検討委員会で検討した結果、主要な７つ

の海域でジュゴンが利用していた、利用しているだ

ろうと思われる海域を特定しております。この７海

域―知念志喜屋海域、与那城平安座周辺海域、勝連

半島周辺海域、大浦湾周辺海域、安田伊部海域、古

宇利屋我地海域、備瀬新里海域につきましては、主

要な海域ということで、この事業で選定をしたとこ

ろでございます。

○崎山嗣幸委員 確かに、この間、沖縄防衛局、環

境省も含めて調査を行っていて、国の天然記念物や

絶滅危惧種を保全することは当然だと思います。今、

７海域についてお話をしてくれましたが、この７海

域の中ではみ跡が確認されたということなのか、こ

こでジュゴンが遊泳している根拠といいますか、そ

れはあったということで７海域を調査するというこ

とですか。

○金城賢自然保護課長 この主要な海域については、

平成28年度、平成29年度の事業の中で、平成10年以

降のいろいろな調査のレビューをしていますが、平

成12年―2000年以降の目撃情報であるとか、海草藻

場の分布というのは既に知られているものもありま

す。過去にジュゴンのはみ跡が発見されたとか、遊

泳されていた場所があるとか、藻場の分布の広がり

の状況や有識者の意見などを踏まえて７海域を選定

したということでございます。

○崎山嗣幸委員 沖縄防衛局は従来ずっと３頭とい

うことで推定しているということを言われていて、

個体Ａが嘉陽沖、個体Ｂが古宇利島、個体Ｃが辺野

古や宜野座ということで、個体Ａと個体Ｂについて

は大体特定されているようですが、個体Ｃについて

は平成27年７月から消息不明ということがずっと言

われています。前回もお聞きしましたが、普天間飛

行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会の中

で平成29年８月28日にジュゴンの鳴音―鳴き声が安

田沖で聞かれたということがありまして、これが個

体Ｃではないかと言われていたり、個体Ａか個体Ｃ

かということがあったのですが、今、皆さんが言わ

れた鳴き声が行方不明になっていた個体Ｃのものだ

と特定されている情報があるのですか。

○金城賢自然保護課長 沖縄防衛局で設置している

環境監視等委員会については、平成30年８月２日に

第16回環境監視等委員会が開かれたことは承知して

おります。その中で個体Ｃが平成27年６月24日に古

宇利島沖での確認を最後に消息不明ということ等が

示されておりますけれども、我々が行っているジュ

ゴンの保護対策事業というのは個別の事業で影響と

かを見るわけではなく、先ほど申しましたように、

過去のいろいろな調査であるとか、目撃情報とかを

踏まえて沖縄島周辺海域―過去の情報を見ると、現

在８割ぐらいあるので、ジュゴンの生息の主要な海

域は沖縄島だろうと。ジュゴンというのはかなり広

く回遊しますので、沖縄島周辺海域を形にした保護

ということで、個別の識別とかはしていないもので

すから、個体Ｃが消息不明という部分まではわかり

ません。

○崎山嗣幸委員 県がということではなくて、沖縄

防衛局が調査でそのように言っているので、沖縄防

衛局が言っていることの信頼性は、鳴音については

個体Ｃということを言っているのですかということ

を聞いているのです。

○金城賢自然保護課長 平成29年９月27日に開催さ
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れた第９回環境監視等委員会になりますが、その資

料によりますと、８月28日、10時に安田海域におい

てジュゴンの鳴き声を確認したと。また、同日９時

53分に古宇利沖において個体Ｂが確認されていまし

て、議事録によると委員から個体Ａの生息範囲が嘉

陽周辺に限られていることを考えると、個体Ｃの可

能性もあるのではないかという意見がありましたが、

個体Ｃである可能性は、個体Ａの可能性も含めて否

定はしないということで、個体Ｃなのかわからない

ということでございます。

○崎山嗣幸委員 私が聞こうとしていることは、平

成27年７月から個体Ｃが辺野古近海から消息不明と

なっているものですから、第９回環境監視等委員会

の中で沖縄防衛局から鳴音が見つかったと、これは

個体Ｃではないかということでありましたので、消

息不明だったものがあらわれたのかということを聞

こうかと思っておりましたが、まだわからないと。

平成27年７月から行方不明という意味では、平成26

年８月から辺野古沖の海上フロートの設置やボーリ

ング調査が実施された影響でいなくなったのではな

いかということが多くの人たちの心配事なのです。

工事の影響で個体Ｃがいなくなったのではないかと

いうことになると―いやいや、個体Ｃが発見された

のでしたら、これは工事の影響ではないということ

を沖縄防衛局は言うと思いますが、県はどう捉えて

いますか。工事の影響ではないということであれば、

個体Ｃがいたということがあるのかということです。

○桑江隆環境政策課副参事 普天間飛行場代替施設

建設事業については、事後調査報告書というものが

提出されていまして、その中でジュゴンについても

記載があります。これにつきましては、平成26年度、

平成27年度、平成28年度の事後調査報告書が出され

ていまして、その中でジュゴンに関する記載につい

ては、個体Ｃについては確認されませんでしたとい

うような記載しかありませんでした。そこについて

は知事が出す環境保全措置要求の中で委員がおっ

しゃったように、ジュゴンがいなくなった時期とフ

ロートの設置などの時期が重なっていますので、個

体Ｃがいなくなったことと事業の関係についてしっ

かり検証するようにということで意見を出している

ところであります。

○崎山嗣幸委員 やはり、まだ個体Ｃは行方不明と

いうことで、県も理解しているということですよね。

従来、言われているように、ジュゴンの生態につい

ては極めて難しいところもあるということで、相当

な保全をすると沖縄防衛局も説明をしているようで

すが、その中で海上からの土砂運搬については、保

全措置として、ジュゴンから10キロメートル以上離

れて航行する、作業運搬船の衝突回避とか言われて

いるのですが、これが前から言われているように、

本部港の塩川地区から出ている運搬船が10キロメー

トル以上離れて航行し、辺野古の海に土砂を投入し

たかということなのですが、実際守られていたのか

どうか確認はされていますか。

○桑江隆環境政策課副参事 今、事後調査報告書の

中で出てきていますのが、平成28年度、平成29年度

までについてですので、その中で具体的にどの辺を

航行したのかということがまだしっかり見られてい

ないものですから、その辺は確認していきたいと思っ

ています。

○崎山嗣幸委員 この平成29年の決算の中で、本部

港の塩川地区から運搬された土砂の数量や石材運搬

についてはわかりますか。今、航行についてはわか

らないとありましたが、何回航行してきたのか実態

はわかりますか。

○大浜浩志環境部長 港については、土木建築部の

港湾課で所管しているものですから、運搬状況につ

いてはわかりません。

○崎山嗣幸委員 所管は別としても環境保全をする

皆さんからすると、環境破壊されるような状態を把

握しないとまずいと思いますが、１回に10トントラッ

クの200台分と言われていることを含めて本部港から

辺野古に向かって運搬することについて、ジュゴン

の生態系を守るために沖縄防衛局が10キロメートル

以上離れて航行すると言っているわけですから、数

量は別にしても、それはしっかり皆さんたちが見張

る必要があると思いますし、点検をする必要がある

のではないですか。

○大浜浩志環境部長 今、平成29年度の事後調査報

告書が提出されてきておりますので、内容を確認し

ているところです。当然そのような航行等について

も記載があるかどうかも含めてしっかり確認し、審

査会へもお諮りして、環境保全の見地から必要であ

れば環境保全措置要求を求めていきたいと考えてお

ります。

○崎山嗣幸委員 これは所管違いではなくて、沖縄

防衛局がジュゴンの保全措置としてジュゴンから

10キロメートル以上離れて航行すると言っているの

です。これからではなくて、もしかしたら平成29年

にそういうことをしたのかと聞いているのであって、

それから見張りの励行―ジュゴンから10キロメート

ル以上離れて航行する運搬船には見張りもつけます

ということを沖縄防衛局が言っているので、向こう

がジュゴンの保護のためにやりますと言っているこ
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とについては、皆さんは担当ですよね。本当に10キ

ロメートル以上離れているのかとか、見張りをつけ

ていたのかについて、平成29年度の決算の中にあり

ましたかということを聞いているのです。航行の実

態はわかりませんではまずいのではないですか。

○桑江隆環境政策課副参事 海上における見張りの

状況につきましては、事後調査報告書の中でも見張

りを励行しましたという記載はありますが、我々が

環境保全措置要求を出すに当たり専門家の意見を聞

いたところ、船から見るには波があったりして、か

なり厳しいものがあるというような助言も受けまし

たので、その辺も踏まえて、実際、見張りをしたと

きに、ジュゴンが確認できるかどうかについて模型

を使うなりしてしっかり検証も行うようにというこ

とで、知事からの環境保全措置要求を行ったところ

です。

○崎山嗣幸委員 平成29年度において、そういう実

態行為については沖縄防衛局が言っているとおり守

られていたのか、そのことを県は把握していたのか

ということを聞いているのですが、県は調査船とか

取締船を持っていますよね。これをお互いが連携し

てといいますか、ジュゴンの保護対策のために10キ

ロメートル以上離れて航行しているとか、あるいは

見張りもつけていたということについて監視の警戒

をすることは職務だと思いますが、そういうことは

なさっていないのですか。やっていなければ平成30年

度にやっていきますということなのか、それは言っ

ていただかないとよくわからないのですが。

○桑江隆環境政策課副参事 本部港からの石材の運

搬につきましては、当初計画になかったものでして、

その辺については土木建築部にそのように変更して

行うという沖縄防衛局からの話があり、その中で我

々も土木建築部と連携して、こういうことがあった

ときにはどうなのかということがありまして、土木

建築部からしっかり10キロメートル以上離して航行

するようにということで環境保全図書にも記載され

ていますので、その辺は確認していってるところで

す。

○崎山嗣幸委員 先ほどから言っているように、ジュ

ゴンを国の天然記念物、あるいは絶滅危惧種として

守らなければいけないことの意義は、環境部の所管

だと思いますが、今言われている部分について、船

からわかりにくいとか、いろいろな状況があると思

いますが、実態は言われているようにジュゴンの生

態系を把握することが難しいと。また、個体Ｃもま

だわからない状況の中で貴重な数頭と言われている

ものを守らなければいけない必要があると思います。

そういう意味では、工事によって影響があるかどう

かわからないと。沖縄防衛局ですら作業船は10キロ

メートル以上離します、見張りを励行しますと言っ

ていることについて、皆さん方にはそこは最低限守

らせる責務があるので、他の所管課とも連携しなが

ら、どういう方法で実行を担保できるかについて環

境を守る立場から環境部長の意見といいますか、平

成29年、そして今後のことを含めて意見をいただけ

ますか。

○大浜浩志環境部長 ジュゴン保護対策事業につき

ましては、ジュゴンの保護を目指しての全県的な調

査という形で、一事業の監視指導というものではな

いということをまず御理解いただいて、ジュゴンの

主要な海域などをつくって、そういうところの保全

対策を今後検討していきたいと思います。委員のおっ

しゃった普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境

保全措置の確認につきましては、やはり事後調査報

告もありますけれども、その履行状況につきまして

は、承認権者でもあります土木建築部や農林水産部

としっかり監視できる体制ができるように連携して

いきたいと思いますので、今後関係部局ともお話を

していきたいと思います。

○新垣清涼委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 主要施策の成果に関する報告書から

公共関与推進事業について、進捗状況をお伺いしま

す。

○松田了環境整備課長 公共関与による管理型最終

処分場の事業主体である沖縄県環境整備センター株

式会社は、平成29年９月に同施設の建設工事に着手

しております。建設工事の大まかな流れは、地盤改

良工、廃棄物貯留槽擁壁設置盛り土工、浸出水処理

移設設置工、管理施設工、場内雨水排水道路工となっ

ております。現在、廃棄物貯留槽擁壁工事を進めて

いるところであり、本日の時点で工事進捗率は27.6％

となっています。

○赤嶺昇委員 総事業費は幾らですか。

○松田了環境整備課長 約35億円となっています。

○赤嶺昇委員 今は順調に進んでいるということで

すか。予定どおりですか。

○松田了環境整備課長 当初の想定では、平成30年

度末までの完成を予定しておりましたけれども、現

在、６カ月程度工期がおくれる予定になっておりま

して、平成31年９月の完成を目指して作業を進めて

いるところでございます。

○赤嶺昇委員 ほかに何か課題はありますか。

○松田了環境整備課長 現時点では、これ以上おく

れがないように作業を進める必要があるということ
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で考えておりまして、そのための進捗管理をセンター

で毎週行いまして、工事の前倒し等も含めて工事が

なるべく早く終わるように作業を進めるという体制

で工事を進めているところでございます。

○赤嶺昇委員 続いて、米軍施設の環境対策の事業

概要について説明をお願いします。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 環

境部ではこれまで米軍基地から派生する諸問題のう

ち、環境面の問題解決に資するため、沖縄県米軍基

地環境調査ガイドライン及び米軍基地の使用履歴を

取りまとめた米軍基地環境カルテを作成しておりま

す。平成29年度は２つの事業を実施しておりまして、

米国本土での資料収集事業と人材育成事業を行って

います。

○赤嶺昇委員 当初計画に対しての進捗状況はどう

ですか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 当

初計画では、4139万8000円の予算で自然環境調査、

情報収集、人材育成事業を実施する予定でしたが、

自然環境調査につきましては、米軍、国との調整が

おくれまして、年度内に基地内に入ることができな

い見込みになりましたので中止しております。

○赤嶺昇委員 ほかに課題はありますか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 先

ほど言いましたように、米軍からの情報提供が少な

いこと、また立ち入りができないことにより、情報

収集が困難であることと、２つ目としまして、返還

時などにガイドラインに沿った対応を沖縄防衛局や

国へ求めておりますが、対応してもらえないという

ことが現状としてあります。

○赤嶺昇委員 米軍基地への立ち入りというのは、

ほとんど認められていないという現状ですか。認め

られるケースもありますか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 今

回、予定しておりましたキャンプ瑞慶覧は北谷グス

クでありまして、北谷町は平成29年５月に要請し、

調整を行い平成30年２月に文化財調査の合意を得て

３月に入っております。

○赤嶺昇委員 そうすると、立ち入りができるケー

スとできないケースがあるということですか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 今

回のケースにつきましては、一括交付金の事業の中

でやっていますので、年度内の調整が難しく、県が

実施しようとしているガイドラインに沿った自然環

境調査といいますのは、３カ月の自然環境調査の期

間がございますので、会計年度内に事業を実施する

ことは困難だと判断したので減額したところです。

○赤嶺昇委員 聞いていることは、いろいろ調査を

する中において、できるケースと認められないケー

スが混在するのですかと聞いています。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 あ

ると考えております。

○赤嶺昇委員 その違いについては、米軍側に確認

したり、国に対しても聞いていますか。

○大浜浩志環境部長 環境補足協定に基づいての立

入調査になるかと思いますが、やはり労働日の150日

前―返還前のものについては、なかなか手続という

ものがはっきりしていない、基準がないということ

がありまして、その事業でもって米軍側と調整して

判断をしているという状況がございます。このよう

なことがないように実効性のある運用をお願いした

いということで、今、要請を行っているところでご

ざいます。

○赤嶺昇委員 こういった要請というのは、例えば

知事から国を通して求めていくということもやって

いますか。

○大浜浩志環境部長 当然、知事から担当大臣、そ

れから軍転協、渉外知事会も通じてこういったもの

については行っておりまして、全国の基地も同様の

事例が発生していると考えております。

○赤嶺昇委員 続いて、全島緑化県民運動推進事業

の概要についてお願いします。

○安里修環境再生課長 平成29年度の実績について

御説明いたします。

全島緑化県民運動推進事業については、100年先を

見据えた緑の美ら島の創生の実現に向けまして、沖

縄県全島緑化県民運動推進会議、花のゆりかご事業、

沖縄県ＣＯ₂吸収量認証制度などの緑化施策を実施し

ています。沖縄県全島緑化県民運動推進会議におい

ては、全島緑化事業計画を策定し、行政、地域、企

業が一体となった緑化事業を展開しております。花

のゆりかご事業につきましては、農林高校等の生徒

が草花、花苗などを生産しまして、主に地域へ提供

することにより、地域緑化の活性化を支援しており、

農林高校等６校において約３万3000本の花苗を生産

し、地域緑化として公民館など13団体に、そして、

学校緑化として65校に配付しております。また、沖

縄県ＣＯ₂吸収量認証制度につきましては、企業や団

体等の計画的な植樹及び育樹活動におけるＣＯ₂吸収

量を算定し評価認証する制度であり、平成29年度は

６団体の認証を行ったところでございます。

○赤嶺昇委員 これは非常にいい事業だと思います。

所管は皆さんではないと思いますが―いい活動をし

ている中、一方では国道、県道等において全然草刈
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りがされていないという実態がありまして、縦割り

行政ではなくてこういう活動もしているのでしたら、

県道のそういった問題も土木建築部と連携してもら

いたいと思いますが、いかがですか。

○大浜浩志環境部長 県道、国道、街路樹ですか、

雑草というのは美観を損ねるといいますか、目につ

くものであります。また、外から訪れた観光客も目

につくものかという感じがしますので、我々として

は緑化の推進をしているわけではございますが、そ

れらも含めてどういうことができるかも考えないと

いけないと思います。我々は、空港や港など、その

辺の緑化を今後やっていこうと思っておりますが、

道路については県道、国道がありますので、しっか

りと連携を図りながら、全島緑化にもその辺の団体

も入っていますので、そういったところで意見交換

もしながら対策について考えていかないといけない

と思っていますので、今後、その辺のところでの連

携を密にしていきたいと思っています。

○赤嶺昇委員 せっかくこういう事業をやっている

中で、空港の近隣はきれいですが、少し車を走らせ

ると草が伸びて汚くなっているので、全県的に対応

を連携してもらいたいということで要望をしておき

たいと思います。

次に、犬猫殺処分の実態についてお聞かせくださ

い。

○金城賢自然保護課長 本県における犬猫殺処分の

頭数ですが、平成24年度の6604頭から平成29年度は

1421頭へと大幅に減少しております。

○赤嶺昇委員 翁長県政は殺処分ゼロを目標に掲げ

ていますが、これは達成できそうですか。

○金城賢自然保護課長 先ほど申しましたように、

犬猫の殺処分数はこの数年間で大幅に減少しており

ます。県としましては、人と動物が共生できる社会

を目指して、犬猫の殺処分をゼロとするため、犬猫

の収容数の削減、返還数、譲渡数の向上に取り組ん

でおります。具体的には、譲渡のための不妊・去勢

手術の実施などこれまでの取り組みの継続とあわせ

て譲渡機会をふやすため、拠点の整備を進めること

により殺処分ゼロを目指したいと考えています。し

かしながら、さらなる減少のためには、飼い主に対

する屋内飼養、繁殖管理、逸走防止、所有者の明示、

遺棄防止といった適正飼養に関する啓発が重要とな

ります。県では、平成29年度から一生うちの子プロ

ジェクトを展開して普及啓発に努めているところで

すが、飼い主の意識を変えていくためにはある程度

時間を要すると考えております。

○赤嶺昇委員 続いて、本県の温室効果ガスの状況

についてお聞かせください。

○安里修環境再生課長 温室効果ガスの排出量は、

ピーク時の平成22年度においては1368万4000トンと

なっておりましたが、直近の平成27年度の集計デー

タでは1238万6000トンとなっており、129万8000トン

の削減となっております。また、沖縄県地球温暖化

対策実行計画におきましては、平成32年度までに平

成12年度の排出量1236万4000トンと同レベルまで削

減することとしており、目標達成まであと２万2000ト

ンとなっております。

○赤嶺昇委員 他県との比較ではどうですか。

○安里修環境再生課長 環境省が平成28年度に調査

した結果によりますと、排出量が把握されている41都

道府県中、沖縄県は28番目となっております。

○赤嶺昇委員 続いて、企業局の財政状況について

お聞かせください。

○上運天先一参事兼総務企画課長 企業局の場合は、

水道事業会計と工業用水道事業会計の２つございま

すので、２つの会計について御説明いたします。

まず、水道事業会計では、先ほども企業局長から

説明がありましたけれども、平成29年の決算で収益

収入が284億8200万円に対して、収益支出が278億

800万円で、約６億7400万円の黒字となっております。

今後は施設の老朽化や耐震化等への対策に加え、水

道広域化の実施による費用の増加による経営状況が

厳しくなるものと見込んでおります。その対策とし

まして、平成30年度から企業局の中長期計画に基づ

き、経営管理の強化や効率的な組織の整備など各種

施策を推進しており、経営の健全化、効率化に努め

ているところであります。

また、工業用水道事業会計では、収益的収入が６億

7100万円に対して、収益的支出が６億3600万円で、

約3500万円の黒字となっております。工業用水道事

業会計につきましては、今後、施設の老朽化に伴う

修繕、更新及び耐震化を行う必要があり、資金需要

の増加が見込まれております。引き続き水道事業と

連動した経費削減に努めるとともに、関係部局と連

携を図りながら事業開拓を推進していきたいと考え

ております。

○赤嶺昇委員 今は黒字ですが、経年劣化による更

新時期を工業用水も水道用水も迎えると思います。

これからどんどん予算が出ていくと思いますが、工

業用水にしても、水道用水にしても、経年劣化によ

る費用は幾らを見込んでいますか。

○石新実配水管理課長 経年劣化、それから耐震化

に係る費用ということですけれども、水道事業で申

し上げますと、平成23年度から事業を行っています
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が、平成37年度までに係る費用として約2025億円を

見込んでいまして、水道用水供給事業につきまして

は、毎年、平均して135億円の投資が必要と見込んで

いるところです。工業用水道事業は、更新事業に平

成27年度から着手していますが、平成36年度までに

約26億円を投資する必要があると考えています。

○赤嶺昇委員 今、水道用水は、毎年135億円という

ことで理解していいですか。

○石新実配水管理課長 水道用水供給事業につきま

しては、毎年平均投資135億円の投資が必要と見込ん

でいます。

○赤嶺昇委員 この経年劣化と耐震化の更新につい

ては、計画的にうまくいっているということで理解

していいですか。

○石新実配水管理課長 工業用水道事業で若干当初

の見込みより―まだ始まったばかりでおくれが見ら

れますけれども、水道については順調に進んでいる

という認識です。

○赤嶺昇委員 こういう事業は当然ながら地元企業

でやっていると思いますが、まさか県外も入ってい

ないですよね。全部地元ですか。

○上運天先一参事兼総務企画課長 平成29年度の企

業局の県内発注の状況ですが、金額で約52億600万円

で、率にして73.5％の県内企業の発注となっていま

す。

○赤嶺昇委員 ということは、残りは県外というこ

とですか。

○上運天先一参事兼総務企画課長 はい、そうです。

○赤嶺昇委員 これは、県内ができないから県外に

行っているということですか。

○上運天先一参事兼総務企画課長 県内企業の発注

率が低い状況としまして、水道用水供給が中心の企

業局の事業の性格上、県内企業だけで技術的には対

応が困難であります電気とか機械設備の工事など、

特殊な大型工事の割合が高いことによる県外企業の

発注がありまして、結果として県内企業の受注が低

くなっている状況にあります。

○赤嶺昇委員 ぜひ県内企業の育成も含めてなるべ

く県内企業を活用できるように、さらなる努力をお

願いしたいと思うのですが、いかがですか。

○金城武企業局長 企業局の工事発注におきまして

は、県内企業優先発注という方針が県としてありま

すので、それに基づきまして可能な限り分離分割発

注、それから県内企業のみで技術的に対応困難な特

殊な工事については、必ず県内業者を構成に加えて

共同企業体として発注するとか、あるいは中規模以

上の工事につきましては、専門業者や、あるいは県

内業者を構成に加えた共同企業体への発注に努めて

おりますので、引き続き企業局としては県内企業へ

の優先発注に努めてまいりたいと考えております。

○新垣清涼委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 主要施策の成果に関する報告書

35ページ、地中熱を活用した省エネ普及促進事業に

ついて説明をお願いします。

○安里修環境再生課長 本事業は、沖縄振興特別推

進交付金を活用しまして、平成28年度から地中熱の

有効性を評価する実証試験や県内企業の育成を実施

しております。平成29年度は、県立総合教育センター

へ実証用地中熱利用システムを設置しまして、冬期

の暖房使用時における実証試験の結果、地中熱利用

の消費電力は空気熱利用に比べて６割程度で省エネ

化が図られているということがございます。また、

県内企業向けの技術講習会を実施しまして、建設、

設備、設計業者を中心に延べ51人が受講しまして、

そのほか先進地視察―これは福島県ですが、13名の

技術者が参加しまして、地中熱の導入施設や研究施

設の視察で知見を得ることができました。

○玉城武光委員 ６割の効果が出たということを確

認したということですか。

○安里修環境再生課長 そうでございます。実際は、

削減率が４割ということでございます。

○玉城武光委員 これは平成30年度で終わるという

事業期間ですが、そういう効果が出ている事業はもっ

と年度を延ばすという考えはございませんか。

○安里修環境再生課長 平成30年度におきましては、

実証試験として県内で主な使用が想定されています

冷房―先ほどの平成29年度は暖房の使用でしたが、

冷房時における省エネ効果、電気使用量の削減など

効果を算定しまして、これについては地中への影響

等も測定しまして、県内の普及を検討することとし

ております。また、地中熱の認知度向上を図るため、

今年度１月にシンポジウムを開催する予定です。さ

らに、昨年度の事業で各事業者に対してアンケート

をとったところ、地中熱の利用について知っている

方が約３割ぐらいで、知らない方が７割以上、事業

者の方でもいらっしゃいましたので、やはり認知度

向上を図るべきであろうということが一番重要な課

題となっております。あわせて、初期投資に地中熱

システムを導入する際の設置コストが高いことから、

費用対効果の把握やコスト削減の方策をさらに検討

する必要があると考えております。平成31年度以降

につきましては、国の研究機関でさらに国の予算を

活用しまして、地中熱のさらなるコスト削減を図っ

ておりますので、これらを見据えながら、今後、普
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及と実施を考えていきたいと考えております。

○玉城武光委員 なかなかこういう事業が普及され

ていないということですから、そういう実証実験の

結果を情報発信して、引き続き頑張っていただきた

いと思いますが、いかがですか。

○安里修環境再生課長 今年度につきましても年明

け１月でございますが、県外でも普及が進んでいる

技術でございますので、これらについてのシンポジ

ウムを開催しまして、我々の成果や知見などを県の

ホームページ等で披露することによって普及を図っ

ていきたいと思っています。

○玉城武光委員 49ページ、エネルギー多消費型事

業者のＬＮＧ転換普及事業について説明をお願いし

ます。

○安里修環境再生課長 本事業は、自然環境の保全

と産業振興を図るため、クリーンかつ安全、低コス

トなエネルギーであるＬＮＧ―液化天然ガスの普及

を図るため、沖縄振興特別推進交付金を活用しまし

て、エネルギー多消費型事業者へＬＮＧのサテライ

ト導入の補助を行う事業となっております。補助率

は２分の１以内ということで、上限額が5000万円以

内。平成29年度は２件の事業者に対して補助を行い

まして、これにより年間約1474トンのＣＯ₂排出量の

削減が見込まれております。

○玉城武光委員 今、２件という説明がありました

けれども、どのサテライトですか。

○安里修環境再生課長 液化天然ガスは常温だと気

化しまして、液体の約600倍の体積になります。サテ

ライトはタンクで、大体マイナス162度で気化します

ので、いわゆる真空の魔法瓶のようなものでござい

まして、昨年２件の助成につきましては、うるま市

にある拓南製鐵株式会社と読谷村にある有限会社比

嘉酒造においてそれぞれ導入、助成させていただい

ております。

○玉城武光委員 ＣＯ₂の削減も相当あるということ

ですから、今後そういう事業普及をもっと進める考

えはございませんか。

○安里修環境再生課長 当該ＬＮＧの機器について

は、非常に初期導入コストが高いものですから、こ

れについてはやはり多量のエネルギーを使用する事

業者に限られてきます。我々で県内の事業者をピッ

クアップしたところ、大体県内には50社程度こういっ

た事業者がいるだろうと考えておりますので、これ

を見きわめながら今後予算を獲得して普及を進めて

いきたいと考えております。

○大浜浩志環境部長 49ページに平成30年度までと

ありますけれども、平成33年度まで行うことにして

おります。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時21分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 主要施策の成果に関する報告書

35ページ、地中熱を活用した省エネ普及促進事業に

ついては午前中も質疑がありました。答弁の中で福

島県の視察をしたと言われましたが、どこを見て、

どういうものだったのか、内容について教えていた

だけますか。

○安里修環境再生課長 地中熱は、全国で約6000件

ほどの普及を誇っておりますが、沖縄県の中では非

常に使用実績が少ない技術となっています。地中熱

については、主に東日本で利用されており、福島県

では再生可能エネルギーについて非常に熱心に研究

開発事業を進められております。今、我々が事業の

中でアドバイザー的にお願いしている先生が日大工

学部の先生でございまして、その日大工学部が実証

実験をされている施設等を先進地視察ということで

伺いまして、さらに東日本のメーカーを中心に機器

を製造していますので、実際に利用されている実例

を見まして、県内の設計・設備関係事業者を含めて

知見を得たところでございます。

○糸洲朝則委員 実は私も随分昔に行きました。地

中熱―地震国ですから、温泉の湧き出るようなとこ

ろで―あの当時は開発の途上ということで、この地

域だからできるのだろうという思いで見てきたので

すが、沖縄でも地中熱を利用した省エネができると

いうことを見て、それで通告もしてあります。具体

的に、どういった形の―例えば、地中熱を利用して

暖房とか冷房とか言っておりますが、もう少し具体

的に教えてもらえますか。

○安里修環境再生課長 地中熱の利用は、再生可能

熱エネルギーということで区分されております。地

中の温度は10メートル以上深くなりますと、季節に

かかわらずほぼ一定となり、沖縄県では25度前後と

なっております。その安定した熱を地中から取り出

し、冷暖房や給湯に活用することで大きな節電効果

が得られるということになっております。先ほど少

し話も出ていますが、地中熱エネルギーにつきまし

ては主に火山周辺の高温のエネルギーを利用する地

熱とは違い、特に発電等には利用されていない技術

でございます。地球温暖化防止対策の観点から、再

生可能熱エネルギーである地中熱は県外の利用が広
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がっており、県内でも普及が期待されているものの

県内でモデル事例がないことから、この事業を実施

しているところでございます。具体的には、地中に

いわゆる熱交換井というボーリングを行いまして、

そこに水を―沖縄県の場合は水で十分なのですが、

水を通しまして、外気の気温と地中の安定した熱を

交換するというイメージでございます。ですから、

夏場は外気の熱い気温と地中の安定した気温の中で

熱交換を行い、冬場は気温が下がったところと地中

の一定した地熱で熱交換をして暖房を行うというこ

とで、熱交換システムの一つでございます。

○糸洲朝則委員 37ページ、世界自然遺産登録推進

事業については、これまでの委員会で何度か取り上

げておりますが、残念ながらヤンバル・西表島の登

録を先送りしたといいますか、見送られたというこ

とで、それに対する皆さん方の取り組みが非常に注

目されています。ここにも１から６まで書かれてい

たり、あるいは課題も４点ほど挙げておりますが、

まずは自然遺産登録が延期になった現時点の取り組

みについて伺いたいと思います。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 世界自

然遺産登録につきましては、５月４日のＩＵＣＮか

らの延期勧告を踏まえて、一度、推薦を取り消しま

して、６月にまた４島の推薦区域の市町村等が集ま

りまして、その会議の中で自治体の合意のもと来年

の２月に向けて改めて推薦書を提出していくことを

目指そうということで合意されております。現在は、

ＩＵＣＮの評価報告書の課題等を踏まえて、指摘が

あった課題に対して取り組むとともに、延期勧告の

大きな理由となった主な２つの理由を踏まえながら

推薦書の修正、強化に向けて取り組んでおりまして、

来年の２月に向けて推薦書を提出することを目指し

ているところでございます。

○糸洲朝則委員 それぞれの地域、特にヤンバルに

おいては３村の取り組みとか県の取り組み、そういっ

たものがあろうかと思いますが、それぞれの役割分

担についてはどのようなものがありますか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 推薦書

等については、国を中心として、各県、自治体と連

携しながら作業に取り組んでいますが、推薦書の中

で推薦するに当たって、その地域の環境保全とか、

そういったものの取り組みについては、各自治体―

ヤンバル地域、西表地域、また我々等が中心になっ

て保全に関する行動計画を取りまとめております。

それについてはどういうものかといいますと、世界

自然遺産の推進に必要な遺産価値の保全と持続的な

利用のための具体的な方策を取りまとめた地域別の

行動計画というものがございまして、推薦地の適正

な保全管理に向け、商工会や観光協会、地元ＮＰＯ

などさまざまな主体が参加する形で会議体を設けま

して、そこの中で議論をしながら事業の進捗や行動

計画、各事業の進捗管理を行うとともに、推薦地の

状況や課題等を踏まえて計画内容の検証や見直し等

を行ったりしているものでございます。

○糸洲朝則委員 これは来年の２月に再度申請をす

るということですが、申請する前にもう一度ＩＵＣ

Ｎの現場視察とか、そういったことも予定されてい

るのですか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 推薦の

流れになりますが、一旦は推薦書を提出した後に来

年の秋ごろ―推薦書自体は来年の２月１日までに提

出することになりますが、その後、来年の夏ごろか

ら秋ごろにかけて、前回行われたＩＵＣＮの視察調

査と同じような形で調査に入ることになっておりま

す。

○糸洲朝則委員 返還された北部訓練場の約4000ヘ

クタール、これも国立公園としての認定を受けて、

その後に世界自然遺産登録という工程になろうかと

いうこともありますが、そこら辺についてはどうで

すか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 北部訓

練場の返還地についても、ＩＵＣＮの報告書の中で

延期勧告の主な理由の一つとして、推薦地に含まれ

ていないということで、それを含んだ形で推薦した

ほうがいいということでの評価を受けておりますの

で、６月29日に返還地については国立公園化という

ことで条件整備が整っております。今、国を中心と

して、国立公園化した後に推薦地に含める作業を進

めているところです。

○糸洲朝則委員 ６月29日にですか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 ６月

29日に国立公園に編入されました。

○糸洲朝則委員 もうやったわけですか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 はい。

○糸洲朝則委員 国立公園に指定するに当たっての

懸念事項とか、課題等もなくスムーズに認定された

ということですか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 返還地

の推薦地の編入については、ヤンバル地域の方々か

らの要望もございまして、平成28年12月の返還を受

けて、防衛省において平成29年12月ごろまで支障除

去が行われております。その後、返還された形になっ

ておりますので、そういう状況でございます。

○糸洲朝則委員 現場を見ているわけでもないです
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が、訓練場の跡地ということになるので、自然がか

なり伐採されていたり、あるいは痛んでいたりとい

うことはなかったのかと危惧していたので聞いたの

ですが、何ら問題なく自然もそのまま残っていたと

いうことでいいですか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 北部訓

練場の一部、約4000ヘクタールが我が国に返還され

たことを踏まえ、環境省においては、自然環境調査、

分析を行った結果、脊梁山地を中心に高い林齢の亜

熱帯照葉樹林が広がるなど、やんばる国立公園と一

体的な風景形式を有していることが確認され、やん

ばる国立公園に編入されています。

○糸洲朝則委員 次に、慶良間諸島国立公園満喫プ

ロジェクトについて、この自然環境整備交付金事業

というのはどういう事業ですか。

○金城賢自然保護課長 自然環境整備交付金事業は、

環境省が所管している交付金事業で、国立公園にお

いて地方自治体が所有する―国立公園については、

以前に地方自治体でも整備をしている施設がありま

すが―地方自治体が所有する公園利用施設の国際化

対応であるとか、老朽化対策のための交付事業になっ

ていまして、これは２分の１の補助事業となってお

ります。

○糸洲朝則委員 ２点目にありますが、大幅な国庫

内示減を受けてプロジェクトは結局ゼロになってい

ますよね。これは事業そのものが終わったというこ

とでいいですか。

○金城賢自然保護課長 平成29年度、環境省からの

自然環境整備交付金により、２つの事業を計画して

おりました。１つ目は、慶良間諸島国立公園満喫プ

ロジェクトとして、高月山園地及びチシ園地におけ

る国際化対応のための多言語表記の案内板設置及び

トイレの洋式化。２つ目に、西表―これは慶良間で

はなく西表地域の国立公園ですけれども―竹富島園

地の老朽化対策のための休憩所の改築を行うことを

考えておりましたが、その後、環境省から国庫内示

減がありました。平成28年度から竹富島は既に設計

等を終えていましたので、竹富島園地を優先して予

算配分を行ったものですから、慶良間諸島国立公園

の事業は予算がなかったということで、こちらは平

成30年度に計画を変更するということで、去る２月

議会で減額補正という形で行っています。ちなみに、

満喫プロジェクトは、平成28年度に国で全国８つの

国立公園を選んでいますが、そのうちの一つとして

沖縄県の慶良間諸島も選ばれておりまして、平成28年

度から平成32年度までの５カ年事業、モデル事業と

いう形で位置づけられております。

○糸洲朝則委員 次に、沖縄県自然環境再生モデル

事業について、これは３つともモデル事業かと思い

ますが、１点目の自然環境の保全・再生・防災機能

戦略的構築事業及び２点目のヒルギ林内生態系再生

モデル事業―これは、東村慶佐次のヒルギの群生の

ところだと思いますが、この事業について御説明を

いただきたいと思います。

○安里修環境再生課長 この事業は、失われた沖縄

らしい豊かな自然環境を取り戻し、劣化させること

なく次世代に引き継いでいくため、自然環境再生事

業を推進していく必要があることから、平成27年３月

に沖縄県自然環境再生指針を策定いたしました。平

成29年度は、同指針に則したモデル事業として沖縄

振興特別推進交付金を活用しまして、東村慶佐次川

において、下流域で魚類等の生息に適した深みの再

生に取り組むとともに、再生事業における課題整理

などを実施しました。また、慶佐次川のヒルギ林内

の生態系の再生のため、陸化が進行する林内小水路

の掘削を行い、小水路の復元を行いました。その他、

ヒルギダマシ駆除事業としまして、土木建築部にお

いて、中城湾港新港地区の外来種ヒルギダマシの駆

除を行い、トカゲハゼ生息域の再生を行いました。

以上が、事業の概要でございます。

○糸洲朝則委員 ヒルギダマシというのはどういう

生き物ですか。害虫ですか。

○安里修環境再生課長 ヒルギダマシにつきまして

は、沖縄県においても希少種ではございますが、沖

縄県の宮古島までが北限とされているヒルギでござ

います。それが沖縄本島に持ち込まれ、新港地区で

繁茂している状況がありまして、沖縄本島周辺にし

かいないトカゲハゼの生息域を侵しているというこ

とで、ヒルギダマシの駆除を行っている事業でござ

います。

○糸洲朝則委員 宮古島が北限となると、沖縄本島

も全部入るのか。逆に西表島などはヒルギダマシは

いないということですか。

○安里修環境再生課長 南限ではなくて、北限が宮

古島でございます。

○糸洲朝則委員 では、西表島においてもヒルギダ

マシの被害といいますか、そういうものはあるので

すか。

○大浜浩志環境部長 宮古、八重山地域には希少種

のヒルギ類がありますが、それが悪さをしていると

かではなくて、地域外来種として沖縄本島にはいな

いヒルギを持ってきて繁茂したということで、その

外来種対策をするということです。しかも、このヒ

ルギダマシが陸化してトカゲハゼの生息地に非常に
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悪さをするということで、そのヒルギをとらないと

トカゲハゼが生息できない状況がありますので、こ

のヒルギダマシをとっていくという作業の事業です。

○糸洲朝則委員 先ほどの答弁では、中城湾港で駆

除を行ったと答弁しませんでしたか。ということは、

そういうものがあるわけですか。

○大浜浩志環境部長 それを中城湾に持ってきて繁

茂したものですから、それをとるという作業をこの

事業で行っています。

○糸洲朝則委員 ちなみに、漫湖公園のヒルギは大

丈夫ですか。

○大浜浩志環境部長 そこは国指定の鳥獣保護区に

なっておりまして、ラムサール条約の登録湿地でも

ありますので、極力マングローブの繁茂を抑える、

管理していくということで、国を中心に対策をとっ

ております。今、真ん中を抜去して水の流れをよく

して、種が落ちて活着しないような対策をとったり、

そのような形で管理をしている状況です。

○糸洲朝則委員 せっかく植えたのになぜこんなに

伐採しているのかと。例えば川の上流などに行くと、

水害対策といってとったりしているということも聞

いたことあるのですが、やはりこれもバランスのあ

る植栽といいますか、配置しておかないといけない

ということだと思います。多くなく、少なくなくと

いう調整をしているということですか。

○棚原憲実環境企画統括監 委員のおっしゃるよう

に、バランスというお言葉がありましたが、ヒルギ

ダマシにつきましては、先ほど環境再生課長からあ

りましたように宮古島が北限と。それ以南にはもと

もと自生している、長い歴史の中でバランスをとっ

て生息していたものですが、本来いるべきではない

沖縄本島に持ちこまれた場合に、沖縄県内において

も外来種として従来とれていたバランスを持ってき

たものによって崩されてしまうということで、適当

な量の問題ではなくて、やはり地域を越えて違うも

のを持ってくるということはいろいろな問題を起こ

してしまうということがあります。その問題の対策

として、今回、中城湾港は対策を行っているという

ことになります。

○糸洲朝則委員 次に、新規の全国育樹祭開催準備

事業について、ここにありますように開催場所の決

定や大会テーマ、シンボルマーク、大会ポスターの

公募・選定といったものが事業内容として挙げられ

ておりますが、これについて御説明をお願いします。

○大浜浩志環境部長 その前に、委員長のお許しを

得て、パンフレットがありますので、配りたいと思

います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、パンフレットを配付）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

玉城洋環境再生課全国育樹祭推進室長。

○玉城洋環境再生課全国育樹祭推進室長 全国育樹

祭というのは、国土緑化運動の一環として、皇族―

殿下の御臨席を仰ぎ、毎年秋ごろ各都道府県で開催

しております緑化の行事でございまして、沖縄県で

は平成31年に開催する予定で現在準備に取り組んで

いるところでございます。現在の取り組み状況でご

ざいますけれども、平成29年度に大会テーマ、シン

ボルマーク等を決定して基本計画を策定したほか、

会場の整備などを行うなど準備を進めており、平成

30年度は全国育樹祭実行委員会を設置して、実施計

画、宿泊輸送計画などを策定するほか、開催機運を

盛り上げるためのプレイベントを現在実施している

ところでございます。開催場所につきましては、お

手元のパンフレットにもありますが、平成５年に開

催しました全国植樹祭で天皇皇后両陛下がお手入れ

をされた樹木に対し、皇族殿下が施肥―肥料をまく

ことですが、施肥を行うお手入れ行事を糸満市の平

和創造の森公園で行います。それと、緑化功労者へ

の表彰やアトラクションなどを行う式典行事を宜野

湾市のコンベンションセンターで行う予定です。大

会テーマ、シンボルマークにつきましては、昨年度、

公募の上決定したところでございまして、大会テー

マは、「うけつごう 豊かな緑と みんなの笑顔」に

決まっております。シンボルマークはパンフレット

にありますけれども、ガジュマルをモチーフとして

おりまして、作者と相談の上、ガジュマルと命名し

ております。それからポスターですが、ポスターも

あちらこちらでごらんになったこともあるかもしれ

ませんが、このようなポスターです。少女の絵があ

りますけれども、こちらは名護市の小学生の作品が

採用されております。現在の取り組み状況について

は以上です。

○糸洲朝則委員 よく理解できましたが、この全国

育樹祭と我々も参加したことがある全国植樹祭は違

うのですか。

○玉城洋環境再生課全国育樹祭推進室長 毎年、全

国植樹祭と全国育樹祭を各都道府県で行っておりま

して、植樹祭は春に天皇陛下が行う行幸啓の行事で

ございます。育樹祭は、逆に御子息―皇太子殿下に

なりますが、天皇陛下が植樹した樹木を皇太子殿下

がお手入れするという行事で、これは毎年秋ごろ行っ

ていまして、２大緑化イベントとなっております。

○糸洲朝則委員 天皇陛下と皇太子殿下がそれぞれ
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の大会に出ると。しかも来年ですよね。天皇陛下の

交代もありますし―交代というのか、それがこの育

樹祭に影響しませんか。

○玉城洋環境再生課全国育樹祭推進室長 御承知の

とおり、来年５月に皇位継承が予定されておりまし

て、現在の皇太子殿下が天皇陛下になられますけれ

ども、植樹祭は天皇陛下―現皇太子がなさることに

なると思いますが、育樹祭にどなたが参加するのか

ということは、現在宮内庁と調整しているところで

ございまして、まだ決まっておりません。

○糸洲朝則委員 これが一番重大な関心事ではない

ですか。多分、これ以上答えられないと思いますが、

皇位継承のときと前後して行われる育樹祭だけに、

警備等も含めて大会運営には物すごく慎重に気を使

わなくてはならないと思いますが、大会運営あるい

は警備とかも含めて、それについては皆さんの管轄

ではないということですか。

○玉城洋環境再生課全国育樹祭推進室長 警備等は

もちろん警察になりますけれども、沖縄県警や宮内

庁と連携しながらしっかりと取り組んでいきたいと

考えております。

○糸洲朝則委員 次に、これも午前中にありました

けれども、エネルギー多消費型事業者のＬＮＧ転換

普及事業において、5000万円以内の補助で拓南製鐵

株式会社と有限会社比嘉酒造の２件がエネルギー転

換をするという説明がありました。重油などからＬ

ＮＧに転換するわけですから、設備を入れかえるの

か、あるいは補償するのかという、いわゆる設備費

だと思いますが、それに5000万円という２分の１補

助をやっていると聞いたのですが、実際そこら辺は

どうですか。

○安里修環境再生課長 ＬＮＧにつきましては、午

前中も説明しましたが、少し補足したいと思います。

ＬＮＧに関しましては、熱量当たりの二酸化炭素排

出量が化石燃料―例えば、石油、石炭、重油などに

比べて最も低くく、重油などに比べると約７割、３割

の削減が図られるということで、地球温暖化対策を

推進する上で普及は重要だと考えております。また、

排出される大気汚染物質である窒素化合物が石油の

およそ半分、硫黄酸化物は排出量がゼロということ

で、沖縄21世紀ビジョンにおいてもクリーンエネル

ギーの推進ということで、ＬＮＧの利用促進が図ら

れるところであります。今回の事業はサテライトと

いう形でやっておりますが、サテライトというのは

保管庫でございまして、ＬＮＧは液体状態で運搬、

搬出されまして、それがマイナス162度になると気化

して非常に体積の容量が大きくなりますが、普通の

運搬、保管の場合は、液体状態でタンクの中に貯蔵

する形になりますので、これを今回、我々はサテラ

イトということで助成しております。実際、この事

業を実施するに当たっては、設備的に大きな熱源を

有する事業者でこの事業を導入するものですから、

それ以外の熱源の供給システム―いわゆるバーナー

のような、熱量を供給するシステムにつきましては、

他の事業などを活用していただいております。今回、

これ以外の保管庫につきましては、国の助成措置が

ないものですから、それについて我々が２分の１を

上限としまして、最大5000万円までということで補

助を助成させていく事業となっております。

○糸洲朝則委員 化石燃料からＬＮＧにかえるとい

う、単純にそういう認識をしておりますが、例えば

電力などもＬＮＧにかわっていますよね。いわゆる

ＣＯ₂の問題とかそれは当然理解できますが、その事

業者の費用的にはどうですか。

○安里修環境再生課長 最初の初期投資は非常に莫

大なものということで、我々が審査を行いましたあ

る事業者は、全体で２億円程度かかる事業となって

おります。これまで重油で行っているものがＬＮＧ

になりますと、例えばバーナーのシステムとか、そ

ういった保管庫の系統のシステムなどを全部入れか

えることになりますが、それについては一部助成を

使えるということと、我々の事業を含めて経費的に

はそれである程度賄えるということ、我々が前に調

べたところによりますと、普通の重油などに比べる

と大体１割ぐらい安く入手できるということがあり

まして、コストが若干安くなると。それとあわせて

ＬＮＧのほうがバーナーの効率が非常によく、重油

などに比べるとメンテナンスが非常に楽で、それ以

外のランニングコストも非常に優位であるというこ

とで、転換を求める事業者については我々が助成を

しているという状況でございます。

○糸洲朝則委員 効率もよくなりますし、経費的に

もそれなりに初期投資を除くといいのかと。午前中

の質疑の中で、県内に何カ所ぐらい予定される事業

所があると言っていましたか。

○安里修環境再生課長 我々が試算しておりますの

は、相手の事業者の規模などもありますが、大体大

きく熱源を利用する―例えば、大型病院や大型ホテ

ル、製造業など―かなり大型の事業所ということで、

導入の予定、使用となるのかと見ております。我々

は、ピックアップさせていただいているのが大体50社

ぐらい、県内にあるのではないかと見込んでおりま

して、今回の事業を平成33年度まで行い、ある程度

の普及基盤を成立させたいと考えております。
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○糸洲朝則委員 50社ほど見込まれる、想定される

ものを平成33年度までにということですが、足りな

いのではないですか。

○安里修環境再生課長 我々が見込んでいるのは、

その事業者の規模でピックアップさせていただいて

おりまして、実際に相談しているものではありませ

ん。やはり、初期投資が非常に高いものですから、

それぞれの企業の体力、財務状況などによって、導

入を検討されるということでありますので、我々は

ただ単純に今のところ事業規模で算定させていただ

きまして、市場規模を見きわめている状況でござい

ます。

○糸洲朝則委員 平成33年度までに大体何カ所ぐら

いという目安は持っていますか。

○安里修環境再生課長 平成30年度から平成33年度

まで、年間２件から３件程度を助成したいと考えて

いますので、あと10件から12件ぐらいを想定させて

いただいております。

○糸洲朝則委員 助成をすることにより、呼び水的

にＬＮＧにかえていくということからすれば、例え

ば額を落としてでも多くやったほうがいいのかとい

う考えもありますが、そこはないですか。要するに、

件数をふやすという視点から。

○安里修環境再生課長 今年度も予算の絡みで、平

成30年度は上限4000万円となっていまして、これま

での実績からすると、サテライトといいますか、保

管庫を導入するだけでも大体１億円程度かかってお

りますので、助成率を下げてもかなりの負担があり

ます。ですので、これ以上引き下げますと、基盤整

備の構築や普及の構築に少し支障が出るかと考えて

おります。

○新垣清涼委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 午前中にもありましたが、ＰＦＯ

Ｓの危険性、あるいは有毒性について企業局長の認

識を改めてお伺いいたします。

○金城武企業局長 ＰＦＯＳにつきましては、有機

フッ素化合物の一つということで、強い撥水性があ

り化学的に安定している物質ということで、環境中

で分解されにくいということで、生物への蓄積性が

問題になると。そういうことで長期間大量に摂取し

ますと、健康への影響が出てくると言われておりま

す。

○山内末子委員 そのように言われてもどの程度な

のか、どういう状況なのか理解できないというのが

我々の認識なのですが、ジャーナリストのジョン・

ミッチェルさんの文献によりますと、アメリカンフッ

トボールの面積でプールの深さの中に十何滴か入れ

ると、それを飲むだけで危険性があるということを

おっしゃっています。そういう意味で、アメリカで

は大きな問題にもなっていて、マスコミもすごく取

り上げていると聞いていますが、アメリカでは100基

地の中でそういう状況があるということがあります。

沖縄、アメリカの基地以外でどこの基地でそういう

ことがあるのかということは御存じでしょうか。

○石新実配水管理課長 アメリカ以外で基地に由来

するＰＦＯＳの漏出ということでよろしいですか。

それについては承知しておりません。

○山内末子委員 また、ミッチェルさんの文献によ

りますと、ドイツ、ベルギー、韓国では、こちらで

使っているということをきちんと米軍が認めている

のです。そういうことを考えると、日本に置かれて

いる米軍基地の中の状況について何も知らされてい

ないということ、その辺についてはもちろん地位協

定の問題もありますが、その根本的な入り口から―

午前中にもありましたけれども、本当にそういうと

ころからもっと強い形で県民の命と財産を守るとい

う意味では、沖縄県が日本政府に対して、あるいは

直接米軍、米国に対して何らかのアクションを起こ

さなければならない状況ではないのかと思いますが、

その辺については、企業局長あるいは環境部長でも

いいので、よろしくお願いいたします。

○金城武企業局長 まさに飲み水、命にかかわるよ

うな、これを大量に飲んだ場合にはそういう影響が

出るということは、安全・安心な水を提供するとい

う企業局の役割からしますとしっかりと対応する必

要があるということで、まず、ＰＦＯＳの発生源と

いいますか、どこからそういうものがあるのかとい

うことで、これまで企業局なりに調べて、さらに基

地内もしっかり調査をさせてくれということで直接

現地の米軍側にもお願いし、そして沖縄防衛局を通

しての立入調査もお願いしていますが、現時点でま

だ実現していません。これは知事が会長を務めてい

ます軍転協の要請の中でも強くこの部分を含めて我

々としてはお願いをしていますし、現地では、米軍、

沖縄防衛局、企業局の３者による連絡会議も設置し

て、これまでいろいろな意見交換をしながら何とか

実現にこぎつけようということで取り組んでいます

が、立入調査のところはまだ実現していないという

ことで、引き続きこれについてはしっかりと根本的

な原因を突き詰めて対応していく必要があると考え

ております。

○山内末子委員 今、その対応策としまして、決算

にもあります活性炭フィルターについてはどれぐら

いの予算を使っていますか。
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○石新実配水管理課長 現在、厚生労働省の補助事

業で炭だけではなく活性炭吸着池という施設そのも

のの更新を行っていくのですが、それは補助でいた

だいていますが、それ以前にアメリカの基準値が暫

定値から勧告値へと厳しくなりました。200が70に

なったときに、現状の活性炭の状況ではこの基準値

を満足することができないということで、企業局の

単独費で活性炭を交換したということがございます。

そのときにかかった費用が１億7000万円です。

○山内末子委員 これだけの予算を使っても実際に

取り除かれているかどうかはわからないと思います。

そういう意味で水道だけではなく、井戸水にも入っ

ていると思いますが、例えばうちの委員長のところ

はずっと井戸水や湧き水を飲んでいたということも

ありまして、そういう地域の皆さんたちの不安がす

ごいあると思うのです。その健康被害とか、そうい

うことについて一義的にモデル地区をつくってでも

調査をするとか、そういうことは考えていないので

しょうか。

○比嘉尚哉環境保全課長 今、環境保全課では、普

天間飛行場周辺の流水等について調査をしています。

その結果については、地元自治体あるいは公民館等

に提供しまして―現在、飲んでいる状況はないよう

ですが、改めて飲用しないようにということでお伝

えしているところであります。

○山内末子委員 なぜ、そういうことを言うかとい

いますと、御存じのようにアスベストの件で基地内

従業員の皆さんたちがアスベストをずっと吸い続け

て、その蓄積をしていくと30年とか40年たったあと

にそういう被害が出てきているということで裁判に

なったりもしていますが、そういう蓄積をしていく

有害性があるものについては、やはりわかった時点

から対応策をとっていかないと、本当に10年、20年

先にそのことが問題で新たな被害状況が出てくるか

もしれないですし、一番大事なことは県民の健康、

命ですから、そういうことも踏まえた形での対応策

というのは今の状況からつくっていかなければなら

ないと思いますが、その辺について少し方向性を示

してください。

○比嘉尚哉環境保全課長 環境保全課では、湧水と

いうことで直接飲用するものではないのですが、や

はり将来のことを考えますと、これは決して望まし

い状況ではありませんので、今後につきましても環

境部として調査を―今現在のところ普天間飛行場を

中心に行っていますが―さらに調査範囲を広げるこ

とも考えておりまして、その場合、もし何らかの異

常値等が出るのであれば、地域の自治体とか住民の

皆様にこれがどういったものかとか、今どういう状

況にあるのか、あるいは先ほど言った飲用指導など

今後の対応等については地域の方に情報提供をして

いきたいと考えております。

○山内末子委員 いたずらにその危険性をあおるよ

うなことではなく、そういう状況というのは可能性

が全くないというわけではないですから、そういう

ことを踏まえて、ぜひ方向性を早く示していただき

たいと思います。

それに関連して、米軍施設の環境対策の中に基地

返還に係る環境対策事業というものがありますが、

改めて事業内容をお聞かせください。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 米

軍施設の環境対策事業につきましては、平成29年度

に環境部の米軍施設の環境対策として、１つは米国

立公文書館及びその他在米機関における在沖米軍関

係資料の収集事業、２つ目は基地返還に係る人材育

成事業、そして３つ目は中止になりましたが、返還

予定基地内及び周辺の環境調査事業の３つの事業を

予定しておりました。

○山内末子委員 １つ目に公文書館から資料の収集

とありますが、これはどちらからどのくらいの情報

を収集していますか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 こ

れは昨年度も一昨年度も実施しているところですが、

平成29年度について言いますと、米国立公文書館―

ＮＡＲＡから資料を収集しております。中身は、米

軍活動に起因する環境事項や環境浄化を適切に実施

するために必要な施設の地歴や運用状況などに関す

る情報、そういうものが重要であることからそうい

う資料収集を行っているものでございます。

○山内末子委員 収集した資料が環境浄化や環境対

策、基地内の状況に対してどのような成果が上がっ

ていくことを期待してやっているのでしょうか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 私

たちは米軍基地環境カルテをつくっておりまして、

最終的にはそちらに記載していきますが、米国立公

文書館に行って収集する業務といいますのは、1960年

代、1970年代の非常に残留性の高いような有機汚染

物質等の情報がまだそちらに残っていると考えられ

ますので、そういうものを収集しております。具体

的に平成29年度の実績としまして、キャンプ・キン

ザーにつきましては、放射性物質廃棄施設やナイキ

ミサイルのメンテナンス工場、武器弾薬庫関係、兵

たん部隊の洗濯施設などの建物番号、施設リスト、

用途が記載された1963年の施設配置図などを入手し

ております。少し説明を加えさせていただきますと、
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カルテは復帰時の５.15メモに基づきまして記されて

いる87施設につきまして化学物質とかいろいろな使

用履歴を入手しまして、それを施設内の環境調査を

実施する際に使うための資料として収集していると

ころでございます。

○山内末子委員 その資料を収集して、その情報を

もとに、例えば返還後に何か危険性のあるものが出

るとか、そういうときにいち早く、素早く対処でき

るような、そういう捉え方でいいですか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 一

義的には、返還時に役に立つ資料と考えております。

○山内末子委員 その資料をもとに先んじて少しお

かしいとか、ちょっと危ないところを探し出すとか

調査をするということではないのですね。それはで

きないのですか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 情

報収集して、先んじてそこに汚染物質があるという

ことで検査をすることが理想ではありますが、今回

の資料収集の目的は、基地が返還されるときに原状

回復義務は米軍側にはありませんので、国がかわり

に支障除去をしますが、そのときに徹底して支障除

去していただくための資料とすることをまず第一の

目的としております。また、委員がおっしゃったよ

うに、この資料をもとにここに何かがあるから調査

してほしいとか、立ち入りするようなレベルの資料

はまだ得られておりません。

○山内末子委員 この事業はいつまでですか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 平

成33年度までを予定しております。

○山内末子委員 めどとして収集項目といいますか、

それはどれくらいを見通していますか。

○玉城不二美環境政策課基地環境特別対策室長 実

は、米国立公文書館などの資料収集事業につきまし

ては、米国立公文書館の関係資料はほぼ取り終えた

という米国調査員からの報告もありますことから、

新たな資料館の開拓を検討しているところでありま

す。

○山内末子委員 これは米軍基地を抱える沖縄県と

しては、ある意味、この調査をするためにも大変い

い情報をしっかりと捉えて、それからいろいろなこ

とが考えられると思いますので、また引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。

○新垣清涼委員長 座波一委員。

○座波一委員 主要施策の成果に関する報告書

40ページ、沖縄県自然環境再生モデル事業について、

説明では土木建築部への分任事業で、識別作業に時

間を要して繰り越しになったということであります

けれども、環境部においての取り組みで結果は出た

けれども3200万円の不用額が出たということで、こ

れは事業費に対して非常に大きな割合ですので、問

題だと思っておりますけれども、土木建築部との積

算方法との違いが何だったのか説明を求めます。

○安里修環境再生課長 先ほど御説明させていただ

いたのですが、こちらについては平成27年度から東

村慶佐次地区で再生事業を取り組んでおります。あ

わせまして、平成29年度にかけてヒルギダマシ駆除

事業としまして、土木建築部において、中城湾港新

港地区内で外来種のヒルギダマシの駆除を行いまし

て、トカゲハゼの生息地の再生を行いました。ヒル

ギダマシの駆除事業につきましては、土木建築部に

て事業を実施していることから、不用額の詳細につ

きましては、土木建築部港湾課からの説明をお願い

いたします。

○野原良治港湾課港湾開発監 ヒルギダマシの駆除

については、学識経験者で構成しています平成24年

度中城湾におけるトカゲハゼ保全対策報告検討会に

おいて、ヒルギダマシの駆除を実施することがトカ

ゲハゼの保全対策として有効であるとの結論を得て

おります。これを受けまして、平成23年度から平成

27年度にかけて駆除方法等について検討を行い、ヒ

ルギダマシを根元から伐採することにより駆除でき

ることが確認できたことから伐採による駆除を実施

しているところです。不用が発生した主な理由とし

ては、予算要求時は平成27年度に行ったヒルギダマ

シ駆除の方法検討で、干潟部で有効な駆除方法とさ

れたチェーンソー伐採による駆除費を計上しており

ます。チェーンソー伐採の実績単価に、駆除面積を

乗じ要求額を算出したところでございます。工事の

発注に当たっては、現場状況の調査の結果、草刈り

機―肩かけ式の草刈り機になりますが、それによる

駆除も可能であると判断し、草刈り機とチェーンソー

の併用による駆除単価を採用しました。これにより

経費の節減が図られたこと、また、駆除面積やヒル

ギダマシの密集度に応じた単価の精算を行ったこと

及び入札残等が生じたことにより不用が生じたもの

となっております。

○座波一委員 聞いたのは、積算方法の違いが何だっ

たのかということですが、この伐採方法が土木建築

部と違ったということですか。今、草刈り機でやっ

たから安くなったと言っていますが、土木建築部は

どういう積算だったのですか。

○野原良治港湾課港湾開発監 これは要求時から土

木建築部で要求額を積算しております。要求額の算

出に当たっては、先ほど申し上げましたように、こ
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れまでの検討結果を踏まえて、チェーンソーによる

伐採費用で計上したところであります。

○大浜浩志環境部長 最初から分任する目的で土木

建築部で積算をし、要求額を上げてもらったものを

環境部でこの事業につけたということでございます

ので、こちらでの積算は一切しておらず、土木建築

部での積算となります。

○野原良治港湾課港湾開発監 平成27年度に行われ

たチェーンソーによる伐採については、実際チェー

ンソー伐採を行った人件費、人工数などを計上しま

して、それにより駆除の単価を算出しております。

実際の発注に当たっては、実際の歩掛を準用しまし

て、チェーンソーと草刈り機の単価を採用したとい

うところになります。

○座波一委員 同じ行政の中で積算方法が違って、

これだけの大きな不用額を出したことが問題だと

思って言いました。そういう意味で聞いております。

次に、42ページのサンゴ礁の保全再生についてで

すが、この事業は今年度で７年目になりますが、こ

れまでの事業費総額と年平均どれぐらいの予算だっ

たのかお願いします。

○金城賢自然保護課長 本県のサンゴ礁につきまし

ては、白化現象であるとか、オニヒトデの食害等に

より健全なサンゴが減少しており、早急にサンゴの

維持回復を図る必要があります。そのため県ではサ

ンゴ礁保全のために、サンゴ礁保全再生に関する事

業とオニヒトデ対策に関する事業の２つの事業を実

施しておりまして、琉球大学やＯＩＳＴなどの研究

機関と連携のもとさまざまな調査研究に取り組んで

います。御質疑の総事業費ですけれども、平成24年

度から平成28年度にかけて実施したサンゴ礁保全再

生事業の事業費の合計が10億8000万円です。その後、

平成29年度からは、その後継事業としてサンゴ礁保

全再生地域モデル事業を実施しておりますけれども、

こちらの平成29年度の事業費が約１億3000万円と

なっております。６年間の総額は、約12億1000万円

となっております。またもう一つのオニヒトデ総合

対策事業につきましては、平成24年度から平成29年

度にかけて実施している事業でありまして、６年間

の総事業費は２億9000万円となっております。

○座波一委員 その間の成果の推移はどうなってい

ますか。

○金城賢自然保護課長 まず、サンゴ礁保全再生地

域モデル事業は、平成24年度から平成28年度にかけ

ての事業ですけれども、サンゴ礁の再生実証試験を

行っておりまして、県内の３海域―恩納村海域、読

谷村海域、慶良間海域で平成24年度から平成28年度

までに約15万本のサンゴ種苗を約3.42ヘクタールの

海域へ大規模植えつけを行って成功しております。

こちらは世界初の試みとなっております。それから、

植えつけたサンゴから産卵等も確認されております

ので、サンゴ種苗の大量生産技術はほぼ確立された

と考えております。それから、タカセガイ中間育成

礁という育成礁を利用した中間育成技術の開発によ

りサンゴ種苗の生残率―生き残る率が向上しました。

それまでは24％だったのですが、そういった研究、

工夫を行うことにより、生残率を63％まで上げてお

ります。それから、有性生殖法によるサンゴ種苗の

大量生産ということで、約１万7000本のサンゴ種苗

を生産しております。そのほかにも、コユビミドリ

イシというサンゴの一種ですけれども、ゲノム解析

により地域ごとにＤＮＡレベルでの違いというのが

―例えば、慶良間とか恩納村でそれぞれ同じではな

くて、地域ごとにＤＮＡのレベルでの違いがあると

いうこともわかっております。それから、オニヒト

デ総合対策事業ですが、オニヒトデやサンゴの状況

をモニタリングすることによって、オニヒトデ大量

発生の予測を実証し、その手法についてマニュアル

として取りまとめております。そういったことから

平成25年度に稚ヒトデの調査―稚ヒトデというのは、

約１センチメートルぐらいのオニヒトデの子供です

が―それが２年後には20から30センチメートルぐら

いのオニヒトデになります。そういったことで、稚

ヒトデの調査から２年後の平成27年度に恩納村北部

においてオニヒトデが約１万8000個体大量発生する

だろうという予測をすることができまして、駆除を

することができました。あと、オニヒトデの幼生の

大半が生まれた海域やその近隣海域に戻り着底する

確率が高いことがわかっておりますので、幼生が海

に戻ってきやすい餌が豊富なときに大発生が起きや

すいことも推定されております。また、オニヒトデ

の幼生が従来から捕食するのが植物プランクトンと

いうことで、それにより大量発生するということが

言われているのですが、植物プランクトン以外にも

バクテリアであるとか、そういったものも捕食して

いるということがわかっております。そのほかにも

いろいろありますけれども、主な成果はそういった

ものでございます。

○座波一委員 おおむね、研究成果も出て効果も出

ているということでありますが、この成果の資料か

ら見ますと、研究段階であるとか、そういう表現が

あるものですから、県民レベルでこういったものが

伝わっているのか、成果が上がっているかというも

のが示されないといけないと思います。ホームペー
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ジあたりではやっているかと思いますが、もっともっ

とＰＲすべきではないかと思います。そうであれば、

予算もそれは有効に生かされているという納得がい

くわけですので、お願いします。

続きまして、44ページ、赤土関係ですが、これも

開始して７年目になります。総事業費と事業効果を

説明してください。

○比嘉尚哉環境保全課長 赤土等流出防止海域モニ

タリング事業につきましては、事業初年度である平

成24年度から平成29年度までの総事業費は２億

7969万1000円となっております。モニタリング事業

の調査結果については、海域等でいろいろ調査する

わけですが、県庁内に設置されました関係部局で構

成されております赤土等流出防止対策協議会の幹事

会で報告しており、対策のおくれている流域では、

農林水産部と事業実施部局で行われる流出防止対策

に反映されることとなっております。

○座波一委員 この赤土流出防止については、研究

の中でサンゴ礁への影響は認められていますか。赤

土の汚染がサンゴ礁に影響しているという認識はさ

れているのですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 委員がおっしゃいますよ

うに、赤土の流出というのは、サンゴ礁が生息する

海域の生態系や生物の環境に影響を与えております。

全体の状況については、取りまとめをしているとこ

ろですが、特に重点的に対策の推進を図っている行

動海域が５海域ございまして、これについては事業

部局でも重点的に事業を行っております。この５海

域につきましては、久米島南西海域、石垣島東南海

域、川平湾といった海域では改善傾向が見られてお

りまして、本島北部の東海岸―宜野座南東海域、石

垣の伊原間湾については現状維持といった状況にご

ざいます。

○座波一委員 私が聞きたいことは、同じ環境部の

環境保全課と自然保護課において、サンゴ礁の保全

対策がある程度順調にいっている中で、赤土の影響

はあると認めているわけですから、成果が上がった

ものがこれでまた汚染されていないか、当然こうい

う疑問は湧きますよね。どのようにこれを考えてい

ますか。成果が上がったものが、また赤土によって

死滅が起こると。これの繰り返しはないかというこ

とです。

○比嘉尚哉環境保全課長 今、繰り返しはないかと

いう委員の御指摘がありましたが、平成29年度の結

果につきましては、平成28年度に本県全体の赤土の

状況や生物の生息状況、陸上の対策の状況などを含

めて取りまとめをしているところです。この取りま

とめた結果については、先ほど申し上げました幹事

会で報告しまして、事業部局においては営農対策等

を実施しております。また、環境部では開発事業の

届け出―1000平方メートル以上の開発事業の赤土対

策の確認などを行い、鋭意赤土流出の削減に取り組

んでいるところでありまして、サンゴへの影響が少

なくなるように環境部としても努めてまいりたいと

考えております。

○座波一委員 いまだに綿々と続く赤土の被害はサ

ンゴのみではなくて、海の汚染という点で非常に大

きな原因が赤土にあるのです。ですから、これにつ

いてはもっと横断的な他の部局との連携が必要であ

ると言っていますけれども、それをもっと強化しな

いと、この赤土対策に対しては何年たっているかと

いうことです。非常にこれが沖縄の大きな観光のマ

イナスにもなっていますし、自然環境保護の大きな

問題にもなっていることも認識の上ですので、他部

局との連携という点では―例えば、農林水産部ある

いは土木建築部、あるいは下水道の問題もあるかと

は思いますけれども、そういう連絡会議とか、具体

的にやるべきこと、対策を打つべきことというのは

できているのですか。毎回このような話になります

が、圃場からの流出については、具体的に農林水産

部とどういう打ち合わせしているのですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 県では、副知事を委員長、

環境部長を副委員長としまして、農林水産部長や土

木建築部長などの関係部長で構成される沖縄県赤土

等流出防止対策協議会を設置しております。その協

議会のもと幹事会が設置されておりまして、モニタ

リング事業の結果や赤土等流出防止対策の状況につ

いて毎年報告を行い情報を共有しておりまして、そ

の報告結果を農林水産部等の事業実施部局の流出防

止対策に反映させるなど、連携しながら流出防止対

策を推進しております。農林水産部においては、赤

土流出防止対策を実施する各事業の事業計画策定に

際し、事業配分と国庫要求の基礎資料としてモニタ

リング調査の結果が国との調整などに活用されてお

ります。

○座波一委員 取り組むべきことはわかっています

から、方向性は出ているのです。ですから、圃場の

―例えば、勾配修正とか第２段階の整備があります

よね。そういったことにも積極的に意見して、予算

を確保するような全庁的な取り組みとかができてい

ますかということを聞きたいのですが、具体的にそ

ういう話になっていますか。

○大浜浩志環境部長 今、環境保全課長が答弁した

ことでありますけれども、協議会の中でしっかり連



－292－

携をとれるように体制をとっております。１つは、

赤土の対策はやはり海域での環境保全目標というも

のをつくって、海域ではサンゴ場をＡ、Ｂ、Ｃとラ

ンクをつけて、ＣランクはＢランクへ、Ｂランクは

Ａランクへ、ＡランクはＡＡランクへとランクをアッ

プできるような目標を立てています。ここには陸か

ら流れてきますので、陸域側にも赤土の流出目標を

立てまして、平成33年までに９万トンを下げるとい

う計画で平成25年に基本計画を定めました。その基

本計画の中で協議会を立ち上げて、各事業部局が対

策できるような形で我々はモニタリングをして、そ

れはこうなっています、もう少し気をつけてくださ

いということをするためにこれをやっております。

そして、事業部局は予算要求をするために我々のモ

ニタリングを十分活用して、この辺で勾配修正をもっ

とやりましょう、このようにやりましょうという形

でとっております。今、中間報告を取りまとめてお

りますので、これを含めてまた次のステップをきち

んと考えていきたいと思っております。

○座波一委員 非常に納得のいける答弁でした。中

間報告でいいですので、後でお願いできますか。

次に、46ページ、ジュゴン保護対策事業について、

この事業の目的を改めてお聞きします。

○金城賢自然保護課長 ジュゴンについては非常に

希少種で、国の天然記念物に指定されていたり、環

境省のレッドデータブックの絶滅危惧ⅠＡ類という

ことで、非常に絶滅が危惧されております。その絶

滅が危惧されるジュゴンの保護をするため、なかな

かまだ実態がわかりませんのでジュゴンの生態に関

する調査をすることによって保護等を検討していく

事業でございます。

○座波一委員 目的は保護ですので、そのために調

査とかいろいろ方法を考えているわけですよね。今

はまだその段階で、保護をするために何をすべきか

ということは見えてきたのですか。

○金城賢自然保護課長 ジュゴン保護対策事業につ

きましては、平成28年度から実施していまして、平

成29年度まで実施いたしました。その結果、2000年

以降にジュゴンのはみ跡の目撃が存在する海域で

10年間調査がされていないようなところ―４海域を

選定して調査をしたりすることによって、新たなジュ

ゴンのはみ跡の海域を１点確認したり、知見の乏し

い５メートル以上の―ジュゴンは浅い藻場といいま

すか、そこで藻場をはむわけですけれども―５メー

トル以上の水深でもそういったはみ跡があるという

こと。あと、環境省やほかの国の機関で行っている

調査の結果等を踏まえて、専門家による検討委員会

でジュゴンの保護のために、主要海域として７つの

海域を選定しました。その７つの海域を選定すると

ともに、どういった保護をする必要があるかという

ことで取りまとめております。その保護方策の基本

的な考え方として３つございまして、１つは先ほど

申しました７海域の主要海域の環境保全。２つ目が

生態解明に向けた調査研究をさらに推進すること。

あと、混獲対策の推進という３つの柱が示されまし

た。ただ、御存じのように、ジュゴンについては、

今、危機的な状況にあってすぐにでも絶滅するかも

しれないということがありまして、委員からも保護

対策をするべきだということがございますし、検討

委員会でも緊急性を持ってすぐにどういった対策が

できるかということで、一番直接的に影響がある混

獲ですが、定置網とかそういった網にかかることに

よってジュゴンが死んでしまうことがありますので、

混獲対策のために漁協関係者であるとかダイビング

業者等に対しての情報提供であったり、レスキュー

活動等を行っております。また、今年度から２つの

漁協等を中心にそういった活動を行っていくことを

考えております。

○座波一委員 はっきり生息が確認できない、個体

も確認できない中で調査検討を続けており、また、

その方法を今検討中ということが余りにも実現性の

薄い事業だと思っています。本当にジュゴンの保護

が必要であれば、ジュゴンの餌である藻場のしっか

りした再生をやらなければいけないのです。藻場の

再生が一番だと思いませんか。そのためには何をす

べきかです。先ほどの赤土の問題、下水道の整備の

問題に戻りますが、こういった問題まで議論されて

いるのかと。海の定置網などは全く問題外です。

○大浜浩志環境部長 先ほど自然保護課長からもあ

りましたように、主要海域の環境保全がジュゴン保

護対策の一番のものだと思います。そのために、知

念志喜屋海域、与那城平安座周辺海域、勝連半島周

辺海域、大浦湾周辺海域、安田伊部海域、古宇利屋

我地海域、備瀬新里海域という７つの海域を主要海

域としております。藻場を保全することが一番の保

全対策ですので、そういう海域での保全の方策とい

うものを昨年度までの調査を踏まえて今年度検討を

する形になっております。

○座波一委員 藻場というのは、沖縄のもずくを栽

培する場と大体近くて、環境が似ています。ですか

ら、その藻場の確保、環境をよくすることは、漁業

の振興にも非常に役立つことなのです。これは北部

だけではなく、南部も圃場からの赤土流出の問題が

ありますので、ジュゴンだけではなくて農業保全の
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ためにも、そういう意味での赤土対策というのは非

常に重要ですということを環境部から常に強くやら

ないといけないですし、下水道の問題にもしっかり

と提言しないといけないのではないですか。未整備

地区があるわけです。

○大浜浩志環境部長 先ほど海域については環境保

全目標でサンゴ場の環境目標を立てておりますので、

そこは赤土の流出の削減をいかに抑えるかというこ

とで、しっかり協議会の中で関係部局と連携しなが

ら対策を講じていきたいと思います。平成26年度は

50％ぐらいの達成率だったものが平成27年度には

67％ぐらいまで回復しているというデータも出てき

ています。また今度、最終的なものが出てきて報告

できるかと思いますが、そういうものも踏まえなが

ら海域の保全を図る、それが沖縄県のサンゴを守り、

海藻を守り、海草を守り、生態系を守っていくとい

う生態系の連鎖だと思いますので、しっかり海域で

の管理ができるような形で関係部局とも連携をとっ

て、また国とも話をしながら対策をとっていきたい

と考えております。

○座波一委員 ですから、ジュゴン保護対策という

ものがメーンになっていることが非常に疑問になっ

ているわけです。いるかいないかわからない状況の

中で―鳴き声が聞こえたとかはありますけれども、

そういう意味でジュゴンにメーンを置いたものを説

明していくと、もうこれは説明がつかないです。何

の事業ですか、成果があるのですか、予算がこうやっ

て編成されていいのですかという問題になってきま

すので、そこはもう一度事業を見直して、先ほどの

赤土も含めてしっかりと環境保全が沖縄の環境を守

り、さらにまた産業発展にもつながると。そして、

人間の生活環境の整備にもつながるというような、

体系づけた政策に位置づけないといけないと思いま

すので、これを要調査事項に上げたいと考えており

ます。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から座波委員に対し要調

査事項の提起について改めて説明するよう

指示があった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 環境保全や再生事業は、短期間で事

業成果を生み出すことは難しいと考えます。これま

での取り組みが成果につながったかどうかという点

については、いまだ評価できない部分も大きいと考

えています。一番大事な他の部局との連携も具体性

がなく、午前中の答弁では環境保全監視体制の問題

や環境部のみの一部局の対応では難しいなどとの答

弁があったわけです。同時に、サンゴ保全、赤土対

策、そしてジュゴン保護、各事業に費用対効果の観

点から今後の事業計画にも疑問が残ります。とりわ

け、ジュゴン保護対策事業については、ジュゴン保

護という事業の目的への内容にかなっているかとい

うことがあるわけです。それで成果も不透明である

ので、事業方針の成果の検証と見直しを求めるため

に、知事三役に対する要調査事項としたいと思って

おります。

○新垣清涼委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取り扱いについては、本日の調査終了後に

協議いたします。

引き続き、質疑を行います。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 まず、今のジュゴンについてです

が、ジュゴンはいるのですか。県として確認されて

いますか。確認されているのであれば、どこに何頭

いてということを答えてください。

○金城賢自然保護課長 県が行っているジュゴン保

護対策事業においては、ジュゴンの餌場となる藻場

の調査ということで、はみ跡等を調査しております。

ですので、ジュゴンが存在することについては確認

しておりますけれども、何頭いるのかとか、雄、雌

なのかといった個体についてはわかりません。

○具志堅透委員 いるかどうかわからない状況の中

で藻場を確認するということはどういうことですか。

ジュゴンの保護のために藻場の育成をするみたいな

ことですよね。いるかいないかわからないのにそう

いうことをやるのですか。

○金城賢自然保護課長 はみ跡と目撃情報というこ

とで、過去にも目撃がありますし、平成28年度、平

成29年度調査においてもジュゴンを目撃したという

漁民の方からの情報などを調査の中で得ております

ので、ジュゴンがいるということについては確認し

ております。

○具志堅透委員 目撃情報と言いますが、もう少し

具体的に情報として、どの場所で、いつごろ、何頭

確認しているのか。これは本当に信憑性があるので

すか。皆さんはこの程度のことで毎年1000万円を超

える予算を立てて、これだけの事業を５年間もやる

のですか。

○金城賢自然保護課長 2017年の目撃情報というこ

とで６件ありますが、１つが屋我地大橋東で2017年

８月19日の18時に砂浜から300メートル沖合に10分置

きに３回浮いているのを目撃したと。それから、同

じく2017年の９月６日に済井出ビーチ東でジュゴン
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と思われる個体を確認。それから、2017年９月７日

夕方に、古宇利大橋東でジュゴンらしき生物を見た

と。あと、2017年９月12日には屋我地大橋東、それ

から2017年９月23日には屋我地漁港東沖、それから、

2017年９月21日には備瀬で目撃されたと。それから、

目撃ではないですが、この調査において屋我地周辺

海域の４カ所ではみ跡が確認されております。

○具志堅透委員 このはみ跡というのはジュゴンで

間違いないのか。あるいは、目撃情報というのは、

例えば写真があるとか、ビデオ、動いているものが

あるとかというものなのか。それともここで見まし

たという報告なのか、どうですか。信憑性です。こ

のはみ跡は、ジュゴンに間違いないのですか。

○金城賢自然保護課長 写真等についてはありませ

んけれども、目撃者については漁民の方であるとか、

漁協関係者の方からジュゴンだということでの情報

が出ているものもあります。あと、はみ跡について

は、ジュゴンの専門会社に委託していますが、実際

に潜ってはみ跡を写真で撮って報告書の中にも記載

しております。

○具志堅透委員 今の答弁を聞いても本当に確実に

いるという感じにはありません。そして、ジュゴン

の生態系もわかっていない。移動しているのか、今、

主要海域７海域を選定して藻場の育成云々と言って

いますが、そこに確実に来るということもわかって

いるのですか。その辺のところはどうですか。

○金城賢自然保護課長 主要７海域につきましては、

過去の目撃情報であったり、過去にそういった文献

等で調べられたものであるとか、実際にこの調査に

おいてもはみ跡が見つかったということもあり、ジュ

ゴンが使用するだろうという可能性も含めて重要な

海域であるということで、専門家の意見等も踏まえ

ながら主要７海域ということで選定したということ

でございます。

○具志堅透委員 今の答弁を聞いても確固たるもの

がない中で、いるだろう、そこが動いているだろう

という形で事業を進めることには少し疑問がありま

す。

主要施策の成果に関する報告書35ページ、先ほど

から出ています地中熱を活用した省エネ普及促進事

業ですが、その事業の目的といいますか、内容を見

ると、省エネ技術の開発というのがあります。技術

開発をして普及を図るということになっているので

すが、先ほど来の答弁を聞くと、本土の会社のもの

を持ってきて実証試験をやったということで、技術

革新というのはどうなっているのかという部分があ

るのです。もう少し事業の内容―温水を使って断熱

をするのか。夏でしたら冷水を使って冷房するのか、

その辺どういうことなのか中身までお願いします。

○安里修環境再生課長 地中熱を利用しました省エ

ネ技術の開発ですが、こちらについては普及してい

るのがほとんど本州のほうでございまして、東日本、

北海道などで主に利用されております。機器メーカー

につきましては、東日本のヒートポンプ等の会社が

実証していますので、機器についてはほぼそちらか

らの購入という形になっております。東日本で主に

使われているのはどちらかといいますと、冷暖房の

暖房で使われているものですから、沖縄県のような

温暖地方での冷房機器の仕様とはなっておりません。

そういうことがありまして、沖縄県で実施するに当

たっては、沖縄県の需要に合わせた冷房機能につい

てどういう機能があるのかを実証試験の中で確かめ

ることが主な事業となっています。沖縄県の実証実

験の中で考えられていることは、先ほど言いました

とおり、地中熱というのは地下にある熱エネルギー

なものですから、イメージからすると、車のラジエー

ターのイメージを持っていただければいいと思うの

ですが、夏場の熱いものを地中のほうにくぐらせて、

その一定した25度の温度を地上に持ってきて、それ

で空気熱といいますか、室内の気温を下げると。夏

場ですと気温が下がっていくものを―地中の温度は

大体23度から25度ぐらいですので―それを循環させ

て熱交換をすることによって暖房に使用するという

ことになります。ですから、沖縄県と他府県の利用

とでは若干違いがあるということと、理屈的にはそ

ういった機能で冷暖房をしていくことになっており

ます。

○具志堅透委員 少し理解できたのですが、東日本

で使われている機械を沖縄に持ってきて、それを実

証しながら沖縄で使えるようなものにもっていくと

いうのが今回の事業であるという理解でいいですか。

○安里修環境再生課長 そのような理解でよろしい

と思います。

○具志堅透委員 続きまして、36ページ、世界自然

遺産登録推進事業ですが、流れは知っているので中

身の話はしませんが、課題が上がっています。今回、

見送りになって来年２月にまたエントリーするとい

うことで、そういった課題を解決するための事業で

あるという思いがありますが、どうなのですか。課

題解決のためにどういう取り組みをしてきたのか。

これまでも指摘といいますか、この事業を進める中

でわかっていたはずなのです。これも何年の事業で

すか。平成25年度から進んできていますから、その

辺の取り組み状況はどうだったのですか。
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○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 ＩＵＣ

Ｎからの延期勧告の評価書の中で、大きな主な理由

のほかに、その他の勧告事項や指摘事項といたしま

して、地域関係者の推薦地管理への参画、実効性の

ある観光管理の仕組みの構築、希少種の交通事故対

策、外来種対策の推進、希少種の密猟対策などが挙

げられておりますが、これら一連の５種類の事項に

ついては、これまで対応してきているものも実際あ

りますが、対応しているにもかかわらずまだ発生し

ている状況があるので、より強化していく必要があ

るのではないかという項目も幾つかあります。また、

２番目の実効性のある観光管理の仕組みの構築とい

うのは、主に西表島で言われておりまして、オーバー

ユースという関係で全体的な観光の管理ができるマ

スタープランをつくるべきではないかということが

ありました。沖縄県は今これを持ち合わせておりま

せんので、来年に向けてその取り組みを始めている

ところでございます。

○具志堅透委員 今、西表島での課題は説明いただ

いたのですが、ヤンバル地域での課題みたいなもの

もありますか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 ヤンバ

ル地域におきましても、例えばヤンバルクイナの交

通事故でありますとか、また、こちらで挙げられて

おります希少種の密猟対策も一つの課題となってお

ります。これにつきましても、これまで環境省や沖

縄県、警察などで構成する密猟防止協議会の立ち上

げなど、地元関係団体による継続的な密猟パトロー

ルの実施、また、国頭村においては村営林道の夜間

規制などを実施していますが、まだまだ密猟という

ものが検挙に至っていない状況がございます。それ

を踏まえまして、これらの継続的なパトロール等の

取り組みにもかかわらず密猟の摘発に至っていない

ことから、今月になりますが、名護警察署と合同の

取り組みといたしまして、密猟者の摘発を目的とし

たパトロールを実施しております。これらについて

も、ＩＵＣＮの評価報告書の中で警察と協力した取

り組みが必要であろうということもうたわれていま

すので、こういった取り組みについては年間を通し

て取り組んでいけないかということで、検討してい

るところでございます。

○具志堅透委員 ぜひ来年度は頑張っていただきた

いと思いますが、今のような交通事故対策、あるい

は密猟対策云々というのは取り組んでもなかなか―

きょう取り組んだからあした解決しますというよう

な話ではないので、しっかり喚起をしながら、指摘

を受けている警察との連携も図りながら取り組んで

いただきたいと思います。

次に、沖縄県自然環境再生モデル事業について。

東村への予算配分でいうと、全然東村よりも別のヒ

ルギのほうが多くなっておりますが、実際、東村で

は何をやって、どういう成果が出ていますか。

○安里修環境再生課長 沖縄県自然環境再生モデル

事業につきましては、地元と関係者、もしくは行政

も含めまして、いかに地域の自然を再生するかとい

う構想を練ることが重要になります。それで、平成2

7年度から当該地域で再生事業を実施しております

が、その中でまず最初に、先ほど言いました地元と

関係団体、行政、それらを網羅した自然環境再生推

進協議会を立ち上げまして、どのような形で再生を

図っていくかということで基本構想を練りました。

それに基づいて実施計画を策定しまして、その実施

計画に基づいて、それぞれの役割でどのようなこと

を実施していくかという役割分担を決め、その役割

分担に基づいて再生事業を図ろうということになっ

ております。具体的に、県は自然環境再生推進協議

会の運営の事務局を担っておりまして、再生事業に

必要な事項―先ほど言いました取りまとめとそれぞ

れの役割分担に応じた事業の分担―例えば、東村で

ありますと、外来種対策での駆除ということで、そ

ちらに入っているモクマオウやギンネムなどを除去

する作業を行ったり、県では先ほど申し上げました

とおり、マングローブ林にある小水路が陸地化して

いるものですから、それを除去して生態系を確保し

たりしております。それとあわせて、村では今後、

防災機能について東村住民に説明して、それについ

てしゅんせつなども行う予定ということも聞いてい

ますので、そういったことも含めて協議会の中で地

元と観光関連の産業の方、それから行政の中でいろ

いろ取り決めを行って、それぞれの立場で実行して

いるところでございます。特に、観光関係について

は、先駆的に慶佐次川を使った地域観光振興も行わ

れていまして、こちらについては自主的なルールを

策定し、例えば観光客がカヌーなどを利用する際は、

入艇のルールといいますか、お互いにルールを取り

決める中で利用を図るというようなことをお互いの

協議の中で申し合わせまして、それを協議会で諮っ

て全体に周知することを考えております。

○具志堅透委員 どうも聞いていますと、地元の役

割のほうが多くて―県は事務局を預かっているので

すか。それを主導していって、これをやってくれ、

あれをやってくれというようにほとんど聞こえるの

ですが。今、皆さんの課題の中では、地元の理解を

深めるために、モデル事業から得たノウハウ等を継
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続して周知・広報等を行っていく必要があるとなっ

ておりますが、地元の理解はまだ得られていないと

いうような感じを受けます。その辺のところと、今

言った再生に向けた役割分担がありますよね。それ

は何年度をめどにといったスキームのようなものは

つくられているのですか。

○安里修環境再生課長 自然環境の再生につきまし

ては、非常に息の長い取り組みが必要となってきま

すので、こちらについては、やはり地域主導で今後

動かないといけないだろうと我々も考えております。

それで、先ほど言った役割分担につきましては、今、

マングローブが国の天然記念物に指定されておりま

すが、今後、世界自然遺産登録ということでオーバー

ユースが危惧されているところもありますので、こ

れについては協議会の中でオーバーユースに対して

どう対応するかということを議論していただいて、

利活用計画案を確定させていただきたいと考えてお

ります。

○具志堅透委員 今、オーバーユースなどを努力目

標に掲げていて、なかなか時間もかかるのだろうと

いう思いがあるのですが、先ほどの外来種の撤去だ

とか、除去だとかという部分に関してはすぐ計画を

立てれば―すぐといいますか、できますよね。その

ときには予算的な面が伴ってくるだろうと思います

が、そこは県が補助といいますか、手助けはするの

ですか。それとも村にもやりなさいということです

か。

○安里修環境再生課長 おのおのの役割に基づいて

実施計画を策定し実行していくということで協議会

で実施計画などを策定していまして、東村について

はマングローブが天然記念物に指定されております

ので、東村が文化財の予算を獲得して外来種の除去

を行うことになっております。

○具志堅透委員 いずれにしても、その予算があっ

てしっかりとした再生をしていくのだと。そして、

その中の中心的な事務局として指導しながら再生さ

せていこうというような―ただ、時間がかかるといっ

てもある程度の目標を立てながらやっていただきた

いという思いがあります。というのは、この事業の

スタートをよく承知していますが、これは川上前副

知事の現場踏査から出てきて、私はヤンバル地域に

はもっとそういった再生させるべき川があるだろう

と思っていますが、ここがモデル地区でうまくいけ

ば次にいけるのではないかと。例えば、本部の満名

川でもかなりヘドロがあったり、いろいろ汚染され

た状況がありまして、そこも再生できればとか、あ

るいは金武の何川でしたか、それから今帰仁とか、

ああいったところも結構あるので、そのように随時

やっていただければいいなと思っています。ですの

で、時間がかかるからということで終わるのではな

くて、ある程度、目標数値を決めてやっていただき

たいと思いますが、どうでしょうか。

○大浜浩志環境部長 今、環境再生課長から説明が

ありましたけれども、モデル事業として慶佐次で成

功すればいろいろな河川で生かせるということで

やっております。県の取り組みとしては、先ほどの

協議会もしかりですが、土木的な工事としては、ヒ

ルギ、マングローブがありますが、そこに赤土が流

れてきていますので、そこを掘削して流れをよくし

たということを一昨年にやりまして、今その辺のモ

ニタリングをやっています。それから、魚が大分減っ

たということで、魚が住めるように、河川が真っす

ぐになっている三面張りのところにふちをつくった

り、ワンドをつくり、だんだん魚がふえてきたとい

うことで、自然再生に向けては一つ一つ解決してき

ています。また、先ほど言ったように、村は外来種

対策とサガリバナを植えたいという目標もあります

ので、そこはきっちり村でやっていただくと。そし

て、全体的にみんなで申し合わせて、こういう形で

計画していこうという計画に基づいてやっておりま

すので、これをやることによってモデル的なものが

できるかと思っております。それが中部または北部

のほかの河川に生かせられたらということで進めて

いる事業でございますので、こういう形で進めてい

きたいと思います。

○具志堅透委員 中部が出てくるのはちょっとおか

しいと思います、これはヤンバルの活性のために出

た事業であります。これは笑い事ではありません。

そこを活性させながら観光に何とか結びつけないと、

ヤンバルの過疎化はとまらないなという、本当に切

実な思いの中でこの事業が出てきているのです。こ

れは真剣な話です。ですから、ここで観光と結びつ

けて―慶佐次川は既に観光もリンクしていますので、

そこをしっかりとモデル地域としてやって次のとこ

ろにいくというようなことをイメージしていただき

たい。そこで、中城でこういうことをやっているの

で、あれは何なのだろうと思っているわけです。そ

こは押さえていただきたいと思います。

次に、赤土等の流出防止対策について、これも毎

年一般質問、本会議、あるいはこの委員会でも取り

上げているのですが、モニタリングをすることに関

して状況調査はわかります。では、それを具体的に

云々、あるいは各課横断云々もやってきました、副

知事を中心に云々という。うちの座波委員は納得の
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いく説明と言っていましたが、まだそういうことを

言っているのかという感があるのです。皆さんの課

題でいうと、今後は関係機関との情報共有や連携強

化により、沖縄県赤土等流出防止対策基本計画の進

捗状況の把握や推進を図る必要があると。まだこん

な段階なのですかという感じです。具体的にどうや

ればという原因がわかっているわけですから、そこ

をどうするのだということはすぐやれるのではない

かと思うのですが、それはどうですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 赤土の流出の問題につき

ましては、やはり農地の課題が大きいということが

ございまして、８割以上というのが今までにわかっ

ていることですが、農地の対策が農家の収益に結び

つかないということで、それがやはり長年の課題で

もあり、一朝一夕には解決できない問題となってお

ります。環境部では赤土等流出防止活動支援事業と

いうことで、地域のＮＰＯ等の実施する赤土等の防

止活動―グリーンベルトを植えるとか、あるいは学

校に出向いて環境教育や啓発などを実施しまして、

地域として継続的な対策が進むように、そういう事

業を行っております。これにつきましては、農林水

産部でも農家を対象にそのような事業を行っており

まして、ソフト事業と勾配修正などのハード事業を

組み合わせて基本計画の実現に向けて取り組んでい

るところです。

○具志堅透委員 この事業で取り組んでいる、例え

ば環境教育とか、団体の補助金、活動云々はいいこ

とだと思います。やはり最終的には、県民全体の世

論、思いを上げなければいけないので、その対策と

いうのは必要だろうと。しかし、農家に対するハー

ド事業をやっていくと単収が減るということは、皆

さんがグリーンベルトだけを考えているから、耕作

面積が減るから、減るみたいな話になるのであって、

別の方法としてあるのではないかという部分の研究

はしたことがありますか。

○比嘉尚哉環境保全課長 この赤土の対策につきま

しては、沖縄県衛生環境研究所等で研究は積み重ね

てきておりまして、グリーンベルトとか、マルチン

グなど、そういった対策については一定の成果が得

られるということで研究はされてきております。

○具志堅透委員 以前も少し言ったのですが、素人

的ではあるかもしれませんが、伊江島では道路と農

地との間にかさを上げて、赤土流出防止対策として

流れるのを防ぐために塀みたいにしているのです。

そういったことも非常に重要ではないかと思います。

これは簡単ですぐにできると思います。例えば、あ

る場所―場所を言うと少し問題があるので、そこに

行くと道路から土が盛り上がっていて、雨が降ると

排水に垂れ流し、そしてこれを防ぐためにただブロッ

クを積む―そんなに大げさではなくて……、そういっ

たことも研究したことがありますか。これは農林水

産部に任せるのではなくて、皆さんから提案したこ

とがあるかということです。それが横断的な取り組

みになるだろうと。具体的に取り組んでいないから

言うのです。皆さんは計画を立てて横断的に必要で

すねという話はするけれども―考え方はいいのです

―しかし、具体的にいつ取り組むのですか。沖縄観

光は潰れますよ。

○比嘉尚哉環境保全課長 地域によっていろいろな

対策はあろうかとは思いますけれども、代表的な流

出防止対策としては、マルチングがあります。枯れ

葉で裸地面を覆うとか、緑肥、グリーンベルト、勾

配修正、葉殻梱包―葉殻梱包というのは、葉っぱを

梱包しまして、それをブロック状に並べて防止する

ものでございまして、そういった対策が挙げられて

おります。これについては農林水産部で営農指導の

中でされているものと理解しております。

○大浜浩志環境部長 補足していきますと、土木建

築部の場合は工事中の影響しかありませんが、農林

水産部については営農ということで長時間かかると

いうことで、その辺の農地の開発、農地の維持の段

階については、農林水産部できちんと技術を確立し

ていると思っております。県は横断的な協議会の中

でしっかり取り組めるような形で今後もやっていき

たいと思っていますし、また、地域、地域でいろい

ろな研究が必要ということであれば、農林水産部の

研究でしっかりとっていただくということはこちら

から農林水産部にもお伝えしますし、土木建築部に

も足りないところはちゃんとお伝えしていきたいと

考えております。

○具志堅透委員 今の件について私が言っているこ

とは素人的ですが、皆さんでしっかり、ある知恵を

絞って横断的に具体的に対策をして、ここをハード

事業でもいいからやるのだということを見せてくだ

さい。そして、どの地域はどこがという部分、原因

はわかっているわけですから、そこをやらないとこ

のような状況だけではとまらないと思っているので、

ぜひお願いします。

あと、工業用水道施設整備事業についてですが、

北部地域で接続率を上げるために施設整備をもう少

しやる予定はないですか。今、監査意見書にも書か

れているとおり、接続率とかいろいろ課題があるわ

けですよね。名護では、もう少し広げてくれないか

という要望が我々のところにはかなりあるのです。



－298－

皆さんのところにもあるだろうと思いますが、そこ

まで広げると工業立地ができるなという部分が現に

あるところも含めて。せっかく名護をやっているの

で、そこをもう少し延長していただければと思った

りするのですが、予定はないですか。

○上運天先一参事兼総務企画課長 工業用水の配水

管の延伸については、施設能力や採算性等を総合的

に検討・判断する必要があります。地方公営企業に

おいては、経費を経営に伴う収入―水道料金ですが、

それでもって充てるという独立採算制の原則があり

まして、採算がとれる事業であることが前提となり

ますので、その辺は検討が必要かと思います。

○具志堅透委員 名護の場所は特区に指定されて、

これからも広がる可能性のある場所なので―多分、

企業局長も大体の場所はわかっていますよね屋部の

―そこは十分可能性として採算はあるのではないか

と思ったりするので、ぜひ検討はしてください。

○新垣清涼委員長 以上で、環境部長及び企業局長

に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項を提起しようとする委員

から、改めて提起する理由の御説明をお願いいたし

ます。

座波一委員。

○座波一委員 提起しました事業は、ジュゴン保護

対策事業であります。その事業の目的を確認しまし

たら保護と対策ということでしたので、それについ

ての効果を質疑しても、効果というものよりも調査

を優先して、それに向けた検討をするという状況で

あります。現実も、ジュゴンの生息が確認できてい

ない上に、毎年これだけの事業費を重ねていくとい

うことが果たして財務状況上ふさわしいかという疑

問があり、総合的な理由から環境対策、環境政策の

一環として、事業を見直したほうがいいのではない

かという意味で調査を要請します。

○新垣清涼委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 ジュゴンの保護対策事業ですが、

そもそもジュゴンは国の天然記念物であり、環境省

の絶滅危惧種ⅠＡ類にも指定されています。答弁の

中にも回遊状況、あるいははみ跡も確認されている

ということで、この保護事業については重要な事業

であり、さらに実態把握、調査、保全は強化される

べきと考えていて、改めて調査事項として協議する

必要はないと考えますので、反対の意見を申し上げ

たいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに意見はありませんか。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 賛成の立場で話させてください。

当然、そういった希少動物であるということは承

知しています。ただ、今、確認もされていない。現

に、沖縄近海でどうだああだと、ただ目撃情報とか、

はみ跡があるということを言っているのですが、そ

の調査の中身を変更するとか、ジュゴンの確認をす

るとか、そういったことへの変更も可能ではないか

という思いもあるわけです。ですから、今のような

調査のあり方だけでいいのかという部分で、もう少

し議論を深めたほうがいいのではないかという思い

を持っています。これは全部やめなさいということ

ではなくて、非常に貴重であるということも承知し

ています。ですから、まずジュゴンがどの辺にいて、

どういう行動をしてという部分からの調査のほうが

必要性としてはあるのではないかという思いもあり

まして、その調査内容の見直しという意味では議論

をする余地があるのではないかという思いで賛成し

たいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに意見はありませんか。

上原正次委員。

○上原正次委員 確かに、調査のあり方については

考えるべきところもあると思いますが、当局からお

話があったように、発見された方が現在ウミンチュ

をやっている方ということで、確定的なものがある

のかと思っていまして、やはり調査をして保護をす

るという、先ほど照屋委員からもお話がありました

ように、天然記念物であるということから、最大の

効果が出る事業だと思っていますので、そういった

意味ではやはり継続でやっていくべきかと思ってい

ます。

○新垣清涼委員長 ほかに意見はありませんか。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 沖縄防衛局は、３頭と明確に言っ

ているので、具志堅委員の意見には賛成ですが、当

初の趣旨の中で要らないのではないかということに

対する疑義がありましたので、あえて反対しました。

ただ、やり方については一部賛成もするのですが、
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県がもっと積極的に実態把握をすべきと思っていま

す。それで、異論はありますが、一応は趣旨の中で

意見が違うので、あえて見直しは要らないのではな

いかと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○新垣清涼委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの反対

意見の表明を終結いたします。

次に、決算特別委員会における調査の必要性及び

整理等について、休憩中に御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、ジュゴン保護対策

事業の効果と総合的な環境政策の見直しに

ついてを報告することで意見の一致を見

た。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項について確認した結果、

提案はなかった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、11月５日 正午までに

決算特別委員に配付されることになっています。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、６日 正午までに

政務調査課に通告することになっております。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 新 垣 清 涼





平 成 3 0 年 1 1 月 ７ 日

平 成 3 0 年 第 ７ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）





－301－

平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 平成30年11月７日 (水曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午前10時33分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 要調査事項及び特記事項の取り扱いについて

２ 総括質疑の取り扱いについて

３ 審査日程の変更について（追加議題）

４ 平成 30 年 平成29年度沖縄県水道事業会計

第７回議会 未処分利益余剰金の処分につい

乙第18号議案 て（追加議題）

５ 平成 30 年 平成29年度沖縄県工場用水道事

第７回議会 業会計未処分利益余剰金の処分

乙第19号議案 について（追加議題）

６ 平成 30 年 平成29年度沖縄県一般会計決算

第７回議会 の認定について（追加議題）

認定第１号

７ 平成 30 年 平成29年度沖縄県農業改良資金

第７回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号 （追加議題）

８ 平成 30 年 平成29年度沖縄県小規模企業者

第７回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について（追加議題）

９ 平成 30 年 平成29年度沖縄県中小企業振興

第７回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て（追加議題）

10 平成 30 年 平成29年度沖縄県下地島空港特

第７回議会 別会計決算の認定について（追

認定第５号 加議題）

11 平成 30 年 平成29年度沖縄県母子父子寡婦

第７回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて（追加議題）

12 平成 30 年 平成29年度沖縄県下水道事業特

第７回議会 別会計決算の認定について（追

認定第７号 加議題）

13 平成 30 年 平成29年度沖縄県所有者不明土

第７回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて（追加議題）

14 平成 30 年 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善

第７回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て（追加議題）

15 平成 30 年 平成29年度沖縄県中央卸売市場

第７回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て（追加議題）

16 平成 30 年 平成29年度沖縄県林業・木材産

第７回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第11号 について(追加議題）

17 平成 30 年 平成29年度沖縄県中城湾港（新

第７回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について（追

加議題）

18 平成 30 年 平成29年度沖縄県宜野湾港整備

第７回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て（追加議題）

19 平成 30 年 平成29年度沖縄県国際物流拠点

第７回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について（追加議題）

20 平成 30 年 平成29年度沖縄県産業振興基金

第７回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号 （追加議題）

21 平成 30 年 平成29年度沖縄県中城湾港（新

第７回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について（追加議題）

22 平成 30 年 平成29年度沖縄県中城湾港マリ

第７回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について（追加議題）

23 平成 30 年 平成29年度沖縄県駐車場事業特

第７回議会 別会計決算の認定について（追

認定第18号 加議題）

24 平成 30 年 平成29年度沖縄県中城湾港（泡

第７回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について（追

加議題）

25 平成 30 年 平成29年度沖縄県公債管理特別

第７回議会 会計決算の認定について（追加

認定第20号 議題）

26 平成 30 年 平成29年度沖縄県病院事業会計

第７回議会 決算の認定について（追加議題）

認定第21号

27 平成 30 年 平成29年度沖縄県水道事業会計

決算特別委員会記録（第２号）
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第７回議会 決算の認定について（追加議題）

認定第22号

28 平成 30 年 平成29年度沖縄県工業用水道事

第７回議会 業会計決算の認定について（追

認定第23号 加議題）

出席委員

委員長 仲 村 未 央さん

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 末 松 文 信君 具志堅 透君

照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 亀 濱 玲 子さん

仲宗根 悟君 親 川 敬君

新 垣 光 栄君 玉 城 満君

瀬 長 美佐雄君 玉 城 武 光君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

欠席委員

島 袋 大君

3ii4

○仲村未央委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。

冒頭に申し上げますが、本日の議題の予定であり

ました常任委員長に対する質疑については、質疑の

通告がなかったため実施いたしませんので、よろし

くお願いいたします。

よって、要調査事項及び特記事項の取り扱いにつ

いて、並びに総括質疑の取り扱いについてを議題と

いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項及び特記事項の取り

扱いについて理事会を開催することを協議

した結果、開催することで意見の一致を見

た。)

○仲村未央委員長 再開いたします。

要調査事項に関し知事等の出席を求めるか否かの

取り扱いについて及び特記事項の取り扱いについて

を理事会で協議するため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時18分再開

○仲村未央委員長 再開いたします。

要調査事項に関し知事等の出席を求めることにつ

いて、理事会の協議の結果を御報告いたします。

理事会で慎重に協議した結果、理事会として意見

の一致を見ることはできませんでした。

以上、報告いたします。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 ジュゴン保護対策事業の要調査事

項に対して、動議を提出したいと思います。

私も委員会で意見を聞いていたのですが、事業目

的を確認しても、保護対策などについて質疑をして

も、効果より調査を優先し、それに向けた検討をす

るという状況で答弁としてなかなか返ってこない。

返ってきたという意見もあったのですが、ジュゴン

がいるかどうかの生息の確認もとれていない状況の

中で、そこを優先すべきではないかと。あるいは、

希少性はよくわかるのですが、ジュゴンがどこにい

て、どこの藻場を育成して保護していくのかという

部分が欠けていました。もう一つは、全体的な沖縄

県の海洋環境の保護という形では、赤土流出防止対

策も絡めながら全体的な環境対策をしていただきた

い。そこを知事あるいは副知事に出席いただいて議

論を深めていきたいと。今回の決算でこういったこ

とが判明しましたので、次年度に向けた調査にぜひ

生かしていただきたいという形での議論でございま

したので、そういったことをしっかりと決算特別委

員会でも議論すべきではないかということで、知事

あるいは副知事の出席を求めたいと思いますので、

動議を提出いたします。

○仲村未央委員長 ただいま具志堅透委員から知事

等の委員会出席を求める動議が提出されました。

よって、この際、本動議を議題といたします。

本動議に関し、意見・討論等はありませんか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 今の提案に対し、反対の討論を行

いたいと思います。

委員会では、正確な答弁もなされているし、何も

知事を呼んで質疑を行う必要はないと思います。委

員会での答弁は、５メートル以上の水深に発達する

藻場にはみ跡が確認されたと。そういう生息状況を

調査して、深場の餌場の状況についても把握する必

要があると言っておりました。それから、目撃情報

もあるということがありましたので、引き続きジュ

ゴンの保護調査をする必要があります。そういう観

点から、この決算特別委員会の要調査事項に提起す

ることに対する反対の立場からの討論を終わります。

○仲村未央委員長 ほかに意見・討論等はありませ

んか。

（「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、本動議に対する採決を行います。

本動議は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
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お諮りいたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

（挙手）

○仲村未央委員長 挙手少数であります。

よって、本動議は、否決されました。

次に、特記事項の取り扱いについて、理事会で慎

重に協議した結果、議案の採決後に附帯決議案を採

決に付すとして、理事会としての意見の一致を見て

おります。

お諮りいたします。

特記事項の取り扱いについては、議案の採決後に

附帯決議案として採決に付すことに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、審査日程の変更について協議し

た結果、日程を変更し、直ちに議案の採決

を行うことで意見の一致を見た。）

○仲村未央委員長 再開いたします。

審査日程の変更については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行い

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

審査日程の変更についてを議題といたします。

10月22日の委員会において決定した審査日程では、

次回は、明 11月８日 木曜日の午前10時に本委員

会を開催することとしておりますが、先ほどの協議

の結果、総括質疑を行わないこととなったため、11

月８日の日程は採決のみとなります。

よって、この際、日程を繰り上げ、本日採決を行

うこととし、審査日程を変更の上、本日の議題に平

成30年第７回議会乙第18号議案及び同乙第19号議案

の議決議案２件並びに平成30年第７回議会認定第

１号から同認定第23号までの決算23件を追加したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

ただいま決定いたしました平成30年第７回議会乙

第18号議案及び同乙第19号議案の議決議案２件並び

に平成30年第７回議会認定第１号から同認定第23号

までの決算23件を追加して議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決の順序及び方法等に

ついて協議）

○仲村未央委員長 再開いたします。

これより、平成30年第７回議会乙第18号議案平成

29年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について及び同乙第19号議案平成29年度沖縄県工業

用水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての

議決議案２件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案２件は、可決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。

よって、平成30年第７回議会乙第18号議案及び同

乙第19号議案の議決議案２件は可決されました。

次に、平成30年第７回議会認定第１号から同認定

第23号までの決算23件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの決算23件は、認定することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。

よって、平成30年第７回議会認定第１号から同認

定第23号までの決算23件は認定されました。

休憩いたします。

（休憩中に、平成30年第７回議会認定第21号

について文教厚生委員会から提出された附

帯決議案の文案及び採決の方法について協

議を行った結果、案のとおり決定すること

で意見の一致を見た。）

○仲村未央委員長 再開いたします。

次に、ただいま認定されました平成30年第７回議

会認定第21号平成29年度沖縄県病院事業会計決算の

認定についてに対する附帯決議案について採決いた

します。

お諮りいたします。

本附帯決議案は、可決することに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。

よって、本附帯決議案は可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案等に対する委員会審査

報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願

いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲村未央委員長 御異議なしと認めます。
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よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託されました議案等の処理

は全て終了いたしました。

委員の皆さん、連日、熱心に審査に当たっていた

だき、大変御苦労さまでございました。

これをもって、委員会を散会いたします。
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決算特別委員会議案処理一覧表

議案番号 議 案 名 議決の結果

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分 全会一致

第７回議会
について 可 決

乙第18号議案

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金

第７回議会
の処分について

〃

乙第19号議案
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決算特別委員会決算処理一覧表

認定番号 決 算 名 議決の結果

平 成 3 0 年
全会一致

第７回議会 平成29年度沖縄県一般会計決算の認定について
認 定

認定第１号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定につ

第７回議会
いて

〃

認定第２号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計

第７回議会
決算の認定に つ い て

〃

認定第３号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定

第７回議会
について

〃

認定第４号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定につい

第７回議会
て

〃

認定第５号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の

第７回議会
認定について

〃

認定第６号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定につい

第７回議会
て

〃

認定第７号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認

第７回議会
定について

〃

認定第８号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定

第７回議会
について

〃

認定第９号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定

第７回議会
について

〃

認定第10号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算

第７回議会
の認定につ

〃

認定第11号
いて

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成

第７回議会
事業特別会計決算の認定について

〃

認定第12号



－307－

認定番号 決 算 名 議決の結果

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定 全会一致

第７回議会
について 認 定

認定第13号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特

第７回議会
別会計決算の認定について

〃

認定第14号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定につ

第７回議会
いて

〃

認定第15号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会

第７回議会
計決算の認定について

〃

認定第16号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算

第７回議会
の認定について

〃

認定第17号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定につい

第７回議会
て

〃

認定第18号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成

第７回議会
事業特別会計決算の認定について

〃

認定第19号

平 成 3 0 年

第７回議会 平成29年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について 〃

認定第20号

平 成 3 0 年

第７回議会 平成29年度沖縄県病院事業会計決算の認定について 〃

認定第21号

平 成 3 0 年

第７回議会 平成29年度沖縄県水道事業会計決算の認定について 〃

認定第22号

平 成 3 0 年
平成29年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定につい

第７回議会
て

〃

認定第23号
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平成30年第７回議会認定第21号「平成29年度沖縄県病院事業会計決算の

認定について」に対する附帯決議

平成29年度沖縄県病院事業会計決算の認定に当たっては、下記の事項に

留意し、今後の事務執行に努めること。

記

病院事業会計の貸借対照表中、「その他流動資産」に計上されている6500万

円のうち、6000万円の内容が明らかでないことから、その内容と、これが生じ

た原因等について速やかに調査を行い、その結果を公表すること。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 仲 村 未 央





巻 末 資 料

各 常 任 委 員 長 か ら の 決 算 調 査 報 告 書
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平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

○総務企画委員会

別紙１（総務企画委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【知事公室】

問） 県全体の消防職員の充足率と実員数の推移に

ついて聞きたい。また、市町村の消防費に地方

交付税がしっかり充当されているという認識は

あるか。

答） ３年ごとに消防庁が行う消防施設整備計画実

態調査の平成27年度の結果では、本県の消防職

員の充足率は61.9％で、全国平均の77.4％と開

きがあることから、引き続き職員の充実を含む、

消防体制の強化が課題となっている。消防職員

実員数については、平成27年４月１日時点で

1573人と、前回実態調査の平成24年度から59名

の増員、約3.9％の増が図られている。また、平

成29年４月１日時点では、1596人と、平成27年

度から23名の増となっており、近年、消防隊員

数は着実に増加しているところである。

また、地方交付税の充当については、補助金

と違い１市町村当たり何名分といったストレー

トに算定額が出るものではないが、消防費全体

として幾らというのは基準財政需要額によりそ

れぞれの市町村でもわかる形にはなっている。

問） 不発弾等処理事業の不用額は幾らか。また、

その主な発生要因は何か。

答） 不発弾対策事業の不用額は２億2826万2000円

となっており、内訳として、広域探査発掘加速

化事業で１億1627万3000円、市町村支援事業で

4057万円、住宅等開発磁気探査支援事業で7141万

9000円となっている。

また、不用額の主な発生要因としては、年４回

の入札のうち下半期の12月に実施する入札残、

現場によっては固い岩盤が出て計画どおり磁気

探査ができないことによる減額、磁気探査を行

うこととされていた市町村の公共事業の取りや

め、次年度への持ち越し等による探査箇所の減

によるものなどが挙げられる。住宅等開発磁気

探査支援事業については、昨年度11月時点で当

初予算13億9000万円をほぼ使い切ったことによ

り、広域探査事業から6500万円を流用し対応し

たが、現場の状況により不発弾探査を実施でき

なかった案件が多く、結果的に7141万9000円の

不用が発生したものである。

問） 在沖米軍の演習や基地に起因する事故やトラ

ブルが発生した場合の通報体制はどうなってい

るか。

答） 米軍基地に起因する事件・事故の通報体制に

ついては、平成９年３月の日米合同委員会合意

における在日米軍に係る事件・事故発生時にお

ける通報手続という取り決めがなされている。

その中で、目的や事件・事故発生情報の通報基

準、通報経路が定められており、具体的な通報

体制の経路については別表となっている。通報

体制は２つに分かれており、沖縄県内の通報体

制、沖縄県以外の本土での通報体制という２つ

の流れが書かれている。その中で、例えば、事

件・事故が発生した場合は、まず誰に通報する、

その通報を受けた者は誰に通報するといった具

各常任委員長からの決算調査報告書
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体的な部署に矢印表示が書かれた通報体制が示

されている。

問） ワシントン事務所の役割と業務内容について

聞きたい。また、ワシントン駐在員活動事業費

の執行率が高いが、今後、予算をふやす考えは

ないか。

答） ワシントン事務所は、基地問題に関する情報

収集、沖縄の正確な状況などの情報発信を主な

役割として設置され、駐在員は、連邦議会委員、

米国政府関係者などの方々と意見交換等を行っ

ている。特に、米軍による事件・事故が発生し

た際には、速やかに米国政府関係者に県内の状

況を伝えるとともに、事故の再発防止策の実施

等を求めてきた。平成30年度においては、これ

までの取り組みに加えて、安全保障分野におけ

る有識者との連携促進のための会議開催と沖縄

に対する理解を深めるための米国論文コンテス

トを実施したいと考えている。

また、予算の増額については事務所を設置し

て３年、４年近くたっており、今後はこれまで

にやったものを検証しながら、どういった取り

組みができるか、何かまた新しいものができそ

うであれば、それに対して挑戦したいと考えて

いる。

問） 地域安全政策事業について、Ｑ＆Ａ形式のパ

ンフレットを何部作成し、どのような関係者に

配付したのか。

答） 米軍基地問題に関するＱ＆Ａパンフレットに

ついては、当初は平成29年３月31日に約４万部

を作成したが、その後に関係者からの需要等も

あって足りなくなり、同年６月に１万部の増刷、

同年10月に２万部の増刷、平成30年３月に３万

部を増刷。結局３回の増刷を行い、合計で10万

部を作成している。配布状況としては、平成30年

10月11日現在で、トータル９万5000部が配布さ

れ、約5000部が残っている状況である。配布先

については、市町村関係者、マスコミ関係、学

校関係、図書館、市町村の議員の方々、県外関

係では国会議員の方々、それと全国の市町村や

図書館などに配布している。

【総務部】

問） 県税の収入未済額が約19億円を示し、年々減っ

ていたものが頭打ちになった理由は何か。また、

徴収対策としてどのような取り組みをしている

か。

答） 平成29年度の県税収入未済額は19億3220万円

で、前年度決算額の18億455万円と比較すると、

額で１億2765万円、率にして7.1％の増となって

いる。

しかしながら、この未済額がふえた要因とい

うのが、年度末に法人事業税及び法人県民税に

おいて、高額の滞納案件が発生しており、この

滞納案件がなければ前年度よりは下回ったとい

うことで、この滞納になっている案件について

は、今年度中には解消できると考えている。

また、徴収対策としては、総合的対策として

自主納付に係る広報活動、それから郵便局やコ

ンビニ、クレジット収納など県民の納税機会を

拡充する対策をとっている。自動車税では、タ

イヤロックによる差し押さえやインターネット

での競売などにより徴収率が向上している。さ

らに、平成17年度から各県税事務所ごとに個人

住民税徴収対策協議会を立ち上げ、市町村と情

報を共有しながら連携して取り組んでいる。

問） 平成29年度会計決算で、沖縄県の自主財源比

率と九州や全国との比較について聞きたい。ま

た、県として自立型経済構築を目指す上で、自

主財源比率の目標数値はないのか。

答） 平成29年度の普通会計における自主財源は

2400億800万円で、自主財源比率は32.6％と前年

度の30％から2.6ポイントほど改善している状況

である。九州平均は39.2％、類似県平均は38.9％

となっている。具体的な数値は、実際に試算す

るのは難しいが、一つの目安として類似県平均

値を目指すとか、あるいは九州平均値を目指す

とかということはやっていく必要があるかとは

考えている。参考までに、仮に類似県平均の

38.8％まで自主財源比率を上げるとして、平成

29年度決算で、依存財源をそのままとして仮定

した場合には、約750億円の自主財源の増が必要

である。一方で、平成25年から平成29年までの

４年間に県税収入が400億円近く上がっており、

そこはしっかりと自立型経済に向けた取り組み

が進んでいると考えている。

問） 沖縄振興特別推進交付金について、これまで

国から執行率や繰り越しが指摘されて減額され

てきた経緯があるが、一括交付金の執行率や繰

越率の推移はどうなっているか。また、執行率



－312－

を高める観点から、もっと早く国との事前協議

を行うことはできないのか。

答） ソフト交付金の執行率は、平成25年度が73.9％、

平成26年度が74.8％、平成27年度が77.4％、平

成28年度が79.5％、平成29年度が79.3％という

ことで、執行率自体は改善傾向にある。繰越率

は、平成25年度が19.2％、平成26年度が20.0％、

平成27年度が17.0％、平成28年度が16.2％、平

成29年度が11.7％ということで改善傾向にある。

また、ソフト交付金の交付決定については、

12月中旬から新規事業に係る協議を、それから

２月上旬から継続事業に係る協議を行い、３月

中旬までに調整を行った事業について、４月上

旬に交付決定を受けているということで、県予

算が決定される２月中旬の時点では、内閣府と

事前の調整が整っていない事業についても、一

定程度見込み計上にならざるを得ないというと

ころがある。課題がある事業等については、Ｐ

ＤＣＡの成果等を共有しながら内閣府との情報

共有を密にすることによって早期の交付決定に

つながる形で取り組んでいきたいと考えている。

問） 第７次行財政改革プランは、平成26年度から

平成29年度までの４年間実施してきたが、財政

効果としては幾らか。また、今年度から４年間

の新たな行財政改革の特徴やこれまでとの違い

はどういった点か。

答） 平成26年度から平成29年度まで４年間実施し

た行財政改革プランでは、財政効果約58億円の

目標に対して約121億円となっている。また、平

成30年度からスタートしている沖縄県行政運営

プログラムは、これまでの行財政改革の量の削

減、いわゆる財政効果といったところに重きを

置いた取り組みから、多様化する県民のニーズ

や社会経済情勢の変化等に効率的に対応するた

めのその組織構築とか、また県民サービスといっ

た事務処理の能力を上げていくとか、一義的に

は量から質に重点を置いた形で行政運営の充実

を図っていくことがこれまでとの一番の違いで

ある。

また、めり張りをつけるということで、重点

的に実施する項目、進捗を管理していく項目、

あと、それぞれのプランには掲げないで、各部

局等で個別に推進していくような項目を並べて、

その事業の進捗を管理するなどが、今回新しく

求めたところである。

問） 所有者不明土地調査事業に関して、所有者不

明土地の現状と前年度に比べてどのように変

わったのか。また、今後の解決に向けた見通し

について聞きたい。

答） 平成30年３月末の所有者不明土地の状況は、

県管理地が1505筆で、89万6255平方メートル、

市町村管理地は1202筆で８万6139平方メートル、

合計で2707筆、98万2394平方メートルとなって

いる。前年度と比べると、筆数にして３筆が減

少して、面積では357.71平方メートル減少して

いる。所有者不明土地については、復帰特別措

置法の附則において国が実態調査を行い、その

結果を踏まえて検討することとなっているが、

実態調査は、平成24年度から平成29年度までに

一応終わったところであるが、一部、真の所有

者探索において、聞き取り等の調査が未聴取の

部分があるので、今年度、その残りの分の追加

調査を行っている。

県は実態調査がほぼ終わったことを踏まえ、

今月、沖縄担当大臣に所有者不明土地の抜本的

解決に向けた検討をするよう要請したところで

ある。こういった県の要望、また実態調査の進

捗を踏まえて、内閣府が今年度内に委託調査の

中で検討委員会を設置し、実態調査の分析・整

理を行い、課題をピックアップしてどういう解

決ができるかといった検討を開始する予定と聞

いている。

【企画部】

問） 特定駐留軍用地等内土地取得事業における不

用額が発生した理由について聞きたい。また、

県が取得した土地はどのように利活用するのか。

答） 西普天間住宅地区跡地において、普天間高校

用地の先行取得に取り組んできたが、地権者の

多くが跡地内での土地の自己活用を希望するな

どの理由から最終的な取得実績が見込みを下

回ったことにより不用額となっている。

現在、宜野湾市において区画整理事業の認可

に向けてさまざまな調整を行っているが、県の

取得した0.2ヘクタールの西普天間住宅地区跡地

の土地利活用については、関係する機関、地元

の宜野湾市あるいは県の教育庁も含めて、今現

在調整・検討を行っているところである。

問） 知的・産業クラスター形成に向けた研究拠点

の構築の中の７つの事業について、事業概要と

その成果はどうなっているのか。
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答） 知的・産業クラスターを形成するため、健康、

医療、環境エネルギーの分野について７つの事

業を実施している。平成29年度における主な成

果の概要は、沖縄科学技術イノベーションシス

テム構築事業において、例えば骨折治療等に使

う綿状の人工骨を製造する企業と、琉球大学が

提携した再生医療法の開発研究を支援し、こと

し２月に特許を出願している。先端医療実用化

推進事業については、医療現場における先端医

療技術の研究を支援し、これらの実用産業化を

目指した取り組みを行っている。具体的には、

患者自身の細胞を培養した細胞シートという再

生医療技術を用いて、食道が狭くなる疾患に対

する臨床研究を支援しており、この研究で開発

した培養技術や治療に使用する医療機器などの

再生医療の産業化も期待できるところである。

先端技術活用によるエネルギー基盤研究事業で

は、琉球大学や企業等が連携して進める島嶼地

域におけるエネルギーの安定供給に寄与するエ

ネルギー基盤の研究を支援している。具体的に

は、海水と淡水の塩分濃度差を利用して安定的

に電力を生み出す研究を支援しており、平成29年

度は県企業局の協力を得て、北谷浄水場内に実

証室を設置するとともに実証試験を行うための

装置を開発したところである。

問） 公共交通利用環境改善事業に関して、ノンス

テップバスの導入経過と、急行バス運行実証実

験の成果について聞きたい。また、バス事業者

がＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡによる乗り継ぎ割引に

ちゅうちょしているのはなぜか。

答） ノンステップバスについては、平成29年度の

21台を含めて、平成24年度からの６年間合計で

212台を導入している。その導入に当たっては、

バス事業者が、経営状況等を勘案しながら段階

的な導入計画を作成し、その導入が進められて

おり、現段階で212台、約90％まで来ており、平

成33年度までに236台を目標に取り組んでいる。

急行バスの実証実験は、基幹バス導入による

利便性向上を図るため、那覇市から沖縄市コザ

までの区間で実施しており、平均で13分の短縮

効果があらわれている。利用者アンケートでは、

満足度が２年連続で約９割を超え、利用者数も

平成28年と平成29年の同月比で約1.5倍という伸

びを示している。

また、ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡによる乗り継ぎ

割引については、バス事業者の意見として、減

収分を賄うほどの利用者増を見込むのが難しい

のではないかという懸念がある。

問） 離島航路運航安定化支援事業に関して、船の

造船等に係るこれまでの実績と今後の計画はど

うなっているか。また、２隻目支援の要望があ

ると思うが、支援の可能性はあるのか。

答） 離島航路の船舶更新については、国、県、市

町村と、この事業者で構成する協議会において、

沖縄県離島航路船舶更新支援計画を策定の上、

平成24年度から平成33年度までの10年間の計画

で、14航路14隻として実施しており、一括交付

金で約125億円を要する計画として策定した。平

成29年度末までに８航路８隻、最新の状況で先

月９月末現在で９航路９隻が完了をしたところ

である。これまで85億円の補助を執行済みで、

残る５航路５隻については、平成33年度までに

約40億円程度を要する見込みとなっている。

また、渡名喜経由の久米航路、渡嘉敷航路、

座間味航路の３航路で要望のある２隻目支援に

ついては、合計で約20億円程度になるのではな

いかと試算されており、今後、財源も含めてしっ

かり検討していきたいと考えている。

問） 鉄軌道導入に向けた取り組みの進捗状況と今

後の展開について聞きたい。また、実現可能性

という部分で大事なところが進んでいないので

はないかと思うが、どうか。

答） 平成26年度から沖縄鉄軌道の計画づくりに取

り組んできており、ことしの５月に構想段階に

おける企画書を策定し、県としての考えを取り

まとめたところである。今後は速やかに次の計

画段階に移行するために、全国新幹線鉄道整備

法を参考とした特例制度の創設に向けた取り組

みの加速、国による事業実施に向けた取り組み

の早期着手の要請、費用便益に関する検討・研

究を進めていきたい。市町村、既存公共交通事

業者との協働により、将来のフィーダー交通ネッ

トワーク化を見据えた地域公共交通の充実に関

する検討などを実施していく予定である。

実現可能性について、沖縄本島の中南部地域

は、特に人口にあっては広島市、面積は北九州

市、人口密度は神戸市に匹敵するような地域で

あり、そこに鉄軌道がないという唯一の県であ

り、一番大事なところは初期投資のコストであ

るが、これは全国新幹線鉄道整備法を参考とし

た特例制度の創設を国にお願いしたいと考えて
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いる。

問） 離島体験交流促進事業の取り組み成果はどう

なっているか。また、離島の子供たちは対象と

なっているのか。

答） 数字ではかれる部分で言うと、例えば民泊で

ある簡易宿舎の営業許可取得件数については、

事業開始前の平成22年度の107件から、平成29年

度においては509件と400件程度ふえている。体

験プログラムの数についても平成22年度の20件

から平成29年度の308件と大幅に増加している。

離島で中核的な動きをするコーディネーターの

数も、当初６名だったものが現在、各島で合計

57名のコーディネーターが育成されており、一

定の成果が出ていると考えている。

また、離島の子供たちについては、離島の児

童にも機会を与え、別の離島に派遣して互いの

島の違いや魅力を知ってもらい、生まれ育った

島に誇りを持ってもらうという目的で、平成27年

度から島の魅力再発見推進事業としてスタート

し、平成28年度から本事業に統合という形で離

島版として実施しているところである。

【公安委員会】

問） 昨年度に警察官100人の増員がなされたが、現

状、人数としては足りているのか。まだ部署に

おいては休みがとりにくいケースがあると聞く

が、状況は余り改善されていないのか。

答） 現在の沖縄県の警察官１人当たりの負担人口

は全国30位、定員数は、本年度2771人で、全国27位

という状況であり、一概に警察官が足りている、

足りていないという判断はなかなか申しにくい

ところである。また、県警察としては、業務の

合理化、効率化等を進めるとともに、働きやす

い環境づくりを進めているところであり、例え

ば、休暇制度等については、朝、介護あるいは

子供の送り迎え等でどうしても休暇が必要だと

いう職員について、ワンカラ休暇というのを導

入し、２時間以内の休暇であれば、「ワンカラ休」

と記載するだけで休暇がとれる制度や、夕方に

ついてもプチ休という制度で、３時間以内であ

れば「プチ休」と記載するだけで休暇がとれる

という制度等を導入している。

問） 地震、津波等に関連して、糸満警察署や名護

警察署などの海抜５メートル未満の警察施設は

移設を検討したほうがよいと考えるが、警察施

設の改築等に対してどのような考え方を持って

いるのか。また、災害に備えた訓練は行ってい

るのか。

答） 県内14警察署のうち、海抜５メートル未満に

位置している警察署は、糸満警察署が海抜約

2.3メートル、名護警察署が海抜約２メートルで、

この２カ所である。警察署は災害発生時におけ

る災害対応の拠点として重要な施設であり、加

えて糸満警察署と名護警察署はともに35年以上

を経過するなど老朽化が進んでいることから、

糸満警察署については、平成29年度に基本設計

を行い、現在海抜７メートルに位置する糸満南

小学校の跡地への移転工事に着手しているとこ

ろである。名護警察署についても、今後、計画

的に建てかえを検討していきたい。

また、海抜の低いところに位置する警察署に

ついては、平素から津波災害の発生を想定して、

速やかに代替移設へ移行するための対処訓練を、

最低でも年１回は実施をしているところで、想

定外では済ませない対応を心がけているところ

である。

問） 刑事警察活動費に関して、立ち直り支援活動

で支援する中学生はどういう境遇にある生徒な

のか。また、実施している市町村や学校との連

携等はどうなっているのか。

答） 立ち直り支援活動の対象少年は、街頭補導を

行った不良行為少年、非行防止や保護について

相談を受けた少年、周囲の環境や少年自身が問

題を抱え再非行に走りかねない少年などで、非

行に走る可能性がより高いと認められる少年は、

漏れることのないよう支援をしているところで

ある。

実施場所は、個々の少年の特性や環境に応じ

て警察署や農業施設、学校などさまざまな場所

で実施しており、同支援活動は離島を含む全て

の警察署管内で実施している。

また、学校関係者との連携においては、学校

警察連絡協議会や児童生徒健全育成サポート制

度を活用して、個々の少年が抱える問題につい

て相互に具体的な情報提供を行い、効果的な指

導育成、環境改善を図っているところである。

問） 交通安全施設費に関して、平成29年度の信号

機設置に関する要望の件数とその後の対応につ

いて聞きたい。
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答） 平成29年度における信号機設置の要請につい

ては、各警察署から警察本部へ正式に上申され

たものが36件である。

警察本部では上申を受けて、交通量等の所要

の調査・分析等を加えた上で、設置指針と基準

に照らし合わせて総合的に設置の必要性を判断

し、平成29年度は12基の信号機を新設した。そ

のうち５基については、道路の新設、改良に伴

うものである。

【出納事務局】

質疑なし

【監査委員事務局】

質疑なし

【人事委員会事務局】

質疑なし

【議会事務局】

質疑なし

○経済労働委員会

別紙１（経済労働委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【農林水産部】

問） 鮮度保持技術と戦略出荷によるブランド確立

事業の総予算と執行額について聞きたい。また、

その成果はどうなっているか。

答） 鮮度保持技術と戦略出荷によるブランド確立

事業の事業期間である平成27年度から平成29年

度までの３年間の総予算額は１億1867万4000円

で、執行額は平成27年度が3719万3000円、平成

28年度が4021万4000円、平成29年度が4126万

7000円となっている。主な成果として、電場技

術による鮮度保持保管輸送方法、氷温技術によ

るパイナップルの保存条件、フレッシュバンク

コンテナによるニンジンの長期保存方法の確立

などが挙げられる。

問） 災害に強い栽培施設の整備事業におけるこれ

までの実績と今後の展開について聞きたい。ま

た、今年度執行率が低い理由は何か。

答） 災害に強い栽培施設の整備事業の事業期間で

ある平成24年度から平成29年度までの６年間で、

強化型パイプハウス約89.7ヘクタール、平張り
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施設約60.2ヘクタール、合計約150ヘクタールを

整備した。今後の展開としては、これまでの施

設整備に加え、環境を制御できる装置を一体的

に整備していく計画で平成30年度から取り組ん

でいるところである。

また、平成29年度予算17億8031万2000円に対

し、決算額12億2225万1000円で執行率は68.7％、

翌年度繰越額３億332万9000円となっている。そ

の理由として、全国的な鉄鋼関連資材の需要増

加を背景に、ハウス建設に要する鉄骨部材の確

保や鋼材加工に不測の日数を要し、建設におく

れが生じたことや、施設整備予定の農用地の賃

貸借契約について地主との調整に時間を要し事

業計画の策定がおくれたこと等によるものであ

る。

問） 産地発おきなわ海藻消費拡大事業におけるモ

ズクの生産量の推移と今後の目標値について聞

きたい。また、生産量の多い県内の漁協はどこ

か。

答） モズクの生産量は平成27年度が約１万4000ト

ン、平成28年度が約１万5000トン、平成29年度

が１万9252トンであることから年々増加傾向に

あり、平成33年度に３万トンを目標としている。

また、生産量の多い県内の漁協としては、勝

連漁協、知念漁協、恩納村漁協となっている。

問） 重点施策事業である新規就農者育成・確保対

策事業において若い農業の担い手の確保を目的

とした農業次世代人材投資事業の事業内容と平

成29年度の実績について聞きたい。

答） 農業次世代人材投資事業は、若い農業担い手

の育成・確保を目的に、就農前の研修期間から

経営が不安定な就農直後の所得確保を支援する

ための交付金を交付し、就農意欲の喚起と就農

定着を図るための事業である。

交付金の種類は、就農前の研修期間に係る「準

備型」と就農直後の経営が不安定な時期に係る

「経営開始型」の２種類がある。

準備型給付金は、県立農業大学校等の研修施

設等で研修している人を対象に研修期間中に最

長２年間、年間150万円を上限としている。また、

経営開始型給付金は就農１年目から５年目まで

の間、各年度ごとに年間150万円を上限としてい

る。

なお、平成29年度の実績は、準備型交付金が

26名に対し3300万円、経営開始型給付金が434名

に対し５億3660万5000円を交付している。

問） 家畜伝染病防除事業における家畜保健衛生獣

医師の役割とは何か。また、沖縄県内における

獣医師の充足状況と確保対策はどうなっている

か伺いたい。

答） 家畜保健衛生獣医師は、家畜伝染病予防法に

基づき家畜伝染性疾病の診断、衛生指導など家

畜の損耗を防止することで畜産経営の安定化に

よる畜産振興に大きく寄与している。

沖縄県では、産業動物獣医師不足を解消する

ため、「沖縄県における獣医療を提供する体制の

整備を図るための計画書」を作成し、平成32年

度までに151名の獣医師体制を確保することを目

標としている。

公務員獣医師が目標72名に対して現状69名と

３名不足、産業動物獣医師が目標79名に対して

60名と19名不足している状況にある。

県としては就学資金の給付、大学訪問による

説明会、獣医師を志す生徒などのインターンシッ

プ等の受け入れで獣医師の確保に努めていきた

いと考えている。

【商工労働部】

問） アジア経済戦略構想推進・検証事業は、沖縄

県の経済振興にとって極めて重要な施策である

と認識しているが、現在の進捗について伺いた

い。

答） アジア経済戦略構想推進計画では、各戦略ご

とに成果指標として平成33年度の目標値を設定

している。５つの重点戦略を説明すると、１つ

目の「国際物流拠点の形成」については、那覇

港の取り扱い貨物量が目標1278万トンに対し、

平成29年は1216万トンで達成度は95％。２つ目

の「世界水準の観光リゾート地の実現」につい

ては、外国人観光客が目標400万人に対し、平成

29年度は269万2000人で達成度は67％。３つ目の

「航空関連産業クラスター形成」については、

航空機整備施設が11月から供用開始予定である。

４つ目の「ＩＴスマートハブの形成」について

は、情報通信関連企業の立地数は目標560社に対

し、平成29年度は454社で達成度は81％。５つ目

の「新たなものづくり産業の推進」については、

製造業の従業員数が目標２万8000人に対し、平

成29年度は２万4760人で達成度は88％となって

いる。
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問） 沖縄ＩＴイノベーション戦略センターの設立

目的と事業内容について聞きたい。また、今後

の取り組みはどのように考えているか。

答） 一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略セ

ンターは、先進的なテクノロジーやノウハウを

収集し、産業成長戦略の提言を行うことに加え、

ＩＴ産業と観光産業を初めとした主要産業との

マッチングや、実証事業支援による新事業創出

などの取り組みを行うことを目的としている。

平成30年度事業の主な内容は、先端的なＩＴ利

活用動向調査、ＩｏＴネットワークを活用した

実証事業のハンズオン支援、ＩＴ関連サービス

のデータベース化によるマッチング支援に取り

組んでいる。次年度以降は現在の取り組みを継

続、強化するとともにＩＴ産業のさらなる活性

化、県内各産業とのＩＴ利活用の促進に向けて、

ＩＴ活用人材の育成や国際的なＩＴ見本市商談

会の開催などに積極的に取り組んでいく。

問） 再生医療産業活性化推進事業における事業の

概要と委託先について聞きたい。また、県内に

おける人材育成はどうなっているか。

答） 再生医療産業活性化推進事業は、将来的に採

取した幹細胞を評価し、他人へ提供できること

を目的としており、幹細胞をストックしていく

事業である。ストックした幹細胞について増殖

のしやすさ、他の細胞へ分化する能力を評価す

るための指標の研究に取り組んでいるところで

ある。成果としては11検体の幹細胞を琉球大学

医学部にストックしているところである。委託

先については、琉球大学医学部を中心とした再

生医療産業活性化推進事業運営共同体に委託し

ており、共同体の構成員は琉球大学医学部、国

立生育医療研究センター、産業技術総合研究所、

セルソース株式会社及び一般社団法人トロピカ

ルテクノプラスの５団体で構成されている。

人材育成については、再生医療の分野には細

胞培養士というものがあり、沖縄工業高等専門

学校において次年度から培養士のカリキュラム

に取り組むことが決定している。また、医療機

関による再生医療の臨床研究を実施している。

問） 沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）整備事業

の事業概要と今後のスケジュールはどうなって

いるか。

答） 本事業は、本県工芸産業の振興、発展に必要

な技術や技法の高度化、市場ニーズに対応した

製品開発、工芸分野の起業家育成などを推進す

るための施設を整備する事業である。

平成29年度に実施設計及び展示設計を終了し、

平成30年度は埋蔵文化財発掘調査を実施してい

るところであり、平成31年２月に終了する見込

みである。

今後の予定としては、平成31年度から建設工

事を開始し、平成33年度末の供用開始を予定し

ている。

問） 航空機整備施設における県内出身者の雇用状

況について伺いたい。また、航空機整備に係る

人材育成について聞きたい。

答） 航空機整備施設に入居する企業が県内出身者

を採用した人数は、平成28年度で19人、平成29年

度で23人、平成30年度で25人の合計67名となっ

ている。

また、航空機整備に係る人材育成については、

入居企業が一般の高校生等を採用して社内でみ

ずから研修等を行い、実際の技術等を身につけ

させるということで取り組んでいる。一方、県

内では国立沖縄工業高等専門学校において、平

成27年度から航空技術者プログラムを開設し、

人材育成に取り組んでいるところである。

【文化観光スポーツ部】

問） 大型ＭＩＣＥ事業建設にかかわるこれまでの

取り組みについて聞きたい。また、その費用と

財源内訳はどうなっているか。

答） 大型ＭＩＣＥ施設の整備については、平成24年

度に「ＭＩＣＥ誘致強化戦略・大型ＭＩＣＥ施

設のあり方調査事業」の実施、平成25年度には

「大型ＭＩＣＥ施設整備と街づくりへ向けた基

本構想」の策定、平成26年度に大型ＭＩＣＥ施

設の建設用地の検討作業を実施し、平成27年度

以降は「大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業」とし

て各種事業に取り組んでいるところである。平

成24年度から平成29年度までの決算ベースでの

執行額は、約72億1700万円であり、その内訳と

して一括交付金を活用した事業の執行額は約

１億8000万円、県債や一般財源により執行した

事業費は約70億4000万円である。

問） 入域観光客数のことしの目標に対する見通し

について聞きたい。また、昨年度の入域観光客

数958万人のうち外国人観光客数について聞きた
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い。

答） 平成30年度の入域観光客数は、６月までは順

調であったが、夏場の台風による影響が大きく、

1000万人手前くらいのペースになっている。しっ

かりと盛り返してぜひ今年度の目標である

1000万人の大台を達成したいと思っている。

また、昨年度の外国人観光客は269万人であり、

入域観光客数全体の28％となっている。その内

訳として、一番多いのは台湾で81万3000人、次

に中国本土で54万6000人、続いて韓国で54万

4000人となっている。

問） ことし９月から10月に襲来した台風第24号及

び第25号は観光客に影響を与えたが、観光危機

管理支援対策事業の中には台風対策も含まれる

のか。

答） 県では、地震、津波などの自然災害や航空機

・船舶事故、感染症などが発生した場合に迅速

かつ的確に対応し、被害の最小化や早期復旧等

を図るため、「沖縄県観光危機管理基本計画」を

策定しており、台風もこの中に含まれている。

台風時には台風時観光客対策協議会本部を沖縄

観光コンベンションビューローに設置し対応し

ている。

問） 教育旅行推進強化事業について、現状と今後

の考え方について聞きたい。

答） 平成29年の沖縄への修学旅行の受入件数は

2475校で客数は43万2000人となっており、国内

観光客数の約6.3％を占めている。特に沖縄全体

の入域観光客数が少なくなる10月から12月の時

期に占める割合は約14％であり平準化に寄与し

ている状況にある。県としては修学旅行を観光

施策の重要な柱として位置づけ、沖縄県修学旅

行推進協議会の開催、修学旅行フェア、説明会

の開催、学校に対する事前、事後学習支援等さ

まざまな事業を実施している。

本事業は今年度で事業期間が終了するが、修

学旅行が沖縄観光に果たす役割が大きいことか

ら、今後も修学旅行を観光施策の重要な柱とし

て位置づけ、次年度以降も引き続き事業を実施

する予定である。

問） 文化発信交流拠点整備事業において、専門人

材の育成状況を聞きたい。

答） 県では沖縄県立芸術大学及び大学院において、

琉球古典音楽、琉球舞踊及び組踊が学べるコー

スを設置しており、これまでに琉球古典音楽コー

スで183名、琉球舞踊・組踊コースで203名の卒

業生を輩出している。

また、国立劇場おきなわにおいては、組踊の

保存継承を目的に組踊の立方、地方の伝承者養

成研修を平成17年度から実施しており、５期に

わたり48名の研修生を育成している。

【労働委員会事務局】

質疑なし
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○文教厚生委員会

別紙１（文教厚生委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【子ども生活福祉部】

問） 民生委員のなり手が減少していると聞くが、

現状はどうなっているのか。また、民生委員は

無報酬であるが、その活動に伴う経済的負担を

軽減するためにどのようなことに取り組んでい

るのか。

答） 本県における民生委員は、平成30年10月１日

時点で、定数2399名に対して2072名であり、充

足率は86.4％となっている。

また、県においては、民生委員に対する活動

支援として民生委員１人当たりに対して５万

9000円を支給している。あわせて市町村におい

ても、民生委員の活動費として費用弁償や研修

会の参加費等が支給されている。

問） 待機児童の解消に必要となる保育士を確保す

るために、保育士試験受験者支援事業が実施さ

れているが、その内容と実績について聞きたい。

答） 本事業は、保育士試験の合格者数を増加させ

るために、市町村が実施する保育士試験受験者

向けの講座の実施費用について補助している。

平成29年度の実績としては、全体の受講生が

730人で、そのうち644人が保育士試験を受験し、

124人が合格しており、合格率は19.3％となって

いる。一方、受講生以外の合格率は12.2％となっ

ており、受講生の合格率が7.1ポイント上回って

いることから、本事業の効果は大きいものと考

えている。

問） 生活保護扶助費については、約２億2000万円

の補正増を行っているが、不用額として約３億

4800万円が生じているのはなぜか。

答） 生活保護扶助費の補正予算については、平成

28年度生活保護費等国庫負担金において、年度

終了後の精算により約２億2000万円の返還が生

じたことから、当該償還金分として、２月補正

にて同額を計上したものである。

一方、２月補正要求時点の平成29年12月ごろ

においては、扶助費の当初予算額約89億8000万

円について、医療費が約６割を占める中、冬季

のインフルエンザの流行等による大きな変動に

対応できるように所要額を確保する必要があっ

たこと。さらに、県民の生活を守る最後のセー

フティーネットとしての生活保護制度の役割や

機能を鑑みて、一定程度の予算を確保する必要

があったことなどから減額補正を行わなかった

ものである。しかしながら、インフルエンザの

流行や被保護人員の急増などの生活保護の動向

に大きな変動がなかったことから、結果的に扶

助費の不用額が生じたものである。

問） 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の

執行率が27.3％と大変低いものとなっているが、

その内容と実績について聞きたい。また、本事

業を周知するために、今後どのような取り組み

を行っていくのか。

答） 本事業は、市町村が軽度・中等度難聴児に対

して補聴器の購入や修理に要する経費を助成し

た場合に、県が当該助成に補助するものである。

平成29年度当初は、23市町村から交付申請が

あったが、最終的に16市町村に対して132万円の

補助金を交付したところである。

現在、本事業の周知については市町村の窓口

などで実施していると聞いているが、今後は、

学校等関係機関との連携を図るように、各市町

村に対して助言等を行っていきたい。

問） 沖縄子供の貧困緊急対策事業で、各市町村に

おける子供の貧困対策支援員の配置人員数にば

らつきがあると聞いているが、どのような状況
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になっているのか。

答） 本事業において、平成29年度に市町村に配置

されている子供の貧困対策支援員は114名であ

る。その配置については、内閣府において市町

村が求める同支援員の人員数について協議し、

これに必要な予算を確保しているところである。

配置人員数にばらつきがあるのは、市町村によっ

ては同支援員の配置の必要性を勘案して判断さ

れたことによるものと考える。今後、その配置

を要望すれば、そのための予算は措置されるも

のと理解している。

【保健医療部】

問） 離島患者等支援事業の執行率が30％と低く

なっているのはなぜか。また、本事業の支援対

象となる付添人については、その支援内容を拡

充すべきではないか。

答） 執行率が低くなった主な要因としては、本事

業が平成29年度の新規事業であったことから、

各市町村が患者等への支援に不足が生じないよ

うに、余裕を持って予算計上していたこと。さ

らに、妊産婦の検診回数、出産人数及び特定不

妊治療の申請数が、当初の見込みよりも少なかっ

たことが挙げられる。また、これまでの付添人

の要件については、患者が未成年者であること

や、介護を必要とする患者に限定していたが、

去る９月の県の要綱改正に伴い、基本的に医師

の診断があれば、全ての患者に対する付添人を

対象とするものに改めたところである。

問） 健康づくりボランティア養成・活動支援強化

事業の内容と実績について聞きたい。また、今

後どのような取り組みを行っていくのか。

答） 本事業は、市町村における健康づくり推進員、

食生活改善推進員等のボランティアの養成及び

活動支援に対して、経費の２分の１を補助する

ことにより、県民の健康づくりを推進する環境

を整備するものである。

平成29年度は10市町村が本事業を活用したと

ころであるが、これは当初の見込みよりも少な

いものであった。その理由として、現在、ボラ

ンティアとして活動している方々の高齢化や、

新たなボランティアを養成するために開催する

講座の受講者が少ないことが挙げられる。

このため、県としては市町村との連携強化を

図りながら、健康づくりボランティアを養成す

るための仕組みづくりについて検討していきた

い。

問） 沖縄県地域医療構想において、金武町、宜野

座村、恩納村が中部構想区域に位置づけられて

いるが、同町村は北部地域基幹病院整備推進会

議を構成する北部12市町村である。そのことに

よって、県が目指している医療提供体制の整備

と北部基幹病院建設の取り組みにそごを来すこ

とはないのか。

答） 本構想における構想区域は、保健医療計画で

定める２次保健医療圏と同じエリアを設定して

いることから、金武町、宜野座村、恩納村が位

置づけられている中部構想区域と北部12市町村

が一体となって、北部基幹病院の整備に向けた

取り組みを進めることについては、直接関係な

いものと理解している。

問） 管理栄養士養成課程設置補助事業によって、

同養成課程を設置する意向のある学校法人１者

を補助事業者として決定したとのことである。

これによって、本年度内に文部科学省や厚生労

働省からの認可等を得るための手続が必要とな

るが、それらの進捗状況について聞きたい。ま

た、これらの手続について県として助言等を行

う考えはあるのか。

答） 本事業によって、沖縄大学が事業者候補者と

して選定されたところであり、本年５月29日に

補助金の交付決定を行ったところである。

本年８月31日には、文部科学省から新学部等

設置の認可を受けている。

さらに、来年３月には、厚生労働省から管理

栄養士養成施設指定を得る見込みであり、次年

度４月に開学する予定であると聞いている。

県としては、本事業の進捗管理を進めながら、

必要な助言等を行っていきたいと考えている。

問） 本県における、がん検診の受診率は全国的に

見るとどのようになっているのか。また、本県

のがん罹患率について全国的な位置づけはどう

なっているのか聞きたい。

答） 本県のがん検診の受診率を見ると、肺がん検

診の全国の順位が21位となっている。次に、胃

がん検診が同じく16位で、大腸がん検診は33位

となっている。最後に、子宮がん検診が同じく

19位で、乳がん検診は33位となっている。

また、本県のがん罹患率については、平成26年

データに年齢調整を行った結果が、人口10万人

対比で男性が393.2人となっており、全国平均の

429.4人と比べると低くなっている。一方、女性

については同じく324.8人で、全国平均の300.7人

と比べると高くなっている。本県の男女を合計

すると全国平均よりも若干低い状況にある。

【病院事業局】
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問） 病院事業会計の貸借対照表中、「その他流動資

産」に計上されている6000万円の内容が明らか

でないということである。その内容について聞

きたい。

答） 本貸借対照表中、平成26年度から「その他流

動資産」に計上されている6500万円のうち6000万

円については、その計上の経緯や流動資産とし

ての内容が明らかでないことから、監査委員か

ら指摘されているものである。

その数値を計上することになった要因として、

平成26年度における会計基準の変更に伴い、そ

れまでに利用していた財務会計システムから、

新たな財務会計システムに移行した際に仕分け

の誤りが生じたものではないかと推定している

が、その断定については、現在精査していると

ころである。

これが断定された場合には、修正処理を行う

必要があることから、引き続き、精査の上、適

切に対処していきたいと考えている。

問） 業務予定量と実績を見ると、平成29年度も全

ての県立病院の実績が業務予定量を下回ってい

る。なぜ、毎年度そのような状況になるのか。

答） 公営企業予算については、一般会計予算と比

べて弾力性を持たせる必要がある。病院事業に

ついては、経営目標や経営方針などに従い、県

立病院が最大限の医療を提供できる体制を想定

して、当該年度の患者数を業務予定量として設

定している。しかしながら、医療従事者が充足

できなかったことや患者の動向などから、業務

予定量と実績に差が生じる状況となっている。

問） 本県の繰入額については、全国平均と比較す

るとかなり低いようであるが、病床１床当たり

繰入額の違いと、その要因について聞きたい。

答） 平成29年度決算における繰入金について、許

可病床数2225床で割ると１床当たり320万1000円

となる。

最新のデータである平成28年度地方公営企業

年鑑に基づき、病床１床当たりの繰入額を比較

すると、全国平均が555万8000円であるのに対し

て、本県は299万1000円となっており、これは全

国30位の繰入額である。

全国平均に比べて本県の１床当たりの繰入額

が少ないのは、全病床に占める繰り入れの対象

となる政策医療の割合が他県よりも低く、一方、

繰り入れの対象とならない一般医療の割合が高

くなっていることによるものである。このよう

な状況になっているのは、本県は他県に比べて

市町村立の病院が著しく少ないことから、基幹

病院としての県立病院を中心に医療提供体制が

形成されてきたことによるものと考える。

問） 各県立病院の休診料や診療制限の状況はどの

ようになっているのか。

答） 平成30年10月１日時点で、医師が配置できな

かったことにより、北部病院、中部病院、南部

医療センター・こども医療センターの３病院で

眼科の外来診療を休止している。南部医療セン

ター・こども医療センターについては泌尿器科

も休診している。

また、北部病院については、産婦人科で分娩

件数の制限、外科で救急外来の夜間受付の制限、

腎臓内科において新規の透析患者の診療制限が

行われているところである。

問） 監査委員からの審査意見として、経営改善の

取り組み等、今後の県立病院の運営に当たって

適切な措置を講ずるよう指摘がなされている。

さらに労働基準監督署の是正勧告があったが、

これらについてどのような対策を行っているの

か。

答） 病院事業局における平成29年度決算について

は、労働基準監督署からの是正勧告を受けて過

年度分の時間外勤務手当の支払い等により、全

ての県立病院において経常収支が赤字となり、

病院事業経営は極めて厳しい状況にある。

このため、平成30年７月に定めた沖縄県立病

院経営計画の見直しに関する基本方針に沿って、

病院事業局全体で見直し作業を実施してきてい

るところである。経営計画の見直しに当たって

は、同基本方針に沿って過去の決算結果から見

た、病院経営を悪化させている重要な課題とそ

の要因を整理し、経営改善に向けた方向性を定

めるとともに、経営改善を図るための取り組み

項目を幅広く検討し、その取り組みによる収支

の見通しを収支計画に反映させ、毎年度、収支

目標を設定することにしている。

今後は、病院事業局長や各県立病院長で構成

する経営改革会議や、外部有識者による経営評

価委員会での協議を踏まえ、経営計画をまとめ

ていくこととしており、本年度内には経営計画

の見直しを終えて、これを県民に対して公表す

る予定である。

【教育委員会】

問） スクールカウンセラー・スクールソーシャル

ワーカー等配置事業における配置状況と１人当

たりの相談・支援件数はどうなっているのか。

また、本事業の成果について聞きたい。

答） スクールカウンセラーの配置については、平

成28年度は381校に対して99人、平成29年度は

377校に110人。平成30年度は397校に108人を配
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置しているところである。平成29年度における

１人当たりの相談件数については、216件となっ

ている。

一方、スクールソーシャルワーカーについて

は、平成28年度、平成29年度、平成30年度とも

に20人の配置となっている。平成29年度におけ

る１人当たりの支援件数は195件となっている。

本事業の取り組みなどが奏功したこともあっ

て、平成28年度の学校復帰率を見ると、全国平

均の28.3％に対して本県は36.0％となっており、

同じく平成29年度は全国の25.0％に対して本県

は31.5％となっていることから一定の成果を上

げているものと考える。

問） 沖縄振興一括交付金の減額によってどのよう

な影響が出ているのか。

答） 平成28年度と平成29年度を比較すると、学校

施設整備費で約23億円減額されているが、小・

中学校については、市町村に対してヒアリング

などを実施したところ、ほぼ当初計画どおりに

当該予算を配分している状況である。ただし、

県立学校については計画を変更して整備すると

ころも存在する。

問） 特別支援学校における医療的ケア体制整備事

業の実績はどうなっているのか。また、多様化

する医療的ケア児への対応とはどのようなもの

か。

答） 本事業の平成29年度の実績として、特別支援

学校９校において28名の看護師を配置したとこ

ろである。

また、多様化する医療的ケア児への対応とし

て、平成29年度に特別支援学級における医療的

ケア実施要項の一部改正を行った。これによっ

て、看護師が行うことができる医療的内容とし

て、これまで行ってきた吸引、経管栄養、導尿

等に加えて、新たに酸素管理、人工呼吸器の作

動状況の確認、緊急時の連絡等を含むものとし

たところである。

問） 本県における過去５年間の大学進学率と、専

門学校への進学率はどうなっているのか。また、

大学進学者のみならず専門学校に進学する生徒

に対する支援について検討すべきではないか。

答） 学校基本調査によると、本県における大学進

学率は、平成25年度が37.7％、平成26年度が

39.8％、平成27年度が39.2％、平成28年度が

39.5％、平成29年度は39.7％となっている。同

じく専門学校への進学率は、平成25年度が

25.3％、平成26年度が26.6％、平成27年度が

26.7％、平成28年度が25.0％、平成29年度は

24.5％となっており、全国と比較すると高い割

合になっている。

また、専門学校に進学する生徒に対する支援

として、本年度、内閣府において沖縄独自の専

門学校に特化した給付型奨学金を創設したとこ

ろである。これは家庭の経済状況などに左右さ

れずに進学の機会を得られるようにするもので、

本県の経済を支える観光や情報通信分野の専門

学校に進学する生徒に対して、月額２万円から

４万円の奨学金を給付するものとなっている。

問） 沖縄型幼児教育推進事業の成果と課題につい

て聞きたい。

答） 本事業の成果については、結節点となる公立

幼稚園にコーディネーターを配置したことに

よって、各学校や施設間の連絡調整が円滑にな

り、保幼小連絡協議会や幼児・児童の交流会等

の実施がスムーズになったことである。また、

保幼小合同研修会の開催を通して、子供の育ち

や学びを確認することができ、指導内容の改善

や相互理解が深まり、幼児教育のさらなる充実

につながっている。

課題としては、幼児教育施設の形態や特色が

さまざまであり、専門知識を有するコーディネー

ターの確保について困難をきわめたことから、

今後、優秀な人材を確保するための方策につい

て検討していきたい。

別紙２（文教厚生委員会）

特 記 事 項

１ 平成30年第７回議会認定第21号「平成29年度

沖縄県病院事業会計決算の認定について」に対

する特記事項

10月31日（水）の病院事業局の調査の過程に

おいて、沖縄・自民党所属委員から、病院事業

会計決算に計上された6000万円の内容が明らか

になっていない中、沖縄県病院事業会計決算書

がつくられたことに疑念を持っている。ついて

は、その内容と経緯を明らかにするために、早

急に調査等を行ってもらいたい旨を特記事項と

して報告していただきたいとの申し出があった。

なお、この事項については、「現在、病院事業

局で精査中であることから、その報告を待ちた

い。」、「平成26年度決算において、6000万円の内

容が明らかになっていないことが判明していた

にもかかわらず、病院事業局からその間の説明
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がなかった。判明した時点からこの間までの経

緯についても説明を求めるべきである。」、「第三

者による調査を実施すべきである。」、「病院事業

局が調査中であるということなので、その成り

行きを見守る必要がある。」との意見があった。

この申し出を受け、平成29年度沖縄県病院事

業会計決算の認定に当たっての付帯決議（案）

として整理した上で、特記事項に記載したもの

である。

〔附帯決議（案）〕

平成30年第７回議会認定第21号「平成29年度

沖縄県病院事業会計決算の認定について」に対

する附帯決議

平成29年度沖縄県病院事業会計決算の認定に

当たっては、下記の事項に留意し、今後の事務

執行に努めること。

記

病院事業会計の貸借対照表中、「その他流動資

産」に計上されている6500万円のうち、6000万

円の内容が明らかでないことから、その内容と、

これが生じた原因等について速やかに調査を行

い、その結果を公表すること。

○土木環境委員会

別紙１（土木環境委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【土木建築部】

問） 土木建築部が所管する事業の中で、米軍施設

との関係で進捗がおくれている事業があるが、

状況と対応策について聞きたい。

答） 土木建築部が所管する道路、河川について、

米軍との調整を要する事業は12事業ある。その

うち主に解決が見込まれる事業については４事

業ある。まず、港川道路は、米軍と共同使用の

合意がなされ暫定２車線で供用している。次に、

勝連半島南側道路は、米軍より立入許可を得て

測量を実施するとともに、平成30年１月に共同

使用の申請を行っている。次に、比謝川につい

ては、今年度末から測量調査を実施する予定で

ある。次に、白川川については、沖縄防衛局よ

り、平成31年度の返還は順調に進んでいるとの

回答を得ている。

一方、他の８事業については、沖縄防衛局を

通じて鋭意調整を行っているが、目に見える形

での進展が図られない状況であるため、米軍に

対して副知事と一緒に要請活動を行っている。

問） 入札の不調・不落、応札ゼロの状況と原因及

びその対策はどうなっているか。

答） 直近の入札の不調・不落件数は、ことしの４月
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から８月までで、不調が31件、不落が８件、合

計39件である。原因としては、技術者不足、価

格の乖離が考えられる。県発注工事で応札ゼロ

については、直近の数字として平成28年度が

56件、平成29年度が33件。平成30年度は、上半

期までの合計として31件程度となっている。

入札の不調・不落については早目に改善しな

ければならないと考えており、資材単価、技術

者不足の対応に最優先に取り組んでいる。応札

者ゼロについては、民間の事業者を含めて、景

気動向が非常に良好だということで、資材単価

も積み上げた上で、幾度となく発注をやり直し

ているが、厳しい状況である。小さな工事の利

益が上がらないということで、なるべくまとめ

て発注するような取り組みを行っているが、ほ

かに何をすれば不調・不落が減らせるのか、も

う少し時間をいただきたい。

問） 那覇港の第２クルーズバース整備の進捗状況

はどうなっているか。また、周辺には、ロジス

ティクスセンターや火葬場もあり、道が１本し

かない中、渋滞が予想されるが、交通網のあり

方等について抜本的に議論すべきではないか。

答） 第２クルーズバースの整備については、港湾

計画の中に位置づけており、官民連携によるク

ルーズ拠点形成を図るということで、国が実施

する第３次の募集に向けて連携する船社の選定

作業に着手したところである。

那覇港の渋滞対策は、去る３月に臨港道路浦

添線と国道58号の浦添北道路が開通したが、そ

の際も曙交差点などの渋滞対策の検討が必要だ

ということで、那覇港管理組合では、那覇港渋

滞対策検討会議というものを設置し、港内にお

ける渋滞対策の検討を進めている。これまでに

渋滞対策として実施したものが、浦添埠頭の西

洲地区において３カ所の交差点をコンクリート

ブロックによって閉鎖し、安全性の確保を図っ

ている。また、新港埠頭地区の給油所前の交差

点においても中央分離帯の一部を撤去して、み

なし右折車線を設置することで右折車両が直進

車両の進行を阻害しないような対策を実施して

いる。

第２クルーズバースの整備に伴う交通計画は、

各埠頭から発生する交通量や、港湾周辺におけ

る交通の状況などを踏まえ、今後見直しが行わ

れる那覇港の港湾計画の中で臨港交通施設計画

が検討される。

問） 建設業経営力強化支援事業の内容や昨年度の

実績はどうなっているのか。また、厳しい現状

にある建設業を支援する他の事業があるのか。

答） 事業の内容は、米軍工事に参入を希望する業

者に対して、セミナーや専門家派遣を通してノ

ウハウ等を提供し、ニーズがあれば要望する企

業に対して支援をしていくものである。また、

企業の経営力の強化等、全般的な建設業の経営

力、体力強化を目指し、経営改善の取り組みや

新規分野へ進出する企業に対しても支援するも

のである。

県内の建設業者に対して経営改善や新規事業

の取り組みなどを相談できるように、沖縄県産

業振興公社に委託して相談窓口を設けており、

昨年度は450件の相談を受けた。セミナーは12回

開催し、参加者が357名で、支援を受けた企業の

うちの３社が経営革新計画の承認を受けている。

この事業以外にも昨年度に、建設産業ビジョ

ン2018というものを、10年ぶりに策定して、建

設業の経営力の強化や人材確保の支援について

業界と一体となって取り組む事業を展開してお

り、団体推進会議等を通じて、さまざまな人材

確保の取り組みや経営力の強化等の施策に取り

組んでいる。

問） 沖縄らしい風景づくり促進事業について、沖

縄独特の風景や町並み景観の創生を図るため、

必要な人材育成に努めるとあるが、事業内容や

人材育成の方法はどうなっているか。

答） この事業は、沖縄らしい景観、風景を次世代

に守り継ぎ、個性豊かな風景づくりに貢献でき

る人材の育成及び公共事業における景観評価に

より、景観に配慮された良質な公共空間を創出

することを目的とした景観評価システムを実施

するものである。

人材育成事業は、平成29年度から県内６地区

で取り組みを進めており、大人から子供までを

対象にして、専門家を派遣して、地域の方々と

一緒にワークショップを開催したり、町歩き等

の研修会を開催して、地域の景観を守り育てて

いく人材を育成していくものである。

また、子供たちを対象に学校単位での父兄学

習というのも実施しており、小学校４年生を対

象に、地域の景観の資源であったり、歴史文化

等を総合学習の時間の中で勉強している。

【環境部】

問） 米軍施設の環境対策について、進捗状況や課

題は何か。また、米国立公文書館等からの資料

収集の目的と実績を聞きたい。

答） 進捗状況について、当初計画では、4139万8000円

の予算で、自然環境調査と情報収集と人材育成

事業を実施する予定であったが、自然環境調査

については、年度内に米軍、国との調整がおく

れ、基地内に入ることができない見込みになっ
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たので中止した。課題は、米軍からの情報提供

が少ないこと、また立ち入りができないことに

より、情報収集が困難であることと、２つ目は、

返還時などにガイドラインに沿った対応を沖縄

防衛局や国へ求めているが、その対応がなかな

かしてもらえないということである。基地内に

立ち入りができるケースと、できないケースが

あり、米軍側と調整して判断をしているという

状況がある。立入調査ができるよう、環境補足

協定の実効性のある運用をお願いしているとこ

ろで、知事から担当大臣、それから軍転協等を

通じて要請を行っている。

また、米国立公文書館等からの資料収集は、

1960年、70年代の非常に残留性の高いような有

機汚染物質等の情報が、まだ残っていると考え

られるので、そういうものを収集している。具

体的には、平成29年度の実績としては、キャン

プ・キンザーの放射性物質廃棄施設や武器弾薬

庫関係等の建物番号、施設リスト、用途が記載

された1963年の施設配置図などを入手しており、

これらをもとに米軍基地環境カルテを作成して

いる。復帰時の５・15メモに基づいて記されて

いる87施設について情報収集し、それぞれにつ

いて、化学物質やいろいろな使用履歴を入手し

て、それを施設内の環境調査を実施する際に使

うための資料として収集している。

問） 世界自然遺産登録推進事業について、今回は

見送りになったが、現時点の取り組み、地元と

県の役割分担はどのようなものがあるか、また、

課題解決のための取り組みはどのようなことを

検討しているか。

答） ５月のＩＵＣＮからの延期勧告を踏まえて、

一度、推薦を取り消して、６月に４島の推薦区

域の市町村等が集まり、自治体の合意のもと、

来年の２月に向けて改めて推薦書を提出してい

くことを目指すことで合意された。現在はＩＵ

ＣＮの評価報告書の課題等を踏まえて、指摘が

あった課題に対して取り組むとともに、延期勧

告の大きな理由となった主な２つの理由を踏ま

えながら、推薦書の修正、強化に向けて取り組

んでいる。

役割分担については、国を中心として、各県、

自治体が連携しながら作業に取り組んでいるが、

推薦に当たって、各自治体、ヤンバル地域、西

表地域、また県が中心になって、保全に関する

行動計画を取りまとめている。

また、課題解決に向けての取り組みは、ＩＵ

ＣＮからの延期勧告の中で、その他の勧告事項

や指摘事項として、地域関係者への推薦時管理

への参画、実効性のある観光管理の仕組みの構

築、希少種の交通事故対策、外来種対策の推進、

希少種の密漁対策などが挙げられており、これ

ら一連の５事項をより強化していく必要がある

と考えている。

問） 全国育樹祭開催準備事業の内容と現在の取り

組み状況はどうか。また、全国植樹祭との違い

について聞きたい。

答） 全国育樹祭は、国土緑化運動の一環として、

皇族殿下の御臨席を仰ぎ、毎年秋ごろ各都道府

県で開催している緑化の行事で、平成31年度に

沖縄県で開催される予定である。現在の取り組

み状況は、平成29年度に大会テーマ、シンボル

マーク等を決定して、基本計画を策定したほか、

会場の整備などを行うなど準備を進めている。

平成30年度は全国育樹祭実行委員会を設置して、

実施計画、宿泊輸送計画などを策定するほか、

プレイベントを実施している。開催場所は、平

成５年度に開催した全国植樹祭で、天皇皇后両

陛下がお手入れをされた樹木に対し、皇太子殿

下が施肥を行うお手入れ行事を糸満市の平和創

造の森公園で行う。

毎年、全国植樹祭と全国育樹祭は、各都道府

県で行われており、植樹祭は春、天皇陛下が行

う行幸啓の行事で、育樹祭は、毎年秋ごろ皇太

子殿下が、天皇陛下が植樹した樹木をお手入れ

するという行事となっており、２大緑化のイベ

ントとなっている。

問） ジュゴン保護対策事業について、保護するた

めの方法を考えているということであるが、具

体的に何をすべきか聞きたい。

答） ジュゴン保護対策事業は、なかなか実態がわ

からないジュゴンの生態等に関する調査を行う

ことによって保護等を検討していく事業である。

保護方策の基本的な考え方は３つあり、１つ

は主要海域の環境保全。２つ目が生体の解明に

向けた調査研究をさらに推進するということ。

３つ目は、混獲対策の推進という３つの柱が専

門家の検討委員会で示されている。

問） ジュゴンの生息や個体が正確に確認できない

中、保護調査の検討を続けており、余りにも実

現性の薄い事業ではないか。ジュゴンの保護が

必要であれば、藻場の再生が大事であり、赤土

対策を含めてもう一度事業を見直す必要はない

か。

答） 主要海域の環境保全というのが、ジュゴン保

護の対策の一番のものだと考えている。そのた

めに主要７海域の藻場を保全することが大事で

あり、昨年度までの調査を踏まえて、今年度方

策の検討をするという形になっている。主要７海

域については、環境保全課でサンゴ場の環境目
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標を立てており、そこは、赤土の流出の削減を

いかに抑えるか、赤土等流出防止対策協議会の

中で関係部局と連携しながら対策を講じていき

たい。平成26年度は50％ぐらいの達成率だった

ものが平成27年度には67％くらいまで回復して

いるというデータも出てきている。そういう結

果も踏まえ、海域の保全を図る、それが沖縄の

サンゴを守り、海藻を守り、生態系を守ってい

くという連鎖だと思うので、しっかり海域での

管理ができるような形で、関係部局や国と連携

をとり対策をとっていきたい。

問） 赤土の被害は、沖縄観光へのマイナスになっ

ており、自然環境保護の観点からも大きな問題

になっている。他部局との連携は具体的にでき

ているのか。

答） 県では、副知事を委員長、環境部長を副委員

長として、農林水産部や土木建築部長などの関

係部長で構成される沖縄県赤土等流出防止対策

協議会を設置している。その協議会のもとに幹

事会が設置されており、モニタリング事業の結

果や赤土等流出防止対策の状況について毎年報

告して情報共有している。その報告結果を農林

水産部等の事業実施部局の流出防止対策に反映

させるなど、連携しながら流出防止対策を推進

している。

農林水産部では、赤土流出防止対策を実施す

る各事業の事業計画策定に際し、事業配分と国

庫要求の基礎資料として、環境部が実施するモ

ニタリング調査の結果が国との調整などに活用

されている。

【企業局】

問） ＰＦＯＳについて、検出状況、勧告値に対す

る割合濃度の高さやそれに対する認識について

聞きたい。また、原因究明のための基地内への

立入調査を行うべきではないか。

答） 比謝川を主に、基地内の井戸群を中心に観測

を行っており、井戸群の幾つか、比謝川取水ポ

ンプ場、長田川取水ポンプ場からＰＦＯＳの高

い数値が検出されている。基地内での水質検査

は認められていないので、基地から流出する大

工廻川という比謝川に流入する河川の追跡調査

もずっと継続して行っており、そちらからも高

い値が検出されている。

勧告値に対する割合濃度の高さは、企業局が

平成29年度に外部に委託した調査結果では、勧

告値70に対して高いところでは約２倍程度の濃

度で検出されている。企業局としては、命にか

かわる水を県民に提供するという意味では、安

全が非常に重要だと思っている。それが、ＰＦ

ＯＳという人体に影響もあるものが、我々とし

ては嘉手納基地内から流出していると考えてい

る。最終的に基地内に立ち入りまでして原因究

明を図ることが非常に重要だと考えており、こ

れまで立入調査について何度か米軍への直接の

要請や沖縄防衛局を通して手続も含めてお願い

しているが、なかなか実現していない。

基地内への立入調査については、日米合同委

員会の環境分科委員会に上げるためにどういう

手続が必要か防衛省と調整しているが、明確な

指示がない状況である。

別紙２（土木環境委員会）

要 調 査 事 項

１ ジュゴン保護対策事業の効果と総合的な環境

政策の見直しについて

（要調査事項の内容）

ジュゴン保護対策事業の目的について確認を

したところ、保護と対策であり、それについて

効果を質疑しても、効果よりも調査を優先して、

それに向けた検討をするという状況であった。

現状もジュゴンの生息が確認できていない上に、

毎年これまでの事業を重ねていくことが果たし

て財務状況上ふさわしいかという疑問があり、

総合的な理由から環境対策、環境政策の一環と

して、事業を見直したほうがよいと考えること

から、知事及び副知事の見解を聞きたい。

なお、この事項については、「そもそもジュゴ

ンは天然記念物であり、環境省の絶滅危惧種に

も指定されている。質疑の中でもジュゴンの回

遊状況やはみ跡も確認されているということで、

さらなる実態把握、調査、保全は強化されるべ

きと考えている。」との反対意見があった。
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